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第１章 目的と期間 

 

ここに策定する総合振興計画基本計画実施計画（以下「実施計画」という。）は、総合振

興計画基本計画（計画期間：令和３（2021）年度～令和 12（2030）年度、以下「基本計画」

という。）に定められた政策及び施策を実現するための個別の事業を定めるとともに、それ

らの事業内容、目標指標などを明らかにすることで効果的・効率的に総合振興計画を推進し

ていくことを目的としています。 

計画期間は、基本計画 10 年間のうちの５年間（令和３（2021）年度～令和 7（2025）年

度）とします。 

 

 

 

■総合振興計画の構造図（基本計画から） 

 

 

 

 

 

 

 

  

-2-



■基本計画と実施計画の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基 本 計 画 実 施 計 画 実 施 計 画 



■総合振興計画全体構成図（基本計画から） 
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第２章 策定の視点 

 

１ 新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症については、令和２年５月に緊急事態宣言が解除されて以降も、国

内外で予断を許さない状況が続いており、その影響は社会経済の広範囲に及び、人々の生活様式

や意識に大きな変容をもたらしています。 

 実施計画では、基本計画を踏まえ、各分野のあらゆる領域において、感染拡大防止と経済活動

の両立を図りながら、新型コロナウイルス感染症を含む新興・再興感染症へ備えるとともに、ア

フターコロナにおける新たな生活スタイルや人々の意識の変化に対応するため、事態の推移に

即した柔軟かつ的確な事業展開に取り組みます。 

また、感染の再拡大等の危急の事態が発生した場合には、実施計画上の位置付けの有無にかか

わらず、臨機応変に必要な措置を講じていくこととします。 

 

■新型コロナウイルス感染症を踏まえた取組の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いわゆる３密対策や消毒・マスクの着用などの感染防止のための基本的な措置及び一時的

な実施方法の変更等（イベントの一時的なオンライン開催等で感染症終息後には従前の手

法に復帰する見込みのもの）については、記載の有無にかかわらず、全ての事業において適

切に取り組みます。  
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■ 主な新型コロナウイルス感染症関連事業の位置付け 
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２ 持続可能な開発目標（ＳＤＧＳ）の位置付け 

基本計画では、第３部「各分野の政策と施策」の政策ごとに特に関連の深いと思われる

ＳＤＧｓを明記し、各分野において達成に向けて貢献していくゴールを可視化しています。

また、「重点戦略」にも国連の「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が掲げる統

合的な課題解決の理念を取り込むことで、取組全体の最適化や課題解決を加速化させ、Ｓ

ＤＧｓの達成に向けた取組を推進することとしています。 

実施計画においても、重点戦略事業のみにとどまらず、全ての掲載事業の推進に当たって、

常にＳＤＧｓを意識して事業を展開することで、各分野で解決を目指す課題とその他の分

野の課題との相互関連性、取組の相乗効果、波及効果、悪影響等を考慮して全体最適の視点

から様々な課題の統合的解決を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

■持続可能な世界を実現するための 17のゴール 

 

  

■ 課題同士の相互関連性のイメージ 

（重点戦略における戦略１戦術１「先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の創

造」の例） 

１ 貧困をなくそう 
あらゆる場所で、あらゆる形態

の貧困に終止符を打つ。 

２ 飢餓をゼロに 
飢餓に終止符を打ち、食料の安

定確保と栄養状態の改善を達成

するとともに、持続可能な農業

を推進する。 

３ すべての人に健康と福

祉を 
あらゆる年齢のすべての人の健

康的な生活を確保し、福祉を推

進する。 

４ 質の高い教育をみんな

に 
すべての人に包摂的かつ公平で

質の高い教育を提供し、生涯学

習の機会を促進する。 

５ ジェンダー平等を実現

しよう 
ジェンダーの平等を達成し、す

べての女性と女児のエンパワー

メントを図る。 

６ 安全な水とトイレを世

界中に 
すべての人に水と衛生へのアク

セスと持続可能な管理を確保す

る。 
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７ エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 
すべての人々に手ごろで信頼で

き、持続可能かつ近代的なエネ

ルギーへのアクセスを確保す

る。 

８ 働きがいも経済成長も 
すべての人のための持続的、包

摂的かつ持続可能な経済成長、

生産的な完全雇用及びディーセ

ント・ワーク（働きがいのある人

間らしい仕事）を推進する 

９ 産業と技術革新の基盤

をつくろう 
強じんなインフラを整備し、包

摂的で持続可能な産業化を推進

するとともに、技術革新の拡大

を図る。 

10 人や国の不平等をなく

そう 
国内及び国家間の格差を是定す

る。 

11 住み続けられるまちづ

くりを 
都市と人間の居住地を包摂的、

安全、強じんかつ持続可能にす

る。 

12 つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターン

を確保する。 

13 気候変動に具体的な対

策を 
気候変動とその影響に立ち向か

うため、緊急対策を取る。 

14 海の豊かさを守ろう 
海洋と海洋資源を持続可能な開

発に向けて保全し、持続可能な

形で利用する。 

15 陸の豊かさも守ろう 
陸上生態系の保護、回復及び持

続可能な利用の推進、森林の持

続可能な管理、砂漠化への対処、

土地劣化の阻止及び逆転、並び

に生物多様性損失の阻止を図

る。 

16 平和と公正をすべての

人に 
持続可能な開発に向けて平和で

包摂的な社会を推進し、すべて

の人に司法へのアクセスを提供

するとともに、あらゆるレベル

において効果的で責任ある包摂

的な制度を構築する。 

17 パートナーシップで目

標を達成しよう 
持続可能な開発に向けて実施手

段を強化し、グローバル・パート

ナーシップを活性化する。 
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第３章 計画の構成 

 

 実施計画は、「第１編 実施計画の策定に当たって」及び「第２編 進行管理」の考え方

を踏まえ、個別の事務事業を「第３編 重点戦略事業」及び「第４編 実施計画事業」に掲

載しています。また、「第３編 重点戦略事業」と「第４編 実施計画事業」の関係につい

ては、次のとおりです。 

 

 ■ 「第３編 重点戦略事業」と「第４編 実施計画事業」の関係図 
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第２編 

進行管理  
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第１章 基本的な考え方 

 

１ ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理等 

総合振興計画は、ＰＤＣＡサイクル（Plan 計画 → Do 実行→ Check 点検・評価→ Action 

見直し・改善）に基づいて進行管理を行います。 

ＰＤＣＡサイクルにおける Plan（計画）においては、計画と予算の連動による推進体制

の整備を図ります。 

Check（点検・評価）においては、市民意見等も踏まえながら、施策及び事業の進捗状況

の検証や必要な課題の把握・分析をします。 

Action（見直し・改善）においては、Check（点検・評価）を踏まえて、必要に応じて施

策及び事業の見直し・改善や新たな企画立案を行います。また、社会経済の動向等を踏まえ

た改定を行います。 

 

■ ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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２ 進行管理のための指標 

 総合振興計画の適切な進行管理を図るため、次の指標を設定しています。 

○総合指標  将来都市像の実現を包括的な視点で測るものとして設定する指標 

       （市民満足度を計測） 

 さいたま市を住みやすいと感じる市民の割合（市民意識調査） 

 

 

 

 

 さいたま市に住み続けたいと感じる市民の割合（市民意識調査） 

 

 

 

 

○成果指標  各施策の達成度を測るものとして設定する指標 

       一部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略における重要業績評価指標 

（ＫＰＩ）を兼ねるものとして設定します。 

○目標指標  各事業の達成度を測るものとして設定する指標 

 

３ 指標設定の考え方 

 ● 総合指標は、将来都市像の実現を包括的な視点で測るものとして、「住み心地」及

び「定住意向」に係る指標を掲げます。 

 ● 成果指標は、施策の内容をできるだけ網羅する点検を念頭に、全てを定量指標※1か

つアウトカム指標※2とし、市民の実感に基づく主観指標※3や統計データ等を用いた客

観指標※4を設定します。 

なお、成果指標の数値の増減は、市の事業実施による成果だけではなく、社会経済

情勢の変化、国・県・事業者など関係者の取組の影響も受けるものです。 

 ● 目標指標は、数値化が難しい場合を除き、定量指標を設定します。また、事業の質

や成果を測ることができるアウトカム指標を主に設定します。成果を示すためのデー

タを取得することが困難な場合やなじまない場合は、事業の活動量を示すアウトプッ

ト指標※5を設定します。 

 

86.3％ 
（令和２年度） 

 

90％以上 
（令和 12 年度） 

85.0％ 
（令和２年度） 

90％以上 
（令和 12 年度） 
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※１ 定量指標…数値や数量など、定量的に表される指標のこと 

※2 アウトカム指標…行政活動の結果として、市民にもたらされた便益や実感など、どれだけの

成果（効果・効用）がもたらされたかを表す指標のこと 

※3 主観指標…アンケートなど回答者の主観的意見を集約し、数値化した指標のこと 

※4 客観指標…観光客数や就業率など、誰が測定しても同様の結果が得られるような、客観的に

測定できる指標のこと 

※5 アウトプット指標…経営資源（人材、財源等）を投入して、どのような活動を行ったのか、

どのようなサービスを提供したのかなど、実施した活動量・事業量を表す指標のこと 
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第２章 進行管理の進め方 

 

１ 進行管理の全体概要 

総合振興計画の計画体系及び各指標に基づき実施する計画の進行管理の全体概要につい

ては、次のとおりです。 

■進行管理の全体概要 

 

 

２ 評価方法 

（１） 内部評価 

内部評価では、市組織内で実施する自己評価として、①施策評価と②事業評価を一体

的に実施します。 

① 施策評価 

成果指標に対する最新値の把握及び施策の進捗状況を検証します。検証結果を踏

まえ、必要に応じて施策を推進する事業の構成の見直し等を行います。 

② 事業評価 

目標指標による事業の達成度を評価するとともに、多面的な観点で事業の取組内

容を検証します。さらに、検証結果を踏まえ、施策の実現につなげるための事業改

善等を行います。 
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（２） 外部評価 

外部評価では、市民目線や各分野の有識者による専門的見地に基づく施策の進捗状況

及び事業の実施状況の検証を行い、改善策の提案を踏まえ、施策・事業を改善します。 

 

３ 計画の見直しと新たな実施計画の策定 

実施計画は、ＰＤＣＡサイクルによる施策評価及び事業評価を毎年度行い、前年度の計画

の進捗状況を把握し公表するとともに、社会経済の動向等を踏まえながら、実施計画の見直

し・改定を行います。 

また、基本計画の中間見直しに併せて、新たな実施計画を策定することとしています。 

 

■総合振興計画の計画期間と進行管理のスケジュール 
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第３編 

重点戦略事業  
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第１章 重点戦略の基本的な考え方 

（１）重点戦略の構成 

実施計画では、基本計画で設定した２つの重点戦略の各戦術の重点ポイント（◆マーク）

ごとに、重点戦略の推進に特に貢献することが見込まれる事業を位置づけ、強力に推進し

ます。 

重点戦略１ 「さいたま」の５つの魅力を生かして、成長・発展する戦略 

～「しあわせ」を実感し、市民や企業から選ばれる都市の創造～ 

重点戦略２ 未来に引き継ぐための持続可能なまちづくりを進める戦略 

 

■ 重点戦略の構成（基本計画から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）重点戦略とまち・ひと・しごと創生総合戦略の関係 

重点戦略の目指す方向性は、本市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と同様に「将

来も持続可能な都市として成長・発展」することであり、その目的は一致しています。 

このことから、基本計画の第２部第３章と実施計画の第３編からなる重点戦略は、第２

期「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を兼ねるものとします。 

  

 魅力を生かす 

 課題に対応する 

首都圏有数の自然と環境への先進的な取組 

健康意識の高さ 

豊富なスポーツ資源 

特色ある学校教育 

地理的優位性 

「本格的な人口減少・超高齢化時代の到来」への対応 

「グローバル経済の変貌」への対応 

「安全・安心に対する意識の変化」への対応 

「地球規模での環境問題の深刻化」への対応 

「社会の多様性と市民協働・公民連携意識の高まり」への対応 

1 先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の創造 

2 一人ひとりが“健幸”を実感できるスマートウエルネスシティの創造 

3 笑顔あふれる日本一のスポーツ先進都市の創造 

4 子どもたちの未来を拓く日本一の教育都市の創造 

5 ヒト・モノ・情報を呼び込み、東日本の未来を創る対流拠点都市の創造 

1 子どもから高齢者まで、あらゆる世代が輝けるまちづくり 

2 激動する新時代に「未来技術」で躍動する地域産業づくり 

3 災害に強く、市民と共につくる安全・安心なまちづくり 

4 環境に配慮したサステナブルで快適な暮らしの実現 

5 絆
きずな

で支え合い、誰もが自分らしく暮らせるまちづくり 

重

点

戦

略

１ 

 戦術 

重

点

戦

略

２ 
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■「重点戦略」と「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施計画 

 事業 

人口減少・超高齢時代に適応し、

更なる成長・発展につなげ、将来

にわたって活力ある都市の実現 

基本計画 

 政策・施策 
 

「重点戦略」の目指す方向性 
本市の「まち・ひと・しごと創生 

重
点
戦
略 

「魅力」を最大限に活用し、直面す

る「課題」に対応し、持続可能な都

市として成長・発展につなげる 
 目的の一致 

総合戦略」の目指す方向性 

本市の「まち・ひと・しごと 

創生総合戦略」として位置付け 
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関連の深いと思われ

るＳＤＧｓを表示し

ています。 

ＳＤＧｓ 

【基本計画から】 

 

各戦術の取組の目指

す方向性を記述して

います。 

目指す方向性 

目指す方向性を実現

する上でのポイント

として記述していま

す。 

重点ポイント 

重点的に取り組む内容

とその取組の工程表を

表示しています。 

重点取組内容 

基本計画第３部の成

果指標から各戦術に

関連する指標を表示

しています。 

基本計画の中間年度

（令和７年度）の目

標、最終年度（令和

12 年度）に目指す

目標を設定していま

す。 

ＫＰＩ 

 

【基本計画から】 

【基本計画から】 

【基本計画から】 

重 点 戦 略 ペ ー ジ の 見 方 

戦術の基になる（魅

力・課題）の内容を

記述しています。 

魅力・課題 

【基本計画から】 
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重点戦略１ 

「さいたま」の５つの魅力を生かして、成長・発展する戦略 

～「しあわせ」を実感し、市民や企業から選ばれる都市の創造～ 
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 見沼田圃や荒川・元荒川を始めとする豊かな自然資源を守り育て、それらを重要な資産

として活用し、水と緑に囲まれた潤いのある都市生活を実現します。 

また、再生可能エネルギーなどの導入を積極的に促進し、地域内での電力の地産地消と

自立・分散型エネルギーシステムを構築するなど、持続可能なエネルギーを確保すること

や、次世代自動車・スマートエネルギー特区に関するこれまでの実績や取組を生かして、

脱炭素なライフスタイルを実践する「環境未来都市」の実現を目指します。 

◆首都圏有数の自然環境の活用

 

 

　「さいたま市見沼田圃基本計画」に掲げる見沼田圃づくりのテーマ「農・自然・歴史とふれあう、憩いの
ふるさと“みぬま”」を実現するため、見沼散策の拠点となる広場の整備など、次期アクションプランなど
をとおして、見沼田圃の魅力向上に資する取組を推進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 02-3-2-01 P113

見沼田圃政策推進課

見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

次期アクション

プラン策定

見沼散策の拠点となる広場等の整備

次期アクションプラン推進

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　生物多様性について広く市民の関心を高め、理解を促進するために、自然観察・環境学習会や市民参加型
生きもの調査を実施します。また、市民や学校、企業等と連携したネットワークによる観察記録やビオトー
プ（※）が整備された場所等の生息拠点での調査データを集約し、データベースを構築、公表します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 02-3-1-01 P109

環境総務課、環境対策課、大宮南部浄化センター

生物多様性の保全の推進

掲載ページ

団体との

連携調整

自然観察・環境学習会の開催・市民参加型みんなの生きもの調査の実施

生きものデータの集約

団体とのネットワーク形成、観察記録の一元化

拠点調査（３期）拠点調査（２期） 拠点調査（４期） 拠点調査（５期）拠点調査（１期）

生きものデータベースの構築・公表

 魅力１： 
首都圏有数の自然と環境への先進的な取組 

 戦術１  先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の創造 

目指す方向性 

重点ポイント 

※生物を意味する「BIO」と、場所を意味する「TOPE」を合成したドイツ語で、野生生物の 

生息空間をいう 
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◆脱炭素社会に向けた先駆的な技術やサービスの展開 

 
 
 

 
  

 

　持続可能なエネルギーを確保するため、再生可能エネルギー等の普及を促進するとともに、ごみ発電によ
る低炭素な電力や卒ＦＩＴ（※）の余剰電力を公共施設で有効活用するなど、積極的な導入を進めます。ま
た、コロナ禍における経済停滞からの回復に併せて、脱炭素社会に向けた温暖化対策をさらに推し進めるグ
リーンリカバリーの視点も踏まえ、再エネ等の利用拡大を通じた「地域循環共生圏」実現に向けた取組を推
進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 02-1-1-03 P98

脱炭素社会推進課

ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

エネルギー地産地消の
スキーム構築及び
利活用方針策定

都市間連携による導入の検討・推進

導入拡大
事業パートナー選定

及び市有施設の調整

効果検証・導入施設

の拡大検討・調整

公共施設への

導入開始

環境施設等の一部
へ低炭素電力導入

導入拡大

市内事業者へ導入展開、市民・事業者への周知・意識醸成、環境教育の実施

　コロナ禍における経済停滞からの回復に併せて、脱炭素社会に向けた温暖化対策をさらに推し進めるグ
リーンリカバリーの視点も踏まえ、運輸部門からの二酸化炭素排出量を削減するなど、国内外の先進都市と
共に脱炭素社会の実現を目指します。そのため、引き続き、次世代自動車の普及を図るとともに、民間事業
者と連携・協力し、ＺＥＶ（※）を「共有」する社会を構築していきます。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 02-1-1-05 P99

未来都市推進部、脱炭素社会推進課

E-KIZUNA Projectの推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

施策の見直し

次世代自動車の公用車への率先導入・充電セーフティネットの維持等

新たな次世代自動車普及施策の展開

※ゼロエミッションビークル：走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車や 

燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車の総称 

※ＦＩＴ（固定価格買取制度）による電力の買取期間が満了した太陽光などの発電 
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▶ 見沼田圃に魅力を感じる市民の割合 

 

▶ 水辺や緑地の保全・再生活動に関心がある市民の割合 

 

▶ 市民１人(１世帯)当たりの温室効果ガス排出量 

 

▶ 市域の再生可能エネルギーなどの導入量 

  

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　市民生活を構成する様々な分野において、ＡＩやＩｏＴなどの技術を活用するとともに、都市ＯＳ「共通
プラットフォームさいたま版」の分野間（健康、交通等）・自治体間の連携や情報銀行化を目指しながら、
民間事業者による生活支援サービス等の実証・社会実装に取り組みます。あわせて、コミュニティ形成を促
進する取組を実施することで、スマートシティさいたまモデルの構築を目指します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 02-1-1-06 P99

未来都市推進部

スマートシティさいたまモデルの推進

掲載ページ

共通ＰＦの改修

生活支援サービスの検討及び提供

共通ＰＦの情報銀行化

共通プラットフォーム（ＰＦ）の他都市との共用・連携

最終目標 65％（R12) 中間目標 60％（R7)  実績 55.7％（R2) 

最終目標 73％（R12) 中間目標 68％（R7) 実績 61.0％（R2) 

最終目標 3.67t-CO2（R10) 中間目標 4.31t-CO2（R5) 実績 5.6t-CO2（H25) 

最終目標 6,898TJ（R10) 中間目標 5,840TJ（R5) 実績 3,724TJ（H25) 

ＫＰＩ （関連する成果指標） 
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市民の健康意識の高さと、平たんな歩きやすい地形を生かし、ＩＣＴを活用した科学的

根拠に基づく健康づくりや、市内の四季折々の風景や魅力スポットを「歩く」を基本に巡

るなど、楽しみながら「体を動かす、体を動かしてしまう」まちづくりを推進します。ま

た、市民が自ら進んで身近な健康づくりに取り組む環境の整備を進めることで、市民一人

ひとりが「健幸※」な暮らしを実感できる都市の実現を目指します。 

※健幸…身体面の健康だけではなく、人々が生きがいを感じ、心豊かな生活を送れること 

◆ライフスタイルやライフステージに応じた「健幸」づくり 

 

 

＜重点取組内容＞

　「第３次さいたま市食育推進計画」に基づき食育を推進します。学校給食における取組（「地域の方を招
いた学校給食」（児童と地域の方との会食）、地元シェフによる学校給食等）、地産地消推進の取組（農情
報ガイドブックの作成・配布、地場産農産物料理講習会の開催等）を実施します。また、食育に関するWeb
サイト「さいたま市食育なび」を活用して情報を発信します。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業名 地域・家庭・学校が連携した食を通じた健康づくり

事業課 保健衛生総務課、健康教育課、農業政策課

事業コード 03-1-1-02 掲載ページ P123

「さいたま市食育なび」を活用した情報発信

現食育推進計画実施 次期食育推進計画実施

学校給食における取組の実施、地産地消推進の取組の実施

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　医療・介護のデータから地域の健康課題を把握し、フレイル（※）予防等を目的とした個別的な保健指導
や、「住民主体の通いの場」等での健康教育・健康相談等を実施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-1-1-03 P124

国保年金課、いきいき長寿推進課

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

掲載ページ

個別的な保健指導の実施

「住民主体の通いの場」等での健康教育・健康相談等を実施

 魅力２： 
健康意識の高さ 

 戦術２  一人ひとりが“健幸”を実感できるスマートウエルネスシティの創造 

目指す方向性 

重点ポイント 

※加齢とともに体や心のはたらき、社会的つながりが弱くなった状態で、放置すると要介護 
状態になる可能性がある状態 
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▶ 健康寿命（65 歳に達した市民が健康で自立した生活を送ることができる期間） 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　楽しみながらウォーキングする機会を増やし、運動習慣を身に付け、ライフステージに応じて自ら継続的
に健康づくりに取り組むことを支援します。
　健康マイレージを更に魅力的なものにするための新たな取組や他事業との連携を推進することで、既存参
加者の継続意欲を向上させるとともに、新規参加者を増やします。
　また、身体の「見える化」を推進するために体組成測定機会を拡充します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-1-1-06 P126

保健衛生総務課

健康マイレージの拡大

掲載ページ

他事業連携強化・体組成測定機会の拡充

新たな取組新たな取組

最終 男性：18.85年(R10) 

目標 女性：21.56年 
中間 男性：18.23 年(R5) 

目標 女性：20.94 年 
実績 男性：17.74 年(H30) 

女性：20.50 年 

ＫＰＩ （関連する成果指標） 
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本市を本拠とするトップスポーツチームや、東京２０２０オリンピック・パラリンピック

競技大会等の会場となる大規模スポーツ施設等の豊富なスポーツ資源を生かしたスポーツ

ツーリズムなどにより、スポーツの分野で観光・交流人口の拡大を図ります。 

また、地域における市民参加型のスポーツイベントなど、生涯を通じて身近にスポーツに

親しめる環境を整備することで、スポーツ先進都市の実現を目指します。 

 

◆スポーツの力を生かしたまちの活性化 

 

 

 

　サッカーを核として、スポーツを活用したまちづくりを推進するため、国際親善試合「さいたまシティ
カップ」、サッカーの魅力体験イベント「さいたまサッカーフェスタ」及び女子サッカーの普及・発展を図
る取組を行います。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-2-1-04 P131

スポーツ振興課

サッカーのまちづくりの推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

さいたまサッカーフェスタの開催

さいたまシティ
カップの開催

さいたまシティ
カップの開催

小学生女子サッカークリニックの開催

　世界的なブランドである「ツール・ド・フランス」の名を冠した国際自転車競技大会を、本市において継
続的に開催するため、大会の実施主体に対して開催支援を行い、本市における大会の開催を広く発信しま
す。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-2-1-07 P133

スポーツイベント課

国際自転車競技大会の開催支援

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

さいたまクリテリウムの開催支援

 魅力３： 
豊富なスポーツ資源 

 戦術３  笑顔あふれる日本一のスポーツ先進都市の創造 

目指す方向性 

重点ポイント 
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◆生涯スポーツの振興 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　行政だけでは解決が難しい地域課題に対し、課題特定や解決策の検討段階から多様な主体を巻き込むこと
で、民間の知見や資金を最大限に活用できる仕組みを作り、持続可能な取組へシフトしていきます。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-2-1-08 P133

スポーツ政策室

「さいたまスポーツシューレ」の活用推進

掲載ページ

ＳＯＩＰプログラム実施
ＳＯＩＰ（※）

構想策定
(一社）さいたまスポーツコミッション

を主体とした事業展開

施設整備方針
策定

スポーツシューレ
施設の整備に向けた

方向性の整理

スポーツに関係する幅広い専門家のネットワークの構築

基本計画策定

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　子どもたちがそれぞれの能力に合わせ、最大のパフォーマンスを発揮できるスポーツを発見す
るための能力測定会と大人の健康意識の高まりにつなげるための体力測定会を開催します。
　スポーツ先進都市を目指す中で、新たなスポーツ分野になり得るeスポーツを活用し、生涯ス
ポーツの振興とスポーツを活用した総合的なまちづくりの推進のため、事業の実証・検証を行い
ます。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-2-1-01 P130

スポーツ振興課、スポーツ政策室

生涯スポーツの振興

掲載ページ

子どもの能力測定会、大人の体力測定会の開催

※Sports Open Innovation Platform の略で、スポーツの場におけるオープンイノベーショ 

ンを促進し、スポーツへの投資促進やスポーツの価値高度化を図るとともに、スポーツの

場から他産業の価値高度化や社会課題の解決につながる新たな財・サービスが創出される

社会の実現を目指す概念のこと 
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▶ 本市を「スポーツの盛んなまち」と感じている市民の割合 

 

▶ 成人の週１回以上のスポーツ実施率 

 

▶ 児童・生徒の週１回以上のスポーツ実施率（学校の体育の授業を除く） 

 

  

　子どもから大人まで、また初心者から上級者まで、多くの市民が楽しめるランニングイベントを開催しま
す。
（令和３年度：ファンラン、令和４年度以降：フルマラソン及びファンラン）

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-2-1-02 P130

スポーツイベント課

ランニングイベントの開催

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ランニングイベントの

開催(ファンラン）
ランニングイベントの開催（フルマラソン＋ファンラン）

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　プロスポーツを始めとするスポーツイベント・大会やエンターテインメントイベントの開催等による採算
の重視とデジタル技術を活用したスポーツ施設の整備により、来街者の増加による地域振興を図るととも
に、需要分散による市民や地域クラブの既存施設の利用機会の増加を図ります。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 03-2-1-09 P134

スポーツ政策室、スポーツ振興課

次世代型スポーツ施設の整備

掲載ページ

誘致・整備に

係る方針の決定

サウンディング（※）型

市場調査の実施、整備手法
の決定

実施方針の

策定

令和５年度に策定した実施方針

に基づき、目標を設定

最終目標 80％（R12) 中間目標 78％（R7) 実績 69.3％（R2) 

最終目標 70％（R12) 中間目標 68％（R7) 実績 66.6％（R2) 

最終 小 5：93％（R12) 

目標 中 2：90％ 
中間 小 5：89％（R7) 

目標 中 2：87％ 
実績 小 5：84.4％（R1) 

中 2：83.5％ 

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

※行政が事業発案段階や事業化段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の

対話により民間事業者の意見や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展

させるための情報収集を目的とした手法のこと 
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国に先駆けて実施している本市独自の英語教育「グローバル・スタディ」の推進などを

通して、コミュニケーションを通じて人間関係を築く力や、ものごとを最後までやり抜く

力など、グローバル社会で活躍する力の育成に取り組みます。 

また、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けたアクティブ・ラーニングの推進や

ＩＣＴを活用した学習活動の充実などを通して、他者と協働しながら新たな価値を創造し

ていく力や、夢を実現しようとする高い志を持って可能性に挑戦する力の育成に取り組む

など、本市ならではの特色を生かした魅力ある教育都市を目指します。 

 

◆未来を拓くさいたま教育で子どもの力を伸ばす 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　コロナ禍を受け、国のＧＩＧＡスクール構想が加速化したことにより児童生徒に１人１台端末が整備され
ました。この環境を活かしＩＣＴを活用した学びの改革をするために、児童生徒の実態に応じて、対面とデ
ジタルのベストミックスを図り、一人ひとりに応じた学習活動や学習課題に取り組むための教育環境の整備
を通して個別最適化された学びと協働的な学びを推進していきます。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 04-1-1-02 P140

教育研究所、指導１課

ＩＣＴを活用した学びの改革

掲載ページ

エバンジェリス

ト(※）の育成
各校が自走した研修の実施と学びの展開

教員のリテラ

シー向上
ＩＣＴを効果的に活用するための継続的な研修

 魅力４： 
特色ある学校教育 

 戦術４  子どもたちの未来を拓く日本一の教育都市の創造 

目指す方向性 

重点ポイント 

※ＩＴ技術を分かりやすく伝えていく役割を担う人 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　実生活や実社会、コロナ禍により今後一層予測困難となる未来社会に対して最適解を見い出す力をはぐく
む「さいたまＳＴＥＡＭＳ教育」の意義は一層重要なものになってくることから、モデル校による先行実施
を踏まえ、教科横断的なプロジェクト型学習「ＳＴＥＡＭＳ　ＴＩＭＥ」を令和４年度より着実に実施しま
す。また、実践発表会を開催することで、研究を深め学習カリキュラムの充実を図ります。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 04-1-1-03 P141

指導１課

さいたまＳＴＥＡＭＳ教育の推進

掲載ページ

研究委嘱

教科横断的なプロジェクト型学習を全校で実施

学習カリキュラムの充実・実践発表会等の開催

モデル校による

先行実施

　グローバル・スタディを通して、世界を知ることにより、自分たちの文化や考えを他国の人に発信した
り、他者と協働しながら、よりよく課題解決を図るために主体的に行動することができる力を、児童生徒に
はぐくめるよう、効果測定等に基づく授業改善、教職員に対する充実した研修、学んだことを発揮できる体
験活動などを実施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 04-1-2-01 P146

指導１課

グローバル・スタディの推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

効果測定等に基づく授業改善

指導力向上等研修会の実施

体験活動等の実施
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▶ 全国学力・学習状況調査の実施科目の平均正答率について、本市と大都市平均との比較 

 

 

 

▶ 「将来の夢や目標を持っている」児童生徒の割合 

 

 

▶ 「自分には、よいところがあると思う」児童生徒の割合 

 

 

▶ 「運動やスポーツをすることが好き」な児童生徒の割合 

 

 

  

事業名 スポーツを科学する生徒の育成

事業課 高校教育課、指導１課

事業コード 04-1-2-11 掲載ページ P151

＜重点取組内容＞

　モデル校を中心に行っている実証実験の成果を基に指導法をまとめ、全ての市立中学校、中等教育学校、
高等学校で「スポーツを科学する部活動」を、全ての市立小学校で「スポーツを科学する授業」を実施しま
す。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

小学校２校で実施 「スポーツを科学する授業」を実施

高等学校１校で実施

中学校２校で実施

「スポーツを科学する部活動」を実施

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

実績 （R1） 

＋3.1 ポイント（小６国語） 

＋1.1 ポイント（小６算数） 

＋2.9 ポイント（中３国語） 

＋2.5 ポイント（中３数学） 

中間目標 （R7） 

＋3.1 ポイント以上（小６国語） 

＋1.1 ポイント以上（小６算数） 

＋2.9 ポイント以上（中３国語） 

＋2.5 ポイント以上（中３数学） 

最終目標 （R12） 

＋3.1 ポイント以上（小６国語） 

＋1.1 ポイント以上（小６算数） 

＋2.9 ポイント以上（中３国語） 

＋2.5 ポイント以上（中３数学） 

実績  （R1) 

小６：86.3％ 

中３：78.0％ 

中間目標  （R7) 

小６：87％以上 

中３：78％以上 

最終目標  （R12) 

小６：87％以上 

中３：78％以上 

実績  （R1) 

小６：88.7％ 

中３：85.3％ 

中間目標  （R7) 

小６：89％以上 

中３：86％以上 

最終目標  （R12) 

小６：89％以上 

中３：86％以上 

実績  （R1) 

小６：84.7％ 

中３：81.4％ 

中間目標  （R7) 

小６：85％以上 

中３：82％以上 

最終目標  （R12) 

小６：85％以上 

中３：82％以上 
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 新幹線６路線等が乗り入れる「東日本の玄関口」である大宮駅を有する本市の拠点性を

生かして、東日本の対流拠点都市としての都市基盤の整備や多様で高次な都市機能の集

積、広域的な交通網の強化、対流拠点機能の集積強化等を進めるとともに、大学等との連

携による成長分野におけるイノベーション創出支援や企業誘致の促進により、産業力を強

化し、本市及び東日本全体としての経済の活性化を目指します。 

また、大規模な自然災害の危険性が比較的低いと考えられ、「さいたま新都心」付近が

国の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の進出拠点に位置付けるとされたことから、広域

的な防災拠点としての機能強化を図り、災害時の首都機能をバックアップする拠点機能を

有する都市の実現を目指します。 

 

◆国際的な結節機能の充実 

 

  

　「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」の実現に向けて、大宮駅東口駅前広場の事業認可の手
続や新東西通路の都市計画決定手続を行います。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-1-01 P239

東日本交流拠点整備課

大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

東口駅前広場の
都市計画決定手続

地区計画等の
都市計画決定手続

新東西通路の
都市計画決定手続

東口駅前広場の
事業認可取得

都市計画素案
の作成

 魅力５： 
地理的優位性 

 戦術５  ヒト・モノ・情報を呼び込み、東日本の未来を創る対流拠点都市の創造 

目指す方向性 

重点ポイント 
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【大宮駅西口】
（第３－Ｂ地区）

（第３－Ａ・Ｄ地区）

（第四地区）

【浦和駅周辺】
（浦和駅西口南高砂地区）

（浦和西口停車場線）

【大宮駅東口】
（大門町２丁目中地区）

（大門町３丁目中地区）

【浦和駅周辺】
　商業・業務機能、文化・交流機能の集積や、交通結節機能、都市防災機能の向上を図るため、浦
和駅西口南高砂地区市街地再開発事業を推進するとともに、都市計画道路を整備します。
【大宮駅東口】
  都心としての拠点性や防災性の向上を図るため、大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発事
業にて市民生活の拠点を整備すること及び大宮駅東口大門町３丁目中地区市街地再開発事業の施行
により、大宮駅東口地区のまちづくりを推進します。
【大宮駅西口】
  防災性の向上、土地の有効活用、交通環境の改善などを図るため、第三地区における市街地再開
発事業や第四地区の土地区画整理事業による都市計画道路の公共施設整備等により、大宮駅西口地
区のまちづくりを推進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-1-02 P240

都心整備課、浦和駅周辺まちづくり事務所、大宮駅東口まちづくり事務所、大宮駅西口まちづ
くり事務所

市街地開発事業の推進（都心）

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

権利変換計画認可・

施設建築物工事着手

組合解散・

清算

施設建築物工事竣

工

権利変換計画認可
に向けた合意形成

道路整備実施道路整備着工 事業完了事業用地買収

施設建築物工事実施

施設建築物工事

着手

権利変換計画

認可
施設建築物工事実施

工事・

換地計画検討
補償・工事

施設建築物工事

竣工

組合解散・

清算

施設建築物工事実施

準備組合設立
都市計画提案

都市計画決定
事業計画認可

権利変換計画認可
施設建築物工事

実施
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＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-1-03 P241

市街地整備課、浦和西部まちづくり事務所、浦和東部まちづくり事務所、岩槻まちづくり事
務所

市街地開発事業の推進（副都心）

掲載ページ

【岩槻】
（岩槻駅西口、江川）

【浦和西部】
（武蔵浦和駅第７－１街区）

（武蔵浦和駅第８－２街区）

【浦和東部】
（浦和東部第一、大門下野田）

【浦和西部】
　武蔵浦和駅周辺の第７－１街区、第８－２街区において、地元住民と協力し、各地区の特性に
応じた事業手法を検討するなどにより、まちづくりを推進します。
【浦和東部】
　浦和東部第一特定土地区画整理事業及び大門下野田特定土地区画整理事業を推進し、物件移転
補償や都市計画道路等の整備を行います。
【岩槻】
　岩槻駅西口土地区画整理事業及び江川土地区画整理事業を推進し、物件移転補償や都市計画道
路等の整備を行います。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

まちづくり
方針の決定まちづくりに向けた勉強会の開催

地元調整（準備組合との打合せ）

物件移転補償

工事（都市計画道路等の整備）

物件移転補償

工事（都市計画道路等の整備）

施設建築物等の

基本計画検討

都市計画案の

作成
都市計画決定
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事業名

事業課

事業コード 09-1-2-10 P244

都心整備課、浦和駅周辺まちづくり事務所、都市経営戦略部

浦和駅周辺地区のまちづくりの推進

掲載ページ

令和７年度

【浦和駅周辺まちづくりビ
ジョン】

【現庁舎地利活用の検討】

　まちづくりの指針となるビジョンでまちの将来像を描き、その実現に向けて、市役所本庁舎移転後の現庁
舎地の利活用の検討等の取組により、都市機能の集積強化・再形成を図り、市民協働・公民連携によりまち
づくりを進めます。

＜重点取組内容＞

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

まちづくり
ビジョン策定

まちづくり
ビジョン骨子策定

エリアプラットフォームの検討・立ち上げ・活動

アクションプランの実施・検討

有識者会議・シンポジウム等の開催

基礎調査

段階に応じた市民、学識経験者、民間事業者等への意見聴取

新庁舎整備等
基本構想策定

利活用計画（骨子）策定

　本市が将来にわたって持続的な住民サービスを提供し、政令指定都市として未来へ躍進する都市経営を進
める拠点となる本庁舎については、令和13年度を目途に「さいたま新都心バスターミナルほか街区」への新
庁舎の移転整備を行います。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-2-11 P245

都市経営戦略部

新庁舎の整備

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

段階に応じた市民、学識経験者、民間事業者等への意見聴取

新庁舎整備等
基本構想策定

基本計画策定

民間市場調査
事業者選定
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）の延伸に向け、課題解決のための調査や関係者との協議を行い、令和５
年度までに、都市鉄道等利便増進法に基づき、鉄道事業者へ事業の実施を要請し、令和６年度までに鉄道事
業者による申請手続の実現を目指します。
　また、浦和美園～岩槻地域の成長・発展を図るため、「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」に基づ
き、各種方策を推進し、地域の魅力を高め、定住人口及び交流人口を増加させます。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-3-04 P249

未来都市推進部

地下鉄７号線の延伸

掲載ページ

関係自治体との連携

会議の開催

現成長・発展プラン行動計画実施 次期成長・発展プラン行動計画実施

速達性向上事業に関す

る計画素案（案）作成

鉄道事業者へ
事業実施要請

鉄道事業者による速達

性向上事業の申請認定

鉄道延伸都市
計画手続開始

　地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）の延伸に伴う中間駅周辺の土地区画整理事業の計画を推進します。ま
た、「地下鉄７号線中間駅まちづくり方針」の実現化に向けて、地域住民と協働でまちづくりを推進しま
す。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-2-2-12 P271

未来都市推進部

地下鉄７号線中間駅周辺のまちづくり

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

まちづくり計画

案の作成

現況調査、都市施
設等調査実施

区画整理事業

計画素案作成
環境アセス開始 都市計画手続開始

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　「国の施策・予算に対する要望」、「新大宮上尾道路建設促進期成同盟会」、「基盤施設整備に関する九
都県市連絡協議会」による要望を実施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-3-07 P251

広域道路推進室

新大宮上尾道路の整備促進

掲載ページ

各要望活動の実施
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◆対流拠点機能の集積強化 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　東日本地域の広域連携を推進するため、東日本連携センター等を活用した東日本地域のシティプロモー
ションや商談会等の実施により、地域経済活性化を図ります。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-1-01 P307

経済政策課、産業展開推進課、観光国際課、都市経営戦略部

東日本連携の推進による地域経済活性化

掲載ページ

東日本連携・創生フォーラムの開催

シティプロモーションや商談会等の実施

　国内及び外国人観光客の更なる誘致促進を図るため、盆栽や人形などの本市が誇る地域資源をＳＮＳ、
WebサイトなどでＰＲし、市内回遊につなげます。インバウンドは、ターゲット国に合わせた効果的なＰＲ
を実施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-2-1-01 P325

観光国際課

地域資源を生かした観光の振興

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

地域資源を活用した市内周遊策の検討・実施

インバウンドプロモーションの実施

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　開催支援策の拡充や産学官民一体となった受入体制の構築を図ることにより、ＭＩＣＥの誘致・開催を促
進し、地域経済の活性化や都市プレゼンスの向上を図り、東日本の中枢都市にふさわしい“ＭＩＣＥ都市さ
いたま”の確立を目指します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-2-1-02 P325

観光国際課

ＭＩＣＥの更なる推進

掲載ページ

開催支援策の検討・実施

産学官民一体となった受入体制の構築・推進
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◆強い産業力の創出 

 

 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　ドイツ産業クラスターとの連携を軸に、欧州との技術交流を通じ、さいたま地域企業の技術の高度化や人
材育成を支援するとともに、高付加価値市場である欧州市場に対する国際展開支援策を拡充します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-2-02 P311

産業展開推進課

国内外事業展開支援の強化

掲載ページ

ドイツを中心とした高付加価値市場への展開支援

都市間連携を中心とした、国際産学連携の推進と人材育成

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　医療・ヘルスケア関連、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連など、成長著しい産業分野におけるイノベーション
を創出するため、（公財）さいたま市産業創造財団と産学連携支援センター埼玉を中心とした、企業と大学
等研究機関とのマッチング、競争的資金の獲得支援を行うとともに、新技術・新製品開発のための研究開発
等を支援します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-2-03 P312

産業展開推進課

産学連携等によるイノベーション創出の支援

掲載ページ

産学連携支援センター埼玉によるマッチング、商談の推進

イノベーション技術創出支援補助金等を活用した新技術や製品の商品化推進

　新型コロナウイルス感染症拡大等の社会経済情勢の影響による企業動向の変化を把握しながら、「さいた
ま市産業立地基本方針」に基づき、官民連携による戦略的な企業誘致活動及び環境整備を図り、企業の立地
を促進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-2-05 P313

産業展開推進課

企業立地の促進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

「さいたま市産業立地基本方針（令和３～７年度）」に基づく活動

・戦略的企業誘致活動 ・環境整備（オフィス及び産業用地の創出など）

次期「さいたま市産

業立地基本方針」の

検討・改定
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◆広域防災拠点機能の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　窓口相談、セミナー開催、専門家派遣等を実施し、創業や副業を目指す方を支援するとともに、創業後の
ステップアップについても支援します。
　また、新たな働き方の創出や多様な働き方を支援するため、テレワーク環境やコワーキングスペースの利
用推進支援を図ります。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-3-03 P316

経済政策課

創業・副業・テレワーク支援による新たな産業の創出

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

窓口相談、セミナー開催、専門家派遣等の実施

テレワーク環境やコワーキングスペースの利用推進支援

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-4-06 P256

都市公園課、防災課

さいたまセントラルパークの整備推進

掲載ページ

　見沼田圃の自然・歴史・文化を次代に継承し、広域防災拠点を補完する防災機能を兼ね備えるとともに、
Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等の公民連携や公園ＤＸ等による魅力的で新たな公園づくりの先導的モデルとなる都市公
園の整備を進めます。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業認可
用地取得に着手

都市計画決定 用地取得 用地取得
用地取得

設計検討に着手

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-2-1-03 P260

都市公園課、北部公園整備課、南部公園整備課

大規模公園の整備推進

掲載ページ

与野中央公園

秋葉の森総合公園

見沼通船堀公園

　大規模公園（秋葉の森総合公園、見沼通船堀公園、与野中央公園）の整備により、緑の核となり、地域の
環境改善や地域住民の憩い、自然とのふれあい、身近なスポーツや地域活動の場となる拠点を創出します。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

基本設計
整備工事供用開

始（一部）

関係機関協議
関係者、利用者

との調整、協議

修正方針

とりまとめ

公園計画の

修正検討

基本設計 実施設計

整備工事着工実施設計 整備工事推進

公園計画の改定

施設配置の

検討・調整

工事展開の

検討・調整
整備工事着工
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▶ 都心・副都心に活気があり、魅力的であると感じる市民の割合 

 

▶ 都心・副都心の駅の１日当たりの乗降客数（定期利用者を除く） 

 

▶ さいたま市の交通の利便性に関する満足度 

 

▶ 東日本の都市を身近に感じる市民の割合 

 

▶ 入込観光客数 

 

▶ 企業立地件数 

 

 

▶ 国内の販路拡大に向けた商談件数 

 

▶ 海外の販路拡大に向けた商談件数 

 

 

  

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

最終目標 45％（R12) 中間目標 43％（R7) 実績 39.2％（R2) 

最終目標 45 万 4千人（R12) 中間目標 45 万 2千人（R7) 実績 約 44 万 5 千人（R1) 

最終目標 67％（R12) 中間目標 64％（R7) 実績 57.8％（R2) 

最終目標 55％（R12) 中間目標 50％（R7) 実績 37.6％（R2) 

最終目標 3,000 万人（R12) 中間目標 2,718 万人（R7) 実績 2,560 万人（R1) 

最終目標 100 件（R12) 
(10 年間累計) 

中間目標 50 件（R7) 
(５年間累計) 

 
実績 10 件（R1) 

最終目標 480 件（R12) 中間目標 430 件（R7) 実績 384 件（R1) 

最終目標 420 件（R12) 中間目標 370 件（R7) 実績 321 件（R1) 
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重点戦略２ 

未来に引き継ぐための持続可能なまちづくりを進める戦略 
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少子化の進行、保育需要の更なる拡大に対応するため、妊産婦や子育て家庭の不安や悩

みを軽減するための切れ目ない支援を行うとともに、様々な事情やニーズに応じた多様な

保育の受け皿と質の向上や、放課後児童クラブの充実を図り、安心して子どもを産み育て

ることができる環境を整備します。また、子ども・若者が健全に成長する居場所づくりに

取り組むことなどで、子育て世代を始めとした子どもと共に生きる全ての人が社会で活躍

できるまちを目指します。 

また、急速な高齢化に対応するため、誰もが「生涯現役」として質の高い学びを続ける

ことなどで、積極的に社会参加できる取組を進めるとともに、住まい・医療・介護・予

防・生活支援を一体的に提供できる体制を更に進め、生涯にわたって住み慣れた地域で意

欲や熱意をもって活躍できるまちを目指します。 

 

◆全ての子どもが健やかに育つための環境づくり 

 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　安心して健やかに子どもを産み育てることができるよう、妊娠の早い時期から、全ての妊婦を対象として
情報提供や相談支援を行う体制を整えます。
　また、関係機関との連携強化を図るなどにより、切れ目ない支援の提供を目指します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 07-1-1-01 P207

地域保健支援課

妊娠期からの親と子の健康づくり支援

掲載ページ

妊娠・出産包括支援センターの運営・周知啓発 関係機関との連携強化

専門職による面接機会の拡充
専門職による母子健康手帳交付時の全数面接

（試行）（検討）

 課題１： 
「本格的な人口減少・超高齢時代の到来」への対応 

 戦術１  子どもから高齢者まで、あらゆる世代が輝けるまちづくり 

目指す方向性 

重点ポイント 
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◆心身ともに健康で安心して長生きできるまちづくり 

 

  

　認可保育所等の整備や「子育て支援型幼稚園」の認定促進等により、子育て家庭の様々なニーズに応えら
れる多様な保育の受け皿を確保します。また、保育人材の確保支援により、各保育施設の安定的な施設運営
を支援します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 07-1-2-01 P212

のびのび安心子育て課、幼児・放課後児童課、保育課、保育施設支援課

保育需要の受け皿及び保育人材の確保

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

認可保育所等の施設整備、送迎保育ステーション事業の実施

「子育て支援型幼稚園」支援枠の拡大による保育の受け皿確保

保育人材の確保支援

　令和２年度から新たに２か所目の若者自立支援ルームを南区に開設したことにより、市内２か所で若者自
立支援ルームを運営し、困難を有する若者が１人でも多く、円滑な自立が果たせるよう、様々な支援方法を
検討し、就労や復学へ向け、支援体制を更に強化します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 07-1-3-04 P220

子ども政策課

子ども・若者の自立支援

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

若者自立支援ルームの運営

就労支援機関との連携支援、ボランティア体験機会の充実、プログラムの検討、個人面談等

　高齢者を対象とした「ますます元気教室」や「いきいきサポーター養成講座」などの介護予防に関する教
室や講座を公民館等の様々な場所で開催します。
　関係団体と協力し専門職の派遣等を行うことで、高齢者が身近な場所で、自発的に、継続して運動を続け
ることができる地域づくりの支援を行います。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 06-1-1-01 P185

いきいき長寿推進課

介護予防の推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

介護予防に関する教室や講座の開催

身近な場所で自発的に継続して運動することができる地域づくりの支援
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▶ 妊娠・出産について満足している人の割合（妊娠期から産後早期に助産師・保健師等専

門職からの指導やケアを十分に受けられた人の割合） 

 

▶ 安心して子どもが育てられる環境が整っていると感じる市民の割合 

 

▶ 子ども・青少年が健全に成長していると感じる市民の割合 

 

▶ 「図書館、公民館、博物館などの生涯学習施設を利用して、学習する機会を得ている」と感じる市民の割合 

 

▶ 75 歳～79 歳の介護認定率 

 

▶ 介護認定者の維持・軽度化した割合 

 

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

最終目標 85％（R12) 中間目標 82％（R7) 実績 79.9％（R1) 

最終目標 83％（R12) 中間目標 79％（R7) 実績 74.9％（R2) 

最終目標 89％（R12) 中間目標 85％（R7) 実績 81.7％（R2) 

最終目標 54％（R12) 中間目標 51％（R7) 実績 48.4％（R2) 

最終目標 11％（R12) 中間目標 12％（R7) 実績 12.5％（R1) 

最終目標 82％（R12) 中間目標 79％（R7) 実績 76.6％（R1) 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　ボランティア、就労、生涯学習等の活動に関する相談・情報提供窓口である「セカンドライフ支援セン
ター」を運営するとともに、登録団体等で健康づくりなどの活動をした高齢者に対し「シルバーポイント
（長寿応援ポイント）」を付与し、市内外にある公共施設等が無料又は割引料金で利用できる「アクティブ
チケット」を交付します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 06-1-1-02 P185

高齢福祉課

セカンドライフの充実

掲載ページ

セカンドライフ支援センターの運営

シルバーポイント（長寿応援ポイント）付与、アクティブチケット交付

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　コミュニティバスや乗合タクシーの新規導入・運行改善について、地域組織への技術的支援や事業者との
調整を行い、地域の方々が主体的に取り組めるよう支援します。また、「コミュニティバス等導入ガイドラ
イン」については、これまでの運用状況やＡＩデマンド交通の実証実験結果等を踏まえ、現状に即した改定
を行います。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-2-3-02 P274

交通政策課

身近な公共交通の充実

掲載ページ

地域組織等との会議

改定
ガイドライン改定

に向けた検討
改定版での運用
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経済のグローバル化に伴う世界経済の変動による国内経済への影響、我が国の人口減少に

よる経済停滞や、企業の人手不足感の高まりなどが懸念される中、中小企業の経営革新や経

営基盤強化への支援、商業の活性化のためのにぎわいづくりなどの取組を推進します。 

また、ＡＩなどの技術革新の進展による労働市場の変化を捉え、女性、高齢者、障害者

等が、より一層活躍できる就労支援の充実や、誰もが働きやすい就労環境の整備を進め、

地域産業を中心に躍動するまちを目指します。 

 

※「未来技術」…ＡＩなど、Society5.0 の実現に向けた技術 

 

◆経営革新と経営基盤強化 

 

 

 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　企業の生産性・付加価値向上を推進するため、産官学金連携によりデジタル技術の普及啓発やＡＩ・Ｉｏ
Ｔなどの実装支援等を行い、市内企業のＣＸ／ＤＸ（※）を促進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-3-01 P315

経済政策課

中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援

掲載ページ

産官学金連携による市内企業のＣＸ／ＤＸ支援

支援効果の検証モデルケース支援・補助 モデルケース支援・補助

 課題２： 
「グローバル経済の変貌」への対応 

 戦術２  激動する新時代に「未来技術※」で躍動する地域産業づくり 

重点ポイント 

※感染症との共存を前提としたニューノーマルへの対応や、アフターコロナ時代における新

たな経営戦略が求められる中、市内企業のデジタル化（ＤＸ：デジタルトランスフォー 

メーション）や、企業経営そのものの変革（ＣＸ：コーポレートトランスフォーメーショ

ン）を図るもの 

目指す方向性 
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◆地域経済を支える人材展開の強化 

 

　商店街の活性化及びにぎわいの創出を図るため、地域の特色を生かしたイベントや商店会等への補助など
を行うとともに、顧客や消費行動の調査を行い、商店街のＩＣＴ化など、より効果的な支援策を実施しま
す。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-5-01 P323

商業振興課

地域の特色を生かした商業活性化

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

イベント実施・商店街等への補助

調査・検討

　ＩＣＴ・ＡＩ・ロボットなどの先進技術を活用した経営モデルの確立、農業者への普及啓発及び導入への
支援を実施します。
　農地の出し手と受け手に係る情報収集及び提供を行うとともに、担い手への農地の貸付けを促進する取組
を行います。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-3-1-02 P327

農業政策課、見沼グリーンセンター

効率的かつ安定的な農業経営の実現

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

先進技術を活用した試験栽培

担い手への貸付促進

先進技術の普及、導入支援

農地に係る情報収集、提供

　障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるように、新規に雇用を始める企業を開拓し働く
場を増やします。また、ハローワーク等の関係機関と連携し、一般の求人以外に超短時間勤務や在宅就労の
雇用を進める企業の把握にも努め、就職を支援するとともに、就職後のジョブコーチによる定着支援等を実
施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 06-2-1-07 P195

障害者総合支援センター、障害政策課、障害福祉課

障害者の就労機会の創出

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

企業開拓、就労相談及び各種講座の実施、職場定着支援、企業実習
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▶ 法人市民税（法人税割）の納税義務者数 

 

▶ 商店街に魅力を感じる人の割合 

 

▶ 市民の就業率 

 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　市内小中学生を対象に、起業家精神（アントレプレナーシップ）の醸成及び将来の地域経済を担う人材の
育成を目的として、早期起業家教育事業（通称：さいたまあんとれすくーる）を実施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-4-01 P319

労働政策課

産業人材の育成

掲載ページ

早期起業家教育事業の実施

　本市就労支援施設である「ワークステーションさいたま」において、国が行う職業相談・紹介と連携し、
働く意欲を持つあらゆる求職者等を対象に、就職に至るまでのワンストップ就労支援を実施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 11-1-4-02 P320

労働政策課

就労支援の充実

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ワンストップ就労支援の実施

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

最終目標 15,310 社（R12) 中間目標 14,946 社（R7) 実績 14,581 社（R1) 

最終目標 39％（R12) 中間目標 34％（R7) 実績 28.7％（R2） 

最終目標 66％（R12) 中間目標 63％（R7) 実績 60.1％（R2) 
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大規模自然災害による甚大な被害への懸念に対して、行政、関係機関及び地域が連携

し、市民全体の防災意識の醸成を図るとともに、自主防災組織の育成強化、緊急輸送道路

や上下水道等の都市インフラ、建築物の耐震性確保等により、市民の生命と財産を迅速・

的確に守るための取組を進めます。 

また、市民が日頃から安心して暮らせるよう、割合が増加傾向にある高齢者の交通事故

対策や、学校を中心とした地域の交通安全対策を推進するとともに、身近なところで起き

る街頭犯罪に対して地域における防犯活動を支援し、取組の成果を「見える化」して地域

と共有しながら、安全で安心に暮らせるまちを目指します。 

 

◆災害に強い防災まちづくり 

 

 

  

　都市活動を支える道路交通ネットワークを形成するため、都市計画道路等の幹線道路整備を効率的かつ効
果的に推進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 09-1-3-06 P250

道路計画課

幹線道路整備の推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

一般国道122号

蓮田岩槻BP

(都)道場三室線

（２工区）

主要地方道

さいたま鴻巣線BP

一般国道463号

越谷浦和BP

(都)田島大牧線
（太田窪工区）

(都)大宮岩槻線
（１工区）

道路整備工事

用地買収

道路整備工事

用地買収

※記載は供用開始路線

 課題３： 
「安全・安心に対する意識の変化」への対応 

 戦術３  災害に強く、市民と共につくる安全・安心なまちづくり 

目指す方向性 

重点ポイント 
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令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　油面川排水機場の整備を始め、準用河川や排水路等の改修、流域対策施設の整備を進めることで、治水安
全度の向上を図ります。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 10-1-1-04 P290

河川課

治水対策施設の整備推進

掲載ページ

準用河川、排水路等の整備

油面川排水機場の整備

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　的確な避難情報伝達のため、平時からＩＣＴの活用を含めた防災情報収集・伝達体制を整備します。ま
た、災害時に自分の命を守れる行動がとれるよう、防災ガイドブックの配布などによる防災啓発を実施する
ことで、市民一人ひとりの防災の備えや理解力向上を促進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 10-1-2-01 P295

防災課、障害政策課

地域と共に取り組む防災対策の推進

掲載ページ

防災ガイドブックの配布などによる啓発

防災情報収集・伝達体制の整備及び入手方法の周知

　自主防災組織に対し、防災アドバイザーによる地区防災計画の策定支援を行い、計画策定の取組向上を図
ります。
　あわせて、自主防災組織の育成・強化のために交付している自主防災組織補助金の要綱を改正（防災訓練
補助金を改組）し、地区防災計画策定を基とした訓練を補助金の交付対象とする方向で検討します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 10-1-2-04 P296

防災課

自主防災組織の育成支援

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

地区防災計画策定支援

自主防災組織補助金交付

改正補助金交付要綱周知 改正補助金交付要綱施行
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◆安心して暮らすことができる魅力ある都市の実現 

 

 

　消防業務と日々進化するＩｏＴやＡＩなどの先進科学技術を融合し、Society5.0を推進するとともに、消
防業務の高度化に必要な情報機器等を導入します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 10-1-3-03 P301

消防企画課

先進技術を活用した消防体制の強化

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公民連携による先進技術の開発協力

各種届出の電子申請化

システム設計 システム構築
システムによる

教育訓練実施
実践的教育訓練システムの導入検討

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　市内の小学生を始め、幼稚園児・保育園児から高齢者まで、幅広い年齢層を対象に交通安全教室を実施
し、事故データを効率的に活用することで、交通マナーの向上や交通ルールの遵守の徹底を促進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 05-1-1-02 P173

市民生活安全課

交通安全教室の実施

掲載ページ

小学生までを対象とした交通安全教室の実施

高齢者を対象とした交通安全教室の実施

　安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するために、市民、事業者、警察等関係機関との連携の下、広
報啓発活動を通じて、特殊詐欺被害防止を始めとした市民の防犯や暴力排除意識の向上を図るとともに、犯
罪統計データの効率的な活用や、自治会の防犯カメラ設置に対する支援を行うなど、地域における自主防犯
活動の支援や暴力排除活動を推進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 05-1-2-01 P177

市民生活安全課

防犯対策の推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自主防犯活動団体への支援

防犯啓発活動
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▶ 建物の耐震化、道路の整備、河川の改修など、災害に強いまちづくりが進んでいると感

じる市民の割合 

 

▶ 日頃から災害に備えて対策を取っている市民の割合 

 

▶ 消防・救急体制が整備されていると感じる市民の割合 

 

▶ 交通事故件数 

 

▶ 刑法犯認知件数 

 

 

 

 

  

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

最終目標 53％（R12) 中間目標 50％（R7) 実績 47.2％（R2) 

最終目標 1,675 件（R12) 中間目標 2,283 件（R7) 実績 3,309 件（R1) 

最終目標 6,750 件（R12) 中間目標 8,340 件（R7) 実績 10,084 件（R1) 

最終目標 80％（R12) 中間目標 73％（R7) 実績 69.7％（R2) 

最終目標 83％（R12) 中間目標 80％（R7) 実績 76.0％（R2) 
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脱炭素社会の実現に向けて、鉄道やバスの利用促進に加え、シェアサイクルの普及や自転

車ネットワーク路線の整備、安全な歩行空間の創出により、公共交通機関や自転車・徒歩へ

の利用転換を促進するとともに、出発地から目的地までのシームレス※な移動など、利用者

が一元的にサービスを享受できる環境づくりを進めることで、クリーンで快適な暮らしを

実践できるようにします。 

また、節電や省エネ、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）に関する啓発や、近

年新たな課題となっているプラスチックごみ、食品ロスの削減に向けた施策を推進すると

ともに、民間事業者との連携も含め、安定的なごみ処理体制を確保することで、環境に配

慮した循環型都市の実現を目指します。 

 

※ シームレス…継ぎ目がないこと、なめらかにつながっていること。交通分野においては、

乗継ぎ等の交通機関間の継ぎ目や、交通ターミナル内の歩行や乗降に際しての継ぎ目を、 

ハード・ソフト両面にわたって解消することにより、出発地から目的地までの移動を全体と

して円滑かつ利便性の高いものにすることを意味する。 

 

◆環境に配慮したライフスタイルへの転換 

 

  

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　市民、事業者、行政が連携・協力し、リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒを積極的に進め、ごみを
減量し、適切に資源を有効活用して、環境負荷の少ないめぐるまち（循環型都市）の実現を目指します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 02-2-1-01 P101

資源循環政策課、廃棄物対策課

食品ロス削減・プラスチックごみ削減等の推進

掲載ページ

食品ロス削減施策

プラスチックごみ削減施策

調査結果を踏まえ
基本計画見直し

家庭ごみの組成分析・

市民意識調査を実施

 

課題４： 
「地球規模での環境問題の深刻化」への対応 

 戦術４  環境に配慮したサステナブルで快適な暮らしの実現 

目指す方向性 

重点ポイント 
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▶ 市民１人１日当たりのごみの総排出量 

 

▶ 身近な公共交通や、安全な生活道路が整備されていると感じる市民の割合 

 

 

  

事業名

事業課

事業コード 09-1-3-01 P247

都市総務課

スマートシティに向けたモビリティサービスの充実

掲載ページ

令和７年度

マルチモビリティサービスの充実

事業者連携によるＭａａＳの充実

　先進技術で都市の課題を解決するスマートシティの実現に向け、シェア型マルチモビリティの実証実験を
重ね、モビリティサービスを充実させます。また、新たなモビリティサービスとなる「ＭａａＳ」などの社
会実装に向け、公民連携で研究を進めます。

＜重点取組内容＞

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

他地区への

展開検討

運用開始手続

試験運用

（民間）

シェア型マルチモビリティ実証実験・結果検証

商業事業者・公共交通事業者等との連携

運用開始

本格運用

（民間）

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

最終目標 827g（R9) 中間目標 838g（R7) 実績 881g（R1) 

最終目標 79％（R12) 中間目標 76％（R7) 実績 73.6％（R2) 
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市内に居住する外国人と日本人がお互いの文化や習慣等を学び合う機会を充実すること

や、障害のあるなしにかかわらず、誰もが権利の主体として共に暮らせる地域づくりを進

めるなど、お互いが持つ文化や価値観を尊重し、誰もが自分らしく暮らせるまちを目指しま

す。 

また、ライフスタイルの変化や住民の頻繁な流出入、単独世帯の増加や夫婦のみの世帯

の増加による家族や地域の支え合い意識の希薄化など、まちづくりの基盤となる「地域力」

の低下に対して、子どもから高齢者まで多世代の交流を促進するとともに、学校や歴史文

化資源等を活用した地域コミュニティの活性化を図り、地域のきずななどのソーシャルキ

ャピタルを高めることにより、人と人が触れ合い、支え合う地域社会の形成を目指します。 

 

◆誰もが生き生きと活躍できる地域共生社会の実現 

 

 

  

　あらゆる人々の人権尊重意識の普及・高揚を図り、多様な人々が共存、共生、参加できる社会を創造し、
差別のない明るい社会を構築するため、人権啓発講演会及び市内企業等人権問題研修会を実施します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 01-2-1-01 P85

人権政策・男女共同参画課

人権尊重意識の醸成

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

人権啓発講演会の実施

市内企業等人権問題研修会の実施

 

課題５： 
「社会の多様性と市民協働・公民連携意識の

高まり」への対応 

 戦術５  絆で支え合い、誰もが自分らしく暮らせるまちづくり 

目指す方向性 

重点ポイント 

きずな 
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◆多彩なコミュニティづくり 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　（公社）さいたま観光国際協会や地域のボランティアによる日本語教室等と連携しながら、多言語生活相
談や日本語教室、ボランティア養成講座、国際交流イベントなどの取組を通じて、日本人市民と外国人市民
の交流機会を増やし、地域に根ざした外国人市民への支援を拡充します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 01-3-1-01 P89

観光国際課

国際交流の機会増加及び多文化共生意識の醸成

掲載ページ

多言語生活相談・日本語教室の開催、ボランティアの人材育成、国際交流イベントの実施

　障害者に対する理解を深めるとともに、「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関
する条例」（ノーマライゼーション条例）の理念の普及啓発を図ることを目的として、ブラインドサッカー
の国際親善試合であるノーマライゼーションカップや「障害者週間」市民のつどいなどの啓発イベントを実
施します。また、学齢期からの啓発の重要性に鑑み、開催に当たっては、親子で参加できるものにするな
ど、より多くの子どもたちがノーマライゼーションの理念に触れることができるよう、イベントの企画・内
容の更なる充実を図ります。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 06-2-1-01 P192

障害政策課

ノーマライゼーションの更なる普及・啓発

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ノーマライゼーションカップ・「障害者週間」市民のつどいの開催

各種啓発イベントでの啓発物配布

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

　自治会活動の活性化を図るため、引き続き、自治会運営補助金等各種補助金を交付します。また、
ＩＣＴを活用した自治会活動方法として電子回覧板の導入や、自治会ホームページを円滑に運営できるよ
う、運用方法を確立させるなどの支援をします。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 01-1-1-01 P80

コミュニティ推進課

自治会への加入促進

掲載ページ

自治会運営補助金等の交付

自治会ホームページ運営の支援

ＩＣＴ活用支援

事例の調査
ＩＣＴ活用支援

方針の決定

自治会電子回覧板モ

デル事業の拡大実施

令和５年度に拡大実施する自治会電子回覧板

モデル事業の成果を踏まえ、目標を設定

-59-



 

 

 

▶ 人権が尊重されていると感じている市民の割合  

 

▶ 外国人にとって暮らしやすいまちであると感じる市民（外国人市民を含む）の割合 

 

▶ 「地域の中で障害のある人もない人も互いに理解し支えあっていると感じる」と答えた

市民の割合  

 

▶ 地域の活動や地域での交流が活発に行われていると感じている市民の割合 

 

　コロナ禍により顕在化した学校が持つ役割として、社会の形成者としての全人的な発達・成長を保障する
役割があります。子どもの健やかな成長には、家庭教育・社会教育と相互に協力することが重要であるた
め、全ての市立学校で学校運営協議会を導入するとともに、学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し連
携・協働するコミュニティ・スクールを推進します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 04-1-4-01 P159

生涯学習振興課

コミュニティ・スクールの推進

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

学校運営協議会を市立学校に順次導入 学校を核とした連携や協働の充実

　これまでの国際芸術祭で生まれた市民の文化芸術活動をレガシーとして継続し、充実させていくととも
に、本市の魅力ある文化資源を活用し、さいたま文化を発信するほか、文化芸術を活用した多様な交流を促
進するため、市民参加型の特色のある国際芸術祭を開催します。

＜重点取組内容＞

事業名

事業課

事業コード 08-1-1-03 P226

文化政策室

市民参加型の特色のある国際芸術祭の開催

掲載ページ

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民サポーター事業・市民プロジェクトの継続

芸術祭準備
（企画内容検討）

芸術祭準備
（開催計画策定）

芸術祭開催
芸術祭準備

（企画内容検討）
芸術祭準備

（開催計画策定）

ＫＰＩ （関連する成果指標） 

最終目標 82％（R12) 中間目標 79％（R7) 実績 76.8％（R2) 

最終目標 90％（R12) 中間目標 87％（R7) 実績 84％（R1) 

最終目標 72％（R12) 中間目標 64％（R7) 実績 57.9％（R2) 

最終目標 60％（R12) 中間目標 57％（R7) 実績 54.3％（R2) 
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第４編 

実施計画事業  
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第４編では、基本計画で定められた政策及び施策を実現するための個別の事務事業とし

て、実施計画事業を掲載しています。 

実施計画事業の掲載に当たっては、次の①～③により構成しています。 

 

① 政策と施策の体系 

各章（分野）の冒頭に、基本計画で定められた政策と施策及びこれを達成するための具

体的手段となる実施計画事業を体系図として示しています。 

② 施策情報 

  施策ごとに設定された成果指標の目標及び施策に設定される実施計画事業の一覧を掲

載しています。一覧には、各事業の事業概要等を掲載しています。 

③ 事業情報 

  個別の事務事業ごとの事業目的、事業内容のほか、事業進捗を把握するための「目標指

標」等を掲載しています。 

また、「Ⅱ 質の高い都市経営の実現」では、行財政改革の取組として、「Ⅰ 各分野

の施策と事業」に掲げた実施計画事業を支える財源を創出するという観点から、算定が可

能なものについては、事業情報に「５年間の財政効果」を掲載し、今後の財源創出額の目

標としています。 

【掲載上の留意点】 

１ 施策コード、事業コードについて 

実施計画事業では、各施策とこれに紐づく個別の事業ごとにコードを設定しています。 

  例）第１章第１節施策(１)の１番目に掲載する事業 

 

 

 

 

 

 

 

２ 再掲事業について 

  実施計画事業は、施策ごとに事務事業を設定していますが、別の施策へも貢献が見込

まれる事業については、再掲事業として、再掲先の施策にも設定しています。 

  他の施策から再掲している事業は、事業コードの横に「【再掲】」と表記しています。 

章（分野） 

 ０１  －  １  －  １  － ０１ 
節（政策） 施策 事業通番 

施策コード 

事業コード 
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■ 各章における掲載情報の構成イメージ 

施策 01-1-1

地域住民等の交流や自主的活動の促進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 市民協働推進課

1
地域の活動や地域での交流が活発に
行われていると感じている市民の割
合

54.3％
(令和２年度)

57％ 60％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
01-1-1-01

自治会への加入促進

地域コミュニティを活性化するために、「さいたま市自治会等の振興を通
じた地域社会の活性化の推進に関する条例」に基づき、自治会加入啓
発活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交付などの自治会活動
に対する支援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。

戦略２戦術５

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

実施計画事業

3
01-1-1-03 セミナーによる地域人材の育

成

地域活動の人材育成を図るため、定年退職を迎えた方や在宅勤務に従
事する方など、これまで地域の活動に参加していなかった市民を対象
に、市民活動への参加のきっかけとなるセミナーを開催します。

2

4
01-1-1-04

市民活動団体等の交流促進

01-1-1-02 セミナーによる市民活動団体
への運営支援

市民活動団体の運営を安定化させ、活動の活性化を図るため、運営や
活動に必要となるテーマについてのセミナーを開催します。

市民活動サポートセンターを中心として、市民活動団体など多様な主体
が交流できる場を提供することで、新たな結びつきや連携の促進を図り
ます。

①

政
策
と
施
策
の
体
系

②

施

策

情

報

③

事

業

情

報

施策に設定された個別の事業ごとに「③事業情報」を掲載（再掲事業を除く）

⑴

⑵

⑶

2,000世帯
増

令和７年度までに
10,000世帯増

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

計画期間
最終ゴール

自治会加入世帯増加
数

856世帯増
(令和元年度)

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

事業目的
自治会に対する多面的な支援や転入者等に対する加入啓発活動を通じて、自治会加入世帯数が
増加し、地域の活動や交流が活発化になること。

事業内容
地域コミュニティを活性化するために、「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の
推進に関する条例」に基づき、自治会加入啓発活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交
付などの自治会活動に対する支援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。

事業の目標指標

実績値 目標値

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

事業課 コミュニティ推進課

事業 1-1-1-01 自治会加入促進事業

重点戦略 戦略２戦術５ 再掲先 9-9-9

⑴

⑵

⑶

2,000世帯
増

令和７年度までに
10,000世帯増

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

計画期間
最終ゴール

自治会加入世帯増加
数

856世帯増
(令和元年度)

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

事業目的
自治会に対する多面的な支援や転入者等に対する加入啓発活動を通じて、自治会加入世帯数が
増加し、地域の活動や交流が活発化になること。

事業内容
地域コミュニティを活性化するために、「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の
推進に関する条例」に基づき、自治会加入啓発活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交
付などの自治会活動に対する支援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。

事業の目標指標

実績値 目標値

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

事業課 コミュニティ推進課

事業 1-1-1-01 自治会加入促進事業

重点戦略 戦略２戦術５ 再掲先 9-9-9

⑴

⑵

⑶

2,000世帯
増

令和７年度までに
10,000世帯増

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

計画期間
最終ゴール

自治会加入世帯増加
数

856世帯増
(令和元年度)

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

事業目的
自治会に対する多面的な支援や転入者等に対する加入啓発活動を通じて、自治会加入世帯数が
増加し、地域の活動や交流が活発化になること。

事業内容
地域コミュニティを活性化するために、「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の
推進に関する条例」に基づき、自治会加入啓発活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交
付などの自治会活動に対する支援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。

事業の目標指標

実績値 目標値

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

事業課 コミュニティ推進課

事業 1-1-1-01 自治会加入促進事業

重点戦略 戦略２戦術５ 再掲先 9-9-9

他の施策から再掲している

場合、「【再掲】」と記載

しています。

施策をマネジメントする担当局・課です。

各施策を推進する実施計画事業です。

各事業の達成度を測る目標指標です。各年度の目

標値、実施計画５年間の最終目標を設定していま

す

各施策の達成度を測る成果指標です。基本計画の

中間年度（令和７年度）の目標値、最終年度（令

和12年度）に目指す目標を設定しています。

事業の具体的な取組内容です。

具体的な達成見込の時期がある場合は、その時期

を（ ）に記載しています。

⑴

⑵

⑶

2,000世帯
増

令和７年度までに
10,000世帯増

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

計画期間
最終ゴール

自治会加入世帯増加
数

856世帯増
(令和元年度)

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

事業目的
自治会に対する多面的な支援や転入者等に対する加入啓発活動を通じて、自治会加入世帯数が
増加し、地域の活動や交流が活発化になること。

事業内容
地域コミュニティを活性化するために、「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の
推進に関する条例」に基づき、自治会加入啓発活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交
付などの自治会活動に対する支援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。

事業の目標指標

実績値 目標値

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

事業課 コミュニティ推進課

事業 1-1-1-01 自治会加入促進事業

重点戦略 戦略２戦術５ 再掲先 9-9-9

【再掲】

多様な体験・活動と交流の機会の提供

学校安全ネットワークの推進
06-1-1-04 【再掲】

地域の支え合いによる高齢者の生活支援

07-1-3-01 【再掲】

第１章　コミュニティ・人権・多文化共生

01-1-1-01

コミュニティ施設等の利便性向上
03-2-1-02 【再掲】
ランニングイベントの開催

03-2-1-10 【再掲】

＜目指す方向性＞ 01-1-1-03

地域住民等の交流や自主的な活動を促進し、
ふれあいのある地域社会の形成と、地域住民
が主体的に地域課題の解決に取り組むまちを
目指します。

セミナーによる地域人材の育成
01-1-1-04
市民活動団体等の交流促進

01-1-1-05

第１節 ⑴
自治会への加入促進

01-1-1-02
セミナーによる市民活動団体への運営支援

ふれあいのある地域社会の形成と
活性化

地域住民等の交流や
自主的活動の促進

スクールサポートネットワークの推進

04-1-4-03 【再掲】
チャレンジスクールの充実

04-1-4-04 【再掲】

スポーツ施設の整備・改修
04-1-4-01 【再掲】
コミュニティ・スクールの推進

04-1-4-02

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系

施策単位に「②施策情報」を掲載

⑴

⑵

⑶

事業 01-1-1-01 自治会への加入促進

重点戦略 戦略２戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
コミュニティ推進課

事業目的 自治会加入世帯数が増加し、地域の活動や交流が活発化することを目指します。

事業内容

「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の推進に関する条例」に基づき、自治会活動
に対する支援を行います。
・自治会運営補助金、自治会集会所整備事業補助金、コミュニティ助成事業補助金を交付します。
・自治会加入促進リーフレットなど、啓発品の作成・配布をします。
・新型コロナウイルス感染症の影響で自治会活動が制限される中、ＩＣＴを活用した活動方法として電子
回覧板の導入支援や、自治会のＰＲが可能となる自治会ホームページの運営支援を行います。
・自治会向けＩＣＴ活用に関する講座を開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自治会加入世
帯増加数

848世帯増
（令和元年度）
※372,159世帯
（R2.4.1現在）

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

令和７年度まで
に10,000世帯増

自治会加入促
進啓発事業数

36件
（令和２年度）

37件 38件 39件 40件 41件
令和７年度まで
に41件

モデル事業
の成果を踏
まえ、目標
を設定

令和５年度に拡大
実施する自治会電
子回覧板モデル事
業の成果を踏ま
え、目標を設定

ＩＣＴを活用
した自治会活
動の支援

―
先行事例の
調査

支援方針の
決定

自治会電子
回覧板モデ
ル事業の拡
大実施

モデル事業
の成果を踏
まえ、目標
を設定
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Ⅰ　各分野の施策と事業

第１章　コミュニティ･人権･多文化共生

01-1-1-01 自治会への加入促進 戦略２戦術５ ― 11,17 P80

01-1-1-02
セミナーによる市民活動団体へ
の運営支援

― ― 11,17 P81

01-1-1-03 セミナーによる地域人材の育成 ― ― 11,17 P81

01-1-1-04 市民活動団体等の交流促進 ― ― 11,17 P82

01-1-1-05
コミュニティ施設等の利便性向
上

― ― 11,17 P82

01-2-1-01 人権尊重意識の醸成 戦略２戦術５ ― 10 P85

01-2-1-02 ＤＶ防止及び被害者の自立支援 ― ○ 5 P85

01-2-2-01 男女共同参画の推進 ― ○ 5 P87

01-2-2-02
審議会等委員への女性の登用促
進

― ― 5 P87

01-3-1-01
国際交流の機会増加及び多文化
共生意識の醸成

戦略２戦術５ ― 16,17 P89

01-3-1-02 多言語による情報発信の拡充 ― ― 16,17 P89

01-3-1-03
海外姉妹・友好都市等との交流
による関係強化

― ― 16,17 P90

01-3-1-04 水道分野の国際協力の推進 ― ― 6 P90

01-3-2-01 市民の平和意識の高揚 ― ― 16 P93

第２章　環境

02-1-1-01
市民・事業者との連携による省
エネ・創エネ化の促進

― ○ 7,11,17 P97

02-1-1-02
市役所における省エネルギー化
の推進

― ― 7,11,17 P97

02-1-1-03
ゼロカーボンシティ実現に向け
た地域循環共生圏の構築

戦略１戦術１ ○ 7,11,13 P98

02-1-1-04
市有施設への再生可能エネル
ギー設備等の導入

― ― 7,11,13 P98

02-1-1-05 E-KIZUNA Projectの推進 戦略１戦術１ ○ 7,13 P99

02-1-1-06
スマートシティさいたまモデル
の推進

戦略１戦術１ ― 7,11,13 P99

02-2-1-01
食品ロス削減・プラスチックご
み削減等の推進

戦略２戦術４ ○ 12,14 P101

02-2-1-02 ３Ｒ活動の普及促進 ― ○ 12,14 P101

02-2-1-03 事業ごみ適正処理啓発の推進 ― ― 12,14 P102

02-2-2-01 焼却熱エネルギー発電の推進 ― ― 12 P105

02-2-2-02 焼却残渣リサイクルの推進 ― ― 12 P105

事業コード

事業一覧

関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ
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関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ
事業コード

02-2-2-03
サーマルエネルギーセンターの
建設

― ― 12 P106

02-2-2-04
クリーンセンター大崎の長寿命
化

― ― 12 P106

02-2-2-05 衛生センター統廃合の推進 ― ― 12 P107

02-2-2-06 不法投棄防止対策の推進 ― ― 12 P107

02-3-1-01 生物多様性の保全の推進 戦略１戦術１ ― 13,15,17 P109

02-3-1-02 指定緑地等の保全・整備 ― ○ 15 P109

02-3-1-03
ホタル舞う水辺環境の保全・再
生の推進

― ― 11,15 P110

02-3-1-04
染谷・加田屋地区の公園等の整
備推進

― ― 11,15 P110

02-3-2-01
見沼田圃の保全と新たな活用・
創造の推進

戦略１戦術１ ○ 15 P113

02-4-1-01
小中学生への環境教育・学習の
推進

― ― 4,13,17 P115

02-4-1-02
公民連携による環境教育・学習
の機会の拡充

― ― 4,13,17 P115

02-4-1-03
イベント活動による環境への取
組の促進

― ― 4,13,17 P116

02-4-1-04 環境美化の推進 ― ○ 11,14,17 P116

第３章　健康・スポーツ

03-1-1-01
市民の主体的な健康づくりの推
進

― ― 3,17 P122

03-1-1-02
地域・家庭・学校が連携した食
を通じた健康づくり

戦略１戦術２ ― 3,17 P123

03-1-1-03
高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施の推進

戦略１戦術２ ― 3 P124

03-1-1-04 メンタルヘルスの推進 ― ○ 3,17 P125

03-1-1-05 ひきこもり対策の推進 ― ― 1,3,8 P125

03-1-1-06 健康マイレージの拡大 戦略１戦術２ ― 3 P126

03-2-1-01 生涯スポーツの振興 戦略１戦術３ ― 3,17 P130

03-2-1-02 ランニングイベントの開催 戦略１戦術３ ○ 3,17 P130

03-2-1-03 アーバンスポーツの活性化 ― ― 3,11,17 P131

03-2-1-04 サッカーのまちづくりの推進 戦略１戦術３ ― 17 P131

03-2-1-05
東京２０２０大会に向けた気運
醸成 ※令和５年度改定で他事業に統合

― ― 3,17 P132

03-2-1-06
さいたまスポーツコミッション
の支援

― ― 3,17 P132

03-2-1-07 国際自転車競技大会の開催支援 戦略１戦術３ ― 3,17 P133

03-2-1-08
「さいたまスポーツシューレ」
の活用推進

戦略１戦術３ ― 3,11,17 P133

03-2-1-09 次世代型スポーツ施設の整備 戦略１戦術３ ― 11,17 P134

03-2-1-10 スポーツ施設の整備・改修 ― ○ 11,17 P135
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事業コード
関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ

第４章　教育

04-1-1-01 アクティブ・ラーニングの推進 ― ― 4 P139

04-1-1-02 ＩＣＴを活用した学びの改革 戦略１戦術４ ○ 4 P140

04-1-1-03
さいたまＳＴＥＡＭＳ教育の推
進

戦略１戦術４ ―
3,4,7,9,12,13,14,
15

P141

04-1-1-04
「さいたま市小・中一貫教育」
の推進

― ― 4 P141

04-1-1-05
市立高等学校「特色ある学校づ
くり」の推進

― ― 4,17 P142

04-1-1-06
舘岩少年自然の家を活動拠点と
した自然体験活動の推進

― ― 4,12,13,15,17 P143

04-1-2-01 グローバル・スタディの推進 戦略１戦術４ ― 4 P146

04-1-2-02
未来（みら）くるワーク体験
（中学生職場体験事業）の推進

― ― 4,8,11,17 P146

04-1-2-03
未来（みら）くる先生を活用し
たキャリア教育の推進

― ― 4,8,11 P147

04-1-2-04 生徒指導・教育相談の推進 ― ○ 3,4,10,16 P147

04-1-2-05 特別支援教育の推進 ― ― 4,10,17 P148

04-1-2-06
グローバル人材を育成する中等
教育学校の整備

― ― 4,17 P148

04-1-2-07
ＳＤＧｓの実現を目指した教育
の推進

― ―
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17

P149

04-1-2-08 主権者教育の推進 ― ― 4,5,10,11,16,17 P149

04-1-2-09 人権教育の推進 ― ― 4,5,10,16,17 P150

04-1-2-10 子どもの体力向上の推進 ― ○ 3,4 P150

04-1-2-11 スポーツを科学する生徒の育成 戦略１戦術４ ― 3,4,11 P151

04-1-2-12
不登校等児童生徒への支援の充
実

― ― 3,4,10,16 P151

04-1-3-01 さいたま市民大学事業の推進 ― ― 3,4,8,9,11 P153

04-1-3-02
図書館を通じた生涯学習環境整
備の推進

― ― 4,11,17 P154

04-1-3-03
子どもの学び・親子の育ちの支
援の充実

― ― 4,5,11,17 P155

04-1-3-04
博物館・美術館・科学館を通じ
た生涯学習環境整備の推進

― ― 4,11,17 P156

04-1-3-05
公民館・図書館施設リフレッ
シュの推進

― ― 4,17 P156

04-1-3-06 生涯学習人材バンクの推進 ― ― 4,11,17 P157

04-1-3-07
さいたま市生涯学習コンテンツ
の推進

― ○ 4 P157

04-1-4-01 コミュニティ・スクールの推進 戦略２戦術５ ― 4,11,17 P159

04-1-4-02
スクールサポートネットワーク
の推進

― ― 4,11,17 P159

04-1-4-03 チャレンジスクールの充実 ― ― 4,11,17 P160

04-1-4-04 学校安全ネットワークの推進 ― ― 3,4,11,17 P160
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事業コード
関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ

04-1-5-01 教員の資質能力の向上 ― ― 4 P164

04-1-5-02 部活動指導員配置の推進 ― ― 3,4 P164

04-1-5-03
学校のリフレッシュ計画及び学
校トイレの洋式化等の推進

― ― 4 P165

04-1-5-04 防災教育や交通安全対策の推進 ― ― 4,11,17 P165

04-1-5-05 教育環境整備の推進 ― ― 4 P166

04-1-5-06
セーフコミュニティと連携した
学校安全の推進

― ― 3,4,11,17 P166

04-1-5-07
学校体育館への空調機設置の推
進

― ― 4,11,13 P167

04-1-5-08 公民連携した奨学金制度の拡充 ― ― 1,4,17 P167

04-1-5-09 小学校35人学級の実現 ― ― 4 P168

第５章　生活安全

05-1-1-01 交通安全施設設置の推進 ― ― 11 P173

05-1-1-02 交通安全教室の実施 戦略２戦術３ ― 11 P173

05-1-1-03 セーフコミュニティの推進 ― ― 3,11,17 P174

05-1-2-01 防犯対策の推進 戦略２戦術３ ― 11,16 P177

05-1-2-02 犯罪被害者等支援の拡充 ― ― 11 P177

05-1-3-01 消費生活相談の充実 ― ○ 12 P179

05-1-3-02 消費生活情報発信・啓発の拡充 ― ― 12 P179

05-1-4-01
生活衛生関係営業施設の衛生向
上

― ― 3,11 P181

05-1-4-02 食の安全確保の更なる強化 ― ― 3,11 P181

第６章　福祉

06-1-1-01 介護予防の推進 戦略２戦術１ ― 3,17 P185

06-1-1-02 セカンドライフの充実 戦略２戦術１ ― 3,8,17 P185

06-1-1-03 東楽園の再整備 ― ― 3 P186

06-1-1-04
地域の支え合いによる高齢者の
生活支援

― ― 3,17 P186

06-1-1-05
認知症の人にやさしい地域づく
りの推進

― ― 3,17 P187

06-1-1-06 介護サービス基盤の整備 ― ○ 3,17 P187

06-1-1-07 介護人材の確保 ― ― 3,17 P188

06-2-1-01
ノーマライゼーションの更なる
普及・啓発

戦略２戦術５ ― 10,17 P192

06-2-1-02 障害者の権利の擁護の推進 ― ― 10,17 P192

06-2-1-03 障害者福祉施設等の拡充 ― ○ 3 P193
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事業コード
関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ

06-2-1-04 障害者の相談支援体制の強化 ― ― 3 P193

06-2-1-05 発達障害者支援の充実 ― ― 3 P194

06-2-1-06 障害者の移動支援体制の充実 ― ― 3 P194

06-2-1-07 障害者の就労機会の創出 戦略２戦術２ ― 1,3,8 P195

06-2-1-08
だれもが住みよい福祉のまちづ
くりの推進

― ― 3 P196

06-2-1-09
精神障害者を支える地域包括ケ
アシステムの構築

― ― 3,17 P196

06-2-2-01 包括的な支援体制の構築 ― ― 1,3,10 P199

06-2-2-02
生活困窮者の経済的自立に向け
た就労支援

― ○ 1,3 P199

06-2-2-03
子どもに対する学習機会と居場
所の提供

― ― 1,3,4 P200

06-2-2-04
安定した地域生活に向けた居住
支援の推進

― ― 1,3 P200

06-2-2-05
ケアラー支援条例の制定とヤン
グケアラーの支援の強化

― ― 1,3,8,17 P201

06-3-1-01 地域医療体制の充実 ― ○ 3,17 P203

06-3-1-02 感染症対策の充実 ― ○ 3 P203

第７章　子ども・子育て

07-1-1-01
妊娠期からの親と子の健康づく
り支援

戦略２戦術１ ― 3,11 P207

07-1-1-02
新生児マススクリーニングの推
進

― ― 3 P208

07-1-1-03 子育て支援医療費の助成 ― ― 3 P208

07-1-1-04 デジタルを活用した婚活の推進 ― ― 5,17 P209

07-1-2-01
保育需要の受け皿及び保育人材
の確保

戦略２戦術１ ○ 3 P212

07-1-2-02 質の高い幼児教育・保育の推進 ― ― 3 P213

07-1-2-03 放課後児童クラブの拡充 ― ― 3 P214

07-1-2-04
放課後児童クラブにおける育成
支援の質の向上

― ― 3 P214

07-1-2-05 地域における子育て支援の推進 ― ― 3,5,17 P215

07-1-2-06
子ども・家庭、地域の子育て機
能の総合支援

― ― 3 P216

07-1-2-07
療育体制の強化と効果的な支援
の推進

― ― 3 P216

07-1-2-08 ひとり親家庭等への支援の推進 ― ― 1,3 P217

07-1-3-01
多様な体験・活動と交流の機会
の提供

― ― 3,17 P219

07-1-3-02 児童虐待対策の充実 ― ○ 3 P219

07-1-3-03 社会的養育施策の充実 ― ― 3 P220

07-1-3-04 子ども・若者の自立支援 戦略２戦術１ ― 4 P220
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事業コード
関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ

第８章　文化

08-1-1-01
岩槻人形博物館を拠点とした人
形文化の振興・発信

― ○ 4 P225

08-1-1-02
未来に向けた盆栽文化の継承・
発展

― ○ 4,9,11 P225

08-1-1-03
市民参加型の特色のある国際芸
術祭の開催

戦略２戦術５ ― 11 P226

08-1-1-04
文化芸術を活用したアウトリー
チ事業の推進

― ― 4,17 P226

08-1-1-05 文化芸術創造拠点の構築 ― ― 4,11 P227

08-1-1-06 アーツカウンシルの創設 ― ― 4,17 P227

08-1-2-01
市民による文化芸術活動の支援
の充実

― ○ 4,17 P229

08-1-2-02
ジュニアソロコンテストの開催
による若手の人材育成

― ― 4 P229

08-1-2-03
各文化施設の特性を活かした文
化芸術の鑑賞機会の充実

― ○ 4,11 P230

08-1-3-01
次世代に向けた歴史文化資源の
保存・継承・活用

― ― 4,11 P233

08-1-3-02 新たな視点で市史編さん ― ― 4 P234

第９章　都市インフラ

09-1-1-01
大宮駅グランドセントラルス
テーション化構想の推進

戦略１戦術５ ― 9,11 P239

09-1-1-02 市街地開発事業の推進（都心） 戦略１戦術５ ― 9,11 P240

09-1-1-03
市街地開発事業の推進（副都
心）

戦略１戦術５ ― 9,11 P241

09-1-2-04 さいたま新都心のにぎわい創出 ― ― 11,17 P243

09-1-2-06 桜木駐車場用地活用の推進 ― ― 9,11 P243

09-1-2-07 大宮駅東口公共施設再編の推進 ― ― 9,11 P244

09-1-2-10
浦和駅周辺地区のまちづくりの
推進

戦略１戦術５ ― 9,11 P244

09-1-2-11 新庁舎の整備 戦略１戦術５ ― 9,11 P245

09-1-3-01
スマートシティに向けたモビリ
ティサービスの充実

戦略２戦術４ ○ 9,11,17 P247

09-1-3-02 広域的な交通アクセスの強化 ― ― 9,11 P247

09-1-3-03 東西交通大宮ルートの推進 ― ― 9,11 P248

09-1-3-04 地下鉄７号線の延伸 戦略１戦術５ ― 11 P249

09-1-3-05
七里駅舎及び大和田駅舎の機能
性向上の推進

― ― 9,11 P250

09-1-3-06 幹線道路整備の推進 戦略２戦術３ ― 9,11 P250

09-1-3-07 新大宮上尾道路の整備促進 戦略１戦術５ ― 9 P251

09-1-3-08
核都市広域幹線道路の延伸の推
進

― ― 9 P251

09-1-4-01
大宮駅周辺まちなかウォーカブ
ルの推進

― ― 9,11 P253
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事業コード
関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ

09-1-4-02
浦和駅周辺まちなかウォーカブ
ルの推進

― ― 9,11 P254

09-1-4-03 美園地区のまちづくりの推進 ― ― 3,11,13 P254

09-1-4-04
岩槻駅周辺地区のまちづくりの
推進

― ― 9,11 P255

09-1-4-05
グリーンインフラによる都市空
間の高質化

― ― 11,15,17 P256

09-1-4-06
さいたまセントラルパークの整
備推進

戦略１戦術５ ― 11,15 P256

09-2-1-01
個性豊かで魅力ある良好な都市
景観形成の推進

― ― 11,15,17 P259

09-2-1-02 街なかにおける緑の創出 ― ― 11,15,17 P259

09-2-1-03 大規模公園の整備推進 戦略１戦術５ ― 11,15 P260

09-2-1-04 身近な公園の整備推進 ― ○ 11,15 P260

09-2-1-05 都市公園のリフレッシュ推進 ― ― 6,11 P261

09-2-1-06
Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公民連携に
よる公園のにぎわい創出

― ― 11,15,17 P261

09-2-2-01
歴史を伝える本町通りのまちづ
くり

― ― 11 P264

09-2-2-02
中央区役所周辺の公共施設の再
編とデジタル化の推進

― ― 11 P264

09-2-2-03
芸術劇場と地域が連携したまち
づくり

― ― 11 P265

09-2-2-04
参加と協働によるまちづくりの
推進

― ― 11,17 P265

09-2-2-05
長期未着手地区のまちづくりの
推進

― ― 11,17 P266

09-2-2-06
市街地開発事業の推進（市施行
土地区画整理事業）

― ― 11 P267

09-2-2-07
市街地開発事業の推進（組合土
地区画整理事業）

― ― 11 P268

09-2-2-08 マンション管理適正化の推進 ― ― 11 P269

09-2-2-09
住宅セーフティネット機能の推
進

― ○ 11,17 P270

09-2-2-10 市営住宅建替の推進 ― ― 11 P270

09-2-2-11 空き家等対策の推進 ― ― 9,11,17 P271

09-2-2-12
地下鉄７号線中間駅周辺のまち
づくり

戦略１戦術５ ― 11 P271

09-2-3-01
効率的で持続可能な公共交通
ネットワークの実現

― ― 11,17 P274

09-2-3-02 身近な公共交通の充実 戦略２戦術１ ○ 11,17 P274

09-2-3-03 公共交通のバリアフリー化推進 ― ― 11,17 P275

09-2-3-04 都市計画道路の見直し ― ― 9 P275

09-2-3-05 与野本町駅周辺の利便性の向上 ― ― 11 P276

09-2-3-06 自転車利用環境の向上 ― ○ 11 P276

09-2-3-07 良好な道路環境の向上 ― ― 11 P277
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事業コード
関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ

09-2-3-08 計画的な橋りょうの修繕 ― ― 11 P278

09-2-3-09 道路の安全性の向上 ― ― 11 P279

09-2-4-01 上水道施設の健全化の推進 ― ― 6,11 P281

09-2-4-02 下水道の普及推進 ― ― 6 P281

09-2-4-03 下水道施設の健全化の推進 ― ― 9 P282

第１０章　防災・消防

10-1-1-01 無電柱化の推進 ― ― 9,11 P288

10-1-1-02 橋りょう耐震化の推進 ― ― 9,11 P288

10-1-1-03 既存建築物の耐震化促進 ― ― 11 P289

10-1-1-04 治水対策施設の整備推進 戦略２戦術３ ― 11 P290

10-1-1-05 河川管理施設等の計画的な更新 ― ― 11 P291

10-1-1-06 下水道浸水対策の推進 ― ― 11 P291

10-1-1-07 災害に備えるまちづくりの推進 ― ― 11,17 P292

10-1-2-01
地域と共に取り組む防災対策の
推進

戦略２戦術３ ○ 11,17 P295

10-1-2-02 帰宅困難者への支援体制の構築 ― ○ 11 P295

10-1-2-03 危機管理体制の確保 ― ○ 11 P296

10-1-2-04 自主防災組織の育成支援 戦略２戦術３ ○ 11,17 P296

10-1-2-05
防災訓練を通じた災害対応力の
更なる強化

― ○ 11 P297

10-1-3-01 消防力等の体制強化 ― ― 11 P300

10-1-3-02 消防団の充実強化 ― ― 11 P300

10-1-3-03
先進技術を活用した消防体制の
強化

戦略２戦術３ ○ 9,11 P301

10-1-3-04 火災予防対策の推進 ― ― 11 P301

10-1-3-05 消防防災学習施設の充実 ― ― 11 P302

10-1-3-06 応急手当の普及啓発 ― ― 3,11 P302

10-1-3-07 円滑な救急活動の推進 ― ― 11 P303

10-1-3-08
救急ワークステーションの活用
による救護体制の強化

― ― 3,11 P303

第１１章　経済・産業

11-1-1-01
東日本連携の推進による地域経
済活性化

戦略１戦術５ ○ 8,9 P307

11-1-1-02
地方創生に向けた東日本連携セ
ンターの運営

― ― 8,9 P308

11-1-2-01
研究開発型ものづくり企業の競
争力強化

― ○ 8,9 P311
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事業コード
関連する
ＳＤＧｓ

重点戦略
新型コロナ

ウイルス感染症
関連事業

事業名
掲載

ページ

11-1-2-02 国内外事業展開支援の強化 戦略１戦術５ ○ 8,9 P311

11-1-2-03
産学連携等によるイノベーショ
ン創出の支援

戦略１戦術５ ○ 4,9 P312

11-1-2-04 医療ものづくり都市の推進 ― ― 9 P312

11-1-2-05 企業立地の促進 戦略１戦術５ ○ 8,9,12 P313

11-1-3-01
中小企業の生産性・付加価値向
上を通じた成長促進支援

戦略２戦術２ ○ 8,9 P315

11-1-3-02
制度融資による市内事業者への
金融支援

― ○ 8,9 P315

11-1-3-03
創業・副業・テレワーク支援に
よる新たな産業の創出

戦略１戦術５ ○ 8,9,11 P316

11-1-3-04
さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制
度

― ― 8,11 P316

11-1-4-01 産業人材の育成 戦略２戦術２ ― 4,8 P319

11-1-4-02 就労支援の充実 戦略２戦術２ ○ 8 P320

11-1-4-03 勤労者の就労環境の整備 ― ― 8 P321

11-1-5-01
地域の特色を生かした商業活性
化

戦略２戦術２ ○ 8 P323

11-1-5-02 さいたまスイーツの魅力の発信 ― ― 8,9 P323

11-2-1-01 地域資源を生かした観光の振興 戦略１戦術５ ○ 8,9 P325

11-2-1-02 ＭＩＣＥの更なる推進 戦略１戦術５ ○ 8,9 P325

11-3-1-01 農業の担い手確保・育成の強化 ― ― 2,8 P327

11-3-1-02
効率的かつ安定的な農業経営の
実現

戦略２戦術２ ― 2,9 P327

11-3-1-03 地場産農産物の流通・消費拡大 ― ○ 2,12 P328

11-3-1-04 農業交流施設の整備 ― ― 12 P328

11-3-1-05
（仮称）農業及び食の流通・観
光産業拠点の整備

― ― 8,11,12 P329

11-3-1-06 農業基盤の整備 ― ― 2,9,15 P329

11-3-1-07 農業用水路の整備 ― ― 2,9,15 P330

11-3-1-08
農地の有する多面的機能の維
持、発揮の活動支援

― ― 2,9,15 P330
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国際交流の機会増加及び多文化共生意識の醸成

01-3-1-02
多言語による情報発信の拡充

多文化共生社会の実現等
国際交流・多文化共生
社会の推進

子どもの学び・親子の育ちの支援の充実

07-1-2-05 【再掲】
地域における子育て支援の推進

01-3-1-01

市民の平和意識の高揚
世界の恒久平和実現へ
の貢献

＜目指す方向性＞ 01-3-1-03
海外姉妹・友好都市等との交流による関係強化

01-3-1-04
水道分野の国際協力の推進

04-1-2-01 【再掲】
グローバル・スタディの推進

01-3-2-01

04-1-1-05 【再掲】
市立高等学校「特色ある学校づくり」の推進

文化の違いを互いに認め合い、地域社会の仲間
として共に暮らしていくことができる多文化共
生社会の実現とともに、様々な分野での国際交
流・協力を積極的に推進し、世界の恒久平和に
向けた取組を展開します。

男女共同参画の推進
01-2-2-02
審議会等委員への女性の登用促進

04-1-3-03 【再掲】

ＤＶ防止及び被害者の自立支援
＜目指す方向性＞ 04-1-2-09 【再掲】

人権に関する意識の向上と被害者への支援に積
極的に取り組み、社会全体で不当な差別を許さ
ない人権尊重社会を目指します。

人権教育の推進

01-2-2-01

人権尊重社会の実現
人権を尊重する意識の
醸成

男女共同参画社会の実
現

多様な体験・活動と交流の機会の提供

01-2-1-01
人権尊重意識の醸成

01-2-1-02

学校安全ネットワークの推進
06-1-1-04 【再掲】

地域の支え合いによる高齢者の生活支援

07-1-3-01 【再掲】

04-1-4-02

第１章　コミュニティ・人権・多文化共生

01-1-1-01

コミュニティ施設等の利便性向上
03-2-1-02 【再掲】
ランニングイベントの開催

03-2-1-10 【再掲】

＜目指す方向性＞ 01-1-1-03

地域住民等の交流や自主的な活動を促進し、ふ
れあいのある地域社会の形成と、地域住民が主
体的に地域課題の解決に取り組むまちを目指し
ます。

セミナーによる地域人材の育成
01-1-1-04
市民活動団体等の交流促進

01-1-1-05

第１節

【再掲】

第３節

⑴

⑴

⑵

⑴

⑵

第２節

自治会への加入促進
01-1-1-02

セミナーによる市民活動団体への運営支援

ふれあいのある地域社会の形成と活
性化

地域住民等の交流や自
主的活動の促進

スクールサポートネットワークの推進

04-1-4-03 【再掲】
チャレンジスクールの充実

04-1-4-04 【再掲】

スポーツ施設の整備・改修
04-1-4-01 【再掲】
コミュニティ・スクールの推進

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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施策 01-1-1

地域住民等の交流や自主的活動の促進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 市民協働推進課

1
地域の活動や地域での交流が活発に
行われていると感じている市民の割合

54.3％
(令和２年度)

57％ 60％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、よりよい地域社会の構築
に寄与するため、学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し連携・協働
するコミュニティ・スクールを推進します。

1
01-1-1-01

自治会への加入促進

地域コミュニティを活性化するために、「さいたま市自治会等の振興を通
じた地域社会の活性化の推進に関する条例」に基づき、自治会加入啓発
活動、自治会活動の情報発信、各種補助金の交付などの自治会活動に
対する支援を行うことにより、自治会への加入促進を図ります。

戦略２戦術５

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

実施計画事業

3
01-1-1-03 セミナーによる地域人材の育

成

地域活動の人材育成を図るため、定年退職を迎えた方や在宅勤務に従
事する方など、これまで地域の活動に参加していなかった市民を対象に、
市民活動への参加のきっかけとなるセミナーを開催します。

2

4

市民が、年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に利用で
きる施設として利用環境の向上を図り、身近な場所で誰もが気軽にス
ポーツを楽しむことができる場を増やすための取組を行います。

戦略２戦術５

7

03-2-1-10
【再掲】
 P135 スポーツ施設の整備・改修

01-1-1-04
市民活動団体等の交流促進

8 コミュニティ・スクールの推進

6

03-2-1-02
【再掲】
 P130 ランニングイベントの開催

04-1-4-01
【再掲】
 P159

5
01-1-1-05 コミュニティ施設等の利便性向

上

01-1-1-02 セミナーによる市民活動団体
への運営支援

市民活動団体の運営を安定化させ、活動の活性化を図るため、運営や
活動に必要となるテーマについてのセミナーを開催します。

市民活動サポートセンターを中心として、市民活動団体など多様な主体
が交流できる場を提供することで、新たな結びつきや連携の促進を図りま
す。

市有する市民利用施設等の利用促進を図るため、イベントの開催など有
効活用につながる事業を展開します。また、施設間で連携して事業を実
施し、利用者の交流を図り、利用促進へとつなげます。さらに、施設の中
規模修繕等を実施し、設備や備品等の整備を行うとともに、市民に親しみ
やすい雰囲気を醸成し、活動環境の充実を図ります。

市民のスポーツに対する意欲・関心を高め、生涯スポーツの振興を推進
するため、子どもから大人まで楽しめるランニングイベントを開催します。

戦略１戦術３
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13

07-1-3-01
【再掲】
 P219

多様な体験・活動と交流の機
会の提供

子ども・青少年の豊かな人間性と社会性を育むため、様々な体験の機会
とともに、世代間交流を始め多様な交流の機会の充実を図ります。

地域の支え合いによる高齢者
の生活支援

高齢者によるボランティア活動や地域住民等による見守り等の支え合い
活動の促進を図り、高齢者の暮らしをサポートできる環境を整えます。

04-1-4-02
【再掲】
 P159

04-1-4-04
【再掲】
 P160

12

06-1-1-04
【再掲】
 P186

11 学校安全ネットワークの推進

「防犯ボランティア」、「子どもひなん所１１０番の家」、「子ども安全協定」、
「ながら見守りボランティア」の登録数を増やし、子どもの見守り活動を推
進します。また、学校安全ネットワーク推進研修会、防犯ボランティア研修
会等を実施し、子どもの見守り体制の強化を図ります。

9
スクールサポートネットワーク
の推進

学校と地域の連絡・調整や多様な活動の企画・調整等を担う学校地域連
携コーディネーターを配置するとともに、より多くのより幅広い層の地域住
民、団体等が参画したスクールサポートネットワークによる地域学校協働
活動を推進します。

10

04-1-4-03
【再掲】
 P160 チャレンジスクールの充実

より多くのより幅広い層の地域住民、団体等の多様な主体の参画を得
て、放課後や土曜日に学校の教室等を活用して、学習、体験活動、ス
ポーツ等を行うチャレンジスクールを実施します。
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事業 01-1-1-01 自治会への加入促進

重点戦略 戦略２戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
コミュニティ推進課

事業目的 自治会加入世帯数が増加し、地域の活動や交流が活発化することを目指します。

事業内容

「さいたま市自治会等の振興を通じた地域社会の活性化の推進に関する条例」に基づき、自治会活動
に対する支援を行います。
・自治会運営補助金、自治会集会所整備事業補助金、コミュニティ助成事業補助金を交付します。
・自治会加入促進リーフレットなど、啓発品の作成・配布をします。
・新型コロナウイルス感染症の影響で自治会活動が制限される中、ＩＣＴを活用した活動方法として電子
回覧板の導入支援や、自治会のＰＲが可能となる自治会ホームページの運営支援を行います。
・自治会向けＩＣＴ活用に関する講座を開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自治会加入世帯
増加数

848世帯増
（令和元年度）
※372,159世帯
（R2.4.1現在）

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

2,000世帯
増

令和７年度まで
に10,000世帯増

自治会加入促進
啓発事業数

36件
（令和２年度）

37件 38件 39件 40件 41件
令和７年度まで
に41件

モデル事業
の成果を踏
まえ、目標
を設定

令和５年度に拡大
実施する自治会電
子回覧板モデル事
業の成果を踏ま
え、目標を設定

自治会向けＩＣ
Ｔ活用に関する
講座の実施

―
試行実施
（１回実
施）

２回 ４回 ４回 ４回
令和７年度まで
に４回

ＩＣＴを活用し
た自治会活動の
支援

―
先行事例の
調査

支援方針の
決定

自治会電子
回覧板モデ
ル事業の拡
大実施

モデル事業
の成果を踏
まえ、目標
を設定

-80-



⑴

⑵

⑶

事業 01-1-1-02 セミナーによる市民活動団体への運営支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
市民協働推進課

事業目的 市民活動団体の運営を安定化し、活動を活性化します。

事業内容

市民活動団体を対象に、団体の運営や活動に必要となるテーマについてのセミナーを開催します。
・資金調達や広報、オンラインを活用した活動方法など、団体のニーズを適切に把握して、テーマを設定
します。
・セミナーは、従来の集合して行う形式に加え、オンラインの活用など、社会情勢に則した最適で効果的
な手法を導入して開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

参加者の満足度
90％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

⑴

⑵

⑶

事業 01-1-1-03 セミナーによる地域人材の育成

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
市民協働推進課

事業目的 市民へ地域活動を始めるきっかけを提供し、活動への参加を促進します。

事業内容

市民に対して、市民活動を始めるきっかけとなるセミナーを開催します。
・広報に当たり、定年退職を迎えた方や在宅勤務に従事する方などを主な対象として、参加の働きかけ
を行います。
・セミナーは、従来の集合して行う形式に加え、オンラインの活用など、社会情勢に則した最適で効果的
な手法を導入して開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

参加者の満足度
90％
（令和２年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持
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⑴

⑵

⑶

事業 01-1-1-04 市民活動団体等の交流促進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
市民協働推進課

事業目的 市民活動団体など多様な主体の交流を促進し、新たな結びつきや連携を生み出します。

事業内容

市民活動団体など多様な主体が交流できる場を提供します。
・市民活動サポートセンターを中心に、市民活動に関わるフェスティバルや交流イベントなどを開催しま
す。
・交流イベントなどは、従来の集合して行う形式に加え、オンラインの活用など、社会情勢に則した最適で
効果的な手法を導入して開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民活動サポー
トセンターフェ
スティバルへの
来場者数

6,022人
（平成30年度）

6,150人 6,300人 6,450人 6,600人 6,750人
令和７年度まで
に6,750人を達成

市民活動サポー
トセンターフェ
スティバルへの
参加団体数

43団体
（平成30年度）

40団体の参
加

40団体の参
加

40団体の参
加

40団体の参
加

40団体の参
加

令和７年度まで
40団体の参加を
維持

⑴

⑵

⑶

コミュニティセ
ンター稼働率

78％
（令和元年度）

79％ 80％ 81％ 82％ 83％
令和７年度まで
に83％

施設利用満足度 ― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

事業目的 地域住民等の活動の場や活動環境の充実を目指します。

事業内容

市有施設等の利用を促進するため、イベント・講座を企画・実施するなど、施設の有効活用を図ります。
・施設の事業等において、施設間で連携し利用者の流動を発生させ、より多くの市民利用を図ります。
・施設の中規模修繕等を実施し、設備や備品等の整備を行うとともに、職員に対する接遇や機器操作等の研
修を実施することで、市民に親しみやすい雰囲気を醸成し、活動環境の充実を図ります。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新しい生活様式に対応した施設の有効活用を図るため、指定管
理者と協議等を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
コミュニティ推進課

事業 01-1-1-05 コミュニティ施設等の利便性向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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施策 01-2-1

人権を尊重する意識の醸成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 人権政策・男女共同参画課

1
人権が尊重されていると感じている市
民の割合

76.8％
(令和２年度)

79％ 82％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
01-2-1-01

人権尊重意識の醸成
様々な人権問題を解決するために、全庁的な組織体制のもと、社会にお
ける各種人権啓発活動の実施により、あらゆる人々の人権尊重意識の
普及・高揚を図ります。

戦略２戦術５

実施計画事業

3

04-1-2-09
【再掲】
 P150 人権教育の推進

学校教育においては、教職員を対象とした人権教育研修会や研究指定校による
人権教育研究発表会を充実させるとともに、人権教育啓発資料等を作成し、授業
等での積極的な活用を促進します。
社会教育においては、人権教育集会所で人権講演会や主催事業等を開催すると
ともに、サークル活動への支援等を実施します。また、公民館における人権講座
等の開催も支援します。

2
01-2-1-02 ＤＶ防止及び被害者の自立支

援

配偶者等からの暴力の根絶の取組について、民間、行政などの関係機
関が密接な連携を図り、ＤＶ被害者の人権擁護の観点から、予防から自
立までの総合的な支援体制の充実を図ります。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略
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⑴

⑵

⑶

人権啓発講演会
の参加者の人権
問題等に対する
理解度

90％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

事業目的
子ども、高齢者の人権侵害、障害や性別・性自認・性的指向及び国籍・人種・民族を理由とする差別や
偏見、インターネットによる人権侵害、同和問題等、様々な人権問題の解決を図ります。

事業内容

講演会、研修会等を実施し、あらゆる人々の人権尊重意識の普及・高揚を図ります。
・人権啓発講演会を実施します。
・市内企業等人権問題研修会を実施します。
・職員を対象とした各種研修を実施します。
・啓発物品及び啓発冊子の配布を実施します。
・人権擁護委員協議会等の各種団体と連携した人権啓発活動を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
人権政策・男女共同参画課

事業 01-2-1-01 人権尊重意識の醸成

重点戦略 戦略２戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

ＤＶ被害者への
相談支援件数

930件
（令和元年度）

1,050件 1,100件 1,150件 1,200件 1,250件
令和７年度まで
に1,250件

デートＤＶ防止
出前講座の内容
の理解度

98％
（令和元年度）

98％ 98％ 98％ 98％ 98％
令和７年度まで
98％を維持

事業目的 ＤＶの防止とＤＶ被害者の自立支援に取り組み、配偶者等からの暴力の根絶を目指します。

事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響によりＤＶの増加が懸念されることから、民間、行政などの関係機関
が密接な連携を図り、防止と自立に向けた総合的な支援体制の充実を図ります。
・民間、行政などの関係機関による連携会議を開催します。
・若年層を対象にデートＤＶ防止出前講座を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
人権政策・男女共同参画課

事業 01-2-1-02 ＤＶ防止及び被害者の自立支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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3

04-1-3-03
【再掲】
 P155

子どもの学び・親子の育ちの
支援の充実

夏休み等に地域の小学生を対象とした体験講座等を実施し、子どもたち
の地域への愛着等をはぐくみます。また、子育て中の親同士が交流し、
学び合う参加型学習を行い、親として成長することを支援します。

実施計画事業

4

07-1-2-05
【再掲】
 P215

地域における子育て支援の推
進

子育て支援拠点において、子育てに関する相談指導や交流の場を提供するこ
とにより、地域の子育て支援機能の充実を図ります。また、父親の子育て意欲
の向上や子育て参加の促進、祖父母世代の地域における子育て活動への参
加促進を図るとともに、多子世帯への支援をはじめ、子どもを持つすべての家
庭が安心して育児・仕事を続けられる環境を整備します。

2
01-2-2-02 審議会等委員への女性の登

用促進
男女共同参画社会を実現するために、市の政策・方針決定過程の場の１
つである審議会等委員への女性の登用を促進します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
01-2-2-01

男女共同参画の推進
男女共同参画社会を実現するために、男女共同参画推進センターにおい
て、講座等の開催、情報誌等の発行、団体活動・交流支援の充実を図り
ます。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
「男は仕事、女は家庭」など、性別によ
る役割分担が未だに存在すると感じて
いる市民の割合

68.2％
(令和２年度)

61％ 54％

施策 01-2-2

男女共同参画社会の実現

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 人権政策・男女共同参画課
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事業 01-2-2-01 男女共同参画の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
人権政策・男女共同参画課

事業目的
性別にかかわりなく一人ひとりがお互いを認め合い、尊重しながら、個性を十分に発揮し、共に参画でき
る男女共同参画社会の実現を目指します。

事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響により顕在化したジェンダーに起因する課題などに対して、「第４次さ
いたま市男女共同参画のまちづくりプラン」の基本目標に沿った講座等の開催、情報誌等の発行、団体
活動・交流支援の充実を図ります。
・男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

男女共同参画の
講座等の内容の
理解度

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

団体等と協働で
実施した講座等
の実施件数

25回
（令和元年度）

25回 75回 75回 75回 75回
令和７年度まで
の５年間で325回

98％
令和７年度まで
98％を維持

施策の実施にあ
たり、男女共同
参画の視点が必
要であることの
理解度

― 98％ 98％ 98％ 98％

⑴

⑵

⑶

審議会等委員へ
の女性登用率

35.6％
（令和元年度）

42％ 42％ 42％ 42％ 42％
令和７年度まで
42％を達成・維
持

事業目的 市の政策・方針決定過程への女性の参画を拡大します。

事業内容

市の政策・方針決定過程の場である審議会等委員への女性の積極的登用を図ります。
・所管課と事前協議を行います。
・女性人材リストによる情報提供を行います。
・登用計画、年次報告書、男女共同参画推進本部会議の開催等による進捗管理を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
人権政策・男女共同参画課

事業 01-2-2-02 審議会等委員への女性の登用促進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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（独）国際協力機構(ＪＩＣＡ)等と連携した事業を通じ、ラオス国に対して職
員派遣や研修生受入を行い、水道分野の改善に貢献するとともに、国際
感覚豊かな人材を育成します。

4
01-3-1-04

水道分野の国際協力の推進

6

04-1-2-01
【再掲】
 P146 グローバル・スタディの推進

5

04-1-1-05
【再掲】
 P142

市立高等学校「特色ある学校
づくり」の推進

全ての市立小・中学校で実施している本市独自の英語教育「グローバ
ル・スタディ」について、カリキュラム改善、効果検証及びその結果に基づ
く教職員研修、成果を発揮する体験活動などを行います。

戦略１戦術４

実施計画事業

3
01-3-1-03 海外姉妹・友好都市等との交

流による関係強化
海外都市とのスポーツ、文化、教育、環境といった様々な分野での連携を
進め交流を行い、市民の国際理解促進を図ります。

2
01-3-1-02

多言語による情報発信の拡充
市が作成・発行する案内板・看板、印刷物等について、多言語化拡充の
環境整備の推進を図ります。また、外国人市民や訪日外国人に向けた、
多言語対応の情報をホームページなどで発信します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
01-3-1-01 国際交流の機会増加及び多

文化共生意識の醸成

（公社）さいたま観光国際協会や地域のボランティアによる日本語教室等
と連携し、外国人市民への支援事業と事業を支える人材の育成やその活
動の支援の取組を通じて、日本人市民と外国人市民との交流機会を増
やし、地域に根ざした外国人市民への支援を拡充します。

戦略２戦術５

90％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

・市立高等学校「特色ある学校づくり」計画に基づき、それぞれの特徴を生かし
た学校づくりを更に充実・発展させ、ウィズコロナ、アフターコロナの予測不可
能な時代にあっても、高い志を持ち世界で活躍する人材を育成する高校づくり
を目指します。
・ＩＣＴを効果的に活用した海外都市等との交流をとおして、多様な他者と共に
問題の発見や解決に挑む資質・能力を育成します。

施策 01-3-1

国際交流・多文化共生社会の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 観光国際課

1
外国人にとって暮らしやすいまちであ
ると感じる市民（外国人市民を含む）の
割合

84％
(令和元年度)

87％
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⑴

⑵

⑶

事業 01-3-1-01 国際交流の機会増加及び多文化共生意識の醸成

重点戦略 戦略２戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
観光国際課

事業目的
日本人市民と外国人市民の交流が増えることで、多文化共生の理解が深まり、ともに支え合う社会を目
指します。

事業内容

（公社）さいたま観光国際協会や地域のボランティアによる日本語教室等と連携しながら、多言語生活相
談や日本語教室、ボランティア養成講座、国際交流イベント等を実施し、日本人市民と外国人市民の交
流機会を増やします。また多言語で対応できる国際交流員（CIR)を活用し、庁内での国際化・多文化共
生の意識の醸成を図ります。
新型コロナウイルス感染症の影響で、外国人市民と交流が難しくなっている観光国際協会の登録ボラン
ティアなどに対して、多様な活動を可能にするため、オンラインによる会議・教室運営が実施できるよう、
必要な支援を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

日本語教室受講
者数

2,380人
（令和元年度）

100人 2,380人 2,480人 2,580人 2,680人
令和７年度まで
に2,680人

通訳・翻訳ボラ
ンティアとイベ
ントボランティ
アの登録者数

1,556人
（令和元年度）

1,600人 1,700人 1,850人 2,050人 2,300人
令和７年度まで
に2,300人を達成

 

 

 

多言語対応の
ホームページの
トップページの
閲覧者数

1,897人
（令和元年度）

2,380人 22,000人 24,200人 26,700人 29,400人
令和７年度まで
に29,400人

市が作成する案
内板・看板・標
識等の多言語化
率

0.8ポイント増
（令和元年度）
※20.4％
（R2.3.31時点）

２ポイント
増

２ポイント
増

２ポイント
増

２ポイント
増

２ポイント
増

令和７年度まで
の５年間で10ポ
イント増

事業目的 多言語での情報を発信し、魅力あるまちづくりを目指します。

事業内容
外国人市民や訪日外国人に向けて、ホームページを始めとする多様な媒体を活用し、暮らしや災害など
の情報を、英語、やさしい日本語等で発信します。また、全庁各課で多言語化を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
観光国際課

事業 01-3-1-02 多言語による情報発信の拡充

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 11-2-1
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⑴

⑵

⑶

海外都市との交
流人数

811人
（令和元年度）

500人 800人 850人 900人 1,000人
令和７年度まで
の５年間で4,050
人

事業目的
海外都市との交流を図り、その情報を国内外に発信することで、国際理解を図り、活力あるまちづくりを
実現します。

事業内容

海外都市とスポーツ、文化、教育、経済といった様々な分野において交流を図ります。また海外の文化
等を紹介する講座等を実施し、国際理解の推進を図ります。
新型コロナウイルス感染症の影響で、往来が難しくなっている海外都市との交流について、オンラインに
よる会談を含めた交流を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
観光国際課

事業 01-3-1-03 海外姉妹・友好都市等との交流による関係強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 01-3-1-04 水道分野の国際協力の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
経営企画課

事業目的
水道局で培った経験や技術力を広く海外で生かし、水道分野の改善に貢献するとともに、国際感覚豊か
な人材を育成します。

事業内容

・（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）技術協力プロジェクトに係る職員派遣及び研修生受入を行います。
・ＪＩＣＡ草の根技術協力事業（フェーズ１）に係る職員派遣及び研修生受入を行います（令和４年度ま
で）。
※フェーズ２についてはＪＩＣＡに事業採択された場合に実施します（令和６年度から）。
・国際協力事業を推進するための覚書(更新)を締結します（令和５年度）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

職員の延べ派遣
日数

685日
（令和元年度）

365日 694日 345日 165日 153日
令和７年度まで
の５年間で1,722
日

研修生の延べ受
入日数

70日
（令和元年度）

― 42日 ― 36日 36日
令和７年度まで
の５年間で114日
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実施計画事業
事業コード

事業名 事業概要
重点戦略

1
01-3-2-01

市民の平和意識の高揚
「さいたま市平和都市宣言」に基づき、核兵器等の廃絶と世界の恒久平
和実現に貢献する取組を展開します。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

施策 01-3-2

世界の恒久平和実現への貢献

施策マネジメント局 施策マネジメント課

総務局 総務課

1 平和推進事業への参加者数
3,334人

(令和元年度)
3,500人 3,700人
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事業 01-3-2-01 市民の平和意識の高揚

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
総務局総務課

事業目的
戦争の悲惨さやおろかさ、平和の尊さや大切さを後世に伝えるとともに、市民の平和意識の高揚を図り
ます。

事業内容

「さいたま市平和都市宣言」に基づき、核兵器等の廃絶と世界の恒久平和実現に貢献する取組を展開し
ます。
・平和展を開催します。
・平和図画・ポスターコンクールを開催します。
・証言映像DVDの活用促進を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ホームページア
クセス数

4,052件
（令和元年度）

4,250件 5,850件 6,100件 6,350件 6,600件
令和７年度まで
に6,600件

平和図画・ポス
ターコンクール
の応募学校数

54校
（令和２年度）

54校 60校 61校 62校 63校
令和７年度まで
に63校
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【再掲】
街なかにおける緑の創出

見沼田圃の次世代への
継承

 
02-3-2-01

見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進

09-2-1-02

見沼田圃や荒川など多様な動植物が生息する自
然環境の保全・活用・再生、都市緑化の推進と
ともに、緑のインフラの再構築など、良好な生
活環境の確保により、人と自然が共生する緑豊
かな美しいまちを創造します。

02-3-1-04

不法投棄防止対策の推進

ホタル舞う水辺環境の保全・再生の推進

09-1-4-06

指定緑地等の保全・整備

【再掲】
さいたまセントラルパークの整備推進

サーマルエネルギーセンターの建設

 
生物多様性の保全の推進

02-3-1-02

染谷・加田屋地区の公園等の整備推進

02-2-2-04
クリーンセンター大崎の長寿命化

人と自然が共生する緑豊かな美しい
都市の創造

良好な生活環境及び自
然環境の保全

02-3-1-01

02-2-2-05
衛生センター統廃合の推進

02-2-2-06

02-1-1-05
E-KIZUNA Projectの推進

02-1-1-06
スマートシティさいたまモデルの推進

＜目指す方向性＞ 02-3-1-03

第３節

＜目指す方向性＞ 02-2-1-03
事業ごみ適正処理啓発の推進

廃棄物の適正かつ安定
的な処理・循環利用の
推進

02-2-2-01

 
焼却熱エネルギー発電の推進

市民、事業者、行政が連携・協力し、Reduce
（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle
（リサイクル）の３Ｒを積極的に進め、ごみを
減量し、適切に資源を有効活用して、環境負荷
の少ないめぐるまち（循環型都市）の実現を目
指します。

02-2-2-02
焼却残渣リサイクルの推進

02-2-2-03

第２節  
食品ロス削減・プラスチックごみ削減等の推進

02-2-1-02
３Ｒ活動の普及促進

ともに取り組み、参加する　めぐる
まち（循環型都市）の創造

廃棄物の３Ｒ（発生抑
制・再利用・再生利
用）の推進

02-2-1-01

09-2-1-03 【再掲】
大規模公園の整備推進

＜目指す方向性＞ 02-1-1-03
ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築

02-1-1-04

第２章　環境

地域から取り組む「脱炭素社会に向
けた持続可能な都市」の実現

脱炭素社会に向けた地
球温暖化対策の推進

02-1-1-01

第１節  
市民・事業者との連携による省エネ・創エネ化の促進

02-1-1-02
市役所における省エネルギー化の推進

市有施設への再生可能エネルギー設備等の導入誰もが地球温暖化対策の取組を積極的に実践す
ることで、脱炭素社会に向けた持続可能な都市
の実現を目指します。

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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市民、事業者、学校、行政など全ての主体が環
境の保全と創造に関心を持ち、相互に連携して
意欲的に取り組むことで、環境負荷の少ない都
市の実現を目指します。

イベント活動による環境への取組の促進

02-4-1-04
環境美化の推進

第４節  
小中学生への環境教育・学習の推進

02-4-1-02

＜目指す方向性＞ 02-4-1-03

公民連携による環境教育・学習の機会の拡充

環境の保全と創造に意欲的に取り組
む都市の実現

市民・事業者と共に取
り組む環境に配慮した
行動の推進

02-4-1-01
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施策 02-1-1

脱炭素社会に向けた地球温暖化対策の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

環境局 脱炭素社会推進課

1
市民１人(１世帯）当たりの温室効果ガ
ス排出量

5.6t-CO2
（基準年度：平成25年度）

4.31t-CO2

（令和５年度）
3.67t-CO2

（令和10年度）

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

6,898TJ
（令和10年度）

2
市域の再生可能エネルギーなどの導
入量

3,724TJ
（基準年度：平成25年度）

5,840TJ
（令和５年度）

1
02-1-1-01 市民・事業者との連携による

省エネ・創エネ化の促進

各部門における温室効果ガス排出量を削減するための支援策を充実す
るとともに、コロナ禍からのグリーンリカバリーの視点も踏まえ、市民・事
業者と連携した省エネ・創エネ化を促進します。

実施計画事業

3
02-1-1-03 ゼロカーボンシティ実現に向け

た地域循環共生圏の構築

再生可能エネルギー等の普及を促進するとともに、ごみ発電による低炭
素な電力や卒ＦＩＴの余剰電力を公共施設で有効活用するなど、積極的な
導入を進めます。また、コロナ禍からのグリーンリカバリーの視点も踏ま
え、再エネ等の利用拡大を通じた「地域循環共生圏」の実現に向けた取
組を推進します。戦略１戦術１

2
02-1-1-02 市役所における省エネルギー

化の推進

「第４期さいたま市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」に基づく施
策を実施することで、市役所の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を削
減します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

4
02-1-1-04 市有施設への再生可能エネル

ギー設備等の導入

「さいたま市公共施設マネジメント計画・第２次アクションプラン」等に基づ
き、改修や建替え等を実施する市有施設への太陽光発電設備等の導入
を積極的に推進します。

5
02-1-1-05

E-KIZUNA Projectの推進

コロナ禍からのグリーンリカバリーの視点も踏まえ、運輸部門からの二酸
化炭素排出量を削減するなど、国内外の先進都市と共に脱炭素社会の
実現を目指します。そのため、引き続き、次世代自動車の普及を図るとと
もに、民間事業者と連携・協力し、ＺＥＶを「共有」する社会を構築していき
ます。戦略１戦術１

6
02-1-1-06 スマートシティさいたまモデル

の推進

市民生活を構成する様々な分野において、ＡＩやＩｏＴなどの技術を活用する
とともに、「共通プラットフォームさいたま版」の分野間・自治体間連携や情
報銀行化を目指しながら、民間事業者による生活支援サービス等の実証・
社会実装に取り組みます。あわせて、コミュニティ形成を促進する取組を実
施することで、スマートシティさいたまモデルの構築を目指します。戦略１戦術１
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⑴

⑵

⑶

事業 02-1-1-01 市民・事業者との連携による省エネ・創エネ化の促進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
脱炭素社会推進課

事業目的 家庭部門（市民）、産業部門及び業務部門（事業者・行政）における温室効果ガス排出量を削減します。

事業内容

・脱炭素社会の実現に向け、各部門における温室効果ガス排出量を削減するための支援策を充実するとともに、コロナ
禍における経済停滞からの回復に併せて、脱炭素社会に向けた温暖化対策を更に推し進めるグリーンリカバリーの視点
も踏まえ、市民・事業者と連携した省エネ・創エネ化を促進します。
・ナッジ（※１）の概念を踏まえた普及啓発を実施し、省エネ行動の定着を促進します。
・事業者に対して環境負荷低減計画制度の適切な運用を実施します。
・電力リバースオークション（※２）を活用した、事業者向け再エネ導入促進事業「さいたま再エネプロジェクト」に
より市内事業者の再エネ導入を促進します。
・「第４期さいたま市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」に掲げる施策により、市役所の取組を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

家庭部門におけ
る温室効果ガス
排出量（市民）

基準年度
216
万t-CO2
（平成25年度）

180
万t-CO2
（令和元年度）

174
万t-CO2
（令和２年度）

168
万t-CO2
（令和３年度）

162
万t-CO2
（令和４年度）

156
万t-CO2
（令和５年度）

令和７年度までに
156万t-CO2

産業部門・業務
部門における温
室効果ガス排出
量（事業者・行
政）

基準年度
333
万t-CO2
（平成25年度）

286
万t-CO2
（令和元年度）

278
万t-CO2
（令和２年度）

270
万t-CO2
（令和３年度）

262
万t-CO2
（令和４年度）

254
万t-CO2
（令和５年度）

令和７年度までに
254万t-CO2

※１　行動科学の知見（行動インサイト）の活用による「人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする政策手法」のこと
※２　オンライン上で行う電力の競り下げ方式入札のこと

⑴

⑵

⑶

市役所の事務事
業における温室
効果ガス排出量
（行政）

基準年度
286,742
t-CO2
（平成25年度）

238,631
t-CO2
（令和２年度）

231,758
t-CO2
（令和３年度）

224,885
t-CO2
（令和４年度）

218,012
t-CO2
（令和５年度）

211,139
t-CO2
（令和６年度）

令和７年度まで
に211,139t-CO2
（令和６年度）

事業目的 市役所の事務事業に係る温室効果ガス排出量を削減します。

事業内容
大規模な排出事業者の一つである市役所の役割として、「第４期さいたま市地球温暖化対策実行計画
【事務事業編】」に掲げる各施策を着実に実施し、市役所の事務事業に伴う温室効果ガスの排出量を削
減します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
脱炭素社会推進課

事業 02-1-1-02 市役所における省エネルギー化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 02-1-1-03 ゼロカーボンシティ実現に向けた地域循環共生圏の構築

重点戦略 戦略１戦術１ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
脱炭素社会推進課

事業目的
脱炭素社会に向けた持続可能な都市の実現を目指し、電力の地産地消、自立・分散型エネルギーシステ
ムの構築などにより、持続可能なエネルギーを確保することで、本市の温室効果ガス排出量を削減しま
す。

事業内容

持続可能なエネルギーを確保するため、再生可能エネルギー等の普及を促進するとともに、ごみ発電に
よる低炭素な電力や卒ＦＩＴ（※）の余剰電力を公共施設で有効活用するなど、積極的な導入を進めます。
また、コロナ禍における経済停滞からの回復に併せて、脱炭素社会に向けた温暖化対策を更に推し進め
るグリーンリカバリーの視点も踏まえ、再エネ等の利用拡大を通じた「地域循環共生圏（国の第５次環境
基本計画に掲げられた概念）」の実現を契機とし、「環境・経済・社会」との統合的取組を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公共施設への再
生可能エネル
ギー等の導入
（電力の地産地
消）

―
事業スキー
ム検討・構
築等

公共施設へ
の導入に向
けた調整・
整備

公共施設へ
の導入開始
及び効果検
証

処理施設再
編に伴う導
入検討・拡
大

公共施設・
市域への導
入拡大及び
効果検証

令和７年度までに
電力の地産地消を
確立

再生可能エネル
ギー等の導入施
設数

― ― ― ２施設増 ２施設増 ２施設増

令和７年度までの
５年間で６施設に
再生可能エネル
ギー等を導入

※ＦＩＴ（固定価格買取制度）による電力の買取期間が満了した太陽光などの発電

⑴

⑵

⑶

太陽光発電設備
等を導入した施
設（公民館）

20％
（令和元年度）

27％ 30％ 33％ 37％ 40％
令和７年度まで
の５年間で40％
の公民館へ導入

事業目的
市有施設に再生可能エネルギー設備等を積極的に導入し、温室効果ガス排出量を削減するとともに、
災害時等のエネルギーセキュリティを確保することで、災害に強い持続可能なまちづくりを目指します。

事業内容

・「第４期さいたま市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」に基づき、市有施設の省エネ化・創エネ化
を推進します。
・「さいたま市公共施設マネジメント計画・第２次アクションプラン」等に基づき、改修や建替え等を実施す
る市有施設を把握し、太陽光発電設備や蓄電池等の設置が可能な施設への設備の導入を積極的に推
進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
脱炭素社会推進課

事業 02-1-1-04 市有施設への再生可能エネルギー設備等の導入

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

事業 02-1-1-05 E-KIZUNA Projectの推進

重点戦略 戦略１戦術１ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
未来都市推進部 脱炭素社会推進課

事業目的 次世代自動車の普及等を通じて、持続可能な脱炭素社会の実現を目指します。

事業内容

コロナ禍における経済停滞からの回復に併せて、脱炭素社会に向けた温暖化対策を更に推し進めるグ
リーンリカバリーの視点も踏まえ、運輸部門からの二酸化炭素排出量を削減するなど、国内外の先進都
市と共に脱炭素社会の実現を目指します。そのため、引き続き、次世代自動車の普及を図るとともに、民
間事業者と連携・協力し、ＺＥＶ（※）を「共有」する社会を構築していきます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市内の乗用車の
新車登録台数に
占める次世代自
動車の割合

34.6％
（平成30年）

37.2％
（令和２年）

38.5％
（令和３年）

39.8％
（令和４年）

41.0％
（令和５年）

42.3％
（令和６年）

令和７年度までに
42.3％
（令和６年）

※ゼロエミッションビークル：走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車の総称

⑴

⑵

⑶

事業 02-1-1-06 スマートシティさいたまモデルの推進

重点戦略 戦略１戦術１ 他施策への貢献（再掲先） 09-1-2

事業課
未来都市推進部

事業目的
ＡＩ、ＩｏＴ、データを活用して、住民等が抱える社会課題を解決することで、市民生活の質の向上、地域経
済の活性化、脱炭素化の促進に資するスマートシティさいたまモデルを構築し、定住・交流・関係人口の
増加につなげます。

事業内容

市民生活を構成する様々な分野において、ＡＩやＩｏＴなどの技術を活用するとともに、都市ＯＳ「共通プラッ
トフォームさいたま版」の分野間（健康・交通等）・自治体間の連携や令和７年度の情報銀行化を目指し
ながら、民間事業者による生活支援サービス等の実証・社会実装に取り組みます。また、低炭素でレジリ
エンス性等が確保された住宅街区である、スマートホーム・コミュニティ第３期の整備に向けた支援を行う
など、コミュニティ形成を促進する取組を実施することで、スマートシティさいたまモデルの構築を目指し
ます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

「生活支援サー
ビス」の実装数

１事業増
（令和元年度）
※３事業実装済
（R2.4.1時点）

１事業増 １事業増 １事業増 １事業増 １事業増
令和７年度まで
に５事業を実装
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実施計画事業

3
02-2-1-03

事業ごみ適正処理啓発の推進
市内事業者に対する啓発及び指導を実施することにより、事業系一般廃
棄物の適正処理の推進及び３Ｒ意識の向上を図ります。

2
02-2-1-02

３Ｒ活動の普及促進
ごみスクール等環境学習の推進、ごみ分別アプリの普及及び広報誌等を
配布することで、ごみの減量、資源分別の徹底及び適正排出を推進しま
す。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
02-2-1-01 食品ロス削減・プラスチックご

み削減等の推進

「第４次さいたま市一般廃棄物処理基本計画（改定版）」で定める目標値
を達成するため、食品ロス削減・プラスチックごみ削減施策を主要施策に
位置付け、更なるごみ減量を推進します。

戦略２戦術４

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 市民１人１日当たりのごみの総排出量
881g

(令和元年度）
838ｇ

827ｇ
（令和９年度）

施策 02-2-1

廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

環境局 資源循環政策課

― 廃棄物対策課
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市民１人１日あ
たりの家庭系ご
み排出量（ｇ／
人・日）

518
（令和元年度）

489 484 478 473 467
令和７年度まで
に467ｇ／人・日

フードドライブ
等による食品回
収量（kg／年）

539
（令和元年度）

692 769 846 923 1,000
令和７年度まで
に1,000kg／年

事業目的
市民、事業者、行政が連携・協力し、リデュース、リユース、リサイクルの３Ｒを積極的に進め、ごみを減
量し、適切に資源を有効活用して、環境負荷の少ないめぐるまち（循環型都市）の実現を目指します。

事業内容

「第４次さいたま市一般廃棄物処理基本計画（改定版）」に基づき、発生抑制・再利用を促進するため、
食品ロス削減及びプラスチックごみ削減の主要施策を推進するとともに、市民ニーズに合わせた新たな
ごみ減量施策を展開します。
新型コロナウイルス感染症に起因する、家庭系ごみの内容及びごみ量の変化等を勘案したごみ削減施
策を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
資源循環政策課 廃棄物対策課

事業 02-2-1-01 食品ロス削減・プラスチックごみ削減等の推進

重点戦略 戦略２戦術４ 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

ごみ分別アプリ
ダウンロード数

25,535件増
（令和元年度）
※111,474件
（R2.4.1時点）

28,000件増 30,000件増 32,000件増 34,000件増 36,000件増
令和７年度まで
に累計300,000件

ごみスクール・
ＳＮＳなどによ
る普及啓発人数

年間15,000人
（令和元年度）

16,000人 17,000人 18,000人 19,000人 20,000人
令和７年度まで
に年間20,000人

事業目的 循環型社会を実現するため、一般廃棄物の３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）を推進します。

事業内容

・市民へ３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）に関する意識啓発を図るため、ごみスクールの実施及びＳＮ
Ｓや動画配信等による環境学習を推進します。
・分別意識の向上を図るため、ごみ分別アプリを配信するとともに、広報誌等を配布することにより、家庭
でのごみの排出抑制、製品の再利用及び小型家電の回収等リサイクルの推進を図ります。
・感染拡大防止に配慮したごみの出し方や流通経路のリスクなど、必要な情報を収集・提供します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
資源循環政策課 廃棄物対策課

事業 02-2-1-02 ３Ｒ活動の普及促進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 02-2-1-03 事業ごみ適正処理啓発の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
資源循環政策課 廃棄物対策課

事業目的 事業系一般廃棄物の適正処理及び３Ｒ（発生抑制・再利用・再生利用）を推進します。

事業内容

「事業ごみの処理ガイド」発送、適正処理講習会の開催、立入調査を通じて、事業系一般廃棄物の適正
処理及び３Ｒについて事業者への啓発及び指導を行います。
また、対象を個人事業主を含む中小規模事業者へも拡大し、ホームページやＳＮＳなどの各種電子媒体
の活用を取り入れ、コロナ禍に対応した手段を活用し、啓発及び指導を幅広く行っていきます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業系一般廃棄
物排出事業者へ
の啓発・指導件
数

3,624件
（令和元年度）

4,000件 4,300件 4,600件 4,900件 5,200件
令和７年度まで
に5,200件
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施策 02-2-2

廃棄物の適正かつ安定的な処理・循環利用の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

環境局 環境施設管理課

1
ごみの総排出量に対する最終処分比
率

3.15％
(令和元年度)

3.1％ 3.1％
(令和９年度）

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
02-2-2-01

焼却熱エネルギー発電の推進
清掃センターで一般廃棄物を焼却処理する際に発生する熱エネルギーに
よる発電を行います。

実施計画事業

3
02-2-2-03 サーマルエネルギーセンター

の建設

西部環境センターと東部環境センターの老朽化に伴い、東部環境セン
ター敷地にサーマルエネルギーセンターを建設し、施設稼働後に西部環
境センターを閉鎖するとともに東部環境センターを解体します。
なお、施設の再編に併せて、令和４年度から段階的に収集体制の見直し
を進めます。

2
02-2-2-02

焼却残渣リサイクルの推進
一般廃棄物の焼却により発生する焼却灰及び飛灰の一部をセメント、人
工砂及びスラグ化し、最終処分場への埋め立て比率を低減化します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

4
02-2-2-04 クリーンセンター大崎の長寿命

化

クリーンセンター大崎の焼却施設及び破砕施設について、基幹的設備の
改良等工事を実施し、施設の長寿命化を図ります。
また、基幹的設備改良期間中に焼却残渣処理を外部に委託します。

5
02-2-2-05

衛生センター統廃合の推進
大宮南部浄化センターの基幹的設備の改良・更新等工事を実施して、施
設の長寿命化を図り、工事完了後にクリーンセンター西堀を廃止し、１施
設体制に移行します。

6
02-2-2-06

不法投棄防止対策の推進
産業廃棄物を長期に保管するなど不適正な処理を行っている事業者に
対し、是正措置を講じるよう指導します。また、不法投棄については、未
然防止、監視、情報収集、調査・是正指導を強化します。
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⑴

⑵

⑶

事業 02-2-2-01 焼却熱エネルギー発電の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境施設管理課 西部環境センター 東部環境センター クリーンセンター大崎

事業目的 一般廃棄物を焼却した熱をエネルギーとして有効活用します。

事業内容
清掃センター（西部環境センター、東部環境センター、クリーンセンター大崎、桜環境センター）で一般廃
棄物を焼却処理する際に発生する熱エネルギーによる発電で所内の電力を賄い、余剰電力は有効活用
します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

令和元年度から
の蒸気タービン
累積発電量
（MWh）

132,616MWh
（令和元年度）
※132,616MWh
(R2.4.1時点)

103,000MWh
増

103,000MWh
増

103,000MWh
増

103,000MWh
増

141,000MWh
増

令和７年度まで
の５年間で
553,000MWh増

⑴

⑵

⑶

事業 02-2-2-02 焼却残渣リサイクルの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境施設管理課 西部環境センター 東部環境センター クリーンセンター大崎

事業目的 焼却残渣を有効活用し、最終処分比率を低減化します。

事業内容

一般廃棄物の焼却により発生する焼却灰及び飛灰の一部をセメント、人工砂及びスラグ化し、最終処分
場への埋め立て比率を低減化します。
廃棄物の発生量が増大した場合、比例して焼却残渣の量も増えることから、最終処分場を延命化するた
めにもリサイクルを推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

焼却灰及び飛灰
の資源化率

72％
（令和元年度）

65％ 65％ 65％ 65％ 80％
令和７年度まで
に80％
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事業 02-2-2-03 サーマルエネルギーセンターの建設

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課

事業目的 老朽化プラントの更新及び施設の統廃合を行います。

事業内容

・西部環境センター及び東部環境センターの老朽化に伴い、日々発生する廃棄物の処理を安定的に行う
ため、東部環境センターの敷地内にサーマルエネルギーセンターを建設します。
・サーマルエネルギーセンター稼働後に西部環境センター及び東部環境センターの稼働を停止し、東部
環境センターの解体工事を開始します（令和７年度）。
・清掃事務所の整備統合を令和４年度に実施し、段階的に収集体制を再編することで、環境センターの
統廃合時に安定的なごみの収集体制を確保します。

環境施設整備課 資源循環政策課 廃棄物対策課

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

サーマルエネル
ギーセンターの
整備

基本設計完了
（令和２年度）

本体工事
着工

基礎工事
完了

プラント
機器設置
工事開始

試運転開始 供用開始
令和７年度まで
に供用開始

 

 

 

事業 02-2-2-04 クリーンセンター大崎の長寿命化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境施設管理課 クリーンセンター大崎

事業目的 老朽化が進んだ清掃センターの基幹的設備改良を行い、施設を長寿命化させ、適正処理を推進します。

事業内容

日々発生する廃棄物の処理を安定的に行うためにクリーンセンター大崎の焼却施設及び破砕施設につ
いて、基幹的設備の改良・更新等工事を実施し、CO2の削減を行い、施設の長寿命化を図るとともに廃
棄物の適正処理を推進します。
また、基幹的設備改良期間中に市内のごみ処理能力が低下するため、桜環境センターで処理している
焼却残渣処理（焼却灰の処理）を外部に委託することにより、ごみ処理能力の不足を補います（令和４年
度から令和６年度まで）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

クリーンセン
ター大崎基幹的
設備の改良

工事発注仕様書
作成
（令和２年度）

工事着手
工事施工
（１炉目完
了）

工事施工
（２炉目完
了）

工事施工
（３炉目完
了）

工事完了
（破砕機）

令和７年までに
工事完了
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施設統廃合と基
幹的設備改良

庁内検討
（令和２年度）

長寿命化総
合計画策定

工事発注仕
様書作成

工事着手 工事施工
工事完了
施設統廃合

令和７年度まで
に施設統廃合

事業目的
老朽化が進んだ衛生センターの基幹的設備改良を行い、施設の長寿命化後に１施設体制へ移行し、効
率的な処理をいたします。

事業内容
市内に２か所ある衛生センターは、下水道の普及に伴い、処理量が減少傾向にあり、老朽化した大宮南
部浄化センターの基幹的設備改良・更新等工事後にクリーンセンター西堀を廃止し、１施設体制へ移行
します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
環境施設管理課 大宮南部浄化センター クリーンセンター西堀

事業 02-2-2-05 衛生センター統廃合の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

不法投棄情報通
報協定件数

― 50件増 ５件増 ５件増 ５件増 ５件増
令和７年度まで
の５年間で70件
増

事業目的
不法投棄や産業廃棄物の不適正処理を防止することにより、地域の生活環境を保全し、市民の安全で
快適な生活を確保します。

事業内容
産業廃棄物を長期に保管するなど不適正な処理を行っている事業者に対し、是正措置を講じるよう指導
します。また、不法投棄については、未然防止、監視、情報収集、調査・是正指導を強化します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
産業廃棄物指導課

事業 02-2-2-06 不法投棄防止対策の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

-107-



4
02-3-1-04 染谷・加田屋地区の公園等の

整備推進

染谷地区において、斜面林を活かした公園の整備を推進するとともに、
加田屋地区において、地区特性を活かした土地利用の検討を進め、地域
住民が活用できる身近な空間、自然環境に配慮した水辺空間を整備しま
す。

6

09-2-1-02
【再掲】
 P259 街なかにおける緑の創出

市民協働により公共空間を利用した花の植栽に取り組むとともに、助成
事業や緑化協議による民有地での樹木等の植栽を推進し、緑豊かで潤
いのある都市空間を形成します。また、緑のまちづくりを推進する公民連
携エリアプラットフォームを構築するとともに、多様な機能を有するグリー
ンインフラの取組の定着化に向けて社会実験を実施します。

7

09-2-1-03
【再掲】
 P260 大規模公園の整備推進

大規模公園（秋葉の森総合公園、見沼通船堀公園、与野中央公園）の整
備により、緑の核となり、地域の環境改善や地域住民の憩い、自然との
ふれあい、身近なスポーツや地域活動の場となる拠点を創出します。

戦略１戦術５

5

09-1-4-06
【再掲】
 P256

さいたまセントラルパークの整
備推進

さいたまセントラルパークの整備により、緑の核となり、地域住民の憩い
や自然とのふれあい、地域活動の場となる拠点を創出します。

戦略１戦術５

実施計画事業

3
02-3-1-03 ホタル舞う水辺環境の保全・再

生の推進
かつて市内の随所に見られた、ホタルが舞うような美しい水辺環境の保
全・再生を目指し、地域で活動する団体を支援します。

2
02-3-1-02

指定緑地等の保全・整備
良好な自然環境を有する緑地を保全・整備し、市民の快適な生活環境を
確保します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
02-3-1-01

生物多様性の保全の推進
生物多様性について市民が広く関心を持ち、市内の身近な場所に存在す
る様々な動植物を知るとともに、市民や学校、企業等が参加して多様な
生物が生息・生育できる環境を保全します。

戦略１戦術１

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
水辺や緑地の保全・再生活動に
関心がある市民の割合

61.0％
(令和２年度)

68％ 73％

施策 02-3-1

良好な生活環境及び自然環境の保全

施策マネジメント局 施策マネジメント課

環境局 環境対策課
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⑴

⑵

⑶

事業 02-3-1-01 生物多様性の保全の推進

重点戦略 戦略１戦術１ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境総務課 環境対策課 大宮南部浄化センター

事業目的
生物多様性について市民が広く関心を持ち、市内の身近な場所に存在する様々な動植物を知るととも
に、市民や学校、企業が参加して多様な生物が生息・生育できる環境の保全に取り組むことを目指しま
す。

事業内容

・市民が、身近に生息・生育する動植物を知り、ふれあう機会として、子どもや親子を対象とした自然観察・環境学習会を開催
します。
・市民参加型の「さいたまみんなの生きもの調査」や独自に調査を実施している団体・学校等を通じて、市内に生息・生育する
動植物に関するデータを収集し、公表します。
・特定外来生物等による市民生活や農業への被害を防止すると同時に、本市地域の固有の生態系を保全するため、市民から
の相談に基づく捕獲のほか、特定外来生物等の分布と被害状況に応じた捕獲等の対策を積極的に推進します。
・生物多様性の保全・再生に取り組む市民、学校、企業等が、相互に情報共有して各々の活動を活性化するためのネットワー
クを形成します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自然観察・環境
学習会に参加し
て生物多様性に
ついて理解した
参加者の割合

27％
（令和２年度）

35％ 43％ 51％ 59％ 67％
令和７年度まで
に67％

特定外来生物
（アライグマ
等）捕獲数

434頭
（令和元年度）

440頭 450頭 460頭 470頭 480頭
令和７年度まで
に2,300頭捕獲

 

 

 

オープン型緑地
の整備率

85％
（令和元年度）

86％ 87％ 88％ 89％ 90％
令和７年度まで
に90％

特別緑地保全地
区計画地の取得

― １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所
令和７年度まで
に５箇所

事業目的 良好な自然環境を有する緑地を保全・整備し、市民の快適な生活環境を確保します。

事業内容

・良好な自然環境を有する緑地を保全するため、都市緑地法及びさいたま市みどりの条例に基づく緑地
に指定します。
・さいたま市みどりの条例に基づく民有地の指定緑地について、所有者に維持管理費の一部を助成する
ことにより、良好な緑地の保全を図ります。
・新しい生活様式を踏まえ、多様な機能を有するグリーンインフラとしてオープン型緑地を整備します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
みどり推進課 染谷・加田屋地区整備室 北部公園整備課 南部公園整備課

事業 02-3-1-02 指定緑地等の保全・整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 02-3-1-03 ホタル舞う水辺環境の保全・再生の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境対策課

事業目的
かつて市内の随所に見られた、ホタルが舞うような美しい水辺環境の保全・再生を目指し、地域で活動
する団体を支援します。また、地下水の涵養など水循環の健全化に向けて、雨水の有効利用や地下浸
透の取組を推進します。

事業内容

・水辺のサポート制度により、水辺の環境美化活動を行う団体を支援します。
・さいたま市水環境ネットワークの活動を支援し、各活動団体の交流促進と活性化を図ります。
・ホタルの生息環境の再生等に関する知見の共有や団体活動の活性化を図るため、団体間の情報交換
の推進やさいたまマッチングファンド等の活用により、活動の支援を図ります。
・雨水貯留タンクの活用等による雨水の有効利用や、雨水浸透施設の設置等の啓発を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

水辺のサポート
制度登録団体数

１団体増
（令和２年度）
※14団体
（R2.3.31時点）

１団体増 １団体増 ２団体増 ２団体増 ２団体増
令和７年度まで
に８団体増

雨水貯留タンク
設置容量（市補
助）

15,500 
（令和２年度）

16,000 増 16,500 増 17,000 増 17,500 増 18,000 増
令和７年度まで
に85,000 増

 

 

 

事業 02-3-1-04 染谷・加田屋地区の公園等の整備推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 09-2-1

事業課
染谷・加田屋地区整備室

事業目的 見沼田圃の保全・活用・創造を図るため、自然環境に配慮した、公園等の整備を推進します。

事業内容

染谷地区において、斜面林を活かした公園の整備を推進します。
・広場整備、遊具広場、公開緑地、保全林
加田屋地区において、地区特性を活かした土地利用の検討を進め、地域住民が活用できる身近な空
間、自然環境に配慮した水辺空間を整備します。
・広場ゾーン（広場、ビオトープ（※））等整備

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

染谷地区公園整
備

基本設計着手
実施設計着手
（令和３年度）

―

実施設計
用地買収
公園整備着
工

実施設計
用地買収
公園整備工
事

公園整備工
事完了
公園開設

―
令和６年度まで
に公園開設

加田屋地区環境
整備

基本構想策定
（令和３年度）

―
基本計画案
作成

広場ゾーン
の基本設計
用地測量

広場ゾーン
の実施設計
用地買収

広場ゾーン
整備着工

令和７年度まで
に広場ゾーン整
備着工

※生物を意味する「BIO」と、場所を意味する「TOPE」を合成したドイツ語で、野生生物の生息空間をいう
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実施計画事業
事業コード

事業名 事業概要
重点戦略

1
02-3-2-01 見沼田圃の保全と新たな活

用・創造の推進

「農・自然・歴史とふれあう、憩いのふるさと“みぬま”」を実現し、見沼田
圃エリアへの来訪者数を増やすために、「さいたま市見沼田圃基本計画
アクションプラン」を着実に推進するとともに、見沼田圃の活用につながる
取組の充実と情報発信力の強化を行います。

戦略１戦術１

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 見沼田圃に魅力を感じる市民の割合
55.7％

(令和２年度)
60％ 65％

施策 02-3-2

見沼田圃の次世代への継承

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市局 見沼田圃政策推進課
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⑴

⑵

⑶

事業 02-3-2-01 見沼田圃の保全と新たな活用・創造の推進

重点戦略 戦略１戦術１ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
見沼田圃政策推進課

事業目的
「さいたま市見沼田圃基本計画」に掲げる見沼田圃づくりのテーマ「農・自然・歴史とふれあう、憩いのふ
るさと“みぬま”」を実現します。

事業内容

コロナ禍における緑や公園等のオープンスペースへのニーズの高まりも踏まえ、「さいたま市見沼田圃基本計画アク
ションプラン」を着実に推進するとともに、活用につながる取組の充実を図り、情報発信力を強化します。
・関係部署と連携を図り、見沼田圃の魅力向上に資する新たな事業を総合的に取り込んだ、次期アクションプランを策定しま
す。
・ホームページ、観光ルート、ガイドブック等により地域資源を情報発信します。
・散策拠点（三崎広場の整備）や案内板の整備等により、公園、市民向け施設等のネットワーク化を図り、見沼散策環境を向上
します。
・協働による各種イベントの開催等により、見沼さぎ山交流ひろばを活用します。
・寄附による桜の植樹、サポーター制度等による維持管理の取組など、サクラサク見沼田んぼプロジェクトを推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

見沼田圃エリア
における主なイ
ベントへの来訪
者数

3,505人
（令和元年度）

13,000人 13,500人 14,000人 14,500人 15,000人
令和７年度まで
の５年間の累計
で70,000人

見沼田圃の市民
認知度

67.1％
（令和２年度）

68％ 70％ 72％ 74％ 75％
令和７年度まで
に75％
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4
02-4-1-04

環境美化の推進

環境美化意識の一層の向上を図るため、「環境美化重点区域」及び「路
上喫煙禁止区域」に指定した12駅周辺で、環境美化指導員による巡回指
導及び各種啓発物の設置を行います。さらに、WEBシステムを活用し、市
民清掃活動の取組を広げます。

実施計画事業

3
02-4-1-03 イベント活動による環境への

取組の促進

市民、事業者、学校、行政などが連携し、環境への取組に関する活動紹
介等を行う環境フォーラムを開催します。また、各種環境イベントを協働
で開催するとともに、ＳＮＳなどで配信することにより、更に広く普及・啓発
を図り、環境への取組を促進します。

2
02-4-1-02 公民連携による環境教育・学

習の機会の拡充

環境教育に貢献する様々な民間事業者等とのネットワークの強化・拡充
を図ることにより、誰もが情報収集や環境教育・学習をすることができる
機会や場所を創出します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
02-4-1-01 小中学生への環境教育・学習

の推進

将来を担う子どもたちを対象に、環境に関心を持ち、考え、行動へとつな
げていくきっかけづくりとして、ＥＳＤの視点を踏まえた環境教育・学習事
業を実施します。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
環境に配慮した行動を実施している市
民の割合

91.5％
(令和２年度)

92％ 92％

施策 02-4-1

市民・事業者と共に取り組む環境に配慮した行動の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

環境局 環境総務課
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⑴

⑵

⑶

事業 02-4-1-01 小中学生への環境教育・学習の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境総務課

事業目的 子どもたちの環境への関心を高め、行動につなげます。

事業内容

将来を担う子どもたちが持続可能な社会の創り手となることを目指すＥＳＤ（持続可能な開発のための教
育）の視点を踏まえた環境教育、学習事業を実施し、環境負荷の少ない生活を送るために何が必要か、
自ら考え、行動につなげる機会を創出します。
・こどもエコ検定を実施し、環境問題の理解と行動につながる情報を提供することで、児童の環境への興
味を高めます。
・ナッジ（※）の概念を踏まえ、ＳＮＳなどのメディアを活用した啓発を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

こどもエコ検定に
取り組んだことで
環境について児童
が興味を持った学
校の割合

63％
（令和元年度）

91％ 92％ 93％ 94％ 95％
令和７年度までに
95％

※行動科学の知見（行動インサイト）の活用による「人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする政策手法」のこと

 

 

 

事業 02-4-1-02 公民連携による環境教育・学習の機会の拡充

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境総務課

事業目的 多くの市民が環境教育・学習に取り組める機会や場所を創出します。

事業内容

環境教育に貢献する様々な民間事業者等とのネットワークの強化・拡充を図り、幅広い世代の多くの市民が環
境教育・学習に取り組める機会や場所を提供します。
・新規事業者等の参加を得て、公民連携のネットワークを拡充します。
・民間事業者等が有する技術、情報等を活用することで、より多様な環境教育・学習メニューを市民へ提供しま
す。
・民間事業者等が行っている先進的な取組の情報を共有することで、市民だけでなく、事業者における意識の
向上や取組の促進にもつなげます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

民間事業者等と
連携したオンラ
イン学習の参加
者数

― 450人 3,850人 4,000人 4,150人 4,300人
令和７年度まで
に4,300人

市と連携して環
境教育・学習の
推進に取り組む
民間事業者等の
団体数

１団体増
（令和元年度）
※11団体
（R2.4.1時点）

１団体増 １団体増 ２団体増 ２団体増 ２団体増

令和７年度まで
の５年間で８団
体増、合計20団
体
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⑴

⑵

⑶

事業 02-4-1-03 イベント活動による環境への取組の促進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
環境総務課

事業目的
市民への環境教育・学習の場を創出するとともに、各主体の情報交換、交流の場を創出し、取組の輪を
広げます。

事業内容

市民、事業者、学校、行政などがそれぞれの立場で実施している環境への取組を紹介することで、市民
の環境意識の向上を図る環境フォーラムを開催します。また、市民、事業者等と各種環境イベントを協働
で開催するとともに、ＳＮＳ等で配信することにより、更に広く普及・啓発を図り、環境への取組を促進しま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

環境イベントの
参加者数合計

1,404人
（令和元年度）

2,270人 2,320人 2,370人 2,420人 2,470人
令和７年度まで
に2,470人

 

 

 

事業 02-4-1-04 環境美化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
資源循環政策課

事業目的 環境美化の推進及び路上喫煙の防止を図ることで、快適な生活環境を目指します。

事業内容

路上喫煙及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例に基づき、環境美化を推進します。
・市内各駅において啓発活動を実施します。
・環境美化指導員による巡回指導を実施します。
・新しい生活様式を踏まえた日常的なごみ拾い活動を促進するWEBシステムを導入します。
・路上喫煙禁止区域内の指定喫煙場所において分煙環境を整備します（令和４年度まで）。
・市民清掃活動を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ポイ捨てごみの
散乱数
(12駅周辺）

7,753個
（令和２年度）

7,553個 7,353個 7,153個 6,953個 6,753個
令和７年度まで
に6,753個

環境美化活動
（市民清掃活
動）の参加者数

97,438人
（令和元年度）

97,600人 98,200人 98,800人 99,400人 100,000人
令和７年度まで
に100,000人
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03-2-1-09

04-1-5-05 【再掲】
教育環境整備の推進

03-2-1-10
スポーツ施設の整備・改修

※03-2-1-03及び03-2-1-08に統合（R5改定）

03-2-1-08
「さいたまスポーツシューレ」の活用推進

東京２０２０大会に向けた気運醸成

＜目指す方向性＞ 03-2-1-03
アーバンスポーツの活性化

次世代型スポーツ施設の整備

「する」「みる」「まなぶ」「ささえる」とい
うスポーツ活動と、まちづくりの広範な分野に
おいて、市民、関係団体、事業者、行政など各
主体が連携し、生涯スポーツの振興及びスポー
ツを活用した総合的なまちづくりを推進し、健
康で活力ある「スポーツのまち　さいたま」の
実現を目指します。

03-2-1-07
国際自転車競技大会の開催支援

03-2-1-04
サッカーのまちづくりの推進

03-2-1-06
さいたまスポーツコミッションの支援 

03-2-1-05

第２節  
生涯スポーツの振興

03-2-1-02
スポーツを活用した総合的なまちづ
くりの推進

スポーツと広範な分野
の連携を通じた総合的
なまちづくりの推進

03-2-1-01

ランニングイベントの開催

スポーツ施設の整備・改修

健康マイレージの拡大

03-2-1-02 【再掲】
ランニングイベントの開催

03-2-1-03 【再掲】

03-2-1-01 【再掲】
生涯スポーツの振興

アーバンスポーツの活性化
03-2-1-10 【再掲】

市民一人ひとりが、自ら健康づくりに取り組む
ことができる環境を整え、心身ともに健康で活
力ある地域社会の実現を目指します。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

03-1-1-04
メンタルヘルスの推進

03-1-1-05
ひきこもり対策の推進

03-1-1-06

＜目指す方向性＞ 03-1-1-03

第３章　健康・スポーツ

主体的な健康づくりの推進
スポーツなどを通じた
健康づくりの意識醸成

03-1-1-01

第１節  
市民の主体的な健康づくりの推進

03-1-1-02
地域・家庭・学校が連携した食を通じた健康づくり

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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施策 03-1-1

スポーツなどを通じた健康づくりの意識醸成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

保健衛生局 保健衛生総務課

1
健康寿命（65歳に達した市民が健康で
自立した生活を送ることができる期間）

男性： 17.74年
女性： 20.50年
（平成30年度)

男性： 18.23年
女性： 20.94年
(令和５年度)

男性： 18.85年
女性： 21.56年
(令和10年度)

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

31％2 ストレスが解消できていない人の割合
33.4％

(令和２年度)
32％

1
03-1-1-01 市民の主体的な健康づくりの

推進

・市民が主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、市民、民間団
体、関係機関、事業者等と協働し事業を展開します。
・体組成計を用い、市民の体形や筋肉量を見える化し、自身の健康に関
心を持つ機会をつくります。
・各種健（検）診の定期的な受診を促します。

実施計画事業

3
03-1-1-03 高齢者の保健事業と介護予防

の一体的実施の推進

・医療・介護のデータから地域の健康課題を把握し、保健事業や介護予
防を一体的に実施します。
・必要な医療・介護サービスにつなげるための、受診勧奨や介護予防事
業への参加勧奨を実施します。

戦略１戦術２

2
03-1-1-02 地域・家庭・学校が連携した食

を通じた健康づくり

・地域・家庭・学校が連携して食育に取り組むことができるよう、関係部局
や関係機関、事業者等と協働し事業を展開します。
・地場産農産物を使った料理講習会を実施します。
・食育に関するWebサイト「さいたま市食育なび」を活用して情報を発信し
ます。戦略１戦術２

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

5
03-1-1-05

ひきこもり対策の推進
相談支援、グループ事業、リレート（ひきこもり）サポーター養成・派遣事
業等を実施し、不登校・ひきこもりの状態にある当事者が社会とつなが
り、社会参加できるよう支援します。

4
03-1-1-04

メンタルヘルスの推進
・地域や職場に向けた普及啓発、研修を実施します。
・自殺対策庁内検討会等の開催及び自殺未遂者等を速やかに精神科医
療につなげるための自殺対策医療連携事業を実施します。

8

6
03-1-1-06

健康マイレージの拡大
通信機能付き活動量計又はスマートフォンアプリを利用して計測した歩
数、各種健（検）診の受診に応じてポイントを獲得し、獲得したポイントに
応じ景品の抽選に応募することができる事業を実施します。

戦略１戦術２

03-2-1-02
【再掲】
 P130

7

03-2-1-01
【再掲】
 P130 生涯スポーツの振興

市民のスポーツへの興味・関心を高め、継続的なスポーツ活動へとつな
げる取組として、子どものスポーツ能力測定会と大人の体力測定会を開
催するとともに、eスポーツを活用した新たな事業の実証・検証を行いま
す。

戦略１戦術３

ランニングイベントの開催
市民のスポーツに対する意欲・関心を高め、生涯スポーツの振興を推進
するため、子どもから大人まで楽しめるランニングイベントを開催します。

戦略１戦術３

-120-



スポーツ施設の整備・改修
市民が、年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に利用で
きる施設として利用環境の向上を図り、身近な場所で誰もが気軽にス
ポーツを楽しむことができる場を増やすための取組を行います。

アーバンスポーツの活性化
東京２０２０大会にて正式種目に採用され、国内で競技人口が増えている
スケートボードやＢＭＸ、３×３などのアーバンスポーツの振興を推進しま
す。

03-2-1-03
【再掲】
 P131

03-2-1-10
【再掲】
 P13510

9

-121-



 

 

 

 

実施設計
令和７年度まで
に実施設計完了

さいたま健幸
ネットワーク加
入団体数、健康
経営認定企業数
の合計

111
（令和２年度）

116 138 150 162 174
令和７年度まで
に174

（仮称）さいた
ま市口腔保健セ
ンターの開設

方針決定
（令和元年度）

改修計画及
び工程計画
策定

工程を基に
進捗管理

基本計画策
定

基本設計

１日１時間以上
の身体活動を実
施している者の
割合（40歳～74
歳）

46.5％
（平成29年度)

47.0％
（平成30年度)

47.4％
（令和元年度)

47.9％
（令和２年度)

48.4％
（令和３年度)

48.9％
（令和４年度)

令和７年度まで
に48.9％

喫煙している者
の割合（40歳～
74歳）

20.7％
（平成29年度)

20.2％
（平成30年度)

19.8％
（令和元年度)

19.3％
（令和２年度)

18.9％
（令和３年度)

18.4％
（令和４年度)

令和７年度まで
に18.4％

事業目的
・生活習慣病等の予防を推進することで、市民の健康寿命の延伸を目指します。
・地域活動団体や民間企業と連携した啓発など、ライフステージや多様化するライフスタイルに応じた効
果的な健康づくりの取組を展開します。

事業内容

市民が主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、市民、民間団体、関係機関、事業者等と協働し事業を展開し
ます。
・受動喫煙の防止と喫煙率の減少を推進するための周知・啓発を行います。
・さいたま市口腔保健支援センターを運営し、歯科口腔保健の啓発と定期的な歯科検診、歯科医療を受けることが困
難な障害者(児)及び要介護高齢者に対する歯科口腔保健に関する情報の提供や施設職員向け研修会を実施しま
す。また、障害者（児）及び要介護高齢者の歯科治療施設である、（仮称）さいたま市口腔保健センターを開設します。
なお、（仮称）さいたま市口腔保健センターは、令和元年度に決定した整備方針を令和４年度に変更し、旧中央区役所
保健センターの大規模改修による整備から、現地建替えによる整備としました。
・がんに関する正しい知識の普及を図るため、がん教育出前講座の実施や講演会の開催、市ホームページの充実等
に取り組みます。
・さいたま健幸ネットワークに関する周知・募集及びイベント・フォーラム・セミナー等の事業を実施します。
・さいたま市健康経営企業認定制度に関する周知・募集・認証を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
保健衛生総務課

事業 03-1-1-01 市民の主体的な健康づくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 03-1-1-02 地域・家庭・学校が連携した食を通じた健康づくり

重点戦略 戦略１戦術２ 他施策への貢献（再掲先） 04-1-2

事業課
保健衛生総務課 健康教育課 農業政策課

事業目的
地域・家庭・学校が連携して食育に取り組むことで、実体験を通じて市民が心と身体の健康を培い、豊か
な人間性、自然への感謝の気持ちを育むことを目指します。

事業内容

「第３次さいたま市食育推進計画」に基づき、食育を推進します。
・食育推進担当者会議、協議会を開催します。
・地元シェフによる学校給食を実施します。
・農業体験を通じて豊かな人間性を育む学校教育ファームを実施します。
・地域の方を招いた学校給食（児童と地域の方々との会食）を実施します。
・学校給食統一献立を市立小・中・中等教育・特別支援学校全校で一斉実施します。
・農情報ガイドブックの作成・配布、地場産農産物料理講習会の開催等の地産地消推進の取組を実施します。
・食育に関するWebサイト「さいたま市食育なび」を活用して情報を発信します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

「さいたま市食
育なび」へのア
クセス数

120,150件
（令和元年度）

124,000件 128,000件 269,000件 279,000件 289,000件
令和７年度まで
の５年間で
1,089,000件

地域の方を招い
た学校給食（児
童と地域の方々
との会食）（小
学校）

70％(２月末より
給食停止)
（令和元年度）

全校実施
※全校で年
間３回以上
実施

全校実施
※全校で年
間３回以上
実施

全校実施
※全校で年
間３回以上
実施

全校実施
※全校で年
間３回以上
実施

全校実施
※全校で年
間３回以上
実施

令和７年度まで
全校実施

年間34校実施
※市立小・
中・中等教
育・特別支援
学校を対象

令和７年度まで
の５年間で延べ
165校実施

シェフ給食の実
施

―

年間30校実施
※市立小・
中・中等教
育・特別支援
学校を対象

年間33校実施
※市立小・
中・中等教
育・特別支援
学校を対象

年間34校実施
※市立小・
中・中等教
育・特別支援
学校を対象

年間34校実施
※市立小・
中・中等教
育・特別支援
学校を対象
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 90％
令和７年度まで
に90％

通いの場等で健
康教育等を受け
た方が「とても
満足」「満足」
と回答した割合

― 82％ 84％ 86％ 88％

※加齢とともに体や心のはたらき、社会的つながりが弱くなった状態で、放置すると要介護状態になる可能性がある状態

事業実施日常生
活圏域数

モデル圏域で実
施
（令和２年度）

14圏域 18圏域 22圏域 27圏域 ―

令和６年度まで
に市内全圏域
（27圏域）で実
施

保健指導の参加
者のうち、生活
習慣を改善する
意欲のある人の
割合

― 60％ 65％ 70％ 75％ 80％
令和７年度まで
に80％

保健指導等の参
加率

モデル実施
（令和２年度）

10.0％ 12.5％ 15.0％ 17.5％ 20.0％
令和７年度まで
に20.0％

事業目的
高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施することで、生活習慣病の重症化予防とフレイル（※）の
予防・改善を目指します。

事業内容

・KDB（国保データベースシステム）が保有する医療・介護のレセプト情報と健診結果を合わせて分析し、
事業実施対象高齢者の把握、健康状態に応じた支援の検討等に活用します。
・フレイル（※）予防等を目的とした個別的な保健指導を行います。
・「住民主体の通いの場」等での健康教育・健康相談等を実施します。
・高齢者を必要な医療・介護サービスにつなげるため、受診勧奨、介護予防事業への参加勧奨等を実
施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
国保年金課 いきいき長寿推進課

事業 03-1-1-03 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

重点戦略 戦略１戦術２ 他施策への貢献（再掲先） 06-1-1

-124-



 

 

 

人口10万人当た
りの自殺によっ
て亡くなった人
の減少率（対平
成28年比）

21％減
（令和元年）

21％減
（令和３年）

23％減
（令和４年）

25％減
（令和５年）

27％減
（令和６年）

30％減
（令和７年）

令和７年までに
30％減

地域支援者の養
成人数

202人
(令和元年度)

200人 205人 210人 215人 220人
令和７年度まで
の５年間で1,050
人

事業目的 市民のメンタルヘルスの向上を目指します。

事業内容

・新型コロナウイルス感染症を始めとする感染症流行や大規模災害等による社会不安、経済状況の悪化等に起因する自殺者
の増加を防ぐため、市民のメンタルヘルスの向上を支援します。
・新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、「（仮称）第３次さいたま市自殺対策推進計画」の策定を行います。
・「第２次さいたま市自殺対策推進計画」の進行管理を行い、自殺対策庁内検討会等を開催します。
・埼玉県や地域の民間団体等と連携し、官民一体で自殺対策に取り組みます。
・メンタルヘルスに関する正しい知識や相談窓口に関する情報について、地域や職場に向けて普及啓発を行います。
・うつ病対策事業や自殺予防対策として地域の支援者研修を実施し、人材育成を行います。
・自殺未遂者等が速やかに精神科医療に繋がれるよう、病院や診療所の輪番体制を整備するとともに、事業利用後の医療継
続や支援を行うなど、自殺対策医療連携事業を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
保健衛生総務課 こころの健康センター

事業 03-1-1-04 メンタルヘルスの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

思春期・成人期
のひきこもり当
事者グループに
参加して満足し
た人の割合

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

支援者研修受講
者アンケートの
理解度

91.5％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
95％を維持

事業目的 不登校・ひきこもりの状態にある当事者が、社会とつながり、社会参加できるよう支援します。

事業内容

・専用電話（火・金曜）や面接等による相談支援を行います。
・グループ事業（当事者・家族）や、ステップアッププログラム（就労体験等）を実施します。
・リレート（ひきこもり）サポーター養成・派遣事業を実施します。
・ひきこもり相談センター講演会等によりひきこもりに関する普及啓発を図ります。
・ひきこもり対策連絡協議会を開催し、関係機関との連携を図ります。
・ひきこもりに関する職員の人材育成のための研修を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
こころの健康センター

事業 03-1-1-05 ひきこもり対策の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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健康マイレージ
新規参加者数

6,847人
（令和元年度）

4,000人 7,000人 7,300人 7,600人 7,900人
令和７年度まで
の５年間で
33,800人

参加者のうち
500ポイント以
上獲得した者の
割合

22.7％
（令和２年度）

23.7％ 24.7％ 25.7％ 26.7％ 27.7％
令和７年度まで
に27.7％

事業目的
楽しみながらウォーキングする機会を増やすことで、運動習慣を身に付け、ライフステージに応じて自ら
継続的に健康づくりに取り組むことができる意識の醸成を目指します。

事業内容

・通信機能付き活動量計又はスマートフォンアプリを利用して計測した歩数、各種健(検）診の受診に応じてポイントを獲
得し、獲得したポイントに応じ景品の抽選に応募することができる事業を実施します。
・日々の歩数と併せて、体組成測定会で基礎代謝量、筋肉量、部位別の脂肪量など身体を測定し、専用Webサイトで一
括管理を行い、自分の身体の変化を見える化します。
・スマートシティの取組など他事業と連携し、楽しく続けることができる健康づくりを推進します。
・ポイント付与やインセンティブについて適宜見直しを行い、楽しみながら歩いていただくことを支援します。
・働く人の健康づくりに取り組む市内企業等と連携し、働き盛り世代を中心に広報啓発を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
保健衛生総務課

事業 03-1-1-06 健康マイレージの拡大

重点戦略 戦略１戦術２ 他施策への貢献（再掲先）
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施策 03-2-1

スポーツと広範な分野の連携を通じた総合的なまちづくりの推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

スポーツ文化局 スポーツ政策室

1
本市を「スポーツの盛んなまち」と
感じている市民の割合

69.3％
(令和２年度)

78％ 80％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

70％

3
児童・生徒の週１回以上のスポー
ツ実施率（学校の体育の授業を
除く）

小５： 84.4％
中２： 83.5％
(令和元年度)

小５： 89％
中２： 87％

小５： 93％
中２： 90％

2
成人の週１回以上のスポーツ実
施率

66.6％
(令和２年度)

68％

1
03-2-1-01

生涯スポーツの振興

市民のスポーツへの興味・関心を高め、継続的なスポーツ活動へとつな
げる取組として、子どものスポーツ能力測定会と大人の体力測定会を開
催するとともに、eスポーツを活用した新たな事業の実証・検証を行いま
す。

戦略１戦術３

実施計画事業

3
03-2-1-03

アーバンスポーツの活性化
東京２０２０大会にて正式種目に採用され、国内で競技人口が増えている
スケートボードやＢＭＸ、３×３などのアーバンスポーツの振興を推進しま
す。

2
03-2-1-02

ランニングイベントの開催
市民のスポーツに対する意欲・関心を高め、生涯スポーツの振興を推進
するため、子どもから大人まで楽しめるランニングイベントを開催します。

戦略１戦術３

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

5
03-2-1-05 東京２０２０大会に向けた気運

醸成

東京２０２０大会への気運醸成を図るとともに、本市がサッカー、バスケットボール競
技の会場であることの周知を目的に、さいたまスポーツフェスティバルを、オリンピッ
ク・パラリンピック競技種目の体験を中心とした内容で開催します。
◆当事業については、令和５年度から「03-2-1-03　アーバンスポーツの活性化」及び
「03-2-1-08　「さいたまスポーツシューレ」の活用推進」に統合します。

4
03-2-1-04

サッカーのまちづくりの推進
サッカーを核として、スポーツを活用したまちづくりを推進するため、国際
親善試合「さいたまシティカップ」、サッカーの魅力体験イベント「さいたま
サッカーフェスタ」及び女子サッカーの普及・発展を図る取組を行います。

戦略１戦術３

6
03-2-1-06 さいたまスポーツコミッションの

支援
地域のスポーツ機会を創出し、スポーツ振興や地域経済の活性化を図る
（一社）さいたまスポーツコミッションを支援します。

7
03-2-1-07 国際自転車競技大会の開催

支援

国際自転車競技大会を本市において継続的に開催するため、大会の実
施主体に対して開催支援を行い、大会の開催を広く発信し、「スポーツの
まち　さいたま」の実現を推進します。

戦略１戦術３
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8
03-2-1-08

学校規模の適正化とともに本市の教育水準の向上を図るため、義務教
育学校を始めとした新設校の設置や通学区域の調整等、良好な教育環
境の整備に向けた取組を推進します。また、教育の質の向上とともに持
続可能で機能性・合理性を高めた教育環境の整備を実現します。

「さいたまスポーツシューレ」の
活用推進

持続的で幅広いスポーツの振興に貢献する環境の実現を目指し、民間
力を最大限に活用した取組を推進します。

戦略１戦術３

スポーツ施設の整備・改修
市民が、年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に利用で
きる施設として利用環境の向上を図り、身近な場所で誰もが気軽にス
ポーツを楽しむことができる場を増やすための取組を行います。

次世代型スポーツ施設の整備
持続可能なスポーツ環境の提供に向けて、民間力を活用したスポーツを
「みる」、「する」、「まなぶ」場を整備します。

03-2-1-09

戦略１戦術３

03-2-1-10

11

10

9

教育環境整備の推進

04-1-5-05
【再掲】
 P166
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⑴

⑵

⑶

スポーツへの興
味・関心が高
まったと回答し
た測定会参加者
の割合

― 50％ 84％ 88％ 89％ 90％
令和７年度まで
に90％

ｅスポーツを活
用した取組の実
施

―
事例研究等
の調査

実証事業の
実施

実証事業の
実施及び検
証

施策の検討 施策の展開
令和７年度まで
に施策を実施

事業目的
主にスポーツ無関心層の市民を対象として、それぞれの体力、年齢等に応じてスポーツへの興味・関心
を高めるきっかけを創出し、継続的にスポーツに親しむ習慣作りへつなげていきます。

事業内容

・市民にスポーツへの興味・関心を高めてもらう取組として、子どもたちがそれぞれの能力に合わせ、最
大のパフォーマンスを発揮できるスポーツを発見するための能力測定会と大人の健康意識の向上につ
なげるための体力測定会を開催します。なお、参加者へは、提案があった種目を体験できるスポーツ団
体や気軽に身体を動かすことができる地域のスポーツ団体等への誘導を行います。
・スポーツ先進都市を目指す中で、新たなスポーツ分野になり得るｅスポーツを活用し、生涯スポーツの
振興とスポーツを活用した総合的なまちづくりの推進のため、事業の実証・検証を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
スポーツ振興課 スポーツ政策室

事業 03-2-1-01 生涯スポーツの振興

重点戦略 戦略１戦術３ 他施策への貢献（再掲先） 03-1-1 04-1-2

 

 

 

大会参加申込者
数（令和３年度
はファンランの
み）

20,714人
（令和元年度）

1,600人 21,000人 21,000人 21,000人 21,000人
令和７年度まで
に21,000人

全申込者数に占
める市民の割合
（令和３年度は
ファンランの
み）

32％
（令和元年度）

70％ 36％ 37％ 38％ 39％
令和７年度まで
に39％

事業目的 市民のスポーツに対する意欲・関心を高め、生涯スポーツの振興を推進します。

事業内容

・子どもから大人まで、また初心者から上級者まで、多くの市民が楽しめるランニングイベントを開催しま
す（令和３年度はファンラン、令和４年度以降はフルマラソン及びファンランを行います）。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新しい生活様式に対応したオンラインでのマラソン大会な
どのイベントを開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
スポーツイベント課

事業 03-2-1-02 ランニングイベントの開催

重点戦略 戦略１戦術３ 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1 03-1-1
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事業 03-2-1-03 アーバンスポーツの活性化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 03-1-1 04-1-2

事業課
スポーツ政策室 スポーツ振興課

事業目的
市民の誰もが、いつでも、どこでも楽しむことができるアーバンスポーツの普及により、生涯スポーツの振
興を図ることで、市民のスポーツ実施率の向上を図ります。

事業内容

スポーツ実施率の向上及び地域住民の交流の創出に向けて、東京２０２０大会にて正式種目に採用され、国内で競技人口が
増えているアーバンスポーツを東京２０２０大会のレガシーとして普及させるため、公民連携したアーバンスポーツの活性化を
推進・実践していく組織（以下、「公民連携組織」という。）を設立し、地域の人や民間事業者を交えて、ソフト事業とハード整備
事業を一体的に進めていきます。アーバンスポーツはウォーキングやランニングと同じく、個人単位で気軽に取り組めるスポー
ツであり、ウィズコロナ・アフターコロナにおいても、市民のスポーツ実施率向上に資するものです。
・アーバンスポーツ競技者の中心である青少年に公民連携により活動の機会を提供します。
・市内にアーバンスポーツの文化を醸成することで、公民連携組織に関わる人を増やす活動を行います。
・個性を重視するアーバンスポーツの文化に理解のあるまちづくりを推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公民連携組織の
設立・運営支援

― 設立準備 設立 運営支援 運営支援 運営支援
令和７年度まで
に設立・運営

アーバンスポー
ツに関するソフ
ト事業の実施件
数

― ３件 ３件 ９件 ９件 10件
令和７年度まで
に10件

１か所開設
令和７年度まで
に２施設

身近にアーバン
スポーツができ
る場所の整備数

― 候補地検討
１か所
開設準備

１か所開設
１か所
開設準備

⑴

⑵

⑶

事業 03-2-1-04 サッカーのまちづくりの推進

重点戦略 戦略１戦術３ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
スポーツ振興課

事業目的
「サッカーのまち」としての長い歴史を背景に、行政と市民、スポーツ関連団体、民間事業者が一体となっ
て、サッカーを核としたスポーツのまちづくりを推進します。

事業内容

２つのＪリーグクラブを擁するホームタウンとしての特性を生かし、サッカーを核として、スポーツを活用し
たまちづくりを推進するための各種事業を展開します。
・本市をホームタウンとするＪリーグクラブと海外強豪クラブとの国際親善試合「さいたまシティカップ」を
開催します。
・サッカーの魅力を総合的に体験できるイベントとして「さいたまサッカーフェスタ」を開催します。
・女子サッカーの普及・発展を図る取組として、小学生女子を対象としたサッカークリニック及び中学生女
子サッカー大会「SAITAMA GIRLS MATCH」を開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

さいたまシティ
カップの開催回
数

開催
（令和元年度）

― ― 開催 ― 開催
令和７年度まで
に２回

さいたまサッ
カーフェスタの
参加者数

― 1,400人 1,550人 1,700人 1,850人 2,000人
令和７年度まで
に2,000人

130人
令和７年度まで
に130人

小学生女子サッ
カークリニック
の参加者数

― 80人 100人 110人 120人
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⑴

⑵

⑶

事業 03-2-1-05 東京２０２０大会に向けた気運醸成

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 06-2-1

事業課
スポーツ政策室

事業目的
東京２０２０大会への気運醸成を図るとともに、本市がサッカー、バスケットボール競技の会場であること
を周知します。

事業内容

・年齢、性別、障害の有無等に関わらず、多くの市民が様々なスポーツを体験できる「さいたまスポーツ
フェスティバル」をオリンピック・パラリンピック競技種目を中心とした内容で開催します。
・東京２０２０大会のレガシーとして、本市が会場であるサッカー及びバスケットボール競技において、トッ
プスポーツチーム等と更なる連携を図り、競技の普及・発展を推進するほか、大会に向けて高まったス
ポーツへの関心を生涯スポーツの振興へつなげます。
◆当事業については、令和５年度から「03-2-1-03　アーバンスポーツの活性化」及び「03-2-1-08　「さい
たまスポーツシューレ」の活用推進」に統合します（令和５年度改定）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

さいたまスポー
ツフェスティバ
ルの来場者の満
足度

94％
（令和元年度）

95％ ―
令和３年度に
95％

⑴

⑵

⑶
認定大会の
開催

令和７年度まで
「日本マーチング
リーグ」認定大会
の開催

「日本マーチン
グリーグ(※
３)」大会の認
定

未認定
（令和２年度）

オンライン
とリアルイ
ベントの併
催による大
会開催

通常イベン
トの再開

認定大会の
開催

認定大会の
開催

※１　前年度の実績を各年度の成果とします。
※２　屋外で実施するイベントの実施日が雨等の場合、目標×0.6として評価します。
※３　全国18のウォーキング大会で構成された日本を代表する最も歴史あるマーチング（ウォーキング）リーグ

スポーツイベン
トの開催に伴う
年間経済効果推
計(※１)

51億円
（令和２年度）

６億円 33億円 41億円 49億円 54億円
令和７年度までの
５年間で183億円

さいたマーチ～
見沼ツーデーウ
オーク～の参加
者数(※２)

8,659人
（平成30年度）

10,000人 10,000人 10,000人 10,000人 10,000人
令和７年度までに
10,000人

事業目的
（一社）さいたまスポーツコミッションへの支援により、地域のスポーツ機会を創出することで、スポーツの
振興や地域経済の活性化を図ります。

事業内容

「さいたまスポーツシューレ」活用推進事業やウオーキングイベント事業等における（一社）さいたまスポーツコ
ミッションとの連携により、さいたま市及び周辺地域にあるスポーツ資源や特徴ある観光資源を最大限活用し、
各種競技大会等スポーツ関連イベントの積極的な誘致等の事業を行います。また、（一社）さいたまスポーツコ
ミッションが将来的に自立性の高い独立した組織となるよう、自主財源創出のための支援を行います。
・スポーツイベント誘致支援事業における支援を行います。
・「さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～」の開催における連携を行います。
・「さいたまスポーツシューレ」活用推進事業における連携を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
スポーツ政策室

事業 03-2-1-06 さいたまスポーツコミッションの支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 11-2-1
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 10億円
令和７年度まで
に総額125億円

広告換算値

14億円
（令和元年度）
総額75億円
（７年間）

10億円 10億円 10億円 10億円

「ツール・ド・
フランスさいた
まクリテリウ
ム」の来場者の
満足度

91.1％（７段階
評価6.38）
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
に90％

市民参加の連携
事業実施数

２事業
（令和元年度）

２事業 ２事業 ３事業 ３事業 ３事業
令和７年度まで
に３事業

事業目的 市民のスポーツに対する意欲・関心を高め、「スポーツのまち　さいたま」の実現を図ります。

事業内容
世界的なブランドである「ツール・ド・フランス」の名を冠した国際自転車競技大会を本市において継続的
に開催するため、大会の実施主体に対して開催支援を行い、本市における大会の開催を広く発信しま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
スポーツイベント課

事業 03-2-1-07 国際自転車競技大会の開催支援

重点戦略 戦略１戦術３ 他施策への貢献（再掲先） 11-2-1

⑴

⑵

⑶

事業 03-2-1-08 「さいたまスポーツシューレ」の活用推進

重点戦略 戦略１戦術３ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
スポーツ政策室

事業目的
「さいたまスポーツシューレ」の仕組みを活用した、①持続可能なスポーツ環境の整備、②スポーツ人材
の育成、③スポーツビジネス・スポーツ産業の創出、活性化を推進します。

事業内容

・既存の公共施設や民間のスポーツ施設、大学、プロスポーツチームなどのネットワークを活用することで、持続可能なスポーツを「する」、「まな
ぶ」場の創出や質の向上を図ります。
・企業、大学、団体等が持つＩＣＴなどの最新の知見・技術を活用するとともに、データと知見に基づく指導が行えるスポーツ人材を育成します。ま
た、スポーツ医学や栄養学などを含む、スポーツに関係する幅広い専門家ネットワークの更なる充実や、スポーツテック（※１）の活用、拠点施設
の誘致整備検討による、スポーツビジネス・スポーツ産業のイノベーションの推進を図ります。
・行政だけでは解決が難しい地域課題に対し、課題特定や解決策の検討段階から多様な主体を巻き込むことで、民間の知見や資金を最大限に
活用できる仕組みを作り、持続可能な取組へシフトしていきます。
・新しい生活様式の中で、スポーツの新しい観戦スタイルやオンラインを活用したトレーニングの普及を図ります。
・他局と連携し、効果的なデータ活用のあり方を検討するとともに、各事業の推進を図ります。
・事業の推進に当たっては、東京２０２０大会のレガシーであるサッカー及びバスケットボール文化の醸成にもつなげていきます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

さいたま市版ス
ポーツオープンイ
ノベーションプ
ラットフォーム(Ｓ
ＯＩＰ(※２))の構
築支援

検討
（令和２年度）

ＳＯＩＰ構想策
定
・現状課題分析
・リソース整理
・実証１件

プログラム
実施
支援件数４
件

プログラム
実施
支援件数４
件

（一社）さい
たまスポーツ
コミッション
を主体とした
事業展開

（一社）さい
たまスポーツ
コミッション
を主体とした
事業展開

令和６年度に（一
社）さいたまス
ポーツコミッショ
ンを主体とした事
業展開

中学生年代女子
サッカー等活性
化事業「スマイ
ルプロジェク
ト」参加者数

45人
（令和元年度）

50人 70人 80人 90人 100人
令和７年度まで
に100人

基本計画策
定

令和７年度まで
に基本計画策定

スポーツシュー
レ推進施設整備

検討
（令和２年度）

方向性の整
理

方針策定
基本計画策
定着手

基本計画
（案）の作
成

※１　スポーツとテクノロジーを組み合わせた造語で、競技や判定、観覧・観戦の環境改善、新たな用品・グッズの開発、選手のサポートなど、スポーツに関わるさまざま
　　なことに導入される最新のテクノロジーのこと
※２　スポーツの場におけるオープンイノベーションを促進し、スポーツへの投資促進やスポーツの価値高度化を図るとともに、スポーツの場から他産業の価値高度化や社
　　会課題の解決につながる新たな財・サービスが創出される社会の実現を目指す概念
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⑴

⑵

⑶

※行政が事業発案段階や事業化段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の対話により民間事業者の意見や新たな提案の把握等を行うことで、
　対象事業の検討を進展させるための情報収集を目的とした手法のこと

次世代型スポー
ツ施設の整備

候補地の検討
（令和２年度）

誘致・整備
に係る方針
の決定

サウンディン
グ（※）型市
場調査の実
施、整備手法
の決定

実施方針の
策定

実施方針に
基づき、目
標を設定

実施方針に
基づき、目
標を設定

令和５年度に策定
した実施方針に基
づき、目標を設定

事業目的
将来的にも持続可能なスポーツ環境の提供に向けて、可能な限り民間力を活用した「みる」、「する」、「ま
なぶ」場を整備します。

事業内容

・プロスポーツを始めとするスポーツイベント・大会やエンターテインメントイベントの開催等による採算の
重視とデジタル技術を活用したスポーツ施設の整備により、来街者の増加による地域振興を図るととも
に、需要分散による市民や地域クラブの既存施設の利用機会の増加を図ります。
・地域のスポーツを「する」、「まなぶ」場を充実するために、可能な限り民間力を活用した新たな整備・運
営スタイルによるスポーツ環境の充実を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
スポーツ政策室 スポーツ振興課

事業 03-2-1-09 次世代型スポーツ施設の整備

重点戦略 戦略１戦術３ 他施策への貢献（再掲先）
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70％
令和７年度まで
に70％

市民利用を前提
とした学校体育
施設

―

事例調査・
研究
管理運営手
法の検討

管理運営手
法の検討

管理運営手
法の検討

対応方針の
決定

対応方針を
踏まえた準
備

令和７年度まで
に対応方針を踏
まえた準備を開
始

照明設備のＬＥ
Ｄ化率

20％
（令和２年度）

30％ 40％ 50％ 60％

未利用地等を活
用した多目的広
場の整備数

18施設
（令和２年度）

19施設 20施設 21施設 22施設 23施設
令和７年度まで
に23施設

バリアフリー化
する体育館・武
道館数

１施設
（令和２年度）

計画の策定 ２施設 ３施設 ４施設 ５施設
令和７年度まで
に５施設

事業目的
市民が身近な場所で誰もが気軽にスポーツを楽しむことができる場を増やすとともに、性別、障害の有
無等にかかわらず、安全・安心に利用できる施設として利用環境の向上を図ります。

事業内容

・コロナ禍における運動機会の確保も見据え、市の未利用地等を暫定的に活用した多目的広場を整備
します。
・施設ごとのバリアフリー対応が必要な箇所を洗い出し、カルテを作成した上でバリアフリー化計画を策
定します。
・老朽化に伴う不具合による事故発生のリスクに対応するため、市立小・中学校の学校体育施設の夜間
照明設備の設備点検を実施します。また、照明のＬＥＤ化による省電力化を図ります。
・学校体育施設の建替えなどの機会を捉えて、プール・体育館など学校体育施設を市民利用を前提とし
た施設として整備し、市民の利用可能時間の拡大について検討します。
・武蔵浦和駅周辺地区におけるスポーツ施設等の新設に向けて検討します。
◆令和４年６月に新設大和田地区小学校の事業計画の変更を行ったことから、市民利用を前提とした
学校体育施設について、各年度の目標等の見直しを行いました（令和４年度改定）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
スポーツ振興課 教育政策室 学校施設整備課 学校施設管理課

事業 03-2-1-10 スポーツ施設の整備・改修

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1 03-1-1 04-1-5 06-2-1
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04-1-2-12
不登校等児童生徒への支援の充実

04-1-3-03

【再掲】
地域・家庭・学校が連携した食を通じた健康づくり

03-2-1-01 【再掲】

 
さいたま市民大学事業の推進

04-1-3-02

セカンドライフの充実
【再掲】

生涯スポーツの振興
03-2-1-03 【再掲】

04-1-3-06
公民館・図書館施設リフレッシュの推進

06-2-2-05 【再掲】
ケアラー支援条例の制定とヤングケアラーの支援の強化

子どもの学び・親子の育ちの支援の充実

04-1-3-04
博物館・美術館・科学館を通じた生涯学習環境整備の推進

04-1-3-05

生涯学習人材バンクの推進
04-1-3-07

さいたま市生涯学習コンテンツの推進

06-1-1-02

04-1-2-06
グローバル人材を育成する中等教育学校の整備

人生100年時代を輝き
続ける力の育成

04-1-3-01

主権者教育の推進
04-1-2-09

04-1-2-07
ＳＤＧｓの実現を目指した教育の推進

04-1-2-08

人権教育の推進
04-1-2-10
子どもの体力向上の推進

04-1-2-11

アーバンスポーツの活性化

図書館を通じた生涯学習環境整備の推進

スポーツを科学する生徒の育成

03-1-1-02

04-1-2-04
生徒指導・教育相談の推進

04-1-2-05
特別支援教育の推進

04-1-2-02
未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業）の推進

04-1-2-03
未来（みら）くる先生を活用したキャリア教育の推進

＜目指す方向性＞ 04-1-1-03
さいたまＳＴＥＡＭＳ教育の推進

グローバル社会で活躍
できる豊かな人間性と
健やかな体の育成

04-1-2-01

 
グローバル・スタディの推進

04-1-1-05
市立高等学校「特色ある学校づくり」の推進

04-1-1-06
舘岩少年自然の家を活動拠点とした自然体験活動の推進

04-1-1-04
「さいたま市小・中一貫教育」の推進全国や指定都市に先駆けた教育施策や本市独自

の教育施策を展開し、我が国においてトップク
ラスの教育を確立してきた本市ならではの特色
を生かした魅力ある教育を推進します。

第４章　教育

人生100年時代を豊かに生きる「未来
を拓くさいたま教育」の推進

12年間の学びの連続性
を生かした「真の学
力」の育成

04-1-1-01

第１節  
アクティブ・ラーニングの推進

04-1-1-02
ＩＣＴを活用した学びの改革

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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04-1-5-09
小学校35人学級の実現

03-2-1-10 【再掲】
スポーツ施設の整備・改修

04-1-5-07
学校体育館への空調機設置の推進

04-1-5-08
公民連携した奨学金制度の拡充

学校のリフレッシュ計画及び学校トイレの洋式化等の推進

04-1-5-03

スクール・コミュニ
ティによる連携・協働
の充実

04-1-4-01

 

「未来を拓くさいたま
教育」推進のための基
盤整備

 

部活動指導員配置の推進

04-1-5-01
教員の資質能力の向上

04-1-4-04
学校安全ネットワークの推進

04-1-5-02

スクールサポートネットワークの推進

セーフコミュニティと連携した学校安全の推進

防災教育や交通安全対策の推進
04-1-5-05
教育環境整備の推進

04-1-5-06

04-1-4-03
チャレンジスクールの充実

04-1-5-04

コミュニティ・スクールの推進
04-1-4-02
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6
04-1-1-06 舘岩少年自然の家を活動拠点

とした自然体験活動の推進

「非認知能力」の効果測定を以下の①～③を対象に２項目で行い、達成
度を高めます。
 引率責任者　②指導責任者　③児童生徒（実施の前後）
（１）自然体験活動の達成度
（２）児童生徒相互の理解・協力の達成度

4
04-1-1-04 「さいたま市小・中一貫教育」

の推進

「『さいたま市小・中一貫教育』カリキュラム」に基づき、９年間の系統性や
教科間の関連性を意識した学習指導を充実します。
学級担任制と教科担任制の在り方を検討し、本市の学校規模や地理的
条件に応じた「小学校教科担任制」を導入します。

5
04-1-1-05 市立高等学校「特色ある学校

づくり」の推進

・「市立高等学校「特色ある学校づくり」計画」に基づき、それぞれの特徴を生
かした学校づくりを更に充実・発展させ、ウィズコロナ、アフターコロナの予測不
可能な時代にあっても、高い志を持ち世界で活躍する人材を育成する高校づ
くりを目指します。
・ＩＣＴを効果的に活用した海外都市等との交流をとおして、多様な他者と共に
問題の発見や解決に挑む資質・能力を育成します。

実施計画事業

3
04-1-1-03 さいたまＳＴＥＡＭＳ教育の推

進

令和４年度から教科横断的なプロジェクト型学習を全校で実施します。
・学習カリキュラムの作成・充実を図ります。
・さいたまＳＴＥＡＭＳ教育研究指定校の委嘱・研究推進をします。
・市内優良実践校による実践発表会の開催をします。

戦略１戦術４

2
04-1-1-02

ＩＣＴを活用した学びの改革

国のＧＩＧＡスクール構想により整備した１人１台端末の環境を活用した新
たな学びを構築するために、対面とデジタルの学びの効果的なハイブリッ
ド型授業を追求するとともに、ＩＣＴを活用したアクティブ・ラーニングやクロ
スカリキュラムを行うことで、児童生徒が探究的な学びとなるよう教員の
指導力を向上させ、学びの改革を推進していきます。戦略１戦術４

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
04-1-1-01

アクティブ・ラーニングの推進

学校訪問等で「さいたま市『アクティブ・ラーニング』型授業」の推進に向け
た具体的な指導を行います。
協働学習用ソフトウェアなどＩＣＴの効果的な活用についての具体的な指
導を行います。

87％以上（小学６年生）
78％以上（中学３年生）

3
「難しいことでも、失敗をおそれないで
挑戦している」児童生徒の割合

85.5％（小学６年生）
80.2％（中学３年生）

(令和元年度)

86％以上（小学６年生）
81％以上（中学３年生）

86％以上（小学６年生）
81％以上（中学３年生）

2
「将来の夢や目標を持っている」児童
生徒の割合

86.3％（小学６年生）
78.0％（中学３年生）

(令和元年度)

87％以上（小学６年生）
78％以上（中学３年生）

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
全国学力・学習状況調査の実施科目
の平均正答率について、本市と大都市
平均との比較

＋3.1ポイント
（小学６年生国語）

＋1.1ポイント
（小学６年生算数）

＋2.9ポイント
（中学３年生国語）

＋2.5ポイント
（中学３年生数学）

(令和元年度)

＋3.1ポイント以上
（小学６年生国語）
＋1.1ポイント以上
（小学６年生算数）
＋2.9ポイント以上
（中学３年生国語）
＋2.5ポイント以上
（中学３年生数学）

＋3.1ポイント以上
（小学６年生国語）
＋1.1ポイント以上
（小学６年生算数）
＋2.9ポイント以上
（中学３年生国語）
＋2.5ポイント以上
（中学３年生数学）

施策 04-1-1

12年間の学びの連続性を生かした「真の学力」の育成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

教育委員会 教育政策室
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⑴

⑵

⑶

事業 04-1-1-01 アクティブ・ラーニングの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
指導１課

事業目的
「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の視点からの授業改善」を図り、コロナ禍により今後
一層予測困難となる社会においても、子どもたちに「真の学力」を育成します。

事業内容

主体的・対話的で深い学びによって、実社会での課題解決に生かすことのできる資質や能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学
び続ける態度をはぐくみます。
・学校訪問等で「さいたま市『アクティブ・ラーニング』型授業」の充実に向けた具体的な指導を行います。
・協働学習用ソフトウェアなどＩＣＴの効果的な活用についての具体的な指導を行います。
・学校における協働的な学び合いとデジタルコンテンツを活用した家庭学習の相乗効果を図った授業の充実に係る環境整備を行いま
す。
・「さいたま市『アクティブ・ラーニング』型授業」の充実に資する評価指標に基づき、授業評価を実施します。
・「さいたま市『アクティブ・ラーニング』型授業」の推進に係る資料を作成し、周知します。
・「主体的・対話的で深い学び」の研究指定校による、研究発表会を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

「授業では、課題の解
決に向けて、自分で考
え、自分から取り組ん
でいたと思う」につい
て肯定的な回答をした
児童生徒の割合

87.2％
（令和元年度）

88.0％ 88.5％ 89.0％ 89.5％ 90.0％
令和７年度まで
に90％

「生徒の間で話し合う
活動を通じて、自分の
考えを深めたり、広げ
たりすることができて
いると思う」について
肯定的な回答をした児
童生徒の割合

85％
（令和元年度）

86.0％ 88.5％ 89.0％ 89.5％ 90.0％
令和７年度まで
に90％
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※ある時代や社会、分野などにおける規範や価値観が劇的に転換すること

事業 04-1-1-02 ＩＣＴを活用した学びの改革

重点戦略 戦略１戦術４ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
教育研究所 指導１課

事業目的
ＩＣＴを効果的に活用して児童生徒が自律的・探究的な学びができるようにするとともに、一人ひとりに公
平な個別最適化された学びの実現を図る。

事業内容

コロナ禍で直面した、加速度的に進化する情報化への対応の遅れという課題を受け、児童生徒向けの１人１台端末と
高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する、国のＧＩＧＡスクール構想の実現が前倒しされ、本市においても
令和３年３月までに整備が完了しました。
このＧＩＧＡスクール構想の実現により、これまでの実践とＩＣＴの活用を適切に組み合わせ、効果的なハイブリッド型授
業を追求するとともに、教員の指導力を向上させることで、学びのパラダイムシフト（※）を起こします。加えて、災害や
感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても不安なく学習が継続できるようにします。
・児童生徒の発達段階に応じて、対面・デジタルのベストミックスを図り、一人ひとりに応じた学習活動や学習課題に取
り組むための教育環境の整備を通して、個別最適化された学びを推進します。
・ＩＣＴを効果的に活用した探究的な学びを推進（アクティブ・ラーニング、ＳＴＥＡＭＳ教育、クロスカリキュラム、ＳＤＧｓな
ど）します。
・教職員のＩＴリテラシーやキャリアに応じた研修会を実施します。
・各校においてＩＣＴを活用した授業を充実させるために、全ての教員のＩＴリテラシーの向上を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

国の「児童生徒
のＩＣＴ活用を
指導する能力」
の調査項目に肯
定的に回答した
教員の割合

77％
（令和２年度）

78％ 81％ 84％ 87％ 90％
令和７年度まで
に90％

「社会の課題に
向き合い、課題
解決に向け探求
的な学習を進め
られた」児童生
徒の割合

― 88％ 89％ 90％ 91％ 93％
令和７年度まで
に93％

92％
令和７年度まで
に92％

自律的に学習を
進めたり学習の
悩みを相談した
りできる「学習
スペース」を設
置した学校の割
合

― 85％ 90％ 95％ 98％ 100％
令和７年度まで
に100％

国の「情報活用
の基礎となる知
識や態度につい
て指導する能
力」の調査項目
に肯定的に回答
した教員の割合

87％
（令和２年度）

88％ 89％ 90％ 91％
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教科横断的なプ
ロジェクト型学
習の実施校数

―
委嘱校等
18校

168校
（100％）

168校
（100％）

168校
（100％）

168校
（100％）

令和７年度まで
に
168校（100％）

さいたま市学習状況
調査「授業で学んだ
ことを、ほかの学習
で生かしています
か」の項目に対して
肯定的な回答率

79％
（令和元年度）

80％ 84.5％ 85％ 85.5％ 86％
令和７年度まで
に86％

事業目的
Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（デザイン・感性等）、Mathematics（数学）に
Sports（スポーツ）を加えた本市独自の「さいたまＳＴＥＡＭＳ教育」を推進し、児童生徒に実生活や実社
会、コロナ禍により今後一層予測困難となる未来社会に対しての最適解を見い出す力をはぐくみます。

事業内容

「さいたまＳＴＥＡＭＳ教育」モデル校による先行実施を踏まえ、教科横断的なプロジェクト型学習「ＳＴＥＡ
ＭＳ　ＴＩＭＥ」を令和４年度より着実に実施します。
・学習カリキュラムを作成します（令和３年度）。
・さいたまＳＴＥＡＭＳ教育研究指定校の委嘱・研究を推進します（令和４年度まで）。
・市内優良実践校による実践発表会を開催します（令和４年度から）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
指導１課

事業 04-1-1-03 さいたまＳＴＥＡＭＳ教育の推進

重点戦略 戦略１戦術４ 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

小学校高学年教
科担任制の実施
校数

０校
（令和２年度）

10校
（10％）

20校
（19％）

104校
（100％）

104校
（100％）

104校
（100％）

令和７年度まで
に
104校（100％）

「小・中学校の授業
観や評価観の違いに
ついて理解が深まっ
た」について、成果
が認められると回答
する学校の割合

73％
（令和元年度）

74％ 78％ 82％ 86％ 90％
令和７年度まで
に90％

事業目的
義務教育９年間を見通した教育課程の編成と指導体制の構築を推進し、教科指導の専門性をもった教
員によるきめ細かな指導を充実することで、個別最適な学びを実現し、コロナ禍により今後一層予測困
難となる社会においても、子どもたちに「真の学力」を育成します。

事業内容

義務教育９年間を俯瞰したカリキュラム・マネジメントを実施し、児童生徒の発達段階に応じたきめ細かい指導を通じて
「真の学力」をはぐくみます。
・「『さいたま市小・中一貫教育』カリキュラム」を改訂し、９年間の系統性や教科間の関連性を意識した学習指導をより
一層充実します。
・学級担任制と教科担任制の在り方を検討し、本市の学校規模や地理的条件に応じた「小学校教科担任制」を導入し
ます。
・「ＧＩＧＡスクールさいたまモデル」によって整備されたＩＣＴ環境を効果的に活用することで、「つぼみの日」はもとより、
日常的に小・中学校の連携を深めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
指導１課

事業 04-1-1-04 「さいたま市小・中一貫教育」の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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※「スーパーサイエンスハイスクール」の略。未来を担う科学技術系人材を育成するため、文部科学省が指定

29件
令和７年度まで
の５年間で135件

ＩＣＴを活用し、
社会課題に向き合
い、課題解決に向
け探究的な学習を
進める意欲を高め
た生徒の割合

43.2％
（令和元年度）

48％ 63％ 64％ 65％ 66％
令和７年度まで
に66％

市立大宮北高等
学校
・理数教育活動
における交流・
連携先件数

23件
（令和元年度）

25件 26件 27件 28件

市立浦和高等学
校
・３学年で志望
した大学への進
路実現率

52.4％
（令和元年度）

53.4％ 54.5％ 55.4％ 56.4％ 57.4％
令和７年度まで
に57.4％

市立浦和南高等
学校
・地域交流・開
放事業の回数

128回
（令和元年度）

130回 150回 150回 150回 150回
令和７年度まで
の５年間で730回

事業目的
生徒・保護者のニーズを踏まえた質の高い教育活動を実践するため、各市立高等学校を更に充実・発
展し、ウィズコロナ、アフターコロナの予測不可能な時代にあっても、高い志を持ち世界で活躍する人材
を育成する高校づくりを目指します。

事業内容

「市立高等学校「特色ある学校づくり」計画」に基づき、それぞれの特徴を生かした学校づくりを更に充実・発展させます。
・浦和高等学校：併設型中高一貫校の特徴を生かし、文武両道の進学校として進路実現を目指す環境を整えるとともに、
高い志を持った人材を育てます。
・浦和南高等学校：「スポーツを科学する生徒」の育成に取り組むとともに、人工芝グラウンドを活用し、地域連携型高校と
しての取組を一層推進します。
・大宮北高等学校：SSH（※）第２期の指定を目指すとともに、科学技術分野で日本をリードする人材を育成します。
市立高等学校教育満足度調査を実施します。
・ＩＣＴを効果的に活用し、体験的な海外都市との交流をとおして、協働的な学びを実現し、多様な他者と共に問題の発見
や解決に挑む資質・能力を育成します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
高校教育課

事業 04-1-1-05 市立高等学校「特色ある学校づくり」の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-3-1
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⑴

⑵

⑶

事業 04-1-1-06 舘岩少年自然の家を活動拠点とした自然体験活動の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
舘岩少年自然の家

事業目的
子どもたちの成長には実際に五感をはたらかせた体験が重要であることが、人と人との触れ合いや体験
活動が制限されるコロナ禍において再認識されたことを踏まえ、自然の教室を通して自然体験活動を推
進し、児童生徒の「非認知能力」を高めます。

事業内容

舘岩少年自然の家を活動拠点とした「自然の教室」の実施をとおして子どもたちの豊かな心をはぐくみ、
「非認知能力」の向上を図ります。
・自然の教室を通して身につくことが期待される「非認知能力」の効果測定を実施します。
・コロナ禍により、自然体験活動等を出前授業として市内で実施した学校についても効果測定を実施しま
す。
・効果測定結果を分析・研究し、自然の教室に適用します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

指導責任者によるプ
ログラムの効果測定
（活動プログラムの
ねらいの達成度）に
おける十分達成の割
合

78％
（令和元年度）

79％ 80％ 81％ 82％ 83％
令和７年度まで
に83％

引率責任者による
実施状況の効果測
定（自然体験活動
の達成度）におけ
る十分達成の割合

80％
（令和元年度）

81％ 82％ 83％ 84％ 85％
令和７年度まで
に85％

5.7％
令和７年度まで
に5.7％

児童生徒による自
然体験活動の効果
測定における肯定
的回答割合の増加
幅

4.7％
（令和元年度）

4.9％ 5.1％ 5.3％ 5.5％
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04-1-2-03

グローバル人材を育成する中
等教育学校の整備

04-1-2-06

3
未来（みら）くる先生を活用した
キャリア教育の推進

講師を派遣することを通して、子どもたちの好奇心や感動する心などをは
ぐくむとともに、市への愛着を深め、キャリア教育の一環として、望ましい
勤労観や職業観を育成します。
「ＪＦＡこころのプロジェクト　夢の教室」を拡充し、実施します。

5
04-1-2-05

特別支援教育の推進

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、障害に応じた特別の指
導を受けられるように小・中学校における発達障害・情緒障害通級指導
教室の新設・増設を実施します。また、知的障害児の特別支援学校等に
係る教育環境の充実を図ります。

6

多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、探究心、知識、思いやりに富
んだ若者の育成を目指します。
・中等教育学校後期課程校舎の整備を行うとともに、後期課程を開設しま
す。
・国際バカロレアの認定を目指します。

実施計画事業

4
04-1-2-04

生徒指導・教育相談の推進

・悪質ないじめや非行・問題行動等に適切かつ迅速に対応します。また、新
型コロナウイルス感染症に関連するいじめに迅速に対応します。
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、さわやか相談員の
配置派遣を通じて学校におけるカウンセリング機能の充実を図ります。

2
04-1-2-02 未来（みら）くるワーク体験（中

学生職場体験事業）の推進

市立中・特別支援学校の生徒に勤労観、職業観をはぐくみ、学ぶことの意
義を考えさせる機会とするため、地域の事業所等で中学生が職場体験を行
う「未来くるワーク体験（中学生職場体験事業）」を実施します。
新たな「キャリア教育」の一環として、企業と地域のリソースを基にした問題
解決型学習「さいたまエンジン」を推進します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
04-1-2-01

グローバル・スタディの推進
全ての市立小・中学校で実施している本市独自の英語教育「グローバ
ル・スタディ」について、カリキュラム改善、効果検証及びその結果に基づ
く教職員研修、成果を発揮する体験活動などを行います。

戦略１戦術４

4
「運動やスポーツをすることが好き」な
児童生徒の割合

84.7％（小学６年生）
81.4％（中学３年生）

(令和元年度)

85％以上（小学６年生）
82％以上（中学３年生）

85％以上（小学６年生）
82％以上（中学３年生）

89％以上（小学６年生）
86％以上（中学３年生）

3

「学ぶことや働くことの意義を考えたり、
今、学校で学んだことと、自分の将来と
のつながりを考えている」児童生徒の
割合

67.3％（小学６年生）
68.9％（中学３年生）

(令和元年度)

68％以上（小学６年生）
69％以上（中学３年生）

68％以上（小学６年生）
69％以上（中学３年生）

2
「自分には、よいところがあると思う」児
童生徒の割合

88.7％（小学６年生）
85.3％（中学３年生）

(令和元年度)

89％以上（小学６年生）
86％以上（中学３年生）

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
「外国のことについて、もっと知りたいと
思う」児童生徒の割合

75.3％（小学６年生）
69.8％（中学３年生）

(令和元年度)

76％以上（小学６年生）
70％以上（中学３年生）

76％以上（小学６年生）
70％以上（中学３年生）

施策 04-1-2

グローバル社会で活躍できる豊かな人間性と健やかな体の育成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

教育委員会 教育政策室
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不登校等児童生徒への相談体制を強化し、教育相談室・教育支援セン
ター等と学校が連携して、不登校等児童生徒への相談支援の充実を図り
ます。

16

06-2-2-05
【再掲】
 P201

ケアラー支援条例の制定とヤ
ングケアラーの支援の強化

複雑・多様化する家族介護等の問題に対して、実態を把握し、既存の制
度の枠を超えた部局横断的な検討を行い、ケアラー支援条例を制定する
とともに、ケアラー・ヤングケアラーに対する市独自の支援策を実施しま
す。

15

03-2-1-03
【再掲】
 P131 アーバンスポーツの活性化

東京２０２０大会にて正式種目に採用され、国内で競技人口が増えている
スケートボードやＢＭＸ、３×３などのアーバンスポーツの振興を推進しま
す。

14

03-2-1-01
【再掲】
 P130 生涯スポーツの振興

市民のスポーツへの興味・関心を高め、継続的なスポーツ活動へとつな
げる取組として、子どものスポーツ能力測定会と大人の体力測定会を開
催するとともに、eスポーツを活用した新たな事業の実証・検証を行いま
す。

戦略１戦術３

13

03-1-1-02
【再掲】
 P123

地域・家庭・学校が連携した食
を通じた健康づくり

・地域・家庭・学校が連携して食育に取り組むことができるよう、関係部局
や関係機関、事業者等と協働し事業を展開します。
・地場産農産物を使った料理講習会を実施します。
・食育に関するWebサイト「さいたま市食育なび」を活用して情報を発信し
ます。戦略１戦術２

12
04-1-2-12

04-1-2-11

戦略１戦術４

04-1-2-10

11
スポーツを科学する生徒の育
成

不登校等児童生徒への支援
の充実

さいたまＳＴＥＡＭＳ教育を推進するため、市立学校の運動部活動におけ
る「スマート部活動」の在り方や教科横断的なプロジェクト型学習の研究
を進め、「スポーツを科学する生徒の育成」を目指します。

人権教育の推進

学校教育においては、教職員を対象とした人権教育研修会や研究指定校による
人権教育研究発表会を充実させるとともに、人権教育啓発資料等を作成し、授業
等での積極的な活用を促進します。
社会教育においては、人権教育集会所で人権講演会や主催事業等を開催すると
ともに、サークル活動への支援等を実施します。また、公民館における人権講座
等の開催も支援します。

10 子どもの体力向上の推進

体育・保健体育の授業の充実、体育的活動の充実を重点とし、よりよい
運動習慣の形成や体力・運動能力の向上につなげる「子どものための体
力向上サポートプラン～さいたま健幸アクティビティ２０２２～」を推進する
ことで、児童生徒の体力の一層の向上を図ります。

9

7
04-1-2-07 ＳＤＧｓの実現を目指した教育

の推進

持続可能な社会の創り手を育成するため、各学校の取組をＳＤＧｓと関連
付けることや研究指定校を委嘱すること等、全市的にＳＤＧｓの取組を普
及します。また、「さいたまＳＤＧｓ子どもフォーラム」の開催等、子ども主
体で多様な人々と協働して問題解決を図る取組を推進します。

04-1-2-09

8
04-1-2-08

主権者教育の推進

予測困難な社会の変化に対し、主体的に課題としてとらえ、多様な人々と
協働する中で納得解を導き出す力など、社会の形成者として必要な資
質・能力（協働性・社会性等）を、発達段階に応じた仮想の模擬投票や
ディベート、市議会の見学や傍聴などの体験的な活動を通じて、児童生
徒に育成します。
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⑴

⑵

⑶

中学校３年生で
CEFR A1(英検３級
相当）以上の英語
力を有すると思わ
れる生徒の割合

77.0％
（令和元年度）

88.0％ 88.5％ 89.0％ 89.5％ 90.0％
令和７年度まで
に90％

全国学力・学習
状況調査の英語
の平均正答率

全国第１位
（令和元年度）

― ―
全国
第１位

― ―
令和５年度の調
査において全国
第１位

事業目的
将来、コロナ禍により今後一層予測困難となるグローバル社会で主体的に行動し、たくましく豊かに生き
る児童生徒の育成を目指して、全ての市立小・中学校で実施している本市独自の英語教育「グローバ
ル・スタディ」を実施します。

事業内容

グローバル・スタディを通して世界を知ることにより、自分たちの文化や考えを他国の人に発信したり、他
者と協働したりしながら、よりよく課題解決を図るために主体的に行動することができる力を、児童生徒に
はぐくみます。
・カリキュラムの検証・改善を行います。
・効果測定及びその結果に基づく教職員研修を実施します。
・成果を発揮する体験活動（イングリッシュ・キャンプなど）を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
指導１課

事業 04-1-2-01 グローバル・スタディの推進

重点戦略 戦略１戦術４ 他施策への貢献（再掲先） 01-3-1

 

 

 

生徒対象の変容調査アン
ケートにおいて「仕事を
することは人の役に立つ
ことだと思う」の質問を
活動前後に行い、「そう
思う」と回答した生徒の
割合の増加数

増加数
12.5ポイント
（令和元年度）

増加数
12.8ポイン
ト

増加数
12.8ポイン
ト

増加数
12.8ポイン
ト

増加数
12.8ポイン
ト

増加数
12.8ポイン
ト

令和７年度まで
12.8ポイントを
継続

中学生による企業
へのビジネス提案
を取り入れた問題
解決型学習「さい
たまエンジン」の
実施校数

―
実施内容の
検討

３校
(累計３校)

14校
(累計17校)

14校
(累計31校)

14校
(累計45校)

令和７年度まで
45校実施

事業目的 市立中・特別支援学校の生徒に勤労観、職業観をはぐくみ、学ぶことの意義を考えさせる機会とします。

事業内容

ＡＩの進展に加え、コロナ禍により社会の在り方が大きく変化し、新たな職業が生み出される中、学ぶことと自己の将来とのつながり
を見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身につけていくことが重要です。そのため、地域の事
業所等で中学生が職場体験を行う未来くるワーク体験（中学生職場体験事業）を推進します。
・推進委員会・担当者連絡協議会を開催します。
・受入れ事業所の拡充及び関連団体等への広報活動を行います。
・事業所に向けた受入れの手引に感染症対策に関する事項を加えるなど、感染症流行下における事業の実施体制を整え、本事業
を推進します。
・新たな「キャリア教育」の一環として、企業と地域のリソースを基にした中学生による企業へのビジネス提案を取り入れた問題解決
型学習「さいたまエンジン」を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習振興課 指導１課

事業 04-1-2-02 未来（みら）くるワーク体験（中学生職場体験事業）の推進  

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

※授業振り返りアンケートによる、「将来の夢や自分の役割について考え、それを実現させるためには努力が必要」だと感じた児童生徒の割合

事業実施後のアン
ケート項目「将来の
夢をもつことができ
た」について「そう
思う」と回答した児
童生徒の割合

81.8％（※）
（令和元年度）

82％ 84％ 86％ 88％ 90％
令和７年度までに
90％

「ＪＦＡこころ
のプロジェクト
夢の教室」の実
施校

―
事業内容の
検討

12校
(累計12校)

12校
(累計24校)

12校
(累計36校)

12校
(累計48校)

令和７年度までに
市立中・中等教育
学校48校で実施

事業目的
講師を派遣することを通して、子どもたちの好奇心や感動する心などをはぐくむとともに、市への愛着を深
め、キャリア教育の一環として、コロナ禍により今後一層予測困難となる社会においても、望ましい勤労観
や職業観を育成します。

事業内容

講師自身の豊かな経験を基にした講話や技術の実演などを行う授業を実施することで、希望（ゆめ）を努力して実
現しようとする児童生徒を育成します。
・教育委員会が作成する講師リストや学校の実態に応じて推薦された講師を派遣します。
・「ＪＦＡこころのプロジェクト　夢の教室」のトップアスリートなどを講師として派遣し、双方向のやり取りを含んだ授
業を行います。令和４年度から令和８年度までの５年間で、全ての市立中・中等教育学校59校で実施します。
・事業の実施に当たっては、従来の対面型だけでなく、オンライン型の授業も取り入れるなど、今般のコロナ禍の
ような状況においても実施可能な方法で行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
指導１課

事業 04-1-2-03 未来（みら）くる先生を活用したキャリア教育の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

事業 04-1-2-04 生徒指導・教育相談の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
指導２課 総合教育相談室

事業目的
・悪質ないじめ、問題行動等に適切・迅速に対応するため、外部専門家を活用して学校を支援します。
・学校生活に関わる不安や悩みなどに対応するため、予防、アセスメント、支援、ケアを段階的・総合的に展開し、教育
相談を推進します。

事業内容

コロナ禍による児童生徒を取り巻く環境の変化や心の不安、ストレスが、児童生徒の背景にあることを念頭に置き、小さな変化を見逃すこと
のないよう学校が組織的に対応するとともに、警察や児童相談所等の関係機関との連携・協力のネットワークを強化し、生徒指導、教育相談
を推進します。
・いじめを早期発見し、適切かつ迅速に対応するよう学校に指導していきます。また、学校からの要請に応じ、専門職員の派遣や関係機関と
の連携を迅速に行っていきます。
・「さいたま市子ども会議」や「いじめ防止シンポジウム」を開催し、市を挙げていじめ撲滅に向けた機運を高めます。
・児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校におけるカウンセリング機能の充実を図るため、スクールカウンセラー、スクールソーシャ
ルワーカー、さわやか相談員をすべての市立学校へ配置派遣し、教育相談体制の充実を図ります。
・複雑化、多様化する子どもの状況への対応を強化するため、教員やスクールソーシャルワーカーを対象にした研修を実施し、支援の質の向
上を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

スクールロイヤー
（※）等専門家
チームのアドバイ
ス等で、課題の解
決に向かった割合

65％
（令和元年度）

70％ 98％ 99％ 100％ 100％
令和６年度までに
100％

スクールソー
シャルワーカー
を対象にした研
修等の実施

３回
（令和２年度）

４回 ６回 ８回 ８回 ８回
令和７年度までに
８回

※いじめ問題など、学校で起こるさまざまな問題の予防と解決のために、法的な助言をする弁護士のこと
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⑴

⑵

⑶

事業 04-1-2-05 特別支援教育の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 06-2-1

事業課
特別支援教育室

事業目的

・コロナ禍により今後一層予測困難となる社会においても、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が身近な教室で障害に応じた特別の
指導を受けられるようにします。
・「さいたま市ＧＩＧＡスクール構想」を活用して、特別支援教育を受ける児童生徒一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、個別最適な学びの
実現を図ります。
・知的障害児の特別支援学校等に係る教育環境の充実を図ります。

事業内容

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、身近な教室で障害に応じた特別の指導を受けられるようにすることが
必要です。
・小・中学校における発達障害・情緒障害通級指導教室の新設・増設を実施します。
特別支援教育担当教員による特別支援教育の研究ネットワークをつくり、指導事例を共有し、個別最適な学びを実現し
ます。
埼玉県と連携し、既存施設を活用した方策などを検討し、知的障害児の特別支援学校等に係る教育環境の充実を図り
ます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

発達障害・情緒
障害通級指導教
室の新増設数

１教室
（令和２年度）

３教室 ３教室 ３教室 ３教室 ３教室
令和７年度まで
に15教室

特別支援教育の
研究ネットワー
クによる共有指
導事例数

― 200事例 200事例 200事例 200事例 200事例
令和７年度まで
に1,000事例

―

令和５年度まで
に特別支援学校
知的障害教育部
門高等部を設置

知的障害児の特
別支援学校等に
係る教育環境の
充実

― 方策の検討

特別支援学
校知的障害
教育部門高
等部の設置
準備

特別支援学
校知的障害
教育部門高
等部の設置

―

 

 

 

※１　ミドル・イヤーズ・プログラムの略称。11歳から16歳までを対象とするこれまでの学習と社会のつながりを学ばせるプログラム
※２　ディプロマ・プログラムの略称。16歳から19歳までを対象としており、所定の成績を収めることで、国際バカロレア資格を取得することができるプログラム

３名
（41名）

令和７年度までの
５年間の累計で41
名

国際バカロレアの
ワークショップ
(MYP)への累積参
加者数

24名
（令和２年度）

５名
（29名）

３名
（32名）

３名
（35名）

３名
（38名）

― ―
令和４年度までに
整備・開設

国際バカロレア
MYP（※１）及
びDP（※２）の
認定

ＤＰ候補校認定
（令和２年度）

MYP認定
DP認定校申
請

DP認定
（４月）

― ―
令和５年度までに
国際バカロレア
MYP及びDPの認定

後期課程校舎の
整備

既存校舎の解体
（令和２年度）

後期課程校
舎の整備

後期課程開
設
（４月）

―

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業目的
国際的な視野を持つ人間を育成するとともに、コロナ禍により今後一層予測困難となる世界へ飛躍するグ
ローバル人材の育成を目指します。

事業内容

誰も見たことのない世界で必要となる、多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、探究心、知識、思いや
りに富んだ若者を育成します。
・中等教育学校後期課程校舎の整備を行うとともに、後期課程を開設します。
・国際バカロレアの認定に向けた準備及び申請を行います。
・国際バカロレアのワークショップへの参加者数の増加を図ります。参加に際しては、新型コロナウイルス
感染症の影響を踏まえ、オンラインによる研修も活用します。

事業課
高校教育課

事業 04-1-2-06 グローバル人材を育成する中等教育学校の整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 04-1-2-07 ＳＤＧｓの実現を目指した教育の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
指導１課

事業目的
他者を尊重し、多様な人々と協働しながら、コロナ禍により今後一層予測困難となる社会においても、
「持続可能な社会の創り手」となる児童生徒を育成するため、ＳＤＧｓの実現を目指した教育を推進しま
す。

事業内容

ＳＤＧｓの実現を目指した教育を通じて、児童生徒に持続可能な社会の創り手となるための資質・能力を
育成します。
・「さいたまＳＤＧｓ子どもフォーラム」を開催します（令和３年度）。
・「教員のためのＳＤＧｓ」研修会を実施します（令和４年度まで）。
・普及リーフレットの作成を行います（令和４年度）。
・研究指定校の委嘱を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
さいたま市学習状況
調査における「地域
や社会で起こってい
る問題や出来事に関
心がありますか」に
対する肯定的な回答
率

77.0％
（令和元年度）

78.0％ 78.5％ 79.0％ 79.5％ 80.0％
令和７年度まで
に80％

⑴

⑵

⑶

租税教室及び選挙
啓発出前講座の実
施率（小・中・高
等・中等教育学
校）

73％
（令和元年度）

76％ 77％ 78％ 79％ 80％
令和７年度まで
に80％

全国学力・学習状況
調査「地域や社会を
よくするために何を
すべきかを考えるこ
とがありますか」に
対する肯定的な回答
率

小：61.7％
中：42.9％
（令和元年度）

小：66％
中：46％

小：67％
中：47％

小：68％
中：48％

小：69％
中：49％

小：70％
中：50％

令和７年度まで
に小学校70％、
中学校50％

事業目的
主権者として、コロナ禍により今後一層予測困難となる社会においても、持続可能な社会づくりに向かう
社会参画意識と、よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を、児童生徒には
ぐくみます。

事業内容

社会の課題を主体的にとらえ、多様な人々と協働する中で納得解を導き出す力など、社会の形成者として必要な
資質・能力（協働性・社会性等）を児童生徒に育成します。
・児童会選挙、生徒会選挙や模擬選挙・社会的な課題解決に向けた話合い活動を実施します。
・市議会の見学や傍聴を実施します。
・児童・生徒模擬市議会及び高校生市議会を実施します。
・研究指定校による研究発表及びリーフレットを作成します（令和４年度まで）。
・研究指定校による事例発表を実施します（令和５年度から）。また、事例発表をまとめたリーフレットを作成します
（令和７年度）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
指導１課 高校教育課

事業 04-1-2-08 主権者教育の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

人権教育集会所に
おける多様な主体
と連携した人権に
関する主催事業の
開催回数

２回
（令和元年度）

３回 ４回 ５回 ６回 ７回
令和７年度まで
に７回

校内人権教育研
修会の実施校数
の割合

94％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
95％を維持

事業目的
同和問題をはじめとする障害者・外国人・性的少数者などの様々な人権問題を早期に解決するため、学
校・社会における人権教育の推進により、児童生徒や教職員、市民などあらゆる人々の人権意識の高
揚を図り、差別のない明るい社会を構築します。

事業内容

児童生徒等一人ひとりが、人権の意義・内容や重要性について理解を深め人権感覚を磨き、新型コロナ
ウイルス感染症に関連する偏見・差別等も含めた、様々な人権問題を早期に解決できるよう、人権教育
を一層推進します。
・管理職や人権教育主任等を対象とした人権教育研修会などの充実に一層努めます。
・人権教育集会所で人権講演会を始め主催事業等を開催するとともに、サークル活動への支援を実施し
ます。
・人権問題の学習の機会を継続的に提供できるよう、人権教育集会所を運営します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
人権教育推進室

事業 04-1-2-09 人権教育の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-2-1

 

 

 

新体力アップメ
ニューを活用し
ている小・中・
中等教育学校の
割合

138校（85％）
（令和元年度）

143校
（88％）

163校
（100％）

163校
（100％）

163校
（100％）

163校
（100％）

令和７年度まで
163校（100％）
を維持

事業目的
学校・家庭・地域・行政が連携のもと、豊かなスポーツライフの実現を目指すために、子どもたちの体力
向上を図ります。

事業内容

児童生徒の健康で幸福な生活の実現に向けて、体育・保健体育の授業の充実、体育的活動の充実を重
点とし、よりよい運動習慣の形成や体力・運動能力の向上につなげる「子どものための体力向上サポー
トプラン～さいたま健幸アクティビティ２０２２～」を推進することで、児童生徒の体力の一層の向上を図り
ます。
・体力向上サポートプラン内に掲げた「新体力アップメニュー」を重点的に活用し、児童生徒のバランスの
よい体づくりを目指します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
指導１課

事業 04-1-2-10 子どもの体力向上の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 04-1-2-11 スポーツを科学する生徒の育成

重点戦略 戦略１戦術４ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
高校教育課 指導１課

事業目的
さいたま市のＳＴＥＡＭＳ教育を推進するため、市立学校の運動部活動における「スマート部活動」の在り
方や教科横断的なプロジェクト型学習の研究を進め、「スポーツを科学する生徒の育成」を目指します。

事業内容

新しい部活動の在り方として、運動部活動において、ＩＴを活用し、効果的・効率的な指導法の確立やチーム全体での活
動時間の短縮などを図るアフターコロナも見据えた「スマート部活動」のモデルを構築できる環境を整えます。
・モデル校において、企業や大学等と連携した取組を行い、スポーツを通じて科学的に生徒の行動特性を明らかにする
ことにより、分析力・解決力の向上を図るとともに、さいたま市「ＳＴＥＡＭＳ　ＴＩＭＥ」におけるモデル授業を構築します
（令和３年度から）。
・全ての市立高等学校、中等教育学校及び中学校で「スポーツを科学する部活動」を実施するとともに、全ての市立小
学校で「スポーツを科学する授業」を実施します（令和５年度から）。
・健康や栄養等に関するデータ利活用型の他の事業との連携を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業成果報告会
の実施

１回
（令和２年度）

１回 １回 ― ― ―
令和４年度まで
毎年１回開催

スポーツを科学
する部活動
実施校数

２校
（令和２年度）

モデル校
３校

モデル校
３校

62校
（100％）

62校
（100％）

62校
（100％）

令和５年度までに全
ての市立中学校、中
等教育学校、高等学
校で実施

104校
（100％）

令和５年度まで
に全ての小学校
で実施

スポーツを科学
する授業
実施校数

０校
（令和２年度）

モデル校
２校

モデル校
２校

104校
（100％）

104校
（100％）

 

 

 
令和７年度まで
に18回

不登校等児童生
徒数のうち、
「指導要録上出
席扱い」となっ
た割合

13％
（令和２年度）

20％ 30％ 40％ 50％ 50％
令和７年度まで
に50％

訪問型支援等の
延べ件数

320件
（令和２年度）

320件 560件 850件 850件 850件
令和７年度まで
に850件

子育て学習会の
実施回数

６回
（令和２年度）

６回 12回 18回 18回 18回

事業目的
不登校等児童生徒が社会的に自立することを目指し、一人一人の状況に応じて専門職等による相談を
充実させるとともに、ＩＣＴを活用した学習支援や訪問型支援等を積極的に推進します。

事業内容

不登校等児童生徒への相談体制や教員研修を強化し、教育相談室・教育支援センター等と学校が連携して、
不登校等児童生徒への相談支援の充実を図ります。
・不登校等児童生徒に対するＩＣＴを活用した学習支援（オンライン授業等）を実施します。
・不登校等児童生徒が、ＩＣＴを活用した学習支援（オンライン授業等）に取り組んだ場合に、「指導要録上の出
席扱い」となるよう、在籍校と連携します。
・対面や電話相談に加えて訪問型支援（アウトリーチ）等を実施し、学校外での相談・支援の充実を図ります。
・「子育て学習会」を開催し、不登校等で悩む保護者を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
総合教育相談室

事業 04-1-2-12 不登校等児童生徒への支援の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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施策 04-1-3

人生100年時代を輝き続ける力の育成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

教育委員会 教育政策室

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
「図書館、公民館、博物館などの生涯
学習施設を利用して、学習する機会を
得ている」と感じる市民の割合

48.4％
(令和２年度)

51％ 54％

30％2

「これまでの経験や学習の成果を、学
校や地域の活動、ボランティア活動な
どを通じて、社会へ還元している」と答
えた市民の割合

24.6％
(令和２年度)

28％

実施計画事業

3
04-1-3-03 子どもの学び・親子の育ちの

支援の充実

夏休み等に地域の小学生を対象とした体験講座等を実施し、子どもたち
の地域への愛着等をはぐくみます。また、子育て中の親同士が交流し、
学び合う参加型学習を行い、親として成長することを支援します。

2
04-1-3-02 図書館を通じた生涯学習環境

整備の推進

市民が質の高い生涯学習に取り組めるよう、市民の多様な要求に応えられる
幅広く計画的な図書館資料の整備を行うとともに、図書館利用を促進するた
め情報発信を行います。また、知的好奇心を喚起するための講座等の催し
や、資料との出会いを創出するためのテーマ展示等を実施します。さらに、市
民が生涯にわたる学びを進めていくため、地域とつながりの深い公民館と連
携事業を実施します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
04-1-3-01

さいたま市民大学事業の推進
学識経験者や社会教育関係者等から構成される「さいたま市民大学運営
委員会」の意見を伺いながら、オンライン等も活用した講座等を企画・運
営し、幅広い年齢層を対象に「質の高い学び」を提供します。

6
04-1-3-06

生涯学習人材バンクの推進
生涯学習に関する専門的な知識や技能、経験等を有している方々を「生
涯学習人材バンク」に登録・公開し、学習したい方々の希望に合わせて紹
介します。

4
04-1-3-04 博物館・美術館・科学館を通じ

た生涯学習環境整備の推進

市民が質の高い生涯学習に取り組めるよう、各生涯学習関連施設にお
いて資料等の整備を行うとともに、利活用を促進するため情報発信を行
います。また、講座・講演会等の催しを実施することで、多種多様な学び
の機会を提供します。さらに、市立小中学校等を対象に体験的な学びの
機会を提供します。

5
04-1-3-05 公民館・図書館施設リフレッ

シュの推進

「さいたま市公民館施設リフレッシュ計画」及び「さいたま市図書館施設リ
フレッシュ計画」に基づき、施設の老朽化対策を進めるとともに、バリアフ
リー化、省エネルギー化を実施し、安全・安心で持続可能な学習環境を
市民に提供します。

8

06-1-1-02
【再掲】
 P185 セカンドライフの充実

ボランティア、就労、生涯学習等の活動に関する相談・情報提供窓口であ
る「セカンドライフ支援センター」を運営するとともに、登録団体等で健康
づくりなどの活動をした高齢者に対し「シルバーポイント（長寿応援ポイン
ト）」を付与し、市内外にある公共施設等が無料又は割引料金で利用でき
る「アクティブチケット」を交付します。戦略２戦術１

7
04-1-3-07 さいたま市生涯学習コンテンツ

の推進

社会全体のデジタル化が進む中、デジタルコンテンツによる生涯学習環
境の充実を図り、新しい時代における市民の学習ニーズに応えるため、
生涯学習関連施設が作成する学習教材をパッケージ化し、動画を中心と
した生涯学習コンテンツとして本市Webサイトにおいて配信します。
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⑴

⑵

⑶

事業 04-1-3-01 さいたま市民大学事業の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
生涯学習総合センター

事業目的
市民の高度で専門的かつ多様な学習要求に応えるとともに、自発的な学習活動を促し、豊かな生涯学
習社会を築きます。

事業内容

学識経験者や社会教育関係者等から構成される「さいたま市民大学運営委員会」の意見を伺いながら、
オンラインなども活用した講座等を企画・運営し、幅広い年齢層を対象に「質の高い学び」を提供します。
・教養コース、市民企画コース、パソコンコースなどの講座を実施します。
・生涯学習施設や関係団体等と連携した講座等を開催します。
・感染症の流行下における学びを保障するとともに、より質の高い学びを提供するため、対面型講座及
びオンライン講座の組合せによるハイブリッド化を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

30歳代以下の受
講者数

66人
（令和元年度）

72人 78人 83人 88人 93人
令和７年度まで
に93人

講座に参加し
て、学びや気づ
きがあったと答
えた参加者の割
合

― 81％ 82％ 83％ 84％ 85％
令和７年度まで
に85％
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事業 04-1-3-02 図書館を通じた生涯学習環境整備の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
資料サービス課 管理課 生涯学習総合センター

事業目的
市民が生涯にわたる学びを進めていける、質の高い生涯学習環境を実現します。
また、地域とつながりの深い公民館と「地域の知の拠点」である図書館を連携させることで、人生100年
時代の学びを支えます。

事業内容

「安全・安心な図書館の運営」と「市民への情報提供」という基本的な図書館の使命を果たしながら、市民が質の高い生涯
学習に取り組めるよう、「地域の知の拠点」として市民の学びを支えるため、様々な取組や環境整備を推進します。
・市民の多様な要求に応えられる幅広く計画的な図書館資料の整備を行います。
・図書館利用を促進するため、ＳＮＳを活用したイベントなどの情報発信を行います。
・感染症の流行下における学びを保障するとともに、より質の高い学びを提供するため、電子書籍の充実や図書館ホー
ムページへの学びのためのコンテンツの拡充を行います。
・知的好奇心を喚起するための講座等の催しや、資料との出会いを創出するためのテーマ展示等を実施します。
・子どもの読書活動の推進のため、学校・保育園等とも連携して、子ども向けの事業を展開します。
・市民が生涯にわたる学びを進めていくため、地域とつながりの深い公民館と連携事業を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

図書・雑誌・視
聴覚資料・電子
書籍の個人貸出
点数

9,253,983点
（令和元年度）

9,798,000
点

9,834,000
点

9,871,000
点

9,908,000
点

9,945,000
点

令和７年度まで
に9,945,000点

図書館の利用に
関するアンケー
トにおいて「満
足」・「やや満
足」と答えた利
用者の割合

91.3％
（令和２年度）

91.5％ 91.5％ 92.0％ 92.5％ 93.0％
令和７年度まで
に93.0％

小学生85.0％
中学生76.0％
高校生85.0％

令和７年度まで
に
小学生85.0％、
中学生76.0％、
高校生85.0％

図書館と公民館
の連携事業数

― ― 30事業 33事業 36事業 39事業
令和７年度まで
に39事業

読書について、
「好き」・「ど
ちらかといえ
ば、好き」と答
えた児童生徒の
割合

小学生79.9％
中学生71.8％
高校生78.3％
（令和元年度）

小学生81.0％
中学生71.8％
高校生79.9％

小学生82.0％
中学生73.0％
高校生81.2％

小学生83.0％
中学生74.0％
高校生82.5％

小学生84.0％
中学生75.0％
高校生83.7％
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

さいたま市親の
学習ファシリ
テーター養成人
数

167人
（令和元年度）

10人増 10人増 10人増 10人増

158事業
令和７年度まで
に158事業

公民館の講座や地
区文化祭等におけ
る中・高生ボラン
ティアが参加する
事業の延べ実施回
数

130事業
（令和４年度）

― ― 138事業 148事業

10人増
令和７年度まで
の５年間で50人
増

夏休み等に地域
の小学生を対象
とした体験講座
数

480事業
（令和元年度）

14事業増 14事業増 ― ― ―

数値の捕捉方法
の変更に伴い、
目標指標⑵に変
更（令和５年度
改定）

公民館の講座や
地区文化祭等に
おける中・高生
ボランティアの
参加する事業の
実施

69事業
（令和元年度）

６事業増 ６事業増 ― ― ―

数値の捕捉方法
の変更に伴い、
目標指標⑷に変
更（令和５年度
改定）

夏休み等に地域
の小学生を対象
とした体験講座
の延べ実施回数

508事業
（令和４年度）

― ― 524事業 540事業 556事業
令和７年度まで
に556事業

事業目的
・体験講座などの学びの場や、地域の方々との交流の場を提供し、子どもたちの地域への愛着等をはぐくみます。
・子育て中の親同士が交流し学び合うことで、自分自身や子育てについて改めて考え、親として成長することを支援し
ます。

事業内容

子どもたちの学びや、親子の育ちを支えるため、安心して学べる環境を整え、質の高い学びを提供します。
・夏休み等に地域の小学生を対象とした「実験教室」「将棋教室」「料理教室」等の体験講座を実施します。
・公民館の講座や地区文化祭等における中・高生ボランティアが参加する事業を実施します。
・親の学習ファシリテーターが進行役となり、親同士が話し合い、様々な考え方や自らの気付きを通じ、親とし
て成長することを支援します。
・感染症の流行下における学びを保障するとともに、より質の高い学びを提供するため、対面型講座及びオン
ライン講座の組合せによるハイブリッド化を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習総合センター

事業 04-1-3-03 子どもの学び・親子の育ちの支援の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-2-2 07-1-2
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事業 04-1-3-04 博物館・美術館・科学館を通じた生涯学習環境整備の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 08-1-3

事業課
青少年宇宙科学館 博物館 うらわ美術館

事業目的
・博物館において、さいたま市の歴史文化資源を紹介し、郷土に関する知識を醸成します。
・美術館において、魅力ある美術作品を身近に鑑賞できる環境を整えます。
・科学館において、「宇宙時代をたくましく生き、未来を創造する人」を育成します。

事業内容

人生100年時代を輝き続けるために、市民が高度で質の高い生涯学習に取り組めるよう、各生涯学習関連施設では特
色ある学習環境を整備するとともに、利活用を促進します。
・市民の知的好奇心を喚起する、専門的で魅力あふれる展覧会や講座等の実施により、多世代を対象とした多種多様
な学びの機会を提供します。
・市立小・中・高等学校等との連携により、児童生徒が歴史、伝統、文化、科学、美術等に直接触れることのできる体験
的な学びの機会を提供します。
・コロナ禍においても市民の学びを止めないよう、各施設による学習資源を生かした動画コンテンツの配信等による、学
習機会の提供を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

博物館ホーム
ページの閲覧件
数

128,766件
（令和元年度）

131,300件 159,000件 160,000件 161,000件 162,000件
令和７年度まで
に162,000件

市民の多種多様な
ニーズに応え、美
術館に来館する
きっかけにつなが
るイベント企画の
件数

２件
（令和２年度）

３件 ４件 ５件 ６件 ７件
令和７年度まで
に７件

45団体
令和７年度まで
に45団体

『宇宙のまち　さ
いたま』教育プロ
ジェクトに連携・
協働する企業、大
学、ＮＰＯ等、団
体の延べ数

39団体
（令和元年度）

41団体 42団体 43団体 44団体

⑴

⑵

⑶

公民館施設リフ
レッシュ後のア
ンケートにおけ
る施設利用満足
度

― 85％ 85％ 85％ 85％ 85％
令和７年度まで
85％を維持

図書館施設リフ
レッシュ後のア
ンケートにおけ
る施設利用満足
度

― 85％ ― ― ― 85％
令和７年度まで
85％を維持

事業目的
計画的に公民館施設及び図書館施設を維持し、改修・建替え等の時期を検討・実施することにより、財
政負担の平準化を図り、安全・安心で持続可能な学習環境の確保を目指します。

事業内容

「さいたま市公民館施設リフレッシュ計画」及び「さいたま市図書館施設リフレッシュ計画」に基づき、施設
の老朽化対策を進めるとともに、バリアフリー化、省エネルギー化を実施し、安全・安心で持続可能な学
習環境を市民に提供します。また、市民が安心して施設を利用することができるよう、感染症拡大防止に
十分配慮した学習環境の整備を行います。
・年次計画に基づき、リフレッシュ工事（中規模修繕工事又は大規模改修工事）を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習総合センター 管理課

事業 04-1-3-05 公民館・図書館施設リフレッシュの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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マッチング件数
142件
（令和元年度）

令和２年度
比５％増

前年度比
10％増

前年度比
10％増

前年度比
10％増

前年度比
10％増

令和７年度まで
10％増を継続

事業目的
人生100年時代、Society5.0など、社会が大きく変化する中において、誰一人として取り残されることなく生きがいを感じ
ることのできる包摂的な社会の実現に向けて、生涯学習の果たす役割が期待されているなか、学習機会の拡充や学習
成果の活用の仕組みを作り、生涯学習の振興と地域における豊かなつながりを創出します。

事業内容

生涯学習の振興と地域における豊かなつながりの創出に向けて、学習機会の拡充や学習成果の活用
の仕組みを強化します。
・生涯学習に関する専門的な知識や技能、経験等を有している方々を「生涯学習人材バンク」に登録し、
学習したい方の希望に合わせて紹介します。
・感染症の流行下における学びを保障するとともに、より質の高い学びを提供するため、「生涯学習人材
バンク」において、双方向によるオンライン講座実施に向けた環境を整備します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習振興課

事業 04-1-3-06 生涯学習人材バンクの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

市Webサイトで
配信する生涯学
習コンテンツ数

81件
（令和２年度）

85件 200件 210件 220件 230件
令和７年度まで
に230件

事業目的
社会全体のデジタル化が進む中、デジタルコンテンツによる生涯学習環境の充実を図り、新しい時代に
おける市民の学習ニーズに応えます。

事業内容

アフターコロナにおける社会全体のデジタル化の進展を見据え、新しい技術やそれを活用した学びの利
点を最大限生かしながら、市民に質の高い学びの機会を提供します。
・生涯学習コンテンツをパッケージ化し、本市Webサイトで配信します。
・従来の対面型講座とデジタルコンテンツを組み合わせる（ハイブリッド化）ことで、学びの質を向上させま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習振興課 文化財保護課 青少年宇宙科学館

うらわ美術館 生涯学習総合センター 資料サービス課

博物館

事業 04-1-3-07 さいたま市生涯学習コンテンツの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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施策 04-1-4

スクール・コミュニティによる連携・協働の充実

施策マネジメント局 施策マネジメント課

教育委員会 教育政策室

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
「地域の学校を信頼している」と思う市
民の割合

75.7％
(令和２年度)

79％ 81％

94％以上（小学６年生）
84％以上（中学３年生）

2
「地域の人たちは、自分たちを見守り、
支えてくれている」と思う児童生徒の割
合

93.5％（小学６年生）
83.8％（中学３年生）

(令和元年度)

94％以上（小学６年生）
84％以上（中学３年生）

実施計画事業

3
04-1-4-03

チャレンジスクールの充実
より多くのより幅広い層の地域住民、団体等の多様な主体の参画を得
て、放課後や土曜日に学校の教室等を活用して、学習、体験活動、ス
ポーツ等を行うチャレンジスクールを実施します。

2
04-1-4-02 スクールサポートネットワーク

の推進

学校と地域の連絡・調整や多様な活動の企画・調整等を担う学校地域連
携コーディネーターを配置するとともに、より多くのより幅広い層の地域住
民、団体等が参画したスクールサポートネットワークによる地域学校協働
活動を推進します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
04-1-4-01

コミュニティ・スクールの推進
未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、よりよい地域社会の構築
に寄与するため、学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し連携・協働
するコミュニティ・スクールを推進します。

戦略２戦術５

4
04-1-4-04

学校安全ネットワークの推進

「防犯ボランティア」、「子どもひなん所１１０番の家」、「子ども安全協定」、
「ながら見守りボランティア」の登録数を増やし、子どもの見守り活動を推
進します。また、学校安全ネットワーク推進研修会、防犯ボランティア研修
会等を実施し、子どもの見守り体制の強化を図ります。
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コミュニティ・
スクール導入校
数

20校
（令和２年度）

全てのコミュ
ニティ・ス
クール導入希
望校で導入

全ての市立
学校で導入

― ― ―
令和４年度まで
に全ての市立学
校で導入

学校運営協議会委員アン
ケートにおいて、「子ど
もたちの健全育成に向け
た取組が推進されたと思
う」の質問に、「そう思
う」「どちらかと言えば
そう思う」と回答した委
員の割合

― ― ― 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％以上を維持

事業目的 未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、よりよい地域社会の構築に寄与します。

事業内容

コロナ禍により、学校教育、家庭教育及び社会教育それぞれの役割と責任並びに相互協力の重要性が
顕在化したことを踏まえ、学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し連携・協働するコミュニティ・スクー
ルを推進することで、地域全体で子どもたちの成長を支えていく環境を整えます。
・全ての市立学校に学校運営協議会を導入します（令和４年度まで）。
・コミュニティ・スクールに係る研修会を実施します。
・円滑な学校運営協議会の実施を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習振興課

事業 04-1-4-01 コミュニティ・スクールの推進

重点戦略 戦略２戦術５ 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1

 

 

 

「学校での教育に役立
てることができる地域
にある素材や人材を豊
富に知っていますか」
に「そう思う」「やや
そう思う」と回答した
学校の割合

19％
（令和元年度）

30％ 86％ 86％ 86％ 86％
令和７年度まで
86％を維持

事業目的
学校・家庭・地域・行政が連携・協働し、コロナ禍により今後一層予測困難となる社会においても、地域全
体で未来を担う子どもたちをはぐくみます。

事業内容

多様な人々がネットワークを組み、社会総掛かりで子どもをはぐくむために、地域学校協働活動を推進し
ていきます。
・学校と地域の連絡・調整や多様な活動の企画・調整等を担う学校地域連携コーディネーターを配置す
るとともに、スクールサポートネットワーク協議会を開催します。
・校長会や学校地域連携コーディネーター研修会等において、コロナ禍の影響を踏まえた地域学校協働
活動の実践事例を紹介するなど、学校と地域の連携・協働を一層推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習振興課

事業 04-1-4-02 スクールサポートネットワークの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1
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チャレンジスクー
ルに参加して「よ
かった」「どちら
かといえばよかっ
た」と答えた子ど
もの割合

94.8％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
95％以上を維持

事業目的
子どもたちの健全育成における他者との関わりの重要性が、人と人とが関わる機会が制限されるコロナ
禍において再認識されたことを踏まえ、地域社会の中で子どもたちを心豊かで健やかにはぐくみます。

事業内容

土曜日や放課後等に学校などを活用し、地域住民、団体等の参画を得て、子どもたちの自主的な学習
やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の多様な活動を実施するチャレンジスクールを推進し
ます。
・ボランティアスタッフを対象とした研修会を実施します。
・「チャレンジスクール推進事業新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」の更新及び相談体制の強化
等、感染症の流行下においても活動を継続できるよう、各校の実行委員会への支援を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生涯学習振興課

事業 04-1-4-03 チャレンジスクールの充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1

 

 

 

事業 04-1-4-04 学校安全ネットワークの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1

事業課
健康教育課

事業目的 子どもに対する犯罪を防止・軽減し、通学区域の安全性を向上させます。

事業内容

子どもを不審者による犯罪から守るために、PTAや地域の諸団体と連携しながら、多くの人の目で子ども
を見守る「学校安全ネットワーク」を推進し、通学区域全体の安全性を高めていきます。
・「防犯ボランティア」「子どもひなん所１１０番の家」「子ども安全協定」「ながら見守りボランティア」を推進
します。
・「学校安全ネットワーク推進研修会」「防犯ボランティア研修会」等を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ながら見守りボ
ランティアの登
録者数

1,539人増
（令和元年度）
※2,889人
（R2.4.1時点）

500人増 1,000人増 1,000人増 1,000人増 1,000人増
令和７年度まで
に登録者数4,500
人増
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8
公民連携した奨学金制度の拡
充

さいたま市入学準備・奨学金制度について、新たな財源調達の手法を検
討した上で、公民連携による奨学金制度として拡充します。

04-1-5-08

7
学校体育館への空調機設置
の推進

災害時の避難所機能の強化を図るとともに、良好な教育環境を確保する
ため、学校体育館への空調機の設置を推進します。

04-1-5-07

6
04-1-5-06 セーフコミュニティと連携した学

校安全の推進

インターナショナルセーフスクールにおける取組をセーフコミュニティに反映さ
せ、学校安全の更なる推進を図ります。また、セーフコミュニティと連携し、けが
発生状況のデータを基に安全に関する校内研修等を実施することで、けがを
減少させます。さらに、学校安全ネットワーク等を活用し、地域、家庭、関係機
関と連携することで通学区域全体の安全性を高めます。

04-1-5-05
教育環境整備の推進

学校規模の適正化とともに本市の教育水準の向上を図るため、義務教
育学校を始めとした新設校の設置や通学区域の調整等、良好な教育環
境の整備に向けた取組を推進します。また、教育の質の向上とともに持
続可能で機能性・合理性を高めた教育環境の整備を実現します。

1
04-1-5-01

教員の資質能力の向上

主体的に学び続ける教員の資質向上を図るために、「自立」と「協働」をコ
ンセプトに、「さいたま市教員等資質向上指標（キャリアnavi）」を踏まえた
教員の研修の場や機会を提供していきます。また、未来の本市の教員を
養成する研修を充実させていきます。なお、研修の実施に当たっては、新
しい生活様式に合わせて、企画・運営していきます。

4
04-1-5-04 防災教育や交通安全対策の

推進

子どもたちが自らの判断で主体的かつ適切に行動し、自分の身を守る
「自助」、積極的に地域に貢献する「共助」ができるよう防災教育を推進し
ます。また、通学路の安全点検や「自転車運転免許制度」等を実施し、児
童生徒の災害や交通事故等による被害を防止・軽減します。

5

実施計画事業

3
04-1-5-03 学校のリフレッシュ計画及び学

校トイレの洋式化等の推進
学校施設リフレッシュ基本計画に基づいた改修・建替えを実施します。ま
た、洋式トイレを整備します。

2
04-1-5-02

部活動指導員配置の推進

部活動の充実・活性化を行うとともに、学校現場における教員の負担軽
減を図るため、部活動指導員を配置し、指導員単独での部活動指導及び
大会、練習試合等の引率を行うとともに、部活動における実技指導を行
います。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

61％2
地域の学校の「学校施設の安全性・快
適性や、見守り活動などの取組に満足
している」と答えた市民の割合

56.0％
(令和２年度)

59％

1
地域の学校の「教育活動（学校の授
業、学校行事、部活動など）に満足して
いる」と答えた市民の割合

50.4％
(令和２年度)

53％ 56％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

施策 04-1-5

「未来を拓くさいたま教育」推進のための基盤整備

施策マネジメント局 施策マネジメント課

教育委員会 教育政策室
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03-2-1-10
【再掲】
 P13510 スポーツ施設の整備・改修

市民が、年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に利用で
きる施設として利用環境の向上を図り、身近な場所で誰もが気軽にス
ポーツを楽しむことができる場を増やすための取組を行います。

9 小学校35人学級の実現
令和２年度に改正された「公立義務教育諸学校における学級編制及び教
職員定数の標準に関する法律」に基づき、小学校における１学級当たり
の人数を、現行の40人から段階的に35人に引き下げます。

04-1-5-09
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⑴

⑵

⑶

事業 04-1-5-01 教員の資質能力の向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
教育研究所

事業目的 主体的に学び続け、時代のニーズや多様化する教育課題に対応できる教員の育成

事業内容

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

主体的に学び続ける教員の資質向上を図るために、「自立」と「協働」をコンセプトに、「さいたま市教員等
資質向上指標（キャリアnavi）」を踏まえた教員の研修の場や機会を提供していきます。また、未来の本
市の教員を養成する研修を充実させていきます。
・感染症の流行下における学びを保障するとともに、より質の高い学びを提供するため、児童生徒の発
達段階に合わせた、対面とデジタルのベストミックスを図った授業を実現するための研修を実施します。
・教員のキャリアステージに応じて研修の目的を明確化し、研修会を実施します。
・人数や内容に応じて、集合形式、動画配信、ＴＶ会議等の研修形態を工夫して実施します。

研修会実施によ
る資質向上の成
果アンケートで
のＡ評価

92％
（令和元年度）

93％ 93％ 94％ 94％ 95％
令和７年度まで
に95％

⑴

⑵

⑶

事業 04-1-5-02 部活動指導員配置の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
指導１課 高校教育課

事業目的
コロナ禍における部活動の制限により、人間関係の構築や自己肯定感の高まり等の教育的意義ととも
に、地域の人々や社会教育関係団体等との連携の重要性が再確認されたことを踏まえ、部活動の充
実・活性化を行うとともに、学校現場における教員の負担軽減を図ります。

事業内容

教師と外部人材の役割分担・連携の在り方を検討することで、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活
動が持つ教育的効果をさらに高めるとともに、教師が児童生徒としっかりと向き合い、教師本来の業務に専門性を
発揮できるようにすることで、学校組織全体としての総合力を高めます。
・部活動指導員を希望校に配置します。
・指導員単独での部活動指導及び大会、練習試合等の引率を行うとともに、部活動における実技指導を行いま
す。
・「『学校の新しい生活様式における新しい部活動の在り方』に関する方針」に基づき、各学校において実施するよ
う指導します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

「学校の部活動に
参加する主な理
由」で体力技術・
関心・意欲の向上
を選択した生徒の
割合

74.5％
（令和元年度）

76％ 77％ 78％ 79％ 80％
令和７年度まで
に80％

「校務や教材研
究をする時間が
増加した」の肯
定的回答率

91.7％
（令和２年度）

92％ 93％ 94％ 95％ 96％
令和７年度まで
に96％
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事業 04-1-5-03 学校のリフレッシュ計画及び学校トイレの洋式化等の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
学校施設整備課 学校施設管理課 高校教育課

事業目的 安全・安心で持続的な教育環境を確保します。

事業内容

学校の改修・建替え及びトイレ洋式化等を推進します。
・学校施設リフレッシュ基本計画に基づき、感染症の拡大防止にも十分配慮した改修・建替えを実施しま
す。
・トイレ内水栓の自動化等、衛生面に配慮した学校トイレの洋式化に向け、改修工事設計・改修工事を実
施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

学校施設リフ
レッシュ基本計
画に基づいた改
修・建替えに着
手

２校
（令和２年度）

６校 １校 ３校 ８校 ８校

令和７年度まで
の５年間の累計
で26校の改築・
改修工事に着手

市立小・中学校
のトイレ洋式化
率向上

65.5％
（令和元年度）

76.0％ 79.5％ 83.0％ 86.5％ 90.0％
令和７年度まで
に90％

 

 

 
18％減
（令和７年）

令和７年度まで
に18％減

さいたま市の交通
事故件数(小・
中・高等・中等教
育・特別支援学
校)

328人
（令和元年）

６％減
（令和３年）

９％減
（令和４年）

12％減
（令和５年）

15％減
（令和６年）

地震や火事のとき、
どのように避難した
り、身を守ったりす
ればよいか、知らな
いと回答した児童生
徒の人数

1,037人
（令和元年度）

10％減 15％減 20％減 25％減 30％減
令和７年度まで
に30％減

合同点検箇所が
「安全になった」
と答えた学校の割
合

67％
（令和２年度）

70％ 75％ 80％ 85％ 90％
令和７年度まで
に90％

事業目的 防災教育や交通安全対策を推進し、児童生徒の災害や交通事故等による被害を防止・軽減します。

事業内容

子どもたちが自らの判断で主体的かつ適切に行動し、自分の身を守る「自助」、積極的に地域に貢献する「共助」ができるよう防災教育
を推進します。また、通学路の安全点検や「自転車運転免許制度」を実施し、交通安全対策を推進します。
・感染症拡大防止に対応した避難訓練計画例、学習指導案例等で構成された防災教育カリキュラムに基づいた防災教育を推進しま
す。
・通学路の安全点検を学校、保護者と連携し、実施します。改善が必要な箇所は、道路所管等関係機関にて、交通安全対策を講じま
す。
・対策が困難なものは、警察等と合同点検を行い、代替えの安全対策を検討し、実施します。その後、学校にアンケート調査を行い、安
全対策の効果を把握します。
・全ての市立小・中・高等・中等教育学校で「自転車運転免許制度」を実施します。また、感染症拡大防止の観点から、状況に応じて動
画等を活用して実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
健康教育課 学事課

事業 04-1-5-04 防災教育や交通安全対策の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 05-1-1 10-1-2
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⑴

⑵

⑶

事業 04-1-5-05 教育環境整備の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 03-2-1

事業課
教育政策室 学事課 学校施設整備課

指導１課 教職員人事課 特別支援教育室 健康教育課

学校施設管理課

事業目的 学校規模の適正化とともに本市の教育の質の向上を図ります。

事業内容

単なる学習の場ではなく、学びと生活の共同体として、児童生徒に社会の形成者としての資質・能力（協働性・社会性等）を育成するた
め、持続的で魅力ある教育活動を実現できる教育環境整備を推進します。
・義務教育学校を始めとした新設校の設置、通学区域の調整等、良好な教育環境の整備に向けた取組を推進します。
・大和田特定土地区画整理事業地内に確保されている学校用地を活用し、大砂土東小学校及び大谷小学校の過大規模状態を解消す
るために、新設校を建設します。
・武蔵浦和駅周辺地区における学校規模の不均衡による課題の解消と、「さいたま市小・中一貫教育」の更なる推進を図るため、義務
教育学校を建設します。
・水泳授業を民間委託化することなどにより、教育の質の向上とともに、学校プールの活用のあり方を検討し、持続可能で機能性・合理
性を高めた教育環境の整備を実現します。
◆新設大和田地区小学校について、令和４年６月に事業計画の変更を行ったことから、各年度の目標等の見直しを行いました（令和４
年度改定）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

新設大和田地区
小学校の開校

整備手法の検討
（令和２年度）

基本設計 実施設計 実施設計 建設工事 建設工事
令和６年度まで
に建設工事着手

武蔵浦和駅周辺
地区義務教育学
校の開校

― 基本計画 基本設計
・基本設計
・実施設計

実施設計 建設工事
令和７年度まで
に建設工事着手

 

 

 

けが発生状況の
データを基に、安
全に関する校内研
修等を実施した学
校の割合

―
（令和２年度）

60％ 100％ 100％ 100％ 100％
令和７年度まで
100％を維持

全ての市立学校
における児童生
徒のけがの件数
の減少

8,400件
（令和元年度）

１％減少 ２％減少 ３％減少 ４％減少 ５％減少
令和７年度まで
に５％減

事業目的 学校安全の更なる推進を図り、子どものけがを減らします。

事業内容

令和元年にＷＨＯが推奨するセーフコミュニティの国際認証を取得したことを踏まえ、インターナショナル
セーフスクールにおける取組をセーフコミュニティに反映させ、学校安全の更なる推進を図ります。
・セーフコミュニティと連携し、けが発生状況のデータを基に安全に関する校内研修等を実施することで、
けがを減少させます。
・学校安全ネットワークなどを活用し、地域、家庭、関係機関と連携することで通学区域全体の安全性を
高めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
健康教育課

事業 04-1-5-06 セーフコミュニティと連携した学校安全の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

中学校体育館空
調機新規整備

―
実施設計
６校

実施設計
17校
工事６校

実施設計
17校
工事17校

実施設計
16校
工事17校

工事16校

令和７年度まで
に中学校56校の
体育館へ空調機
新規整備

小学校体育館空
調機新規整備

― ―
ＰＦＩ等導
入可能性調
査

ＰＦＩ等導
入可能性調
査

ＰＦＩ等導
入可能性調
査に基づく
整備方針の
検討

整備方針の
決定

令和７年度まで
に整備方針を決
定

事業目的
災害時の避難所機能の強化を図るとともに、良好な教育環境を確保するため、学校体育館への空調機
の設置を推進します。

事業内容
・学校体育館は、児童生徒の学習・生活の重要な場である一方で、災害発生時には地域住民の避難所
としての役割も担うことから、現在空調機が設置されていない小中学校体育館への空調機の設置を進め
てまいります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
学校施設整備課

事業 04-1-5-07 学校体育館への空調機設置の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

⑴

⑵

⑶

事業 04-1-5-08 公民連携した奨学金制度の拡充

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
学事課

事業目的
令和元年９月より、さいたま市入学準備金、奨学金の返還金の一部を免除する制度を開始したところで
すが、さらに利用しやすくするため、制度の拡充を行います。

事業内容
・さいたま市入学準備・奨学金制度について、市民や企業等からの寄附を募るなど、新たな財源調達の
手法を検討した上で、公民連携による奨学金制度として拡充します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

奨学金制度の拡
充

― 制度設計 制度設計
拡充内容の
決定

制度開始 制度継続
令和６年度まで
に新制度による
支援開始
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35人学級実施学
年

― ―
小学校３年
生で実施

小学校４年
生で実施

小学校５年
生で実施

小学校６年
生で実施

令和７年度に小
学校６年生まで
の35人学級実施

事業目的
令和２年度に改正された「公立義務教育諸学校における学級編制及び教職員定数の標準に関する法
律」に基づき、小学校における１学級当たりの人数を、現行の40人から段階的に35人に引き下げます。

事業内容

・令和４年度に小学校３年生、令和５年度に小学校４年生…と段階的に実施し、令和７年度に小学校６年生ま
での35人学級を実現します。
・学級数の増加に伴い、学級担任が必要になるため、教職員の定数も増加します。教育の質の維持及び向上
のため、加配定数の確保が必要となります。
・今後、質の高い教員の確保が課題となるため、教員採用計画の見直しを行い、計画的な確保に努めます。
・学級数が増加する小学校は転用可能な教室等を普通教室に改修します。
・転用可能な教室等の活用では普通教室を確保できない小学校は仮設校舎を設置します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
教職員人事課 教職員給与課 学校施設管理課

教育財務課 指導１課 健康教育課

学校施設整備課

事業 04-1-5-09 小学校35人学級の実現

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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生活衛生と食品の安全
性の向上

05-1-4-01

 
生活衛生関係営業施設の衛生向上

05-1-4-02
食の安全確保の更なる強化

消費者トラブルの拡大
の防止

05-1-3-01

 
消費生活相談の充実

05-1-3-02
消費生活情報発信・啓発の拡充

05-1-1-01 【再掲】
交通安全施設設置の推進

地域と連携した防犯の
推進

05-1-2-01

 
防犯対策の推進

05-1-2-02
犯罪被害者等支援の拡充

交通事故や犯罪の抑制に努め、生活衛生・食品
の安全性の向上に取り組むことで、全ての市民
が安全・安心に暮らせる都市を目指します。

セーフコミュニティの推進
04-1-5-04 【再掲】
防災教育や交通安全対策の推進

09-2-3-06 【再掲】
自転車利用環境の向上

09-2-3-09 【再掲】

第５章　生活安全

安全・安心に暮らせる生活環境の形
成

交通事故の防止

05-1-1-01

第１節  
交通安全施設設置の推進

05-1-1-02

道路の安全性の向上

交通安全教室の実施
＜目指す方向性＞ 05-1-1-03

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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6

09-2-3-09
【再掲】
 P279 道路の安全性の向上

令和３年８月の国の通知を踏まえ、令和４年度からゾーン30プラスとして、これまでの
区域（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を時速30キロメートルにするゾーン30整備
に、国の技術的支援であるビッグデータの活用によるハンプや狭さくなどの物理的デ
バイスの設置を組み合わせた、生活道路内の安全対策を実施します。
また、安全で快適な通行空間を確保するため、歩道整備や交差点改良、踏切改良事
業等を推進していきます。

4

04-1-5-04
【再掲】
 P165

防災教育や交通安全対策の
推進

子どもたちが自らの判断で主体的かつ適切に行動し、自分の身を守る
「自助」、積極的に地域に貢献する「共助」ができるよう防災教育を推進し
ます。また、通学路の安全点検や「自転車運転免許制度」等を実施し、児
童生徒の災害や交通事故等による被害を防止・軽減します。

5

09-2-3-06
【再掲】
 P276 自転車利用環境の向上

「さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に基づき、「人と環
境にやさしい　安全で元気な自転車のまち　さいたま」の実現に向けて、
各施策を実施します。

実施計画事業

3
05-1-1-03

セーフコミュニティの推進
高齢者の安全、子どもの安全、自転車の安全、自殺予防、ＤＶ防止の５つ
の分野で、デジタルや公民連携の資源を活用して事故やケガの効果的な
予防活動につなげていきます。

2
05-1-1-02

交通安全教室の実施

交通事故の発生を防止し、交通安全に対する意識を高めるために、小学
生までの子どもたち及び高齢者を対象とした交通安全教室を実施すると
ともに、様々な周知、啓発を通じ、交通マナーの向上や交通ルールの遵
守の徹底を促進します。

戦略２戦術３

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
05-1-1-01

交通安全施設設置の推進
交通事故防止と防犯のために、市民からの設置要望が多い場所や事故
が起こりやすい場所を中心に、交通事故データを活用し、公衆街路灯及
び道路反射鏡の設置を行います。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 交通事故件数
3,309件

（令和元年）
2,283件

（令和７年）
1,675件

（令和12年）

施策 05-1-1

交通事故の防止

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 市民生活安全課
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⑴

⑵

⑶

道路照明施設
（公衆街路灯）
の設置数

839灯
（令和元年度）

600灯 600灯 600灯 600灯 600灯
令和７年度まで
の５年間で3,000
灯増

道路反射鏡の設
置数

246基
（令和元年度）

250基 250基 250基 250基 250基
令和７年度まで
の５年間で1,250
基増

事業目的 道路環境整備を進め、交通事故や犯罪を防止します。

事業内容

市民からの要望が多い場所や、事故・犯罪が起こりやすい場所を中心に、交通事故データを活用し、交
通安全施設を設置します。
・道路照明施設（公衆街路灯）を設置します。
・道路反射鏡を設置します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
市民生活安全課

事業 05-1-1-01 交通安全施設設置の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 05-1-2

 

 

 
875人
（令和７年）

令和７年度まで
に875人

市内の自転車事
故死傷者数

1,067人
（令和元年）

1,003人
（令和３年）

971人
（令和４年）

939人
（令和５年）

907人
（令和６年）

小学生までの子
ども対象の交通
安全教室受講者
数

21,939人
（令和元年度）

22,200人 22,400人 22,600人 22,800人 23,000人
令和７年度まで
の５年間で
113,000人

高齢者対象の交
通安全教室受講
者数

2,071人
（令和元年度）

2,100人 2,150人 2,200人 2,250人 2,300人
令和７年度まで
の５年間で
11,000人

事業目的 交通安全の意識を高め、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を目指します。

事業内容

さいたま市交通教育指導員による交通安全教室を実施します。
・市立小学校で、模擬道路による安全な道路横断の実技を行うほか、安全な自転車の乗り方などを教えます。
・幼稚園及び保育園で、模擬道路による安全な道路横断の実技等を行います。
・高齢者に判断能力や運動機能の低下を認識してもらい、それに応じた歩行や自転車の乗り方などを教えます。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、対面以外の方法として年代に合わせた交通安全動画の作成、公
開、貸出を実施します。
・事故データを活用し、地域の実情に即した講話を交通安全教室のカリキュラムに取り入れます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
市民生活安全課

事業 05-1-1-02 交通安全教室の実施

重点戦略 戦略２戦術３ 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

交通事故搬送件
数（救急搬送
データ）

交通事故搬送件
数4,934件
（平成30年）

4,910件
（令和２年）

4,890件
（令和３年）

4,865件
（令和４年）

4,835件
（令和５年）

4,800件
（令和６年）

令和７年度まで
に4,800件

セーフコミュニ
ティの手法を生
かした取組数

― 検討 ３事業 ６事業 ９事業 12事業
令和７年度まで
に12事業

事業目的 「住みたいまち・住み続けたいまち」と市民が思える安全・安心な都市の実現を目指します。

事業内容

認証取得までに確立した、市民（団体）との協働で、データに基づきケガや事故の予防に取り組むとい
う、セーフコミュニティの手法を、５つの分野（高齢者の安全、子どもの安全、自転車の安全、自殺予防、
ＤＶ防止）以外へも広げます。
また、各局区が保有しているデジタルや公民連携の資源を活用し行っている事業に生かしていくことで、
事故やケガの効果的な予防活動につなげていきます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
危機管理課

事業 05-1-1-03 セーフコミュニティの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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実施計画事業

3

05-1-1-01
【再掲】
 P173 交通安全施設設置の推進

交通事故防止と防犯のために、市民からの設置要望が多い場所や事故
が起こりやすい場所を中心に、交通事故データを活用し、公衆街路灯及
び道路反射鏡の設置を行います。

2
05-1-2-02

犯罪被害者等支援の拡充
安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するため、市民、事業者、関係
機関等との連携の下、広報啓発活動を通じて犯罪被害者等に対する意
識の向上を図るとともに、犯罪被害者等に対する相談及び支援をします。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
05-1-2-01

防犯対策の推進

安心して暮らせる安全なまちづくりを推進するため、市民、事業者、警察
等関係機関との連携の下、広報啓発活動を通じて、特殊詐欺被害防止を
始めとした地域における防犯・暴力排除意識の向上を図るとともに、自主
防犯活動の支援や暴力排除活動等を推進します。

戦略２戦術３

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 刑法犯認知件数
10,084件

(令和元年)
8,340件

(令和７年)
6,750件

(令和12年)

施策 05-1-2

地域と連携した防犯の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 市民生活安全課
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⑴

⑵

⑶

街頭犯罪件数
4,219件
（令和元年）

4,130件
（令和３年）

3,990件
（令和４年）

3,850件
（令和５年）

3,630件
（令和６年）

3,400件
（令和７年）

令和７年度まで
に3,400件

街頭防犯カメラ
の駅前広場等へ
の設置

10台
（令和２年度）

利活用等の
現状把握

効果的な設
置場所・利
活用方策等
を検討

設置２駅 設置２駅
設置・更新
２駅

令和７年度まで
に設置・更新６
駅

事業目的 犯罪のない、安心して暮らせる安全なまちづくりを目指します。

事業内容

市民、事業者、警察等関係機関との連携の下、広報啓発活動を通じて、特殊詐欺被害防止を始めとした市民の防犯や暴力排除意識
の向上を図ります。
・地域防犯活動助成金及び地域防犯カメラ助成金等、地域における自主防犯活動の支援や暴力排除活動を推進し、自主防犯活動団
体への表彰を実施します。
・犯罪統計データを効率的に防犯活動の推進に活用するとともに、定期的にホームページなどで発信することで、自主防犯活動の活性
化につなげます。
・主要な駅前広場等に街頭防犯カメラの設置を進めます。
・次期さいたま市防犯のまちづくり推進計画を策定します（令和５年度）。
・安全で安心な市民生活を確保するために、警察機関との協議・連携等を行うとともに、条例など様々な取組により繁華街における客
引き行為等の迷惑行為のないまちづくりを進めます。
・大宮警察署の移転に伴い、市北部地域の治安を確保するために、現況を把握しつつ、警察施設の誘致に向けた取組等を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
市民生活安全課

事業 05-1-2-01 防犯対策の推進

重点戦略 戦略２戦術３ 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

犯罪被害者等支
援の理解度

― 70％ 75％ 80％ 85％ 90％
令和７年度まで
に90％

事業目的 犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を目指します。

事業内容
犯罪被害者等に対する意識の向上を図るとともに、相談及び支援を行います。
・市民、事業者、関係機関等と連携します。
・広報啓発活動を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
市民生活安全課

事業 05-1-2-02 犯罪被害者等支援の拡充

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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実施計画事業

2
05-1-3-02 消費生活情報発信・啓発の拡

充
消費者被害を防ぐために、ホームページや出前講座など様々な方法で情
報を発信し啓発を行います。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
05-1-3-01

消費生活相談の充実
消費者被害の拡大防止のため、消費生活相談員による相談を行い、内
容により助言、あっせん、他機関紹介等の対応を行います。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
消費者トラブル対策が充実していると
感じている市民の割合

39.3％
(令和２年度)

55％ 70％

施策 05-1-3

消費者トラブルの拡大の防止

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 消費生活総合センター
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⑴

⑵

⑶

事業 05-1-3-01 消費生活相談の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
消費生活総合センター

事業目的 安全・安心な消費生活の確保のための消費生活相談の充実を目指します。

事業内容

消費者被害の拡大防止のため消費生活相談員による相談を行います。
・衣食住等消費生活全般や感染症拡大に便乗した悪質商法を始めとした苦情やトラブル相談を実施し、
相談内容により、助言、あっせん、他機関の紹介等の対応を行います。
・若年者及び高齢者に対する特別相談を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

あっせんによる
解決率

92％
(令和元年度)

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

 

 

 

消費生活相談員が
講師をした出前講
座で「とても役に
立った」「役に
立った」と回答し
た参加者の割合

91％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
95％を達成・維
持

事業目的 安全・安心な消費生活の確保のための消費生活情報発信・啓発の拡充を目指します。

事業内容

消費者被害を未然に防ぐため、様々な手段により情報発信・啓発を行います。
・出前講座を実施します。
・市民向けセミナーを開催します。
・消費生活展を開催します。
・啓発動画ＣＭによる発信を行います。
・消費生活情報紙の発行を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
消費生活総合センター

事業 05-1-3-02 消費生活情報発信・啓発の拡充

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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※

施策 05-1-4

生活衛生と食品の安全性の向上

施策マネジメント局 施策マネジメント課

保健衛生局 生活衛生課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
衛生施設等（※）に関して満足している
市民の割合

88.1％
(令和２年度)

90％ 90％

実施計画事業

2
05-1-4-02

食の安全確保の更なる強化

「さいたま市食の安全基本方針」に基づき、消費者、食品等事業者、生産
者等に対して、食品の安全に関する情報提供を行うとともに、意見交換会
等の開催により正しい知識の普及啓発を行います。
また、ＩＳＯ１７０２５に基づく検査の精度管理等、食品の検査体制の整備
により市民が安心できる食生活を確保します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
05-1-4-01 生活衛生関係営業施設の衛

生向上

年度ごとに策定する監視指導計画等に基づく生活衛生関係営業施設の
監視指導を行うとともに、衛生講習会や広報活動による情報提供によっ
て、正しい知識の普及啓発を行い、生活衛生関係営業施設の衛生を向
上します。

生活衛生関係営業施設及び食品関連施設を指します。

-180-



⑴

⑵

⑶

公衆浴場等で重
要項目が全て適
となった延べ施
設数

30施設
（令和元年度）

32施設 34施設 36施設 38施設 40施設
令和７年度まで
に40施設

衛生講習会の理
解度

― 66％ 67％ 68％ 69％ 70％
令和７年度まで
に70％

事業目的 生活衛生関係営業施設を利用する市民の安心を確保します。

事業内容
年度ごとに策定する「監視指導計画」等に基づいて、衛生等の正しい知識の普及啓発を行います。
・生活衛生関係営業施設の監視指導を行います。
・施設管理者、従事者を対象とした衛生講習会を開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生活衛生課 環境薬事課

事業 05-1-4-01 生活衛生関係営業施設の衛生向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

※国際標準化機構（ＩＳＯ）が特定の種類の試験（機械・物理試験、化学試験、食品試験等）を実施する試験所の技術的能力を証明する国際規格

食品の安全性等
に関する情報の
理解度

― 71％ 76％ 81％ 86％ 91％
令和７年度まで
に91％

外部機関による
ＩＳＯ１７０２
５運用状況の審
査件数

０件
（令和元年度）

１件 １件 １件 １件 １件
令和７年度まで
の５年間で５件

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 05-1-4-02 食の安全確保の更なる強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業目的 市民が安心できる食生活を確保します。

事業内容
・「さいたま市食の安全基本方針」に基づき、消費者、食品等事業者、生産者等に対して、食品の安全に
関する情報提供を行うとともに、意見交換会等の開催により正しい知識の普及啓発を行います。
・ＩＳＯ１７０２５（※）に基づく検査の精度管理等、食品の検査体制の整備を行います。

事業課
生活衛生課 生活科学課
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10-1-3-08 【再掲】
救急ワークステーションの活用による救護体制の強化

誰もが安心して暮らすことができるよう地域医
療体制の充実を図ります。

特別支援教育の推進
09-2-3-03 【再掲】
公共交通のバリアフリー化推進

06-2-2-04

応急手当の普及啓発

03-2-1-05

※03-2-1-03及び03-2-1-08に統合（R5改定）

03-2-1-10 【再掲】
スポーツ施設の整備・改修

04-1-2-05 【再掲】

＜目指す方向性＞ 10-1-3-06 【再掲】

第３節  
地域医療体制の充実

06-3-1-02

06-2-2-05
ケアラー支援条例の制定とヤングケアラーの支援の強化

【再掲】
東京２０２０大会に向けた気運醸成

障害者の移動支援体制の充実
06-2-1-07

安心して暮らせる地域医療体制の実現
市民が安全・安心に暮
らせる医療体制の充実

06-3-1-01

安定した地域生活に向けた居住支援の推進

06-2-2-02
生活困窮者の経済的自立に向けた就労支援

06-2-2-03
子どもに対する学習機会と居場所の提供

その人の状況に合わせ
た支援が受けられる仕
組みづくり

06-2-2-01

 
包括的な支援体制の構築

障害者の就労機会の創出

感染症対策の充実

06-2-1-08
だれもが住みよい福祉のまちづくりの推進

06-2-1-09
精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築

第２節
ノーマライゼーションの更なる普及・啓発

06-2-1-02
障害者の権利の擁護の推進

誰もが権利の主体とし
て、お互いの権利を尊
重し、安心して暮らし
ていける地域共生社会
の実現

 

06-2-1-04

誰もが自分らしく暮らせる地域共生社
会の実現

06-2-1-01

＜目指す方向性＞ 06-2-1-03

一人ひとりが持つ、その個性が互いに尊重さ
れ、自らが主体性を持ちながら社会と関わり合
い、自立した生活を安心して送ることができる
地域共生社会を目指します。

障害者福祉施設等の拡充

障害者の相談支援体制の強化
06-2-1-05
発達障害者支援の充実

介護人材の確保
03-1-1-03 【再掲】

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

06-1-1-05
認知症の人にやさしい地域づくりの推進

06-1-1-06
介護サービス基盤の整備

第６章　福祉

誰もが生き生きと長生きして暮らせる
地域共生社会の実現

可能な限り住み慣れた
地域で自分らしく暮ら
すことができる環境づ
くり

06-1-1-01

第１節  
介護予防の推進

06-1-1-02
セカンドライフの充実

＜目指す方向性＞ 06-1-1-03

市民一人ひとりが生涯現役で活躍するととも
に、住み慣れた地域で健康に暮らせる環境を作
ることで、誰もが生き生きと長生きして暮らせ
る地域共生社会の実現を目指します。

東楽園の再整備
06-1-1-04

地域の支え合いによる高齢者の生活支援

06-1-1-07

06-2-1-06

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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施策 06-1-1

可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができ
る環境づくり

施策マネジメント局 施策マネジメント課

福祉局 高齢福祉課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 75歳～79歳の介護認定率
12.5％

(令和元年度)
12.0％ 11.0％

82.0％2 介護認定者の維持・軽度化した割合
76.6％

(令和元年度)
79.0％

実施計画事業

3
06-1-1-03

東楽園の再整備
現在の東楽園とは別敷地に、サーマルエネルギーセンターの余熱を利用
した新たな老人福祉センターを整備します。

2
06-1-1-02

セカンドライフの充実

ボランティア、就労、生涯学習等の活動に関する相談・情報提供窓口であ
る「セカンドライフ支援センター」を運営するとともに、登録団体等で健康
づくりなどの活動をした高齢者に対し「シルバーポイント（長寿応援ポイン
ト）」を付与し、市内外にある公共施設等が無料又は割引料金で利用でき
る「アクティブチケット」を交付します。戦略２戦術１

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
06-1-1-01

介護予防の推進
高齢者を対象とした介護予防に関する教室や講座を開催するとともに、
高齢者が身近な場所で、自発的に、継続して運動を続けることができる
地域づくりの支援を行います。

戦略２戦術１

6
06-1-1-06

介護サービス基盤の整備

施設サービス・居住系サービスの持続性を高めるため、需要に応じた施
設整備を助成し、老朽化した施設等の修繕を支援します。また、有料老
人ホーム入居者の居住の安定を確保するため、適切な指導・監督を行い
ます。

03-1-1-03
【再掲】
 P124

4
06-1-1-04 地域の支え合いによる高齢者

の生活支援
高齢者によるボランティア活動や地域住民等による見守り等の支え合い
活動の促進を図り、高齢者の暮らしをサポートできる環境を整えます。

5
06-1-1-05 認知症の人にやさしい地域づ

くりの推進

地域において認知症の人やその家族を支援する認知症サポーターの養
成や、認知症の早期診断・早期対応を目的とするもの忘れ検診や認知症
初期集中支援チームによる支援を行います。

7
06-1-1-07

介護人材の確保
これから介護職に就く人を対象として、介護職のイメージアップを図るとと
もに、介護サービス事業所等に対し、人材の定着を支援します。

高齢者の保健事業と介護予防
の一体的実施の推進

・医療・介護のデータから地域の健康課題を把握し、保健事業や介護予
防を一体的に実施します。
・必要な医療・介護サービスにつなげるための、受診勧奨や介護予防事
業への参加勧奨を実施します。

戦略１戦術２

8
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「通いの場」へ
の高齢者の参加
者数

5,978人
（令和元年度）

6,800人 15,000人 18,000人 19,000人 20,000人
令和７年度まで
に20,000人

いきいきサポー
ター養成講座参加
者が講座内容につ
いて「とても満
足」と回答した割
合

39％
（令和元年度）

41％ 55％ 56％ 58％ 60％
令和７年度まで
に60％

事業目的
一般介護予防事業として転倒予防に向けた筋力トレーニングなどに加え、社会活動への参加、生きがい
づくりといった要素にもバランスよく働きかけ効果的な介護予防を図ることを目的とします。

事業内容

・高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく介護予防の取組を推進します。
・通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推
進します。
・高齢者を対象とした「ますます元気教室」や「いきいきサポーター養成講座」等の介護予防に関する教室や講座を、公
民館等様々な場所で開催するとともに、外出できない高齢者へ向けて、体操動画の配信等の介護予防の普及啓発を
行います。
・関係団体と協力し専門職の派遣等を行うことにより、高齢者が身近な場所で、自発的に、継続して運動を続けることが
できる地域づくりの支援を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
いきいき長寿推進課

事業 06-1-1-01 介護予防の推進

重点戦略 戦略２戦術１ 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

事業 06-1-1-02 セカンドライフの充実

重点戦略 戦略２戦術１ 他施策への貢献（再掲先） 04-1-3 11-1-4

事業課
高齢福祉課

事業目的
外出機会の創出及び外出先における余暇活動を通じた高齢者の健康づくり、介護予防及び生活の充実
を図ります。

事業内容

・ボランティア、就労、生涯学習等の活動に関する相談・情報提供窓口である「セカンドライフ支援センター」を運営しま
す。
・登録団体等で健康づくりなどの活動をした高齢者に「シルバーポイント（長寿応援ポイント）」を付与します。
・市内外にある公共施設等が無料又は割引料金で利用できる「アクティブチケット」を交付するとともに、割引等の特典
が受けられる「シルバー元気応援ショップ」の協賛店を拡大します。
・高齢者の方の生涯学習の一環として、「さいたま市シニアユニバーシティ」やスマートフォン教室を実施します。
・「シルバー人材センター」の運営を支援します。
・「宝来グラウンド・ゴルフ場」の利用を促進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

セカンドライフ
支援センターに
おける相談件数

755件
（令和元年度）

1,260件 1,290件 1,320件 1,360件 1,400件
令和７年度まで
に1,400件

シルバーポイン
ト（長寿応援ポ
イント）登録者
数

37,816人
（令和元年度）

40,000人 41,000人 42,000人 43,000人 44,000人
令和７年度まで
に44,000人

94％
令和７年度まで
94％を維持

シニアユニバーシ
ティの講座参加者
が講座内容につい
て｢とても満足｣｢
満足｣と回答した
割合

72.1％
（令和元年度）

78％ 94％ 94％ 94％
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事業 06-1-1-03 東楽園の再整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
高齢福祉課

事業目的
サーマルエネルギーセンターの余熱の有効利用を図り、本市が直面する超高齢社会の中で、老人福祉
センターの機能を維持しつつ、市民の健康寿命の延伸、生きがいづくりや教養の向上、地域コミュニティ
の活性化に寄与します。

事業内容
・現在の東楽園とは別敷地に、サーマルエネルギーセンターの余熱を利用した新たな老人福祉センター
を整備します。
・既存施設を解体します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

再整備の進捗度
建築基本設計完了
造成実施設計着手
（令和２年度）

建築実施
設計着手

造成工事・
建築工事着
手

造成工事
完了

建築工事
完了

既存施設
解体工事
着手

令和６年度中に
新施設供用開始

 

 

 12,600人
令和７年度まで
に12,600人

シルバーポイン
ト（いきいきボ
ランティアポイ
ント）登録者数

10,740人
（令和元年度）

11,200人 11,500人 11,800人 12,200人

地域包括支援セ
ンターの認知度

54％
（令和元年度）

56％ 58％ 60％ 62％ 65％
令和７年度まで
に65％

高齢者見守りの
活動者数

3,808人
（令和元年度）

4,000人 4,500人 6,200人 6,250人 6,300人
令和７年度まで
に6,300人

事業目的 高齢者を含む地域住民等が、高齢者の暮らしをサポートできる環境を整えます。

事業内容

・「地域包括支援センター（シニアサポートセンター）」を運営し、総合相談業務や地域の関係者のネット
ワーク構築など、地域づくりの取組を行うとともに、地域における介護者支援の取組を行います。
・地域支え合い推進員（生活支援コーディネーター）に対する研修を実施します。
・地域の担い手を養成します。
・見守り活動など、地域の助け合い活動を支援します。
・「シルバーポイント（いきいきボランティアポイント）」を付与します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
高齢福祉課 いきいき長寿推進課

事業 06-1-1-04 地域の支え合いによる高齢者の生活支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1
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 300件
令和７年度まで
の３年間で700件

企業・団体等登
録件数（チーム
オレンジ）

― ―

構築に向け
た課題整
理、スキー
ム検討

100件 300件

認知症サポー
ターの養成数

8,391人
（令和元年度）

8,800人 8,900人 9,000人 9,100人 9,200人
令和７年度まで
の５年間の累計
で45,000人

認知症サポーター
ステップアップ講
座の参加者が「と
ても満足」「満
足」と回答した割
合

― 82％ 93％ 93％ 93％ 93％
令和７年度まで
93％を維持

事業目的
認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることが
できるよう支援を行います。

事業内容

「さいたまいきいき長寿応援プラン2023」の認知症施策推進計画に沿って、地域において認知症の人やその家族を支援する認
知症サポーターの養成や、認知症の早期診断・早期対応を目的とするもの忘れ検診や認知症初期集中支援チームによる支
援等の認知症施策を総合的かつ計画的に推進します。
・認知症疾患医療センターを運営します。
・認知症サポーターを養成し、ステップアップ講座を実施します。
・認知症の人が社会参加できる居場所づくりや、認知症についての理解や支援を行う企業・団体等の登録制度の創設など、共
生のまちづくりの取組となる「チームオレンジ」の構築を推進します。
・医療・介護従事者向けの研修を実施します。
・もの忘れ検診を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
いきいき長寿推進課

事業 06-1-1-05 認知症の人にやさしい地域づくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

事業 06-1-1-06 介護サービス基盤の整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
介護保険課

事業目的
施設サービス、居住系サービス等の適正数を確保するとともに、有料老人ホームの質の向上を図りま
す。

事業内容

・施設サービス・居住系サービス等のうち、必要性が高く感染症や災害等に配慮した施設等の整備を推進しま
す。
・24時間訪問介護サービスの普及を促進するため、ケアマネジャー等への周知を行います。
・開設から相当の年数を経過した介護保険施設に対し、老朽化した施設等の修繕を支援します。
・有料老人ホームの職員の配置、事業の運営、サービス、利用料、契約内容、情報開示等が適切なものとなっ
ているかどうか立入調査を行います。また、指導事例、制度内容等を周知するため集団指導を行います。
・新型コロナウイルス感染症等の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできる限り小さくし、必要
な介護サービスを継続して提供できるよう支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

介護保険施設等
の公募数に対す
る採択数の割合

74.4％
（令和元年度）

78％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

有料老人ホーム
の立入検査数

12件
（令和元年度）

45件 45件 45件 45件 45件
令和７年度まで
の５年間で225件
実施
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事業 06-1-1-07 介護人材の確保

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
介護保険課

事業目的
介護事業所のイメージアップ及び介護職員のモチベーション向上を通じ、介護従事者の確保を図るととも
にＩＣＴなどの積極的な導入の推進を図ります。

事業内容

・介護職員処遇改善加算等の取得について、事業者への啓発を推進します。
・介護サービス事業所等に対し、人材の定着を支援します。
・介護人材のイメージアップを図るため、市民に啓発を行います。
・要介護状態の改善や維持など、適切なケアを行う事業所等を表彰するとともに事例を発表します。
・事業所の具体的取組をわかりやすく紹介する好事例集を作成し、介護事業所や市民を対象に周知します。
・ＩＣＴなどの積極的な導入の推進について方策を検討し、実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

介護職員等特定
処遇改善加算を
算定している事
業所数の割合

72.2％
（令和元年度）

78％ 81％ 84％ 87％ 90％
令和７年度まで
に90％を達成
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施策 06-2-1

誰もが権利の主体として、お互いの権利を尊重し、安心し
て暮らしていける地域共生社会の実現

施策マネジメント局 施策マネジメント課

福祉局 障害政策課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
「地域の中で障害のある人もない人も
互いに理解し支えあっていると感じる」
と答えた市民の割合

57.9％
（令和２年度）

64％ 72％

80％2
「自らが望む形で生活できている」と答
えた障害者等の割合

69.0％
（令和元年度）

75％

実施計画事業

3
06-2-1-03

障害者福祉施設等の拡充
グループホームや障害福祉サービス事業所等を整備する法人に対し、そ
の費用の一部を補助することにより、整備を促進します。

2
06-2-1-02

障害者の権利の擁護の推進

障害者への差別の解消や虐待を防止するために、障害福祉サービス事
業の職員等を対象にした研修や合理的配慮の提供を促進するための取
組を実施します。
また、緊急に分離保護が必要な障害者を施設で保護します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
06-2-1-01 ノーマライゼーションの更なる

普及・啓発

市民に「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関
する条例」の理念を広く普及するため、ノーマライゼーションカップ、「障害
者週間」市民のつどいなどの啓発イベントの開催や各種イベントにて啓発
物を配布します。

戦略２戦術５

6
06-2-1-06 障害者の移動支援体制の充

実

外出が困難な障害者に対して、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活
動等、社会参加のための外出の際にヘルパーが付き添うサービスを提
供します。

4
06-2-1-04 障害者の相談支援体制の強

化

障害者の生活全般に係る相談支援体制の強化を図るために、基幹相談
支援センターを整備するとともに、自立支援協議会（地域協議会）を活用
し、個別の支援課題から抽出した地域の支援課題への対応を検討しま
す。

5
06-2-1-05

発達障害者支援の充実

既存の社会資源につながりにくく、社会から孤立しがちな発達障害当事
者を支援するために、障害特性に配慮した「居場所」や「日中体験活動の
場」を提供します。また、二次障害を予防し、その人らしい社会参加の実
現を図るために、発達障害及びその疑いのある学生、家族、支援者等を
対象としたキャリア形成に関する講座を実施します。

7
06-2-1-07

障害者の就労機会の創出

障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるように、新規に
雇用を始める企業を開拓し働く場を増やします。また、ハローワークなど
の関係機関と連携し、一般の求人以外に超短時間勤務や在宅就労の雇
用を進める企業の把握にも努め、就職を支援するとともに、就職後のジョ
ブコーチによる定着支援等を実施します。戦略２戦術２
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06-2-1-08 だれもが住みよい福祉のまち
づくりの推進

「心のバリアフリー」を啓発するための取組として、障害のある方や福祉
関係団体等の協力を得て、市内の小中学校において福祉のまちづくりを
地域ぐるみで学び合う「さいたま市福祉のまちづくりモデル地区推進事
業」を実施します。

10
東京２０２０大会に向けた気運
醸成

東京２０２０大会への気運醸成を図るとともに、本市がサッカー、バスケットボール競
技の会場であることの周知を目的に、さいたまスポーツフェスティバルを、オリンピッ
ク・パラリンピック競技種目の体験を中心とした内容で開催します。
◆当事業については、令和５年度から「03-2-1-03　アーバンスポーツの活性化」及び
「03-2-1-08　「さいたまスポーツシューレ」の活用推進」に統合します。

9
精神障害者を支える地域包括
ケアシステムの構築

精神障害者を支える地域包括ケアシステム構築のため、保健、医療、福
祉等の関係機関による連携を図ります。また、多職種で協働しての訪問
支援（アウトリーチ）事業を実施します。

8

06-2-1-09

03-2-1-05
【再掲】
 P132

12 特別支援教育の推進

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、障害に応じた特別の指
導を受けられるように小・中学校における発達障害・情緒障害通級指導
教室の新設・増設を実施します。また、知的障害児の特別支援学校等に
係る教育環境の充実を図ります。

13
公共交通のバリアフリー化推
進

高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図るために、事業者と連携し、市
内の公共交通のバリアフリー化を目指します。

11 スポーツ施設の整備・改修
市民が、年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、安全・安心に利用で
きる施設として利用環境の向上を図り、身近な場所で誰もが気軽にス
ポーツを楽しむことができる場を増やすための取組を行います。

03-2-1-10
【再掲】
 P135

04-1-2-05
【再掲】
 P148

09-2-3-03
【再掲】
 P275
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⑴

⑵

⑶

各種啓発イベン
トの参加者数

2,691人
（令和元年度）

2,800人 2,900人 3,000人 3,100人 3,200人
令和７年度まで
に延べ15,000人

参加者アンケート
による障害につい
て理解が深まった
と回答する方の割
合

87.6％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

事業目的 障害のある人もない人も共に安心して地域社会で暮らすことができるようにします。

事業内容

・障害者の権利の擁護及び障害者に対する市民の理解を深めるために、ノーマライゼーションカップ、
「障害者週間」市民のつどいなどの啓発イベントを開催します。
・親子で参加できるイベントの企画や、内容の更なる充実を図り、より多くの子どもたちがノーマライゼー
ションの理念に触れることができるようにします。
・教育委員会と連携し、市内小学校で「さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関
する条例」簡明版冊子の配布等を実施し、障害者に対する理解を深めるとともに、ノーマライゼーション
の理念の普及啓発を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
障害政策課

事業 06-2-1-01 ノーマライゼーションの更なる普及・啓発

重点戦略 戦略２戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 06-2-1-02 障害者の権利の擁護の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
障害福祉課 障害政策課

事業目的
障害のあるなしに関係なく、自らの主体性をもって安心した生活を送ることができる地域社会を目指しま
す。

事業内容

・障害のある方が、自らの主体性をもって安心した生活を送ることができるよう、民間事業所等に対し、障
害者への差別の解消や合理的配慮を推進するための取組を実施するとともに、障害福祉サービス事業
所等を対象とした、障害者への差別の解消、虐待の防止に関する研修を実施します。
・虐待により緊急に分離保護が必要な障害者の保護及び身の安全確保を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

差別の解消等の研
修アンケートにお
いて「役に立っ
た」と回答した事
業所職員の割合

― 70％ 75％ 80％ 85％ 90％
令和７年度まで
に90％

虐待防止研修アン
ケートにおいて
「役に立った」と
回答した事業所職
員の割合

― 70％ 75％ 80％ 85％ 90％
令和７年度まで
に90％

100％
令和７年度まで
100％を維持

保護が必要な虐
待事案の保護率

100％
（令和元年度）

100％ 100％ 100％ 100％
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事業 06-2-1-03 障害者福祉施設等の拡充

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
障害政策課

事業目的
障害者が自ら選択した地域で安心して生活をするために、グループホームや障害福祉サービス事業所
等を整備する必要があります。

事業内容

・国庫補助金を活用し、グループホーム及び障害福祉サービス事業所等の民間整備を促進します。特に、入所施
設や精神病院から地域生活を希望する方や、医療的ケアや強度行動障害などの重度障害者を受け入れるグルー
プホームや生活介護事業所の民間整備を優先して進めます。
・不動産会社等と連携して、マンションなどの空き部屋や空き地を活用したグループホームの整備の支援を行いま
す。
・障害者（児）の安全・安心を確保するため、国庫補助金を活用し、施設等の防犯・防災対策の整備を行います。
・国庫補助金を活用した感染症対策について周知、活用を図りながら、感染症対策に配慮した施設整備に取り組
みます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

グループホーム
の定員数

617人
（令和元年度）

900人 1,010人 1,400人 1,600人 1,800人
令和７年度まで
に1,800人

国庫補助金を活
用した障害福祉
サービス事業所
等の整備人数

20人
（令和元年度）

40人 40人 40人 40人 40人
令和７年度まで
の５年間で200人

 

 

 

基幹相談支援セ
ンターの設置

３ヶ所
（令和２年度）

追加１区 追加１区 追加１区 追加２区 追加２区
令和７年度まで
の５年間で７区
設置

地域協議会の設
置

１区
（令和元年度）

追加１区 追加１区 追加１区 追加２区 追加２区
令和７年度まで
の５年間で７区
設置

事業目的
関係機関の連携強化を図ることにより、障害者やその家族が、その人の実情に合った的確な情報の提
供や相談を、身近なところで気軽に受けることができる地域社会を目指します。

事業内容

・令和７年度までに、基幹相談支援センターを10区に設置します。
・令和７年度までに、地域協議会を10区に設置します。
・相談支援事業者に対する専門的指導・助言や研修の実施及び関係機関との連携強化等により、障害
者や家族等の相談支援体制を強化します。
・地域の支援課題を抽出し、関係機関との情報共有や解決に向けた取組を進めます。
・高次脳機能障害に関する専門的相談や研修の実施等により、当事者や家族等への相談支援体制の
充実を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
障害福祉課 障害者更生相談センター

事業 06-2-1-04 障害者の相談支援体制の強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 06-2-1-05 発達障害者支援の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
障害者総合支援センター

事業目的
発達障害者に対する支援体制を強化し、二次障害の予防・軽減に努め、その人らしい地域生活の実現
を目指します。

事業内容

・発達障害者支援センターに継続相談中の当事者に対し、個々の特性に配慮した「居場所」や「日中体
験活動の場」を提供することで、社会からの孤立化を防ぎ、その人らしい社会参加の実現に向け支援し
ていきます。
・学生向けキャリア形成支援事業の一環として、支援の薄い学生や若年層当事者、家族、支援者を対象
とした講座を実施し、様々な社会参加のための情報を提供することで二次障害の予防・軽減を目指しま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

発達障害者社会
参加事業の取組
を継続活用でき
た人の割合

67％
（令和元年度）

67％ 70％ 70％ 72％ 72％
令和７年度まで
に72％

学生向けキャリア
形成支援事業支援
者向け講座で、内
容が理解できたと
回答した支援者の
割合

90.6％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

 

 

 

移動支援事業所
の整備

165事業所
(令和２年３月時
点)

２事業所増 ２事業所増 ２事業所増 ２事業所増 ２事業所増
令和７年度まで
の５年間で10事
業所増

事業目的 外出が困難な障害者（児）の社会参加を促進します。

事業内容
・社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加の為の外出の際にヘルパーが付き添うサービ
スを提供します。
・移動支援事業所を整備します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
障害福祉課

事業 06-2-1-06 障害者の移動支援体制の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

⑷

※ソーシャルファーム（わーくはぴねす農園さいたま岩槻）54人分除く

事業 06-2-1-07 障害者の就労機会の創出

重点戦略 戦略２戦術２ 他施策への貢献（再掲先） 11-1-4

事業課
障害者総合支援センター 障害政策課 障害福祉課

事業目的 障害者を雇用する企業を開拓し、障害特性に応じた職場への就職と定着を図ります。

事業内容

・新規に障害者を雇用する企業開拓を行います。
・障害者の就労相談及び各種講座を実施します。
・ジョブコーチの職場派遣による定着支援を実施します。
・就労体験を希望する障害者を受入協力企業で実習を行います。
・障害者就労施設等からの優先調達を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

企業開拓によ
り、事業者が新
規に障害者雇用
を始めた件数

０件
（令和元年度）

１件 １件 ２件 ２件 ２件
令和７年度まで
の５年間で８件

障害者総合支援
センター登録者
の就労増員数
（在宅就労含
む）

70人（※）
（令和元年度）

90人 91人 92人 93人 94人
令和７年度まで
の５年間で460人

49件
令和７年度まで
の５年間で235件

障害者就労施設
等からの調達件
数

205件
（令和元年度）

225件 230件 235件 240件 245件
令和７年度に245
件

受入協力企業で
の実習件数

39件
（令和元年度）

45件 46件 47件 48件
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モデル地区推進
事業参加者アン
ケートによる
「理解度」

96％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

事業目的 誰もが心豊かに暮らすことができる、ソフト・ハードの両面のバリアフリー化を進めます。

事業内容
・「心のバリアフリー」を啓発するための取組として、障害のある方や福祉関係団体等の協力を得て、市
内の小中学校において福祉のまちづくりを地域ぐるみで学び合う「さいたま市福祉のまちづくりモデル地
区推進事業」を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
福祉総務課

事業 06-2-1-08 だれもが住みよい福祉のまちづくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 09-2-2

 

 

 

訪問支援（アウ
トリーチ）実施
区

２区で実施
（令和２年度）

４区 ６区 ８区 10区

10区
課題整理と
今後の方向
性の検討

令和７年度まで
に10区で実施を
達成し、課題整
理と今後の方向
性を検討

事業目的
精神障害の程度に関わらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害者を支える地
域包括ケアシステムの構築を図ります。

事業内容

・地域包括ケアシステムの構築にあたり、障害福祉、医療、介護、住まい等を包括的に提供することや、
精神障害者の家族に対する支援の充実が実現できるよう、地域自立支援協議会にて協議します。
・精神科医療機関、障害福祉サービスや介護保険の地域援助事業者等との重層的な連携による支援体
制の構築を図り、市全域での訪問支援（アウトリーチ）の実施を目指します。
・地域の支援者等を対象とした研修会を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
障害福祉課 こころの健康センター 精神保健課

事業 06-2-1-09 精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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4
06-2-2-04 安定した地域生活に向けた居

住支援の推進
生活保護世帯等の民間賃貸住宅等への入居を促進します。

5
06-2-2-05 ケアラー支援条例の制定とヤ

ングケアラーの支援の強化

複雑・多様化する家族介護等の問題に対して、実態を把握し、既存の制
度の枠を超えた部局横断的な検討を行い、ケアラー支援条例を制定する
とともに、ケアラー・ヤングケアラーに対する市独自の支援策を実施しま
す。

実施計画事業

3
06-2-2-03 子どもに対する学習機会と居

場所の提供

小・中学生及び高校生等を対象とした学習支援教室を市内各所に設置
し、学習支援や居場所支援、相談支援、進路・進学支援及び高等学校の
中退防止支援を行います。

2
06-2-2-02 生活困窮者の経済的自立に

向けた就労支援

生活保護受給者及び生活困窮者自立支援法の生活困窮者の自立を支
援するため、就労支援事業を実施します。また、就労意欲の喚起や一般
就労に向けた準備を行う就労準備支援事業を実施します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
06-2-2-01

包括的な支援体制の構築

広く福祉全般に関わる相談を受け付け、活用可能な福祉制度を案内しま
す。また、相談者の複合的な課題に対応するため、解決策を検討するこ
とを目的に、各専門機関が集う場の設置・運営を行うなど、解決困難な複
合課題に連携して対応する体制を整備します。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
生活自立・仕事相談センターの相談者
が、必要とする支援の相談窓口につな
がった割合

39.1％
（令和元年度）

45％ 50％

施策 06-2-2

その人の状況に合わせた支援が受けられる仕組みづくり

施策マネジメント局 施策マネジメント課

福祉局 福祉総務課
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⑴

⑵

⑶

相談者の満足度 ― 60％ 60％ 70％ 80％ 90％
令和７年度まで
に90％

包括的な支援体
制の拡大

１区
（令和２年度）

４区 10区 ― ― ―
令和４年度まで
に10区に拡大

事業目的 複合化・複雑化する市民の地域生活課題に対応できる包括的な支援体制の構築を目指します。

事業内容

複合化・複雑化する市民の地域生活課題の解決に向けて、各相談支援機関の連携強化に資する取組
を実施します。協働の中核の機能を果たす役割として、区役所福祉課内に相談支援包括化推進員を配
置し、各相談支援機関への適切なつなぎを行うほか、把握した地域生活課題の解決策を検討する場を
主催するなど、モデル事業における効果検証、課題整理等を踏まえ、包括的な支援体制の全区拡大に
向けて、段階的に取り組みます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
福祉総務課 生活福祉課

事業 06-2-2-01 包括的な支援体制の構築

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

支援を行った生
活困窮者のう
ち、就労・増収
に至った割合

63.1％
（令和元年度）

61.0％ 63.0％ 65.0％ 67.5％ 70.0％
令和７年度まで
に70.0％

事業目的 就労等に係る支援を実施し、生活困窮者が経済的に自立することを目指します。

事業内容

・生活困窮者の経済的な自立を図るため、就労・増収に向けた相談・助言、求人開拓による就労支援を
効果的に行います。
・就労による経済的自立等を目指す生活困窮者等に対し、福祉まるごと相談窓口とジョブスポットが連携
したワンストップ型の就労支援を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
生活福祉課

事業 06-2-2-02 生活困窮者の経済的自立に向けた就労支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 11-1-4
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⑴

⑵

⑶

事業 06-2-2-03 子どもに対する学習機会と居場所の提供

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
生活福祉課

事業目的
学習や居場所の環境が十分に準備されない生活困窮世帯の子どもが成長し、大人になって再び生活困
窮に陥る「貧困の連鎖」を防止します。

事業内容

・小・中学生及び高校生等を対象とした学習支援教室を市内各所に設置します。
・対象者への参加勧奨や、アウトリーチを実施します。
・対象者への居場所支援、進学支援等を行います。
・支援員の知識及び技術向上のための研修を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

教室参加者の出
席率（中高生教
室）（※）

38.3％
（令和元年度）

40.6％ 42.9％ 45.2％ 47.6％ 50.0％
令和７年度まで
に50％

教室参加者の生
活保護受給世帯
に属する中学生
の高校等進学率

97.7％
（令和元年度）

98.1％ 98.5％ 99.0％ 99.5％ 100.0％
令和７年度まで
に100％

70.0％
令和７年度まで
に70％

教室参加者の出
席率（小学生教
室）（※）

60.8％
（令和２年度）

62.6％ 64.4％ 66.2％ 68.1％

※教室参加者の、出席日数合計÷出席可能日数合計

⑴

⑵

⑶

事業 06-2-2-04 安定した地域生活に向けた居住支援の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
生活福祉課

事業目的 安定した住居や生活の確保のため、居住支援を推進します。

事業内容 ・居宅移行支援の必要がある者に対し民間賃貸住宅等への入居を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

居宅移行支援事
業支援対象者で
転居した割合
（※）

62％
（令和元年度）

64％ 66％ 68％ 69％ 70％
令和７年度まで
に70％

※転居者÷居宅移行支援事業支援対象者
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⑴

⑵

⑶

事業 06-2-2-05        ケアラー支援条例の制定とヤングケアラーの支援の強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 04-1-2 07-1-3

事業課
福祉総務課 障害福祉課 いきいき長寿推進課 子ども政策課

子育て支援課 子ども家庭支援課 総合教育相談室

事業目的
介護をする側、される側、双方が安心して暮らせる社会の実現を目指すため、複雑・多様化する家族介
護等の問題に対して、実態を把握し、既存の制度の枠を超えた部局横断的な検討を行い、「ケアラー（※
１）支援条例」を制定するとともに、市独自の支援策を実施します。

事業内容

・関係各課によるプロジェクトチームにおいて、実態の把握と支援策の検討を行い、ケアラー支援条例を
制定します。
・学校等を含めた部局横断的な相談支援体制を構築するとともに、関係機関等との連携も含めたケア
ラー・ヤングケアラー（※２）支援策の強化に向けた検討を行います。
・ケアラー・ヤングケアラーに対する理解を深めるため、市職員をはじめ、市民、関係機関の職員などに
対し、研修や周知を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

条例の制定 ― 検討 制定 ― ― ―
令和４年度まで
に条例制定

支援策の検討と
周知

―

既存支援策
の整理・周
知
新規支援策
の検討

各支援策の
周知・実施

各支援策の
周知・実施

各支援策の
周知・実施

各支援策の
周知・実施

各支援策の周
知・実施

※１　法令上の定義はないが、高齢、障害又は疾病等により援助を必要とする親族等に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話等を行っている者
※２　ケアラーのうち、本来大人が担うと想定されている介護等を日常的に行っている18歳未満の者
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施策 06-3-1

市民が安全・安心に暮らせる医療体制の充実

施策マネジメント局 施策マネジメント課

保健衛生局 保健衛生総務課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 かかりつけ医がいる市民の割合
70.3％

（令和２年度）
75％ 80％

90％2
必要な時に受診できる医療機関がある
市民の割合

84.7％
（令和２年度）

88％

実施計画事業

2
06-3-1-02

感染症対策の充実

新型コロナウイルス感染症等の新興・再興感染症等について、市民一人
ひとりが適切に感染拡大防止対策を取ることができるよう、様々な媒体を
活用して普及啓発を行うとともに、発生状況等の情報について迅速かつ
適切に発信します。また、新興・再興感染症の検査を正確に実施するた
め、健康科学研究センターの検査体制を強化します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1

06-3-1-01
地域医療体制の充実

医療機関の機能分担と連携や、かかりつけ医の重要性について普及啓
発をし、市民が適切な医療を受けられるよう情報提供を行います。休日
や夜間に急に具合が悪くなった市民が必要な医療を受けられるよう、初
期救急医療の安定的な運営を図るとともに、小児救急医療体制を維持し
ます。また、市立病院では、高度急性期・急性期、周産期や感染症等の
公共性の高い医療を提供します。

3

10-1-3-06
【再掲】
 P302 応急手当の普及啓発

市民が行うＡＥＤなどを用いた応急手当実施率の向上を図るため、従来
の応急手当講習に加え、市民の誰もが応急手当を体験できる「応急手当
学習室」を運営し、併せて応急手当指導者の育成を進めていきます。

4

10-1-3-08
【再掲】
 P303

救急ワークステーションの活用
による救護体制の強化

市民が求める救急医療を提供するため、消防と病院との相互協力による
教育体制を確立し、医療チームとしての力を強化します。
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⑴

⑵

⑶

地域医療に関す
る普及啓発

啓発品の配布、
研修会の開催
（令和２年度）

新型コロナ流行期
におけるかかりつ
け医の重要性の普
及啓発（啓発品の
配布、研修会の開
催）

新型コロナ流行後
におけるかかりつ
け医の重要性の普
及啓発（啓発品の
配布、研修会の開
催）

かかりつけ医
の重要性の普
及啓発（啓発
品の配布、研
修会の開催）

令和５年度に
実施した内
容・方法の評
価・修正を行
い実施

令和６年度に
実施した内
容・方法の評
価・修正を行
い実施

令和７年度まで
適切な普及啓発
の実施

事業目的 市民が安心して適切な医療が受けられるようにします。

事業内容

・埼玉県地域医療構想を踏まえて、限りある医療資源を有効に活用することで、新興・再興感染症対応を含めた、適切な医療を市民が受けら
れる環境を整備するために、医療機関の機能分担と連携や、かかりつけ医の重要性について普及啓発をし、市民が適切な医療を受けられる
よう情報提供を行います。
・初期救急医療について、休日や夜間に急に具合が悪くなった市民が、必要な医療を受けられるよう、休日夜間急患診療所と在宅当番医制
により、安定的な運営を図ります。また、特に体調が急変しやすい小児については、深夜帯にも治療が受けられるよう、小児救急医療体制を
維持します。
・第二次救急医療について、病院群輪番制等への参加病院が継続して救急医療に取り組むことのできる環境の整備により、必要な救急医療
体制の確保を図ります。
・市立病院は、自治体病院として、地域医療の一役を担うべく、民間では担うことが困難な高度急性期・急性期の医療、小児・周産期医療や
結核・感染症等の公共性の高い医療を提供します。
・産科医や助産師へ分娩手当を支給する市内の産科医療機関を支援し、分娩ができる産科医療機関を安定的に確保します。
・地域における医療・介護の関係機関が連携し、切れ目のない在宅医療・介護を提供できるよう、連携体制の構築を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
地域医療課 病院総務課 いきいき長寿推進課

事業 06-3-1-01 地域医療体制の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

※１　市報、ＳＮＳ、サイネージ、ポスター、啓発品の配布、チラシ、広告
※２　市報、ＳＮＳ、サイネージ、ポスター、啓発品の配布

流行状況に即し
た感染予防対策
の普及啓発、情
報発信

疾病の理解や感染予
防対策の普及啓発
（※１）
（令和２年度）

流行期にお
ける普及啓
発、情報発
信（※１）

疾病の理解
や感染予防
対策の普及
啓発
（※２）

疾病の理解
や感染予防
対策の普及
啓発
（※２）

疾病の理解
や感染予防
対策の普及
啓発
（※２）

疾病の理解
や感染予防
対策の普及
啓発
（※２）

令和７年度まで
適切な普及啓
発、情報発信

行政検査の実施
率（健康科学研
究センター分）

100％
（令和元年度）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％
令和７年度まで
100％維持

事業目的
新型コロナウイルス感染症等の新興・再興感染症等に適切に対応し、市民の健康への影響を最小限に留
めます。

事業内容

・新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行期では、チラシ、市報等様々な媒体を活用して、市民一人ひとりが適切に感染
拡大防止対策を取ることができるよう普及啓発を行うとともに、発生状況等の情報について迅速かつ的確に発信します。また、
終息後においても、引き続き、様々な新興・再興感染症等について、疾病の理解や予防行動の普及啓発活動を実施します。
・新興・再興感染症の検査を正確に実施するため、必要な機器・試薬等を備え、検査を実施できる人材を確保・育成し、健康科
学研究センターの検査体制を強化します。
・今後を見据えた保健所の感染症対策にかかる体制を強化します。
・平時より医療関係団体及び医療機関とネットワークを構築し、感染症の流行状況に即して、感染症に係るサーベイランスや
診療・検査などの医療体制等について協議する会議を開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
地域医療課 疾病対策課 保健科学課

事業 06-3-1-02 感染症対策の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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＜目指す方向性＞ 07-1-1-03
子育て支援医療費の助成

07-1-3-03

07-1-3-02
児童虐待対策の充実

子ども・家庭、地域の子育て機能の総合支援

07-1-2-07
療育体制の強化と効果的な支援の推進

ひとり親家庭等への支援の推進

06-2-2-05 【再掲】
ケアラー支援条例の制定とヤングケアラーの支援の強化

社会的養育施策の充実
07-1-3-04
子ども・若者の自立支援

04-1-3-03 【再掲】
子どもの学び・親子の育ちの支援の充実

 
多様な体験・活動と交流の機会の提供次代の社会を担う子ど

も・若者が健全に成長
する環境づくり

07-1-3-01

 
保育需要の受け皿及び保育人材の確保

07-1-2-02
質の高い幼児教育・保育の推進

安心して子どもを育て
られる環境づくり

07-1-2-01

07-1-2-08

07-1-2-03
放課後児童クラブの拡充

地域における子育て支援の推進
07-1-2-06

07-1-2-04
放課後児童クラブにおける育成支援の質の向上

07-1-2-05

誰もが安心して子どもを産み育てることがで
き、未来を担う全ての子ども・青少年が個性を
尊重され、健やかに育ち、社会で輝いて生きら
れるまちづくりを推進します。

デジタルを活用した婚活の推進

第７章　子ども・子育て

子ども・子育てを支える都市の実現

安心して妊娠・出産・
子育てできる切れ目な
い支援と親と子の健康
づくり

07-1-1-01

第１節  
妊娠期からの親と子の健康づくり支援

07-1-1-02
新生児マススクリーニングの推進

07-1-1-04

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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施策 07-1-1

安心して妊娠・出産・子育てできる切れ目ない支援と親と
子の健康づくり

施策マネジメント局 施策マネジメント課

保健衛生局 保健所管理課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1

妊娠・出産について満足している人の
割合（妊娠期から産後早期に助産師・
保健師等専門職からの指導やケアを
十分に受けられた人の割合）

79.9％
(令和元年度)

82％ 85％

実施計画事業

3
07-1-1-03

子育て支援医療費の助成

次代を担う子どもたちを安心して産み育てることのできる環境づくりの推
進に資することを目的として、少子化対策、子育て支援の観点から、０歳
から中学校卒業前までの子どもにかかる入通院の医療費（保険診療の
一部負担金）を助成します。

2
07-1-1-02 新生児マススクリーニングの

推進

突然死や発達の遅れを予防し、子どもの健やかな成長に寄与するため、
先天性代謝異常等が疑われる新生児を早期に発見し、早期治療につな
げます。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
07-1-1-01 妊娠期からの親と子の健康づ

くり支援

妊娠期から出産・子育て期にわたる各ライフステージにおいて、親と子が
健やかに過ごすことができるよう、妊娠・出産包括支援センターを運営し、
親と子の健康づくりを包括的に支援します。また、女性の様々な相談に対
応し、生涯を通じた女性の健康づくりを支援します。

戦略２戦術１

4
07-1-1-04 デジタルを活用した婚活の推

進

少子化が進む中、結婚の希望を実現するため、結婚支援に関する調査・
検討を行い、デジタルを活用した出会いの機会づくりなどの婚活支援を
行います。
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※令和４年度より、特定不妊治療費助成制度が保険適用となるため、相談件数が減少する見込み

2,278人
令和７年度まで
に累計8,482人

専門職による相
談事業等の利用
者数

217人
（令和元年度）

254人 254人 254人 254人 254人
令和７年度まで
年間254人を維持
（※）

産後ケアの利用
者数

― 850人 1,050人 2,110人 2,194人

専門職による母
子健康手帳交付
時の面接率

75％
（令和元年度）

77.5％ 92.5％ 100％ 100％ 100％
令和５年度まで
に100％

産後ケアを利用
し育児不安が軽
減した人の割合

― 88％ 92％ 92％ 92％ 92％
令和７年度まで
92％を維持

事業目的
妊娠期から出産・子育て期にわたる各ライフステージにおいて、親と子が健やかに過ごすことができるよ
う健康づくりを支援します。

事業内容

・不妊に悩む夫婦に対し、精神的・身体的・経済的負担の軽減を図るために、正しい情報及び知識の提供、
治療費等の助成を行います。
・妊娠期から子育て期にわたり、親と子が健やかに過ごすことができるように妊娠・出産包括支援センターを
運営し、親と子の健康づくりについて、切れ目ない支援を実施します。
・産婦が安心して生活し、育児ができるよう、産後の心身のケア、育児のサポート等の支援を行います。
・電話相談等で保健師等の専門職が、女性の様々な相談に対応し、生涯を通じた女性の健康づくりについて
支援を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
地域保健支援課

事業 07-1-1-01 妊娠期からの親と子の健康づくり支援

重点戦略 戦略２戦術１ 他施策への貢献（再掲先）
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事業 07-1-1-02 新生児マススクリーニングの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
地域保健支援課 保健科学課

事業目的
突然死や発達の遅れを予防し、子どもの健やかな成長に寄与するため、先天性代謝異常等が疑われる
新生児を早期に発見し、早期治療につなげます。

事業内容
・医療機関への検査依頼の調整、市民への検査周知を行います。
・医療機関等で採血した血液ろ紙を検体として検査を行い、結果を医療機関等に通知します。
・検査で要精密検査になった新生児へのフォローを行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

申込された新生
児マススクリー
ニング検査の実
施率

100％
（令和元年度）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％
令和７年度まで
100％維持

精密検査結果の
把握割合

100％
（令和元年度）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％
令和７年度まで
100％把握

⑴

⑵

⑶

事業目的 次代を担う子どもたちを安心して産み育てることのできる環境づくりの推進に資することを目的とします。

事業内容

少子化対策、子育て支援の観点から、０歳から中学校卒業前までの子どもにかかる入通院の医療費（保
険診療の一部負担金）を助成します。
・助成対象者について医療費の一部負担金を助成します。
・助成対象世帯への制度の周知を行います。
・適正受診の啓発を行います。

事業課
子育て支援課

事業 07-1-1-03 子育て支援医療費の助成

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

対象者の受給資
格者登録率

99.5％
（令和元年度）

99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％ 99.5％
令和７年度まで
99.5％を維持

制度維持のため
の適正受診の啓
発活動（※）

72.3％
（令和元年度）

73.3％ ― ― ― ―

数値の捕捉方法
の変更に伴い、
目標指標⑶に変
更（令和４年度
改定）

70.0％
令和７年度まで
に70.0％を達成

ジェネリック医
薬品の使用率
（数量）

68.9％
（令和３年度）

― 69.4％ 69.6％ 69.8％

※ジェネリック医薬品を使用する人の割合
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⑴

⑵

⑶

事業 07-1-1-04 デジタルを活用した婚活の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
子ども政策課

事業目的 少子化が進む中、結婚の希望を実現するため、結婚支援を実施します。

事業内容
結婚支援に関する調査・検討を行い、デジタルを活用した出会いの機会づくりなどの婚活支援を行いま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

デジタル婚活事
業への新規登録
者数

― ― 300人増 400人増 500人増 500人増
令和７年度まで
に1,700人増

-209-



8

6
07-1-2-06 子ども・家庭、地域の子育て機

能の総合支援
子ども・家庭をとりまく課題に総合的に取り組み、子ども・家庭、地域の子
育て機能を総合的に支援します。

07-1-2-08

7
07-1-2-07 療育体制の強化と効果的な支

援の推進

医療と福祉が一体となって、発達に遅れや障害がある子どもの状態に合
わせた療育や保護者支援を行います。また、障害児が日常を過ごす保育
所等への支援を実施します。さらに、初診待ち期間の長期化及び療育セ
ンターの地域偏在解消のため、新療育センターの設置について取り組み
ます。

ひとり親家庭等への支援の推
進

社会的支援や経済的支援を必要とするひとり親家庭等に対し、気軽に相
談でき、支援につなげる体制の強化と積極的な情報提供により、不安や
悩みの解消、自立と生活の安定に向けた支援を行います。また、子ども
の貧困の実態について調査を行い、支援策の強化を図ります。

4
07-1-2-04 放課後児童クラブにおける育

成支援の質の向上

放課後児童クラブの運営支援の拡充や、放課後児童支援員の専門性向
上を図るとともに、障害のある児童や特別な配慮が必要な児童の育成支
援を行うクラブを支援します。

5
07-1-2-05 地域における子育て支援の推

進

子育て支援拠点において、子育てに関する相談指導や交流の場を提供するこ
とにより、地域の子育て支援機能の充実を図ります。また、父親の子育て意欲
の向上や子育て参加の促進、祖父母世代の地域における子育て活動への参
加促進を図るとともに、多子世帯への支援をはじめ、子どもを持つすべての家
庭が安心して育児・仕事を続けられる環境を整備します。

実施計画事業

3
07-1-2-03

放課後児童クラブの拡充
余裕教室の活用を含めた放課後児童クラブの積極的な整備と民設クラブ
の拡充を進めるため、人材や施設の確保に関する支援を行います。

2
07-1-2-02 質の高い幼児教育・保育の推

進

私立幼稚園や保育所等における安全・安心な環境の確保や幼児教育・
保育の専門性の向上に資する取組を強化するとともに、幼稚園や保育所
等に通う障害のある子どもや特別な支援が必要な子どものための環境
の充実等を図り、幼児教育・保育の質の向上を図ります。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
07-1-2-01 保育需要の受け皿及び保育

人材の確保

認可保育所等の整備や送迎保育ステーション事業の実施、子育て支援
型幼稚園の認定促進などにより、子育て家庭の様々なニーズに対応した
多様な保育の受け皿を確保します。また、多子世帯の子育てを支援する
ほか、保育人材を確保するため、処遇改善、新規の資格取得、就業継
続、離職者の再就職といった支援に取り組みます。戦略２戦術１

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
安心して子どもが育てられる環境が
整っていると感じる市民の割合

74.9％
(令和２年度)

79％ 83％

施策 07-1-2

安心して子どもを育てられる環境づくり

施策マネジメント局 施策マネジメント課

子ども未来局 子ども政策課
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9

04-1-3-03
【再掲】
 P155

夏休み等に地域の小学生を対象とした体験講座等を実施し、子どもたち
の地域への愛着等をはぐくみます。また、子育て中の親同士が交流し、
学び合う参加型学習を行い、親として成長することを支援します。

子どもの学び・親子の育ちの
支援の充実
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑸ 100％
令和７年４月以
降100％を維持

小規模保育事業
等の連携施設の
確保率
（翌年４月１日
時点の数値）

24％
（令和元年度）

50％ 70％ 90％ 100％

６か所
都心、副都心６
か所に設置

病児保育室の施
設数
（翌年４月１日
時点の数値）

10施設
（令和元年度）

12施設 13施設 14施設 15施設 15施設
病児保育室の累
計設置数15施設

送迎保育ステー
ションの施設数
（翌年４月１日
時点の数値）

送迎保育ステー
ション整備に向
けた調査・検討
（令和２年度）

２か所 ３か所 ４か所 ５か所

保育所等利用待
機児童数
（翌年４月１日
時点の数値）

387人
（令和元年度）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人
令和３年４月以
降待機児童数ゼ
ロを維持

子育て支援枠の
人数
（翌年４月１日
時点の数値）

1,265人
（令和２年度）

1,409人 1,772人 1,901人 2,030人 2,159人
令和７年度まで
の５年間で894人
増

事業目的 様々なニーズに応えられる多様な保育の受け皿を確保します。

事業内容

・認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、病児保育室などの施設整備を促進します。
・小規模保育事業の卒園者等の進級先として、幼稚園を利用できる環境を整備するため、幼稚園と連携した送迎保育
ステーション事業を実施します。
・年間を通じて長時間の預かり保育を実施する私立幼稚園を「子育て支援型幼稚園」として認定します。
・保育施設に対する運営費等の支援を行うとともに、保育士の資格取得支援や幼稚園教諭・保育士の就業支援等に
よる保育人材の確保を図り、各保育施設の安定的な施設運営を支援します。
・個別の事情に応じた施設の利用を促すため、保育コンシェルジュによる相談支援等を実施します。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、保育人材の確保におけるオンライン施設見学等の実施や、市民が来庁
せずに、24時間365日、いつでもオンラインで、保育サービス等の情報を簡単に入手できるよう、ＡＩを活用した自動応
答サービスを導入します。
・多子世帯の子育てを支援するため、保育施設利用調整における加算や、認可保育所・市認定保育施設等における
保育料軽減事業を継続して実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
のびのび安心子育て課 幼児・放課後児童課 保育課 保育施設支援課

事業 07-1-2-01 保育需要の受け皿及び保育人材の確保

重点戦略 戦略２戦術１ 他施策への貢献（再掲先）
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事業 07-1-2-02 質の高い幼児教育・保育の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
幼児・放課後児童課 保育課 保育施設支援課

事業目的 私立幼稚園や保育所等における安全・安心で質の高い幼児教育・保育の提供を実現します。

事業内容

・私立幼稚園や保育所等の職員を対象とした「さいたま市幼児教育の指針」等に基づく研修を実施しま
す。
・巡回相談員の派遣・調整、受入園への事業費補助を行います。
・保育の質の確保・向上を目的とした立入調査及び集団指導・研修等を実施します。
・保育コーディネーターによる相談支援等を実施します。
・さいたま市保育所等における医療的ケア児の受入れ等に関するガイドラインを作成し、医療的ケア児
への保育を提供する施設の拡充を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市主催研修に保
育者を参加させ
た幼児教育・保
育施設の割合

83％
（令和元年度）

85％ 86％ 87％ 88％ 89％
令和７年度まで
に89％

発育の遅れ等の
ある児童に支援
を行う幼児教
育・保育施設の
数

221施設
（令和元年度）

250施設 260施設 330施設 340施設 350施設
令和７年度まで
に350施設

26％
令和７年度まで
に26％

認可外保育施設
の立入調査に基
づき文書指導を
行った施設の割
合

18.4％
（令和元年度）

17％ 16％ 15％ 14％ 13％
令和７年度まで
に13％

認可保育所等の
立入調査に基づ
き指摘を行った
施設の割合

32％
（令和元年度）

30％ 29％ 28％ 27％

10区
令和７年度まで
に10区

医療的ケア児へ
の保育を提供す
る施設を配置し
た区の数

― ３区 ４区 ８区 ９区

-213-



⑴

⑵

⑶ 150人
令和７年度まで
に150人

放課後児童クラ
ブ等待機児童数
（翌年４月１日
時点）

333人
（令和４年度）

― ― 290人 230人

利用希望児童数に
対する利用できた
児童数の割合
（翌年４月１日時
点）

97％
（令和元年度）

100％ 100％ ― ― ―

数値の捕捉方法
の変更に伴い、
目標指標⑶に変
更（令和５年度
改定）

受入可能児童数
（翌年４月１日
時点）

11,641人
（令和元年度）

14,025人 14,389人 ― ― ―

数値の捕捉方法
の変更に伴い、
目標指標⑶に変
更（令和５年度
改定）

事業目的 放課後児童クラブについて、ニーズに応じた受入定員を確保します。

事業内容

・余裕教室の活用を含めた放課後児童クラブの積極的な整備と民設クラブの拡充を進めるため、人材や施設の確保に
関する支援や事業者との連携を行います。
・余裕教室等を活用した施設整備に当たっては、教育委員会等と連携しながら開設に向けた準備を進めます。
・民間賃貸物件を活用した施設の拡充については、運営事業者に対し、開設に要する改修費及び契約費用等の助成
を行います。
・学校施設の活用による活動場所の分散等、感染拡大防止対策が円滑に図られるよう、教育委員会及び各小学校と
の協議・調整を行います。
・施設拡充に伴い必要となる人材の新規確保及び雇用継続を図るため、放課後児童支援員の処遇改善を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
幼児・放課後児童課 学校施設管理課

事業 07-1-2-03 放課後児童クラブの拡充

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 07-1-2-04 放課後児童クラブにおける育成支援の質の向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
幼児・放課後児童課

事業目的 放課後児童クラブにおける育成支援の質の向上を目指します。

事業内容

・放課後児童クラブの運営支援として、運営経費である委託料の拡充を行うとともに、各クラブを訪問し、育成
支援等の状況把握と適切な助言・指導を実施します。
・放課後児童支援員の専門性向上を図るため、様々なテーマを設定し放課後児童支援員研修を実施します。
・障害のある児童や特別な配慮が必要な児童の育成支援を行うクラブを支援するため、支援員を加配した場
合の委託料を上乗せします。
・各クラブからの相談に対応するため、専門知識や実務経験を備えた職員が助言等を行う、巡回相談事業を
実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

クラブ訪問に基
づき指摘を行っ
た施設の割合

15％
（令和元年度）

11％ ９％ ７％ ５％ ３％
令和７年度まで
に３％

巡回相談利用ク
ラブ数

15か所
（令和元年度）

17か所 19か所 22か所 25か所 30か所
令和７年度まで
に30か所
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事業 07-1-2-05 地域における子育て支援の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-2-2

事業課
子育て支援課 保育課 保育施設支援課

事業目的 子育て家庭の負担感、不安感を軽減し、子どもの健やかな育ちを促進します。

事業内容

・子育て支援拠点事業（単独型子育て支援センター、保育施設併設型子育て支援センター及びのびの
びルーム）を実施します。
・単独型子育て支援センターにおいて父親向け講座、イベント等を開催します。
・子育てについて父親同士で語り合う、さいたまパパ・スクールを開催します。
・祖父母手帳を活用した孫育て講座を開催します。
・単独型子育て支援センターにおいて、動画配信やオンラインを活用した講座、イベント等を実施しま
す。
・ファミリー・サポート・センター及び子育て緊急サポート事業を実施します。
・多子世帯等に対する支援を強化します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

父親向け講座等の
参加者のうち、今
後は積極的に子育
てに参加したいと
回答した人の割合

85％
（令和元年度）

87％ 89％ 91％ 93％ 95％
令和７年度まで
に95％

孫育て講座参加者
のうち、今後は積
極的に地域の子育
てに参加したいと
回答した人の割合

63％
（令和元年度）

65％ 67％ 69％ 71％ 73％
令和７年度まで
に73％

88％
令和７年度まで
に88％

負担が軽減した
と回答した子育
て世帯の割合

― 準備 85％ 86％ 87％

動画配信やオン
ライン講座等利
用者のうち、満
足したと回答し
た人の割合

―
アンケート
調査実施

95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
95％を維持
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⑴

⑵

⑶

事業 07-1-2-06 子ども・家庭、地域の子育て機能の総合支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
子ども家庭総合センター総務課

事業目的 子ども及び家庭並びに地域の子育て機能を総合的に支援します。

事業内容

・乳幼児の遊び場「ぱれっとひろば」、小学生の遊び場「屋根付き運動場」、中高生の集いの場「中高生
活動スペース」といった子どもや保護者等の居場所・交流の場を提供します。
・「なんでも子ども相談窓口」といった総合相談窓口において、相談サービスを実施します。
・子どもや家庭が抱える多様な問題を解決するために、専門相談機関等と連携を密に図り、迅速にサー
ビスのコーディネートを行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

総合相談窓口利
用者のうち親身
に相談に乗って
くれたと回答し
た人の割合

98.5％
（令和２年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
95％を維持

 

 

 86％
令和７年度まで
に86％

療育施設等への
支援内容の活用
度

― 80％ 80％ 82％ 84％

初診待ち期間
61日
（令和元年度）

59日 58日 57日 35日 30日
令和７年度まで
に30日

医師による地域
支援活動数（診
療以外）

94回
（令和元年度）

95回 98回 100回 102回 104回
令和７年度まで
に104回

事業目的
発達に遅れのある子どもや障害児の健やかな発達と自立を促すとともに保護者の子育てに関する負担
感や不安感を軽減します。

事業内容

・発達に遅れのある子どもや障害児等の早期発見と早期療育を行い、医療と福祉が一体となって専門的
な立場から子どもの状態に合わせた療育や保護者支援を実施します。
・障害のある子どもが身近な地域で適切な支援を受けられる環境を整備するため、医師による地域への
支援を拡大するとともに、障害児が日常を過ごす保育所、幼稚園及び療育施設等への支援を実施しま
す。
・初診待ち期間の長期化及び療育センターが市西部に偏っている地域偏在を解消するため、新療育セン
ターの設置について取り組みます（令和５年度まで）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
総合療育センターひまわり学園総務課 医務課 育成課

療育センターひなぎく

療育センターさくら草

事業 07-1-2-07 療育体制の強化と効果的な支援の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

事業 07-1-2-08 ひとり親家庭等への支援の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 11-1-4

事業課
子育て支援課

事業目的 ひとり親家庭等の生活基盤の一層の安定を目指します。

事業内容

・ひとり親家庭の方を対象にした、窓口相談及び生活や就業に関する講習会やセミナーを実施するほ
か、養育費の取決めを支援します。
・就業に結びつく資格習得を目指して１年以上養成機関で修業するひとり親家庭の父母を対象に、高等
職業訓練促進給付金を支給します。また、就業のための能力開発を支援する自立支援教育訓練給付金
を支給します。
・社会福祉法人やＮＰＯ等と連携して、就労による自立を目指すひとり親に対する支援策を強化するな
ど、きめ細かな支援を行います。
・市内の子どもの貧困の実態について調査を行い、支援策の強化を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

就業支援講習会
と家計管理講習
会及び養育費セ
ミナーの満足度

90％
（令和元年度）

91％ 92％ 93％ 94％ 95％
令和７年度まで
に95％

高等職業訓練促進
給付金受給者で養
成機関修了者（進
学を除く）のうち
就職した者の割合

81％
（令和元年度）

82％ 84％ 86％ 88％ 90％
令和７年度まで
に90％
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4
07-1-3-04

子ども・若者の自立支援

・子ども・若者に対する専門的な相談支援に対応できるユースアドバイ
ザーを養成します。
・困難を有する若者に対し、個人の状態に合わせた自立支援プログラム
を段階的に実施し、円滑に社会的自立が果たせるよう継続的な支援を行
います。戦略２戦術１

5

06-2-2-05
【再掲】
 P201

ケアラー支援条例の制定とヤ
ングケアラーの支援の強化

複雑・多様化する家族介護等の問題に対して、実態を把握し、既存の制
度の枠を超えた部局横断的な検討を行い、ケアラー支援条例を制定する
とともに、ケアラー・ヤングケアラーに対する市独自の支援策を実施しま
す。

実施計画事業

3
07-1-3-03

社会的養育施策の充実
家庭における養育が困難な児童等を、家庭的な環境で養育、自立支援
するため、家庭的養育等の充実を図ります。

2
07-1-3-02

児童虐待対策の充実
児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、家族の再統合に至るま
での切れ目のない支援を推進します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
07-1-3-01 多様な体験・活動と交流の機

会の提供
子ども・青少年の豊かな人間性と社会性を育むため、様々な体験の機会
とともに、世代間交流を始め多様な交流の機会の充実を図ります。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
子ども・青少年が健全に成長している
と感じる市民の割合

81.7％
(令和２年度)

85％ 89％

施策 07-1-3

次代の社会を担う子ども・若者が健全に成長する環境づく
り

施策マネジメント局 施策マネジメント課

子ども未来局 子ども政策課
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事業 07-1-3-01 多様な体験・活動と交流の機会の提供

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 01-1-1

事業課
子ども政策課

事業目的
子ども・青少年の豊かな人間性と社会性を育む様々な体験の機会や、世代間交流を始め多様な交流の
機会を充実させます。

事業内容

・子どもの社会参画意識や自己肯定感を育むために、子どもたちが自らの発想によって、子どもたちだけ
が市民になれる仮想のまちをつくり、楽しみながら様々な体験をすることができる「子どもの社会参画推
進事業（子どもがつくるまち）」を実施します。
・地域社会の中で子どもたちが様々な世代との交流を通じて、健全に成長できる環境づくりを推進するこ
とを目的として、「子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食）」を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

子どもがつくる
まちに参加して
よかった等と回
答した参加者の
割合

90％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

多世代交流会食
実施箇所数の拡
大

２か所増
（令和元年度）
※13か所
（R2.3.31時点)

２か所増 ２か所増 ２か所増 ２か所増 ２か所増
令和７年度まで
の５年間で10か
所増

⑴

⑵

⑶

事業 07-1-3-02 児童虐待対策の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
子ども家庭総合センター総務課 子育て支援課 北部児童相談所

子ども家庭支援課

南部児童相談所

事業目的
児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、家族の再統合に至るまでの切れ目のない支援を推進し
ます。

事業内容

・要保護児童対策地域協議会を運営します（代表者会議、区会議、実務者会議、ケース検討会議の開催)。
・子ども家庭総合支援拠点を10区に設置し、児童相談所と支援拠点の新たな連携方策を実施することで、児童相談体制を強化しま
す。
・オレンジリボンキャンペーン等による児童虐待防止啓発活動を実施します。
・虐待ケースの家族再統合を目的とした家族支援ケースカンファレンスを実施します。
・乳児及びその保護者の心身の状況、養育環境の把握を行うハローエンゼル訪問事業を実施します。
・子育てに悩みを抱える保護者や子ども本人からの相談に対して、ＳＮＳを活用した相談体制を整えます。
・新型コロナウイルス感染症に対して、医療機関等と連携し、児童の保護体制を整えます。
・新型コロナウイルス感染予防のために学校等の休校や保育園等の休園となった時には、要保護児童対策地域協議会のネット
ワークにより各家庭の見守りを必要に応じて行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

子ども虐待防止
フォーラム参加
者のうち参考に
なったと回答し
た人の割合

94.6％
（令和２年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

ハローエンゼル
訪問事業対象世
帯訪問実施率

94.4％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
95％を維持

令和６年度の
検討結果よ
り、目標を設
定

令和６年度までに児
童相談所と支援拠点
の新たな連携方策を
含めた児童相談体制
を強化

児童相談体制の
強化

―

子ども家庭総
合支援拠点モ
デル事業の実
施

子ども家庭総
合支援拠点の
10区への拡大

児童相談所と
支援拠点の新
たな連携方策
の検討

新たな連携方策の
実施
児童相談所と支援
拠点の連携を踏ま
えた課題の整理と
今後の方向性の検
討
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事業 07-1-3-03 社会的養育施策の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
子ども家庭支援課 北部児童相談所 南部児童相談所

事業目的 「家庭養育優先原則」を徹底し、子どもの最善の利益を実現していきます。

事業内容

・社会的養育を必要とする子どもの里親等委託を推進するとともに自立を支援します。
・里親制度等の普及啓発を行います。
・里親の育成及び支援を行います。
・児童養護施設等の入所児童等への就学、就労などを支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

里親等委託率
【３歳未満（就
学前）】

21.9％
（令和元年度）

41.7％ 52.8％ 63.9％ 75.0％ 75.0％
令和７年度まで
に75.0％

里親等委託率
【３歳～６歳未
満（就学前）】

50.0％
（令和元年度）

57.6％ 60.6％ 63.6％ 66.7％ 71.9％
令和７年度まで
に71.9％

48.6％
令和７年度まで
に48.6％

里親等委託率
【６歳以上（学
童期以降）】

46.1％
（令和元年度）

46.8％ 47.2％ 47.7％ 48.2％

 

 

 

事業 07-1-3-04 子ども・若者の自立支援

重点戦略 戦略２戦術１ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
子ども政策課

事業目的 社会生活を営むうえで困難を有する子ども・若者が１人でも多く円滑な自立を果たすことを目指します。

事業内容

・社会生活を営むうえで困難を有する若者を対象に、その個人の状態に合わせた自立支援プログラムを段階的に実施
し、円滑に社会的自立が果たせるよう継続的な支援を行います。感染防止対策を講じ、利用者が安心して来所できる
環境を整えるとともに、来所できない利用者向けにオンライン面談の環境整備や、新型コロナウイルス感染症対策を講
じた新たな支援プログラムの検討・実践することで、支援を継続的に行います。
・関係支援機関等が連携し、効果的かつ円滑な支援をしていくために、「さいたま市子ども・若者支援ネットワーク会議」
を開催し、情報交換、困難事例の検討を行います。
・子ども・若者に対する複合的、専門的な相談支援に対応するため、他の支援機関との連携の要となる人材であるユー
スアドバイザーを養成します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

若者自立支援ルー
ム利用者アンケー
トで、自立に向
かっていると回答
した方の割合

62％
（令和元年度）

64％ 65％ 66％ 67％ 68％
令和７年度まで
に68％

若者自立支援ルー
ム利用登録者のう
ち、就労・復学等
自立へ向けステッ
プアップした人数

54人
（令和元年度）

55人 89人 90人 91人 92人
令和７年度まで
の５年間で延べ
417人

-220-



-221-



総合的かつ持続的な文化芸術の振興を図り、市
民等が生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都
市の創造を目指します。

各文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実

08-1-2-03

市民による文化芸術活動の支援の充実

08-1-2-02
ジュニアソロコンテストの開催による若手の人材育成

岩槻駅周辺地区のまちづくりの推進

歴史文化資源の保存・
継承・活用

08-1-3-01

 
次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用

08-1-3-02
新たな視点で市史編さん

04-1-3-04 【再掲】
博物館・美術館・科学館を通じた生涯学習環境整備の推進

09-1-4-04 【再掲】

市民参加型の特色のある国際芸術祭の開催

文化芸術活動の促進

08-1-2-01

文化芸術創造拠点の構築

08-1-1-04
文化芸術を活用したアウトリーチ事業の推進

08-1-1-05

08-1-1-06
アーツカウンシルの創設

第８章　文化

生き生きと心豊かに暮らせる文化芸
術都市の創造

文化芸術を活用したま
ちの活性化

08-1-1-01

第１節  
岩槻人形博物館を拠点とした人形文化の振興・発信

08-1-1-02

 

未来に向けた盆栽文化の継承・発展
＜目指す方向性＞ 08-1-1-03

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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施策 08-1-1

文化芸術を活用したまちの活性化

施策マネジメント局 施策マネジメント課

スポーツ文化局 文化振興課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
文化芸術に親しめるまちであると感じ
る市民の割合（「そう思う」、「どちらかと
言えばそう思う」と答える市民の割合）

61.9％
(令和２年度)

65％ 67％

実施計画事業

3
08-1-1-03 市民参加型の特色のある国際

芸術祭の開催

これまでの国際芸術祭で生まれた市民の文化芸術活動をレガシーとして
継続し、充実させていくとともに、本市の魅力ある文化資源を活用し、さい
たま文化を発信するほか、文化芸術を活用した多様な交流を促進するた
め、市民参加型の特色のある国際芸術祭を開催し、市民等が文化芸術
に触れる機会を創出します。戦略２戦術５

2
08-1-1-02 未来に向けた盆栽文化の継

承・発展

令和７年度に迎える盆栽村開村100周年を見据え、庁内関係部局や関連
団体等と連携し、盆栽関連イベントやワークショップの開催、ＳＮＳなど
様々な広報ツールを活用した情報発信など、盆栽文化の発展に資する取
組を実施します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
08-1-1-01 岩槻人形博物館を拠点とした

人形文化の振興・発信

人と人形の歴史を調査・研究し、その成果について、展示や講座の開催、
広報・プロモーションを行うなど、人形文化の振興に資する取組を実施し
ます。

6
08-1-1-06

アーツカウンシルの創設
専門人材による調査研究、文化芸術活動支援及び文化発信プロジェクト
などの象徴的事業を実施する組織であるアーツカウンシルを設置し、文
化芸術推進体制の強化を図ります。

4
08-1-1-04 文化芸術を活用したアウトリー

チ事業の推進

地域コミュニティの活性化を図り、市民が気軽に文化芸術と触れ合える環
境を実現するため、市内の学校や施設、団体等、地域の様々な場所に芸
術家等を派遣して、ワークショップやミニコンサート等を実施します。

5
08-1-1-05

文化芸術創造拠点の構築

市民等の多様化するニーズに応えるため、本市の文化施策及び市民の
文化芸術活動の中心的役割を担う各拠点施設の特性を生かした長期的
な方針に基づく一体的な運営による連携事業等を行うことにより、施設機
能を強化します。また、美術館等文化芸術創造拠点に関する他の事例等
を調査しつつ、基本構想の策定に向けた検討を行います。
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岩槻人形博物館
来館者数

― 77,000人 74,000人 74,000人 74,000人 74,000人
令和７年度まで
74,000人を達
成・維持

岩槻人形博物館
の認知度（①市
内在住者、②在
勤者）

①39.7％
②26.6％
（令和３年度）

―
①42.0％
②27.0％

①44.0％
②28.0％

①47.0％
②29.0％

①50.0％
②30.0％

令和７年度まで
に①50.0％、②
30.0％

事業目的
人と人形の歴史を調査・研究し、その成果について広く公開することにより、本市の魅力ある資源である
人形文化を振興します。

事業内容

・岩槻人形博物館における展示や講座を開催します。
・広報・プロモーションを実施します。
・キャッシュレス化を推進します。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、新しい生活様式に対応した博物館の管理運営や事業実
施に関する取組を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
岩槻人形博物館

事業 08-1-1-01 岩槻人形博物館を拠点とした人形文化の振興・発信

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

大宮盆栽村の認
知度（①市内在
住者、②在勤
者）

①77.1％
②50.8％
（令和元年度）

①78％
②51％

①79％
②52％

①80％
②53％

①81％
②54％

①82％
②55％

令和７年度まで
に①82％、②
55％

大宮盆栽美術館
来館者数

63,208人
（令和元年度）

74,000人 72,000人 73,000人 74,000人 75,000人
令和７年度まで
に75,000人

事業目的
伝統産業としての盆栽業の支援、市の誇る文化としての盆栽ブランドの確立、盆栽村の聖地化を推進す
ることにより、本市の魅力ある地域資源である盆栽文化を振興します。

事業内容

令和７年度に迎える盆栽村開村100周年を見据え、庁内関係部局や関連団体等と連携し、盆栽関連イベントやワークショップの開
催、ＳＮＳなど様々な広報ツールを活用した情報発信など、盆栽文化の発展に資する取組を実施します。また、新型コロナウイルス
感染症の影響を踏まえて、新しい生活様式に対応した美術館の管理運営や事業実施に関する取組を実施します。
・盆栽村開村100周年記念事業の実施に向けた検討を行います。
・大宮盆栽美術館における展示や講座を開催します。
・各種盆栽関連イベントやワークショップを開催します。
・さいたま国際盆栽アカデミーを実施します。
・ⅠＣＴを活用した情報発信をします。
・キャッシュレス化を推進します。
・盆栽園等と連携し、盆栽園継続の課題を調査し、盆栽業の支援に取り組みます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
文化政策室 都市経営戦略部 大宮盆栽美術館

商業振興課

観光国際課

事業 08-1-1-02 未来に向けた盆栽文化の継承・発展

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 11-2-1
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事業 08-1-1-03 市民参加型の特色のある国際芸術祭の開催

重点戦略 戦略２戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
文化政策室

事業目的
市民等が文化芸術に触れる機会を増やすとともに、本市の文化芸術を広く発信することにより、市民が
自主的・主体的に行う文化芸術活動の促進と、本市のイメージアップを目指します。

事業内容

これまでの国際芸術祭で生まれた市民の文化芸術活動をレガシーとして継続し、充実させていくととも
に、本市の魅力ある文化資源を活用し、さいたま文化を発信するほか、文化芸術を活用した多様な交流
を促進するため、市民参加型の特色のある国際芸術祭を開催し、市民等が文化芸術に触れる機会を創
出します。
・市民サポーターの活動を支援し、市民プロジェクトを継続します。
・令和５年度の国際芸術祭開催に向けた検討を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民サポーター
活動、市民プロ
ジェクト、国際
芸術祭の参加者
数

251,337人
（令和元年度）

20,000人 22,500人 325,000人 27,500人 30,000人
令和７年度まで
の５年間で
425,000人

国際芸術祭の経
済効果

開催見送りによ
り不明
（令和元年度）

― ― 30億円 ― ―
令和５年度に30
億円

⑴

⑵

⑶

アウトリーチに
よる文化芸術イ
ベント等の実施
件数

29件
（令和元年度）

30件 30件 30件 30件 30件
令和７年度まで
の５年間で150件

事業目的
地域コミュニティの活性化を図るため、芸術家等が地域に赴いて文化芸術に関するアウトリーチ事業を
実施することにより、市民と芸術家等との交流や、幅広い分野における連携を促進し、市民が気軽に文
化芸術と触れ合える環境を実現します。

事業内容
市内の学校や施設、団体等、地域の様々な場所に芸術家等を派遣して、盆栽、漫画、人形等の本市の
魅力ある資源を活用したワークショップや、ミニコンサート等を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
文化振興課

事業 08-1-1-04 文化芸術を活用したアウトリーチ事業の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 08-1-1-05 文化芸術創造拠点の構築

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
文化振興課 文化政策室

事業目的 市民等の多様化する文化芸術活動を支えることができるよう、文化施設機能の充実を目指します。

事業内容

・市民等の多様化する文化芸術活動を支える中心的役割を担う拠点施設に機能移転後の市民会館うら
わ及び市民会館おおみやを加え、拠点機能を強化するとともに、拠点施設間及び他の文化施設との有
機的連携を構築し、文化芸術活動環境の充実を図ります。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、キャッシュレス支払の導入を検討する等、新しい生活様
式に対応した施設管理を行います。
・美術館等文化芸術創造拠点に関する他の事例等を調査しつつ、基本構想の策定に向けた検討を行い
ます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

文化施設利用者
の満足度

65.5％
（令和元年度）

67％ 68％ 69％ 70％ 71％
令和７年度まで
に71％

美術館等文化芸
術創造拠点の整
備

―
拠点機能の
整理

美術館等文化
芸術創造拠点
の整備・拡充
に向けた調
査・検討

美術館等文化
芸術創造拠点
の整備・拡充
に向けた調
査・検討

美術館等文化
芸術創造拠点
の整備・拡充
に向けた調
査・検討

美術館等文化
芸術創造拠点
の整備・拡充
に向けた調
査・検討

令和７年度まで
に整備に向けた
検討に着手

⑴

⑵

⑶

アーツカウンシ
ルの設立

―
基本構想策
定

設立 ― ― ―
令和４年度中に
設立

支援団体数（助
成、活動場所斡
旋、団体間連携
コーディネート
など）

― ― 10団体

80団体
※国際芸術
祭開催のた
め拡大

70団体 70団体
令和７年度まで
の５年間で延べ
230団体

事業目的
文化芸術都市創造のため、専門人材による調査研究、文化芸術活動支援及び文化発信プロジェクトな
どの象徴的事業を実施する組織であるアーツカウンシルを設置し、文化芸術推進体制の強化を図りま
す。

事業内容

・令和５年度から文化芸術団体等への助成金（文化芸術都市創造補助金を統合）の交付及び事業評
価、活動場所の斡旋、団体間連携コーディネート、運営相談、情報発信を行います。
・文化芸術に関する調査研究や関係団体とのネットワーク構築によって得た知見に基づき、市及び文化
芸術団体等への提言等を行います。
・文化芸術都市創造に向けて、先駆的な事業の実施主体となります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
文化政策室

事業 08-1-1-06 アーツカウンシルの創設

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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実施計画事業

3
08-1-2-03 各文化施設の特性を活かした

文化芸術の鑑賞機会の充実

指定管理者のノウハウを活用し、各文化施設の立地条件やホール規模、
施設の特性を踏まえ、市有施設最大のホールを持つ文化センターでの本
格的な音楽鑑賞事業、能舞台を有する氷川の杜文化館での伝統文化鑑
賞事業など、多様な「文化芸術鑑賞事業」を実施します。

2
08-1-2-02 ジュニアソロコンテストの開催

による若手の人材育成

子どもたちの文化芸術の創造や活動に対する意欲を高めるとともに、次
代の文化芸術都市創造を担う人材を育成するため、市内在住・在学の
小・中学生を対象に、管楽器・打楽器・コントラバスによる独奏のコンテス
トを行います。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
08-1-2-01 市民による文化芸術活動の支

援の充実

市民等が自主的・主体的に行う文化芸術活動を支援し、生き生きと心豊
かに暮らせる文化芸術都市を創造するため、市内の文化芸術団体に対
する補助金交付や、さいたま市美術展覧会の開催を始めとした文化芸術
活動の発表機会の提供等を行います。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1

文化芸術活動（鑑賞を含む）を行う市
民の割合（過去１年間に１回以上の文
化芸術活動（鑑賞を含む）を行った市
民の割合）

65.4％
(令和２年度)

70％ 75％

施策 08-1-2

文化芸術活動の促進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

スポーツ文化局 文化振興課
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事業 08-1-2-01 市民による文化芸術活動の支援の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
文化振興課 文化政策室

事業目的
市民等が自主的・主体的に行う文化芸術活動を支援することにより、生き生きと心豊かに暮らせる文化
芸術都市の創造を目指します。

事業内容

・市内の文化芸術団体に対する助成金交付や、さいたま市美術展覧会の開催を始めとした文化芸術活
動の発表機会の提供等、市民等の文化芸術活動を支援するための事業を実施します。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、ＳＮＳを活用した文化芸術活動への支援等、新しい生活
様式に対応した活動に対する支援を検討します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

助成金を活用し
て市民等が実施
した文化芸術事
業の件数

66件
（令和元年度）

70件 70件 70件 70件 70件
令和７年度まで
の５年間で350件

さいたま市美術
展覧会の出品者
数

557人
（令和元年度）

対前年度比
１％増

対前年度比
１％増

対前年度比
１％増

対前年度比
１％増

対前年度比
１％増

令和７年度までの５
年間で出品者数を令
和元年度比で５％以
上増やし、減少傾向
を抑止

⑴

⑵

⑶

出場者が、コンテ
ストを通じて自身
が成長することが
できたと感じる割
合

― 53％ 97％ 97％ 97％ 97％
令和７年度まで
97％を維持

事業目的
子どもたちの文化芸術の創造や活動に対する意欲を高めるとともに、次代の文化芸術都市創造を担う
人材の育成を目指します。

事業内容
市内在住・在学の小・中学生を対象に、管楽器・打楽器・コントラバスによる独奏のコンテストを行いま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
文化振興課

事業 08-1-2-02 ジュニアソロコンテストの開催による若手の人材育成

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

参加者が事業内
容に満足した割
合

91.9％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
の５年間90％を
維持

事業目的
市民等の多様化する文化芸術活動に対応するため、各施設の特性を生かした多様な鑑賞事業を実施
することにより、ニーズに応えた鑑賞機会の充実を目指します。

事業内容

・指定管理者のノウハウを活用し、各文化施設の立地条件やホール規模、施設の特性を踏まえ、市有施
設最大のホールを持つ文化センターでの本格的な音楽鑑賞事業、能舞台を有する氷川の杜文化館での
伝統文化鑑賞事業など、多様な「文化芸術鑑賞事業」を実施します。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、動画配信による鑑賞事業など、新しい生活様式に対応
した事業を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
文化振興課

事業 08-1-2-03 各文化施設の特性を活かした文化芸術の鑑賞機会の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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施策 08-1-3

歴史文化資源の保存・継承・活用

施策マネジメント局 施策マネジメント課

教育委員会 文化財保護課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
歴史文化資源に愛着を感じ大切に思う
市民の割合

80.0％
(令和２年度)

82％ 85％

実施計画事業

3

04-1-3-04
【再掲】
 P156

博物館・美術館・科学館を通じ
た生涯学習環境整備の推進

市民が質の高い生涯学習に取り組めるよう、各生涯学習関連施設にお
いて資料等の整備を行うとともに、利活用を促進するため情報発信を行
います。また、講座・講演会等の催しを実施することで、多種多様な学び
の機会を提供します。さらに、市立小中学校等を対象に体験的な学びの
機会を提供します。

2
08-1-3-02

新たな視点で市史編さん

市の歴史的変遷の過程を記録し未来へ継承するために、さいたま市をひ
とつの地域として捉える新たな視点で「さいたま市史」を編さんします。
また、歴史資料を収集し、適切に整理・保存するとともに、市民共有の知
的資源として活用を図ります。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
08-1-3-01 次世代に向けた歴史文化資源

の保存・継承・活用

国指定史跡の整備や特別天然記念物の保全を推進するとともに、その
成果を教育やまちのにぎわいなどに活用し、郷土への関心、愛着をはぐく
みます。
さらに、新たに「文化財保存活用地域計画」を策定することで、歴史文化
資源の保存・継承・活用の持続可能なサイクルを確立します。

4

09-1-4-04
【再掲】
 P255

岩槻駅周辺地区のまちづくり
の推進

岩槻の特色を生かしたまちの魅力向上とにぎわいを創出するために、文
化・交流機能及び歴史と伝統に支えられた地域資源を有効に活用した居
心地が良く歩きたくなる「ウォーカブル」な都市型観光のまちづくりを推進
します。
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50％
令和７年度まで
に50％

さいたま市歴史
文化資源12件の
うち、市民一人
当たりの認知数

4.7件
（令和２年度）

4.8件 4.9件 5.0件 5.1件 5.2件
令和７年度まで
に5.2件

田島ケ原サクラ
ソウ自生地を
知っている市民
の割合

38.7％
（令和２年度）

42％ 44％ 46％ 48％

見沼通船堀を
知っている市民
の割合

47.1％
（令和２年度）

50％ 52％ 54％ 57％ 60％
令和７年度まで
に60％

真福寺貝塚を
知っている市民
の割合

6.4％
（令和２年度）

10％ 14％ 18％ 22％ 26％
令和７年度まで
に26％

事業目的 文化財等の歴史文化資源を活用しながら、次の世代に向けて大切に保存・継承します。

事業内容

先人たちが伝えてくれた「市の宝」である歴史文化資源の保存と活用を通じて、郷土への関心、愛着をはぐくみ、次
の世代へと確実に継承していきます。
・国指定史跡「見沼通船堀」の再整備を実施して保存を確実にするとともに、閘門開閉実演を開催して「見沼通船
堀」の活用を進めます。
・国指定史跡「真福寺貝塚」の発掘調査を実施してその実像を解き明かします。その成果を今後の保存・活用に生
かしながら、現地見学会や小学生の体験発掘調査、展示会などを行い、「真福寺貝塚」の価値を発信していきま
す。
・国指定特別天然記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」衰退の危機を克服するために、遺伝的多様性の調査など
の自然科学分析調査を行い、サクラソウ減少の原因を究明します。その上で、自生地再生に向けた「田島ケ原サク
ラソウ自生地再生計画（仮称）」を策定し（令和６年度まで）、計画に基づき自生地の再生に取り組みます。
・いかなる状況でも歴史文化資源の保存・継承・活用を持続できるよう、新たに「文化財保存活用地域計画」を策定
します（令和５年度まで）。保存・継承・活用のサイクルを確立し、市民が歴史文化資源の価値を将来にわたって享
受できるよう、保存・継承・活用を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
文化財保護課

事業 08-1-3-01 次世代に向けた歴史文化資源の保存・継承・活用

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

事業 08-1-3-02 新たな視点で市史編さん

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
アーカイブズセンター

事業目的
本市の歴史的変遷の過程を記録し未来へ継承するため、「さいたま市史」を編さんすることで、市民等の
本市への関心と愛着を育み、市民文化の向上に寄与し市政発展の方向を示すとともに、歴史資料の収
集保存を行い、市民共有の知的資源として活用を図ります。

事業内容
・さいたま市をひとつの地域として捉える新たな視点で「さいたま市史」を編さんします。
・歴史資料を収集・保存・活用します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市史等の頒布冊
数

771冊
（令和元年度）

840冊 880冊 920冊 960冊 1,000冊
令和７年度まで
の５年間で4,600
冊

市民等の歴史資
料の活用点数

299点
（令和元年度）

400点 410点 430点 460点 500点
令和７年度まで
の５年間で2,200
点
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さいたまセントラルパークの整備推進

美園地区のまちづくりの推進
09-1-4-04
岩槻駅周辺地区のまちづくりの推進

09-1-4-05
グリーンインフラによる都市空間の高質化

09-1-4-06

にぎわいと交流を生む
居心地のよい都市空間
の形成

09-1-4-01

 
大宮駅周辺まちなかウォーカブルの推進

09-1-4-02
浦和駅周辺まちなかウォーカブルの推進

09-1-4-03

市街地開発事業の推進（都心）
＜目指す方向性＞ 09-1-1-03

市街地開発事業の推進（副都心）
「都心」においては、多様で高次な都市機能の
充実・強化、「副都心」では、都心を補完し、
各地区の特性に応じた都市機能の集積を図り、
良好な住環境や都市景観の形成を目指します。
さらに、広域的な交流を支えるネットワークを
充実させ、今後も持続的に都市活力を生み出
し、多くの人が集まる交流拠点都市を目指しま
す。

09-1-2-10
浦和駅周辺地区のまちづくりの推進

多様で高次な都市機能
の集積

09-1-2-04

 
さいたま新都心のにぎわい創出

09-1-2-06
桜木駐車場用地活用の推進

09-1-2-07

第９章　都市インフラ

人を呼び込み交流を促す都市インフ
ラ

都市基盤整備の推進

09-1-1-01

第１節  
大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進

09-1-1-02

大宮駅東口公共施設再編の推進

09-1-2-11
新庁舎の整備

02-1-1-06 【再掲】
スマートシティさいたまモデルの推進

 
スマートシティに向けたモビリティサービスの充実

09-1-3-02
広域的な交通アクセスの強化

09-1-3-03
東西交通大宮ルートの推進

09-1-3-04
地下鉄７号線の延伸

広域的な交通施策の推
進

09-1-3-01

09-1-3-07
新大宮上尾道路の整備促進

09-1-3-08
核都市広域幹線道路の延伸の推進

09-1-3-05
七里駅舎及び大和田駅舎の機能性向上の推進

09-1-3-06
幹線道路整備の推進

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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09-2-2-12

長期未着手地区のまちづくりの推進
09-2-2-06

市街地開発事業の推進（市施行土地区画整理事業）

09-2-2-07

芸術劇場と地域が連携したまちづくり

09-2-2-04
参加と協働によるまちづくりの推進

09-2-2-05

10-1-1-01 【再掲】
無電柱化の推進

質の高い生活空間を提供する都市イ
ンフラ

個性豊かで潤いのある
都市空間の形成

09-2-1-01

第２節  
個性豊かで魅力ある良好な都市景観形成の推進

09-2-1-02
街なかにおける緑の創出

＜目指す方向性＞ 09-2-1-03
大規模公園の整備推進

09-2-1-04
身近な公園の整備推進

09-2-1-05

個性豊かで魅力ある景観を形成し、環境との調
和を保ちながら、質の高い生活環境の提供を目
指します。また、誰もが使いやすく、環境負荷
が少ない公共交通優先の交通体系を確立すると
ともに、安全かつ安定的な水の供給や下水道の
普及など、市民生活を支える基盤を整備しま
す。

02-3-1-04 【再掲】
染谷・加田屋地区の公園等の整備推進

 
歴史を伝える本町通りのまちづくり

09-2-2-02
中央区役所周辺の公共施設の再編とデジタル化の推進

09-2-2-03

都市公園のリフレッシュ推進
09-2-1-06

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公民連携による公園のにぎわい創出

地区の特性や居住ニー
ズを踏まえた良好な住
環境の創出

09-2-2-01

住宅セーフティネット機能の推進
09-2-2-10
市営住宅建替の推進

09-2-2-11

市街地開発事業の推進（組合土地区画整理事業）

09-2-2-08
マンション管理適正化の推進

09-2-2-09

09-2-3-04
都市計画道路の見直し

09-2-3-07
自転車利用環境の向上

09-2-3-05
与野本町駅周辺の利便性の向上

09-2-3-06

09-2-3-03

公共交通・生活道路・
自転車利用環境の充実

09-2-3-01

下水道施設の健全化の推進

 
上水道施設の健全化の推進

09-2-4-02
下水道の普及推進

09-2-4-03

安全かつ安定的な水の
供給や下水道の整備

09-2-4-01

道路の安全性の向上

良好な道路環境の向上
09-2-3-08
計画的な橋りょうの修繕

09-2-3-09

公共交通のバリアフリー化推進

空き家等対策の推進

06-2-1-08 【再掲】
だれもが住みよい福祉のまちづくりの推進

 
効率的で持続可能な公共交通ネットワークの実現

09-2-3-02
身近な公共交通の充実

地下鉄７号線中間駅周辺のまちづくり
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実施計画事業

3
09-1-1-03 市街地開発事業の推進（副都

心）

駅周辺において、地域特性を生かした都市機能を配置し、防災機能や人
とのつながりでできる防災力の強化、世代間交流や活動により積極的に
人と人とが交流し、コミュニケーションを活性化できる質の高い空間の創
出など、住みやすく魅力的で持続可能な市街地の形成を目指します。

戦略１戦術５

2
09-1-1-02 市街地開発事業の推進（都

心）

本市の都心としてふさわしい魅力を創出するため、商業・業務機能等の
高次な都市機能を集積し、広域的な都市活動や市民生活の拠点の整備
を推進します。

戦略１戦術５

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-1-1-01 大宮駅グランドセントラルス

テーション化構想の推進

「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」の実現に向けて、駅周辺
のまちづくり、駅前広場などの交通基盤整備及び大宮駅の機能高度化の
事業化に向けた取組を進めます。

戦略１戦術５

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
都心・副都心における土地区画整理事
業・市街地再開発事業の進捗率等

46％
(令和元年度)

97％ 98％

施策 09-1-1

都市基盤整備の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市局 まちづくり総務課

都市局 都心整備課
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大宮駅ＧＣＳ化
構想の事業進捗

大宮ＧＣＳプラ
ン２０２０の策
定
(令和２年度)

都市計画素
案の作成

地区計画等
の都市計画
決定手続

東口駅前広
場の都市計
画決定手続

新東西通路
の都市計画
決定手続

東口駅前広
場の事業認
可取得

令和７年度まで
に東口駅前広場
の事業認可取得

事業目的
大宮駅周辺街区のまちづくり、交通基盤整備及び駅機能の高度化を三位一体で進め、東日本の玄関口
である大宮ひいてはさいたま市のプレゼンス向上を目指します。

事業内容
「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」の実現に向けて、駅周辺のまちづくり、駅前広場などの
交通基盤整備及び大宮駅の機能高度化の事業化に向けた取組を進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
東日本交流拠点整備課

事業 09-1-1-01 大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

事業 09-1-1-02 市街地開発事業の推進（都心）

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
都心整備課 浦和駅周辺まちづくり事務所 大宮駅東口まちづくり事務所 大宮駅西口まちづくり事務所

事業目的
商業・業務機能等の高次な都市機能を集積し、広域的な都市活動や市民生活の拠点の整備を推進す
ることにより、本市の顔としてふさわしい魅力的な都心の創出を目指します。

事業内容

浦和駅及び大宮駅周辺の市街地再開発事業や土地区画整理事業を推進し、商業・業務・文化機能等
の充実を図るとともに、周辺の市街地と調和のとれた災害に強い都心にふさわしいまちづくりを行いま
す。
◆浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業について、令和４年３月に事業計画の変更を行ったことか
ら、各年度の目標等の見直しを行いました（令和４年度改定）。
◆大宮駅西口第四土地区画整理事業の事業進捗率について、令和５年２月に事業計画の変更を行っ
たことから、各年度の目標等の見直しを行いました（令和５年度改定）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業進捗状況
（浦和駅西口南
高砂地区市街地
再開発事業）

事業計画変更認
可・権利変換計
画認可申請
（令和２年度）

権利変換計
画認可・施
設建築物工
事着手

施設建築物
工事実施

施設建築物
工事実施

施設建築物
工事実施

施設建築物
工事実施

令和７年度まで
に施設建築物工
事実施

事業進捗状況
（浦和西口停車
場線街路整備事
業）

93％
南側工区完成
用地買収率
（令和２年度）

100％
用地買収率

北側工区
道路整備着
工

北側工区
道路整備実
施

事業完了 ―
令和６年度まで
に事業完了

―
令和４年度まで
に事業完了

事業進捗率（大
宮駅西口第３－
Ｂ地区市街地再
開発事業）

20％
解体除却工事
（令和２年度）

30％
施設建築物
工事実施

40％
施設建築物
工事実施

90％
施設建築物
工事竣工

100％
組合解散
清算

―
令和６年度まで
に事業完了

事業進捗率（大
宮駅東口大門町
２丁目中地区市
街地再開発事
業）

67％
施設建築物工事
実施
（令和２年度）

99％
施設建築物
工事竣工

100％
組合解散
清算

― ―

施設建築物
工事実施

令和７年度まで
に施設建築物工
事実施

事業進捗率（大
宮駅西口第四土
地区画整理事
業）

93％
(令和２年度)

94％ 95％ 96％ 97％ 98％
令和７年度まで
に98％

事業進捗状況
（大宮駅西口第
３－Ａ・Ｄ地区
市街地再開発事
業）

事業計画の作成
（令和２年度）

権利変換計
画認可に向
けた合意形
成

権利変換計
画認可

施設建築物
工事着手

施設建築物
工事実施

100％
令和７年度まで
に100％

事業進捗率（大
宮駅東口大門町
３丁目中地区市
街地再開発事
業）

― ―
１％
準備組合設
立

２％
都市計画提
案
都市計画決
定

15％
事業計画
(組設)認可
権利変換計
画認可

40％
施設建築物
工事

令和７年度まで
に事業進捗率
40％

使用収益開始率
（大宮駅西口第
四土地区画整理
事業）

90％
（令和２年度）

92％ 94％ 95％ 96％
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

93.6％
令和７年度まで
に93.6％

江川地区
道路整備率

97.9％
（令和元年度）

97.9％ 97.9％ 98.1％ 98.2％ 98.5％
令和７年度まで
に98.5％

江川地区
事業進捗率

90.8％
（令和元年度）

91.7％ 92.2％ 92.7％ 93.1％

85.9％
令和７年度まで
に85.9％

岩槻駅西口地区
道路整備率

42.3％
（令和元年度）

43.7％ 45.0％ 46.4％ 47.7％ 49.1％
令和７年度まで
に49.1％

岩槻駅西口地区
事業進捗率

81.3％
（令和元年度）

88.4％ 90.9％ 81.0％ 83.5％

62.4％
令和７年度まで
に62.4％

大門下野田地区
道路整備率

0.0％
（令和元年度）

0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.8％ 18.5％
令和７年度まで
に18.5％

大門下野田地区
事業進捗率

29.0％
（令和元年度）

36.8％ 39.6％ 48.1％ 56.1％

85.0％
令和７年度まで
に85.0％

浦和東部第一地
区
道路整備率

41.6％
（令和元年度）

50.3％ 54.6％ 59.2％ 61.7％ 62.9％
令和７年度まで
に62.9％

浦和東部第一地
区
事業進捗率

75.8％
（令和元年度）

79.3％ 80.7％ 82.1％ 83.5％

武蔵浦和駅第７
－１街区

勉強会の開催
２回
（令和２年度）

勉強会の開
催

勉強会の開
催

勉強会の開
催

勉強会の開
催

まちづくり
方針の決定

令和７年度まで
にまちづくり方
針の決定

武蔵浦和駅第８
－２街区

地元調整
（準備組合との
打合せ）
10回
（令和２年度）

地元調整
（準備組合
との打合
せ）
８回

地元調整
（準備組合
との打合
せ）
８回

施設建築物
等の基本計
画検討

都市計画案
の作成

都市計画決
定

令和７年度まで
に都市計画決定

事業目的
駅周辺において、地域の特性を生かした都市機能を配置し、防災機能や人とのつながりでできる防災力
の強化、世代間交流や活動により積極的に人と人とが交流し、コミュニケーションを活性化できる質の高
い空間の創出など、住みやすく魅力的で持続可能な市街地の形成を目指します。

事業内容

市街地再開発事業及び土地区画整理事業等を推進し、道路、公園等の安全性、防災性を高める都市
基盤を整備しつつ、地域特性を生かした副都心の形成を図ります。
◆武蔵浦和駅第８－２街区について、令和４年11月に市街地再開発準備組合が開催した「通常総会」で
示した工程に基づき、各年度の目標等の見直しを行いました。また、岩槻駅西口地区（岩槻駅西口土地
区画整理事業）の事業進捗率について、令和５年３月に事業計画の変更を行ったことから、各年度の目
標等の見直しを行いました（令和５年度改定）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
市街地整備課 浦和西部まちづくり事務所 浦和東部まちづくり事務所 岩槻まちづくり事務所

事業 09-1-1-03 市街地開発事業の推進（副都心）

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1
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※令和５年度３月改定における施策及び事業の改定に伴い、本施策に掲載されていた事業の移行等が生じたため、事業コードが連続していません。

施策 09-1-2

多様で高次な都市機能の集積

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市局 都心整備課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
都心・副都心に活気があり、魅力的で
あると感じる市民の割合

39.2％
(令和２年度)

43％ 45％

45万４千人2
都心・副都心の駅の１日当たりの乗降
客数（定期利用者を除く）

約44万５千人
(令和元年度)

45万２千人

実施計画事業

3
09-1-2-07 大宮駅東口公共施設再編の

推進

「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」に位置付ける優先的に取り組むべきプロ
ジェクトである「公共施設再編による連鎖型まちづくり」の実現に向けて、
「大宮駅東口周辺公共施設再編／公共施設跡地活用全体方針」に基づ
き、官民連携によるまちづくりを推進します。

2
09-1-2-06

桜木駐車場用地活用の推進
桜木駐車場用地について、東日本の対流拠点形成に資する具体的な活
用方法を決定し、実現します。また、用地の一部について、大宮駅西口第
五地区の防災性等の向上に資する取組を行います。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-1-2-04 さいたま新都心のにぎわい創

出

「さいたま新都心将来ビジョン」の推進に当たり、歩行者デッキ等の都市
施設を適正に管理するほか、さいたま新都心まちづくり推進協議会及び
さいたま新都心まちづくりボランティアの活動を支援します。また、さいた
ま新都心まちづくり推進協議会と連携し、地元主体のエリアマネジメント
活動を支援します。

6

02-1-1-06
【再掲】
☛P99

スマートシティさいたまモデル
の推進

市民生活を構成する様々な分野において、ＡＩやＩｏＴなどの技術を活用す
るとともに、「共通プラットフォームさいたま版」の分野間・自治体間連携や
情報銀行化を目指しながら、民間事業者による生活支援サービス等の実
証・社会実装に取り組みます。あわせて、コミュニティ形成を促進する取
組を実施することで、スマートシティさいたまモデルの構築を目指します。戦略１戦術１

4
09-1-2-10 浦和駅周辺地区のまちづくり

の推進

「文教都市」浦和の特性を生かし、都心としてまちの機能拡充を図るため、まち
づくりの指針となるビジョンを策定するとともに、まちの将来像の具体化に向け
て取り組みます。また、市役所本庁舎は令和13年度を目途にさいたま新都心
に移転整備することとしており、本庁舎移転後の現庁舎地について、市民等の
ご意見を伺いながら、浦和の歴史やまちづくりの検討等を踏まえた新たな利活
用に向け、検討を進めます。戦略１戦術５

5
09-1-2-11

新庁舎の整備

本市が将来にわたって持続的な住民サービスを提供し、政令指定都市と
して未来へ躍進する都市経営を進める拠点となる本庁舎については、令
和13年度を目途に「さいたま新都心バスターミナルほか街区」への新庁
舎の移転整備を行います。

戦略１戦術５
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⑴

⑵

⑶

事業 09-1-2-04 さいたま新都心のにぎわい創出

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
都心整備課

事業目的
さいたま新都心地区において、安全・安心でにぎわいや交流のあるまちづくりを継続するとともに、地域
を構成する多様な主体と協働・連携し、まちの価値を更に高めます。

事業内容
・「さいたま新都心将来ビジョン」の推進に当たり、歩行者デッキ等の都市施設を適正に管理するほか、さ
いたま新都心まちづくり推進協議会及びさいたま新都心まちづくりボランティアの活動を支援します。
・さいたま新都心まちづくり推進協議会と連携し、地元主体のエリアマネジメント活動を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

さいたま新都心駅
及び北与野駅の１
日あたりの乗降客
数（定期利用者を
除く）

約58,100人
（令和元年度）

58,700人 59,000人 59,300人 59,600人 59,900人
令和７年度まで
に59,900人

歩行者デッキ長
寿命化修繕計画
に基づく短期計
画修繕の進捗率

歩行者デッキ長
寿命化修繕計画
（令和２年度）

11％ 23％ 35％ 54％ 77％
令和７年度まで
に77％

⑴

⑵

⑶

事業 09-1-2-06 桜木駐車場用地活用の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
東日本交流拠点整備課 大宮駅西口まちづくり事務所

事業目的
公有財産を有効活用し、交流促進や新たな価値の創出に寄与する機能の導入を進め、大宮ひいてはさ
いたま市のプレゼンス向上に貢献します。また、公有財産の一部について、大宮駅西口第五地区のまち
づくりに資する取組を行い、住環境の維持・向上を図ります。

事業内容
桜木駐車場用地について、民間の資金、経済能力及び技術力の活用を図るなど、東日本の対流拠点形
成に資する具体的な活用方法を決定し、実現します。また、用地の一部について、大宮駅西口第五地区
の防災性等の向上に資する取組を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

用地活用に向け
た推進

公募要項案等の
作成
（令和２年度）

公募の実施

優先交渉権者
選定
用地活用に向
けた関係者等
との協議調整

施設設計
(民間)

施設整備
（民間）

施設運用
（民間）

令和４年度までに
優先交渉権者選定
令和７年度までに
民間による施設運
用

大宮駅西口第五
地区の防災性等
向上に資する取
組

大宮駅西口第五
地区まちづくり
方針検討
（令和２年度）

まちづくり
方針策定
検討組織立
ち上げ

広場検討 広場検討 広場設計 広場整備
令和７年度まで
に広場整備
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⑴

⑵

⑶

※サウンディング：行政が事業発案段階や事業化段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の対話により民間事業者の意見や新たな提案の把
　握等を行うことで、対象事業の検討を進展させるための情報収集を目的とした手法のこと

実施方針に
基づく目標
の設定

実施方針に
基づく目標
の設定

令和５年度までに
実施方針の作成

【地域連携拠点】
市民会館おおみや
跡地や山丸公園の
新たな土地活用

土地活用に向けた
オープンサウン
ディング（※）の
実施
（令和２年度）

実施方針の
骨子の作成

実施方針
（案）の作
成

実施方針の
作成

実施方針に
基づく目標
の設定

実施方針に
基づく目標
の設定

令和５年度までに
実施方針の作成

【駅前にぎわい
拠点】
旧大宮区役所跡
地の新たな土地
活用

土地活用に向けた
オープンサウン
ディング（※）の
実施
（令和２年度）

実施方針の
骨子の作成

実施方針
（案）の作
成

実施方針の
作成

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業目的
「大宮駅周辺地域戦略ビジョン」に位置付ける優先的に取り組むべきプロジェクトである「公共施設再編による連鎖型まちづくり」の実現
に向けて、「大宮駅東口周辺公共施設再編／公共施設跡地活用全体方針」に基づき、官民連携によるまちづくりを推進し、さいたま新
都心周辺地区との連携を強化することや、にぎわいと交流を生む歩きたくなる都市空間を形成します。

事業内容

「大宮駅東口周辺公共施設再編／公共施設跡地活用全体方針」に位置付ける３つのエリアごとに関連する計画と連携
を図りながら、特色あるまちづくりの具体化に向けて取り組みます。
【駅前にぎわい拠点】
主な対象施設：旧大宮区役所、大宮小学校、大門町自転車駐車場、大宮中部公民館
【地域連携拠点】
主な対象施設：市民会館おおみや、山丸公園、大宮区役所新庁舎
【氷川神社周辺エリア】
主な対象施設：旧大宮図書館、旧大宮図書館駐車場、市立博物館

事業課
大宮駅東口まちづくり事務所

事業 09-1-2-07 大宮駅東口公共施設再編の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

利活用計画
（骨子）策
定

令和７年度まで
に利活用計画
（骨子）策定

現庁舎地利活用
の検討

新庁舎整備等基
本構想策定
（令和３年度）

― 基礎調査

利活用計画
（骨子）策
定に向けた
検討

利活用計画
（骨子）策
定に向けた
検討

浦和ブランドの
魅力向上に向け
たまちづくりの
推進

まちづくりビ
ジョンの基礎調
査の実施
（令和元年度）

まちづくり
ビジョン骨
子策定

まちづくり
ビジョン策
定

アクション
プランの実
施・検討

アクション
プランの実
施・検討

アクション
プランの実
施・検討

令和７年度まで
アクションプラ
ンを実施・検討

市民協働・公民
連携によるまち
づくりの推進

―
情報発信・
有識者会議
開催

情報発信・
シンポジウ
ム開催

情報発信・
エリアプ
ラット
フォームの
検討

情報発信・
エリアプ
ラット
フォームの
立ち上げ

情報発信・
エリアプ
ラット
フォームの
活動

令和７年度まで
に市民協働・公
民連携による取
組に着手

事業目的
市民協働・公民連携により「文教都市」浦和の特性を生かしたまちづくりを推進し、都市機能の更新や上
質な生活と持続的な都市活力を生み出す都市空間の形成に取り組み、浦和ブランドの魅力向上を目指
します。

事業内容

・浦和の特色を生かし、都心としてまちの機能拡充を図るため、まちづくりの指針となるビジョンを策定す
るとともに、まちの将来像の具体化に向けて取り組みます。
・市役所本庁舎は令和13年度を目途にさいたま新都心に移転整備することとしており、本庁舎移転後の
現庁舎地について、市民等のご意見を伺いながら、浦和の歴史やまちづくりの検討等を踏まえた新たな
利活用に向け、検討を進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
都心整備課 浦和駅周辺まちづくり事務所 都市経営戦略部

事業 09-1-2-10 浦和駅周辺地区のまちづくりの推進

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）
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⑵

⑶

事業 09-1-2-11 新庁舎の整備

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
都市経営戦略部

事業目的
本市が将来にわたって持続的な住民サービスを提供し、政令指定都市として未来へ躍進する都市経営
を進める拠点となる本庁舎については、令和13年度を目途に「さいたま新都心バスターミナルほか街区」
への新庁舎の移転整備を行います。

事業内容

令和13年度の新庁舎の移転整備を行うため、以下のスケジュールで事業を推進します。
・令和４年度～令和５年度頃　基本計画策定
・令和６年度～令和７年度頃　事業者選定
・令和７年度～令和９年度頃　設計
・令和10年度～令和12年度頃　建設工事

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

新庁舎整備に係
る基本計画・設
計等の策定検討

新庁舎整備等基
本構想策定
（令和３年度）

―
基本計画策
定着手

基本計画策
定
民間市場調
査

事業者選定
準備

事業者選定
基本計画を策定
し、事業者選定
を行う。

-245-



8

6
09-1-3-06

幹線道路整備の推進
都市活動を支える道路交通ネットワークを形成するため、都市計画道路
等の幹線道路整備を効率的かつ効果的に推進します。

戦略２戦術３

09-1-3-08

4
09-1-3-04

地下鉄７号線の延伸

地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）の延伸に向け、課題解決のための調査
や関係者との協議を行い、令和５年度までに都市鉄道等利便増進法に
基づき、鉄道事業者へ事業の実施を要請し、令和６年度までに鉄道事業
者による申請手続が実現するように取り組みます。また、「浦和美園～岩
槻地域成長・発展プラン」に基づき定住人口及び交流人口の増加を図り
ます。戦略１戦術５

5
09-1-3-05 七里駅舎及び大和田駅舎の

機能性向上の推進
七里駅舎の橋上化・自由通路整備及び大和田駅舎の改修により機能性
を高め、地域の利便性や安全性、快適性の更なる向上を図ります。

7
09-1-3-07

新大宮上尾道路の整備促進
事業化区間の早期完成、圏央道までの未事業化区間の早期事業化のた
めの関係機関への要望活動を実施します。

戦略１戦術５

核都市広域幹線道路の延伸
の推進

計画の具体化に向けた国への要望活動を実施します。

実施計画事業

3
09-1-3-03

東西交通大宮ルートの推進
「東西交通大宮ルートの新設（大宮～さいたま新都心～浦和美園（中量
軌道システム））」の実現に向け、さいたま市地域公共交通協議会「東西
交通専門部会」と連携しながら導入を検討します。

2
09-1-3-02

広域的な交通アクセスの強化

成田空港、羽田空港、地方空港へのアクセス強化等により、国際的な結
節機能を充実させ、国際ビジネス都市として発展します。
新幹線６路線を有する大宮駅の新幹線始発の復活を目指し、広域的な
交通アクセスを強化するとともに、長距離バスターミナルの利便性向上等
により交通結節機能を強化します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-1-3-01 スマートシティに向けたモビリ

ティサービスの充実

大宮駅・さいたま新都心周辺地区等において、地域住民等の生活の利便
性や快適性を向上するため、新たなモビリティサービスとなる「ＭａａＳ」な
ど、ＩＣＴなどの先進技術をまちづくりに活用する「スマートシティの取組」を
公民連携で推進します。

戦略２戦術４

67％2
さいたま市の交通の利便性に関する満
足度

57.8％
(令和２年度)

64％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 鉄道、バスの年間利用者数
鉄道：362,200千人
バス：61,000千人
（令和元年度）

鉄道：325,900千人
バス：54,600千人

鉄道：365,900千人
バス：61,200千人

施策 09-1-3

広域的な交通施策の推進

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市局 交通政策課
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⑵

⑶

※自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り程度の交通手段（モビリティ）のこと

マルチモビリ
ティサービスの
充実

―

シェア型マ
ルチモビリ
ティの実証
実験

結果検証、
シェア型マ
ルチモビリ
ティの実証
実験

結果検証・
運用開始に
向けた手続

運用開始
本格運用・
他地区への
展開検討

令和７年度まで
に本格運用・他
地区への展開検
討

事業者連携によ
るＭａａＳの充
実

―
商業事業者
等との連携

公共交通事
業者との連
携

商業・公共
交通事業者
等のサービ
ス連携

試験運用
（民間）

本格運用
（民間）

令和７年度まで
に本格運用

事業目的
新たなモビリティサービスとなる「ＭａａＳ」など、ＩＣＴなどの先進技術をまちづくりに活用して都市の抱える諸
課題を解決することで、地域で生活し、又は働く市民等の利便性や快適性の向上を目指します。

事業内容

令和２年１月に組織した「さいたま市スマートシティ推進コンソーシアム」による実行計画に基づき、実行計
画に位置付けた取組を公民連携で推進します。また、大宮駅・さいたま新都心周辺地区等において、Ｍａａ
Ｓなど新たなモビリティサービスの社会実装を見据えた取組では、新しい生活様式も踏まえ、パーソナルモ
ビリティ（※）を中心としたシェアサービスを展開し、多様な移動手段の確保と利用環境の向上を目指しま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
都市総務課

事業 09-1-3-01 スマートシティに向けたモビリティサービスの充実

重点戦略 戦略２戦術４ 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

（仮称）バスタ大
宮の事業計画作成
に向けた要望の実
施

事業者への要望
を実施
（令和２年度）

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

令和７年度まで
関係事業者への
要望を継続して
実施

空港アクセスバ
ス・大宮駅の新幹
線始発の増便に向
けた要望の実施

事業者への要望
を実施
（令和元年度）

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

事業者への
要望を実施

令和７年度まで
関係事業者への
要望を継続して
実施

さいたま新都心バ
スターミナルの高
速バス利用便数増
加

利用便数20便
（令和３年１月
末日時点）

現状維持 ３便 ３便 ３便 ３便
令和７年度まで
に利用便数32便

事業目的
成田空港、羽田空港、地方空港へのアクセス強化等により、国際的な結節機能を充実させ、国際ビジネス都市として発展します。
新幹線６路線を有する大宮駅の新幹線始発の復活を目指し、広域的な交通アクセスを強化します。
長距離バスターミナルの利便性向上等により、交通結節機能を強化します。

事業内容

・鉄道事業者、バス事業者への要望を実施します。
・長距離バスターミナル利用増便の広報、PR活動を実施します。
・大宮駅西口交通結節点事業計画検討会の議論を踏まえ、（仮称）バスタ大宮の事業計画作成に向け、
国と調整します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
交通政策課

事業 09-1-3-02 広域的な交通アクセスの強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

東西交通大宮
ルートの検討

東西交通専門部
会の開催
（令和元年度）

東西交通専
門部会の開
催

東西交通専
門部会の開
催

東西交通専
門部会の開
催

東西交通専
門部会の開
催

東西交通専
門部会の開
催

令和７年度まで
東西交通専門部
会における検討
を継続

事業目的
本市の都心・副都心の連携を強化するとともに、誰もが使いやすく環境負荷の少ない移動手段を確保し
ます。

事業内容

集約・ネットワーク型都市構造を支えるアクセス性の高い交通体系を構築するため、さいたま市地域公
共交通協議会「東西交通専門部会」を開催し、東西交通大宮ルート（大宮～さいたま新都心～浦和美園
（中量軌道システム））の導入検討等、拠点間の連携と定時性・速達性に寄与する東西連携の強化策に
ついて検討を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
交通政策課

事業 09-1-3-03 東西交通大宮ルートの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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 635,000人
令和７年度まで
に635,000人

岩槻駅周辺交流
人口（年間来訪
者数）

391,000人
（令和元年度）

631,000人 632,000人 633,000人 634,000人

1,486,000
人

令和７年度まで
に1,486,000人

岩槻駅周辺定住
人口

11,816人
（令和元年度）

15,600人 17,600人 17,800人 17,900人 18,000人
令和７年度まで
に18,000人

浦和美園駅周辺
交流人口（年間
来訪者数）

1,195,000人
（令和元年度）

1,423,000
人

1,450,000
人

1,462,000
人

1,474,000
人

鉄道延伸事業の
進捗

―
関係自治体
との連携会
議の開催

速達性向上
事業に関す
る計画素案
（案）作成

鉄道事業者
へ事業実施
要請

鉄道事業者
による速達
性向上事業
の申請

都市計画
手続開始

令和５年度まで
に鉄道事業者へ
事業実施要請

浦和美園駅周辺
定住人口

18,428人
（令和元年度）

20,600人 22,200人 23,700人 25,300人 26,800人
令和７年度まで
に26,800人

事業目的
都市鉄道等利便増進法に基づく鉄道事業者による申請手続の早期実現を目指します。また、「浦和美
園～岩槻地域成長・発展プラン」に基づき定住人口及び交流人口の増加を図ります。

事業内容

・新型コロナウイルス感染症による影響を十分に調査・分析しながら、課題解決のための調査や、関係
者と調整を図るための関係自治体との連携会議、国や鉄道事業者等の関係者協議を行い、令和５年度
までに、既存路線をつなぐ連絡線を整備することにより、目的地到達に要する時間の短縮を図る事業で
ある速達性向上事業に関する計画素案を作成するとともに、鉄道事業者に対して速達性向上事業の実
施を要請し、令和６年度までに鉄道事業者による申請手続が実現するように取り組みます。
・定住人口及び交流人口の増加を図るため、「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」に位置付けられ
た実践方策を展開します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
未来都市推進部

事業 09-1-3-04 地下鉄７号線の延伸

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）
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七里駅橋上駅
舎・南北自由通
路整備

施行協定締結
（令和２年度）

橋上駅舎・
自由通路建
築工事

橋上駅舎・
自由通路建
築工事

築造工事竣
工
供用開始

― ―
令和５年度まで
に供用を開始

大和田駅舎改修 ―
整備方針検
討

整備方針協
議

整備方針決
定

基本設計
実施設計に
係る協定締
結

令和７年度まで
に実施設計に係
る協定締結

事業目的 七里駅周辺地域及び大和田駅周辺地域の利便性や安全性、快適性の更なる向上を目指します。

事業内容

・七里駅北側で施行中の組合土地区画整理事業により整備される駅前広場と合わせ、七里駅舎の橋上
化及び南北自由通路の整備を実施します。
・大和田駅周辺で施行中の組合土地区画整理事業により整備される駅前広場と合わせ、大和田駅舎の
改修を進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
区画整理支援課

事業 09-1-3-05  七里駅舎及び大和田駅舎の機能性向上の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 09-1-3-06 幹線道路整備の推進

重点戦略 戦略２戦術３ 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
道路計画課

事業目的 都市計画道路を始めとする幹線道路の整備が遅れていることから、広域道路ネットワークを形成します。

事業内容
・道路整備マネジメントを行います。
・南北都市軸は、一般国道122号蓮田岩槻バイパスや（都）産業道路などの多車線道路を整備します。
・東西連携軸は、（都）大宮岩槻線や（都）道場三室線などの多車線道路を整備します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

都市計画道路の
整備率

54.2％
（令和２年度）

54.8％ 55.0％ 55.6％ 55.8％ 56.4％
令和７年度まで
に56.4％

４車線道路ネッ
トワークの整備
延長

0.0km
（令和２年度）

道路整備工
事
用地買収

道路整備工
事
用地買収

5.2km 0.7km 0.2km
令和７年度まで
の５年間で6.1km
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新大宮上尾道路
の要望活動

設計・用地説明
会の実施
（令和２年度）

関係機関へ
の要望の実
施

関係機関へ
の要望の実
施

関係機関へ
の要望の実
施

関係機関へ
の要望の実
施

関係機関へ
の要望の実
施

令和７年度まで
関係機関への要
望を継続して実
施

事業目的 圏央道内側の広域交通ネットワークを構築し、南北方向の移動円滑化を目指します。

事業内容
「国の施策・予算に対する要望」、「新大宮上尾道路建設促進期成同盟会」、「基盤施設整備に関する九
都県市連絡協議会」による要望の実施を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
広域道路推進室

事業 09-1-3-07 新大宮上尾道路の整備促進

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

※圏央道と外環道との間の構想路線のこと

核都市広域幹線
道路（※）延伸
の要望活動

国への要望の実
施
（令和２年度）

国への要望
を実施

国への要望
を実施

国への要望
を実施

国への要望
を実施

国への要望
を実施

令和７年度まで
国への要望を継
続して実施

事業目的 圏央道内側の広域交通ネットワークを構築し、東西方向の移動円滑化を目指します。

事業内容 計画の具体化に向けた国への要望活動を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
広域道路推進室 都市経営戦略部

事業 09-1-3-08 核都市広域幹線道路の延伸の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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6
09-1-4-06 さいたまセントラルパークの整

備推進
さいたまセントラルパークの整備により、緑の核となり、地域住民の憩い
や自然とのふれあい、地域活動の場となる拠点を創出します。

戦略１戦術５

4
09-1-4-04 岩槻駅周辺地区のまちづくり

の推進

岩槻の特色を生かしたまちの魅力向上とにぎわいを創出するために、文
化・交流機能及び歴史と伝統に支えられた地域資源を有効に活用した居
心地が良く歩きたくなる「ウォーカブル」な都市型観光のまちづくりを推進
します。

5
09-1-4-05 グリーンインフラによる都市空

間の高質化

公民連携等による緑化滞在空間の創出や都市公園の高質化を推進し、
街なかの回遊性・滞在性等を向上させるとともに、グリーンインフラの多
様な機能を可視化することで、緑の創出への理解や民間企業の活動意
欲の向上を図ります。

実施計画事業

3
09-1-4-03

美園地区のまちづくりの推進

みそのウイングシティを中心とした美園地区について、“スタジアムタウ
ン”としてのブランド力向上に向け、“公民＋学”連携により、副都心の位
置付けにふさわしい、個性と魅力にあふれ人々を引き付ける都市空間・
都市環境の形成を推進します。

2
09-1-4-02 浦和駅周辺まちなかウォーカ

ブルの推進

浦和駅周辺において、車中心から人中心の空間へと転換を図るため、居
心地が良く歩きたくなる「ウォーカブル」な空間とするための施設整備を行
うとともに、公民連携で浦和駅周辺の公共空間等の利活用に関する検
討、社会実験等を行います。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-1-4-01 大宮駅周辺まちなかウォーカ

ブルの推進

大宮駅周辺地域における「おもてなし歩行エリアの形成」の一環として、
大宮駅周辺ウォーカブル推進戦略を策定し、地域住民等によるウォーカ
ブルの取組支援を行うとともに、安全・安心な歩きたくなる道路空間の整
備や利活用に取り組みます。

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

231,000人
（令和12年度）

1
都心・副都心における１日当たりの滞
在者数

171,661人
（令和４年度）

199,000人
（令和７年度）

施策 09-1-4

にぎわいと交流を生む居心地のよい都市空間の形成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市局 都心整備課

都市局 みどり推進課
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

事業 09-1-4-01 大宮駅周辺まちなかウォーカブルの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
大宮駅東口まちづくり事務所 大宮駅西口まちづくり事務所 氷川参道対策室

事業目的
ウォーカブル推進都市（※）として、大宮駅周辺地域を中心に、居心地が良く歩きたくなるまちなかを創
出します。

事業内容

・大宮駅周辺地域における「おもてなし歩行エリアの形成」の一環として、ウォーカブルの推進戦略を策定
し、地域住民等によるウォーカブルの取組支援を行うとともに、道路空間等の積極的な利活用に取り組み
ます。
・氷川参道の緑地空間を維持するとともに安全・安心な歩きたくなる道路空間への改良事業を推進します。
・氷川緑道西通線の北区間において、道路の拡幅整備及び電線類地中化を行います。
・一の宮通りや大宮停車場大成線について、道路空間の再編や美装化を行い、おもてなしあふれる空間
へと整備します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ウォーカブルな
空間形成

都市再生整備計
画の作成
（令和２年度）

区域指定に対
する課題整理
と事業スキー
ム等の検討

官民連携等、
事業推進のた
めの体制等の
検討

官民連携等、
事業推進のた
めの体制等の
構築

ウォーカブル推
進戦略の策定
推進戦略に基づ
くウォーカブル
の取組支援

推進戦略に基
づくウォーカ
ブルの取組支
援

令和７年度まで
にウォーカブル
な空間形成の推
進

氷川参道歩行空
間等の改良事業
の進捗

歩行者専用区間
の道路空間改良
工事の実施（中
区間）
（令和２年度）

歩行者専用
区間内等の
調査を実施

周辺道路への
通過交通対策
等の社会実験
実施に向けた
調整

通過交通対
策等の社会
実験実施

通過交通対策
等の本格実施
に向けた周辺
居住者との合
意形成

通過交通対
策等を実施

令和７年度まで
に通過交通対策
等を実施

39％
令和７年度まで
に39％

一の宮通り街路
整備事業

地下埋設物移設
工事
（令和４年度）

― ― ―
無電柱化工
事実施

道路美装化
工事着手

令和７年度まで
に道路美装化工
事着手

氷川緑道西通線
の用地買収の進
捗率

24％
（令和２年度）

27％ 30％ 34％ 36％

道路利活用
に関する検
証

令和７年度まで
に道路利活用の
検証

大宮停車場大成
線の再整備

歩道拡幅整備
（令和４年度）

― ― ―
道路利活用
の着手

※「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指し、国内外の先進事例などの情報共有や、政策づくりに向けた国と地方とのプラットフォームに参加
　し、ウォーカブルなまちづくりを共に推進するプログラムで、国土交通省が各都市に参加を呼び掛けている。本市は令和元年度（2019年度）より参加
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⑴

⑵

⑶

事業 09-1-4-02 浦和駅周辺まちなかウォーカブルの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
浦和駅周辺まちづくり事務所 都心整備課

事業目的
浦和駅周辺において、車中心から人中心の空間へと転換を図るため、居心地が良く歩きたくなるまちなか
を創出します。

事業内容
浦和駅西口において施行中の再開発事業により拡張される駅前広場を中心に、居心地が良く歩きたくな
る「ウォーカブル」な空間とするための施設整備を行うとともに、公民連携で浦和駅周辺の公共空間等の
利活用に関する検討、社会実験等を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

浦和駅西口施設
整備事業

浦和駅西口施設
整備設計
（令和４年度）

― ― ―

浦和駅西口
施設整備に
伴う関係機
関との調整

浦和駅西口
施設整備工
事実施

令和７年度まで
に浦和駅西口施
設整備工事実施

浦和駅前公共空
間等の利活用の
検討

― ― ― ―

浦和駅前公
共空間等の
利活用の検
討

浦和駅前公
共空間等の
利活用の検
討

令和７年度まで
浦和駅前公共空
間等の利活用の
検討

滞留空間創出
社会実験の実
施、“MSCTY×
浦和”(※)の
推進

令和７年度まで滞
留空間創出社会実
験の実施、“MSCTY
×浦和”(※)の推
進

ウォーカブルな
空間形成

社会実験の実施
（令和５年度）

― ― ―

滞留空間創出
社会実験の実
施、“MSCTY×
浦和”(※)の
推進

※ミュージシティ浦和：まちが持つテクスチャー（手ざわり）と音（環境音）から浦和らしさを体感するプロジェクト

⑴

⑵

⑶

事業 09-1-4-03 美園地区のまちづくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
浦和東部まちづくり事務所

事業目的
“公民＋学”連携により、副都心の位置付けにふさわしい、個性と魅力にあふれ人々を引き付ける都市空間・都市環境
の形成を図ることで、“スタジアムタウン”としてのブランド力を向上させ、美園地区に住む人や働く人にとって誇りに思
える街（昼間人口／夜間人口増）、訪れたくなる街（交流人口増）を目指します。

事業内容

・新しい生活様式に対応したまちのにぎわい・滞留・交流の創出や利便増進を図るため、道路、公園、河川（大門上池調節池広
場）等公的空間の利活用等を推進します。
・“人と環境にやさしい”地区内交通環境の構築に向け、ＡＩなどの先進技術や官民データを活用しつつ、徒歩・自転車を中心と
した都市空間・都市環境の形成や、徒歩・自転車を補完するモビリティサービスの充実、スタジアムアクセス環境の改善等を図
ります。
・美園地区において、まちなかウォーカブル区域を指定するとともに、歩きたくなる、居心地の良い、エコな街並みへの誘導・創
出を図ります。
・“公民＋学”連携組織「みその都市デザイン協議会」の運営を行うとともに、持続可能な都市運営の構築に向けた検討・調査
を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

みそのウイング
シティ内の定住
人口

13,300人
（令和元年度）

14,900人 15,700人 16,500人 17,300人 18,100人
令和７年度まで
に18,100人

浦和美園駅の乗
降客数(定期利
用者除く)

8,500人
（令和元年度）

9,300人 9,700人 10,100人 10,500人 10,900人
令和７年度まで
に10,900人

方針の決定

令和７年度まで
にウォーカブル
な空間形成に向
けた方針の決定

ウォーカブルな
空間形成

― ― ― ― 方針の検討
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事業 09-1-4-04 岩槻駅周辺地区のまちづくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 08-1-3

事業課
未来都市推進部 岩槻人形博物館 経済政策課

岩槻区役所観光経済室

岩槻まちづくり事務所

事業目的
岩槻の特色を生かしたまちの魅力向上とにぎわいを創出するために、文化・交流機能及び歴史と伝統
に支えられた地域資源を有効に活用した居心地が良く歩きたくなる「ウォーカブル」な都市型観光のまち
づくりを推進します。

事業内容

・「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」及び「第２次岩槻まちづくりマスタープラン」、「岩槻まちづくり
アクションプラン（第３期）」に基づく事業を推進します。
・岩槻人形博物館及びにぎわい交流館いわつきを有効に活用し、魅力的な企画等を実施します。
・岩槻歴史街道整備における先導的取組路線として位置付けた裏小路において、歴史街道にふさわし
いまちなみ景観を誘導するとともに、観光案内サインの整備等を推進することで、回遊性の向上を図り、
歩きたくなる都市空間を形成します。
・岩槻歴史街道整備における次の整備路線の検討と地元組織化を進めます。
・岩槻リノベーションまちづくり事業を推進し、まちの魅力向上とにぎわいを創出します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

主なイベントの
来訪者数

224,000人
（令和元年度）

251,000人 252,000人 253,000人 254,000人 255,000人
令和７年度まで
に255,000人

岩槻駅周辺地区
に活気があり、
魅力的であると
感じる市民の割
合

15％
（令和２年度）

17％ 19％ 21％ 23％ 25％
令和７年度まで
に25％

―
令和６年度まで
に道路美装化工
事竣工

次の整備路線の
地元組織化検討

―
候補選定方
針・方向性
の検討

候補路線の
地元調整

候補路線の
地元意向確
認
路線選定

地元組織化
準備

地元組織化
令和７年度まで
に次の整備路線
の地元組織化

裏小路のみちづ
くり

みちづくり整備
方針の作成
（令和２年度）

道路美装化
に向けた協
議・調整

道路美装化
工事着手

道路美装化
工事実施

道路美装化
工事竣工
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⑴

⑵

⑶

事業 09-1-4-05 グリーンインフラによる都市空間の高質化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
みどり推進課 都市公園課

事業目的
グリーンインフラの多様な機能を生かして、公民連携等による街なかの回遊性・滞在の快適性等の向上
を目指します。

事業内容

・グリーンインフラの多様な機能を生かして、公民連携等による緑化滞在空間を創出し、街なか空間の回
遊性・滞在性の向上により地域ブランド力を高めます。
・公民連携等により、敷地の一部の芝生化や樹形を意識したメンテナンスなど、都市公園の高質化を図
り、まちづくりと一体となった都市公園のリノベーションを推進します。
・グリーンインフラの多様な機能を可視化していくことにより、緑のメリットを市民や民間企業等にわかり
やすく提示し、緑の創出への理解を深めるとともに、民間企業の活動意欲の向上を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

グリーンインフ
ラを活用した公
民連携事業

―

エリアプ
ラット
フォームの
構築

公民連携に
よる社会実
験の実施

公民連携に
よる社会実
験の継続実
施

社会実験の
評価、取組
の定着化に
向けた検討

公民連携に
よるグリー
ンインフラ
の取組の定
着化

令和７年度まで
に公民連携によ
るグリーンイン
フラの取組を定
着化

都市公園の高質
化の推進

― ― ― ―
基礎調査の
実施

整備方針の
決定

令和７年度まで
に整備方針を決
定

可視化の試
行

令和７年度まで
に可視化の試行

グリーンインフ
ラの可視化

基礎調査の実施
（令和５年度）

― ― ―
可視化手法
の検討

 

 

 

さいたまセント
ラルパーク整備

農業振興地域整
備計画変更
見沼田圃土地利
用審査会承認
（令和２年度）

都市計画決
定

事業認可
用地取得に
着手

用地取得 用地取得
用地取得
設計検討に
着手

令和７年度まで
に設計検討に着
手

事業目的
さいたまセントラルパークの整備により、緑の核となり、地域住民の憩いや自然とのふれあい、地域活動
の場となる拠点を創出します。

事業内容
見沼田圃の自然・歴史・文化を次代に継承し、広域防災拠点を補完する防災機能を兼ね備えるととも
に、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等の公民連携や公園ＤＸ等による魅力的で新たな公園づくりの先導的モデルとなる都市
公園の整備を進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
都市公園課 防災課

事業 09-1-4-06 さいたまセントラルパークの整備推進

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先） 02-3-1 10-1-1
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施策 09-2-1

個性豊かで潤いのある都市空間の形成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市局 都市計画課

都市局 みどり推進課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1

良好な都市景観の形成が進み、街な
かに緑や開放的な空間が感じられ、快
適な生活ができていると感じる市民の
割合

62.5％
(令和２年度)

65％ 68％

実施計画事業

3
09-2-1-03

大規模公園の整備推進
大規模公園（秋葉の森総合公園、見沼通船堀公園、与野中央公園）の整
備により、緑の核となり、地域の環境改善や地域住民の憩い、自然との
ふれあい、身近なスポーツや地域活動の場となる拠点を創出します。

戦略１戦術５

2
09-2-1-02

街なかにおける緑の創出
市民協働により公共空間を利用した花の植栽に取り組むとともに、助成
事業や緑化協議による民有地での樹木等の植栽を推進し、緑豊かで潤
いのある都市空間を形成します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-2-1-01 個性豊かで魅力ある良好な都

市景観形成の推進

良好な生活環境を実現するために、市民・事業者・行政の協働により、大
規模な建築物等や重点的に取り組む景観拠点の景観誘導及び啓発を行
います。また、景観上重要な建造物・樹木の保全及び啓発を行います。

6
09-2-1-06 Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公民連携による

公園のにぎわい創出

公園のにぎわい創出、魅力の向上のため、公募設置管理許可制度（Ｐａｒ
ｋ－ＰＦＩ）やネーミングライツの活用を含め、本市にふさわしい公民連携事
業を推進します。

4
09-2-1-04

身近な公園の整備推進
都市公園の適正な配置・拡大に向け、身近な公園が不足する地域を解
消するため、子どもからお年寄りまで歩いて行ける範囲に誰もが安心して
利用できる身近な公園を整備します。

5
09-2-1-05

都市公園のリフレッシュ推進
公園利用者の安全・安心の観点から、老朽化した公園の改修を進めると
ともに、公園の質や利便性向上を図るため、地域特性や市民ニーズを踏
まえて公園施設の改修等を推進します。

7

02-3-1-04
【再掲】
 P110

染谷・加田屋地区の公園等の
整備推進

染谷地区において、斜面林を活かした公園の整備を推進するとともに、
加田屋地区において、地区特性を活かした土地利用の検討を進め、地域
住民が活用できる身近な空間、自然環境に配慮した水辺空間を整備しま
す。
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⑴

⑵

⑶

周知、啓発
（活用に向
けたPR等）

令和７年度まで
に指定２件

景観重要建造
物・樹木の指定
件数

指定13件(累計)
（令和２年度）

指定候補の
検討

指定１件
指定候補の
検討

指定１件

景観計画適合率
100％
（令和元年度）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％
令和７年度まで
100％を維持

個性豊かで魅力
ある良好な景観
形成に向けた地
域ルールの作成
支援

事業調整
（令和２年度）

地域住民等
の意識醸成
に向けた啓
発

地域住民等
の意識調査

地域住民等
の意見交換

景観まちづ
くりの取組
ルール(案)
の作成

景観まちづ
くりの取組
ルールの作
成(１地区)

令和７年度まで
に景観まちづく
りの取組ルール
の作成(１地区)

事業目的 市民が愛着や誇りを持てる、個性豊かで魅力ある良好な都市景観を形成します。

事業内容

・都市景観の形成に影響を与える建築物や工作物等に対する景観誘導、重点的に取り組む景観拠点に
おいて、市民・事業者・行政の連携による景観まちづくりのため、地域住民等の意識醸成に向けた啓発
を行い、その取組を支援します。
・景観重要建造物・樹木の指定による景観の保全や啓発を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
都市計画課 北部都市計画事務所都市計画指導課 南部都市計画事務所都市計画指導課

事業 09-2-1-01 個性豊かで魅力ある良好な都市景観形成の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

市民ボランティ
アが管理する公
共花壇の面積

9,000㎡
（令和元年度）

9,000㎡ 9,000㎡ 9,000㎡ 9,000㎡ 9,000㎡
令和７年度まで
9,000㎡を維持

ガーデンツーリ
ズムの推進

―

市民・民間
企業におけ
る取組状況
の把握

全市的な展
開に向けた
制度設計

ロードマッ
プ作成

モデルエリ
ア検討

モデルエリ
アにおける
試行

令和７年度まで
にモデルエリア
における試行

事業目的 市民、団体、事業者等の主体的な取組を推進することで、緑豊かで潤いのある都市空間を形成します。

事業内容

グリーンインフラの多様な機能を生かして地域の賑わい創出やコミュニティの醸成を図るため、市民協働
により公共空間を利用した花の植栽に取り組むとともに、助成事業や緑化協議による民有地での樹木等
の植栽を推進します。市民協働を継続性の高いものとするため、緑に関する講習会の開催や公共施設
等における緑のカーテンの実施等による市民の意識啓発に取り組むとともに、花と緑のスポットを連携さ
せて魅力的な体験や交流を創出するガーデンツーリズムを推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
みどり推進課

事業 09-2-1-02 街なかにおける緑の創出

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 02-3-1
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⑴

⑵

⑶
整備工事着
工

令和７年度まで
に整備工事着工

与野中央公園
公園整備

外周道路実施設計
橋りょう予備設計
（令和２年度）

施設配置の
検討・調整

工事展開の
検討・調整

基本設計 実施設計

秋葉の森総合公
園
公園の供用開始

基本計画の策定
（令和２年度）

基本設計 実施設計
整備工事
着工

整備工事
整備工事
供用開始
（一部）

令和７年度まで
に供用開始

見沼通船堀公園
公園計画の改定

―
公園計画の
修正検討

関係者、利
用者との調
整、協議

関係機関協
議

修正方針と
りまとめ

公園計画の
改定

令和７年度まで
に公園計画の改
定

事業目的
大規模公園（秋葉の森総合公園、見沼通船堀公園、与野中央公園）の整備により、緑の核となり、地域
の環境改善や地域住民の憩い、自然とのふれあい、身近なスポーツや地域活動の場となる拠点を創出
します。

事業内容

・秋葉の森総合公園
緑に囲まれた良好な自然環境の中で、貴重な動植物を保護しつつ、市民が気軽にスポーツ、レジャー、自然とふれあう活動などが
楽しめる場を創出するために、自然と共存できる公園を整備します。
・見沼通船堀公園
見沼田圃地域における既存の自然・歴史・文化をかけがえのない環境資産として次代に引き継ぎ、見沼田圃の保全・活用・創造を
先導するために、緑の核となる公園整備を進めます。
・与野中央公園
みどりと水辺が豊かな居心地の良い空間を創造するとともに、スポーツ・レクリエーション機能の維持・充実を図るため、広場及び複
合スポーツ施設等を配置し、地区内外から多くの人が訪れ交流できる公園を整備します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
都市公園課 北部公園整備課 南部公園整備課

事業 09-2-1-03 大規模公園の整備推進

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先） 02-3-1 10-1-1

 

 

 

事業 09-2-1-04 身近な公園の整備推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
都市公園課 北部公園整備課 南部公園整備課

事業目的 都市公園の適正な配置・拡大に向け、身近な公園が不足する地域の解消を目指します。

事業内容

・市民の憩いやレクリエーションの場を創出する都市公園の適正な配置・整備に向け、公園の不足する
地域を重点に、子どもからお年寄りまで歩いて行ける範囲に誰もが安心して利用できる身近な公園の整
備を推進します。
・コロナ禍において、グリーンインフラの緑やオープンスペースの重要性が再認識されたことを踏まえ、身
近な自然資源、運動不足の解消・ストレス緩和の効果が得られる場を確保します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民一人当たり
の都市公園面積
【R2.4.1時点人
口で固定】

5.06㎡
（令和元年度）

5.07㎡ 5.075㎡ 5.08㎡ 5.085㎡ 5.09㎡
令和７年度まで
に5.09㎡

都市公園開設数
７か所
（令和元年度）

４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所
令和７年度まで
の５年間で20か
所
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事業 09-2-1-05 都市公園のリフレッシュ推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
都市公園課 北部公園整備課 南部公園整備課

事業目的
既存公園又は公園施設の改修を進め、公園利用者の安全・安心の確保とともに、公園の質と利便性の
向上を目指します。

事業内容
公園利用者の安全・安心の観点から老朽化した公園の改修を進めるとともに、公園の質や利便性向上
を図るため、地域特性や市民ニーズを踏まえて公園施設の改修等を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公園トイレの洋
式便器設置箇所
数

８か所
（令和２年度）

８か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所
令和７年度まで
に32か所

都市公園又は公
園施設の大規模
改修公園数

１か所
（令和２年度）

１か所 ０か所 １か所 ０か所 １か所
令和７年度まで
の５年間で３か
所

⑴

⑵

⑶

「Ｐａｒｋ－Ｐ
ＦＩ等公民連携
事業」による民
間施設設置数

０か所
（令和２年度）

１か所増
公募要綱の
作成

１か所増
公募要綱の
作成

１か所増
令和７年度まで
に３か所増

「ネーミングラ
イツ」の導入数

０か所増
（令和元年度）
※２か所
（R2.4.1時点）

導入箇所の
選定、ＰＲ

１か所増
導入箇所の
選定、ＰＲ

１か所増
導入箇所の
選定、ＰＲ

令和７年度まで
に２か所増

事業目的 民間事業者との連携を加速し、都市公園の魅力向上やにぎわいの創出を目指します。

事業内容
公募設置管理許可制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）やネーミングライツの活用を含め、本市にふさわしい公民連携事
業を推進することで、公園のにぎわい創出、魅力の向上を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
都市公園課

事業 09-2-1-06 Ｐａｒｋ－ＰＦＩ等公民連携による公園のにぎわい創出

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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6
09-2-2-06 市街地開発事業の推進（市施

行土地区画整理事業）
地域特性を踏まえた都市基盤の整備を行い、災害に強く、安全で良好な
居住環境の形成を目指します。

4
09-2-2-04 参加と協働によるまちづくりの

推進

まちづくり専門家派遣などにより、地域の自主的なまちづくり活動の支援
を行うことで、多様化・複雑化する市民ニーズに対応した、地域の良好な
住環境の形成を目指します。

5
09-2-2-05 長期未着手地区のまちづくり

の推進

土地区画整理事業の都市計画決定から10年以上事業化できていない地
区について、住民との協働で地区の新たなまちづくり方針等を策定し、都
市計画の見直しを行い、まちづくりを進めることで、地区の特性に応じた
良好な住環境の形成を目指します。

7
09-2-2-07 市街地開発事業の推進（組合

土地区画整理事業）
地域特性を踏まえた都市基盤の整備を行い、災害に強く、安全で良好な
居住環境の形成を目指します。

実施計画事業

3
09-2-2-03 芸術劇場と地域が連携したま

ちづくり

「与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン」に掲げた「芸術劇場と地
域が連携したまちづくり」を推進し、芸術のまちとしてのイメージアップを図
るとともに、地区内外から多くの人々が訪れ、交流できる場の形成を目指
します。

2
09-2-2-02 中央区役所周辺の公共施設

の再編とデジタル化の推進

中央区役所周辺の公共施設について、民間活力の導入を視野に入れた
複合化・再配置を行い、施設の安全性や公共サービスの質を高めるとと
もに、与野本町駅周辺と鴻沼川の水辺空間を一体的にリニューアルし
て、地域住民が交流する場の創出を目指します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-2-2-01 歴史を伝える本町通りのまち

づくり

本町通りの沿道において、歴史ある通りの魅力やにぎわいの創出を目指
し、歩行者や自転車の安全性を高める取組、街並みルールづくり等の取
組を推進します。

80％2
誰もが安心して暮らせる住まいが確保
されていると感じる市民の割合

73.3％
(令和２年度)

76％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
道路整備・土地区画整理・市街地再開
発事業など、まちの基盤整備が進んで
いると感じる市民の割合

69.6％
(令和２年度)

72％ 75％

施策 09-2-2

地区の特性や居住ニーズを踏まえた良好な住環境の創出

施策マネジメント局 施策マネジメント課

建設局 土木総務課

都市局 まちづくり総務課
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09-2-2-08
マンション管理適正化の推進

分譲マンションの管理組合等に、管理組合運営や建物の維持管理に関
する情報提供等を行うことで、マンションにおける良好な居住環境の確保
を促進するとともに、マンションの管理の適正化を推進します。

10 市営住宅建替の推進
市営住宅は昭和40年代に建設された住宅が多く存在しており、建物の老
朽化が進行していることから、高齢者、障害者、子育て世代などが安心し
て暮らせるよう、計画的な建替えを実施します。

9
住宅セーフティネット機能の推
進

住宅確保要配慮者に対しての住まいの受け皿として、民間賃貸住宅の活
用を促進するとともに、不動産関係団体・居住支援団体と連携し、入居支
援を推進します。

8

09-2-2-09

09-2-2-10

12
地下鉄７号線中間駅周辺のま
ちづくり

「浦和美園駅～岩槻駅地域成長・発展プラン」及び「地下鉄７号線中間駅
まちづくり方針」に基づき、中間駅周辺のまちづくりを推進します。

13
だれもが住みよい福祉のまち
づくりの推進

「心のバリアフリー」を啓発するための取組として、障害のある方や福祉
関係団体等の協力を得て、市内の小中学校において福祉のまちづくりを
地域ぐるみで学び合う「さいたま市福祉のまちづくりモデル地区推進事
業」を実施します。

11 空き家等対策の推進

将来的な空き家等の増加を抑制し、市民の良好な生活環境を確保する
ため、「第２次さいたま市空き家等対策計画」に基づき、空き家等の発生
予防や適正管理、利活用の促進、管理不全な空き家等の解消など、空き
家等対策を総合的かつ計画的に実施します。

09-2-2-11

09-2-2-12

戦略１戦術５

06-2-1-08
【再掲】
 P196
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沿道権利者の組
織化と街並み
ルールの運用

街並みルールの
素案の検討
（令和２年度）

沿道権利者
の組織化

街並みづく
り方針の策
定

街並みルー
ルの素案の
作成

街並みルー
ルの策定

街並みルー
ルの運用の
開始

令和７年度まで
に街並みルール
の運用開始

事業目的 本町通りの沿道において、地域資源を生かし、歴史ある通りの魅力やにぎわいの創出を目指します。

事業内容

地域住民との協働により、歩行者や自転車の安全性を高める取組、街並みルールづくり等の取組を推
進します。
◆令和４年３月に開催した「与野本町通り街並みづくり会議」で示した工程に基づき、各年度の目標等の
見直しを行いました（令和４年度改定）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
与野まちづくり事務所

事業 09-2-2-01 歴史を伝える本町通りのまちづくり

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

事業の実施
再編方針素案の
作成
（令和２年度）

再編方針の
策定

基本計画の
策定

公募準備
（実施方針
及び要求水
準書原案の
作成）

公募準備
（実施方針
及び要求水
準書の策
定）

事業者決定
令和７年度まで
に事業者決定

事業目的
中央区役所周辺の公共施設において、施設の安全性や公共サービスの質を高めるとともに、地域住民
が交流する場の創出を目指します。

事業内容

老朽化が進行している中央区役所を始めとした周辺の公共施設について、民間活力の導入を視野に入
れた複合化・再配置を行うとともに、与野本町駅周辺と鴻沼川の水辺空間を一体的にリニューアルしま
す。また、再編後の市民・事業者・行政の利便性向上や効率化に向けて、公共施設や民間施設における
デジタル技術の活用を検討し、当該エリアのデジタル化を推進します。
・中央区役所周辺の公共施設再編方針の策定
・再編方針に基づき、施設の基本計画や要求水準書等の策定

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
まちづくり総務課 中央区役所総務課 区政推進部

資産経営課

デジタル改革推進部

事業 09-2-2-02 中央区役所周辺の公共施設の再編とデジタル化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 09-2-2-03 芸術劇場と地域が連携したまちづくり

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
中央区役所コミュニティ課

事業目的
「与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン」に掲げた「芸術劇場と地域が連携したまちづくり」を推進
し、「芸術のまち」としてのイメージアップを図るとともに、地区内外から多くの人々が訪れ、交流できる場
の形成を目指します。

事業内容
・アートストリート（与野本町駅から芸術劇場までの経路）を整備することで、地域のにぎわいと劇場を訪
れる方々の期待感や余韻を高めるための空間を創出します。
・彩の国さいたま芸術劇場と地域が連携したイベントなどを実施・支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

芸術劇場と連携
したイベントな
どの来場者満足
度

― 91％ 92％ 93％ 94％ 95％
令和７年度まで
に95％

芸術劇場と連携
したイベントな
どの来場者数

― 2,600人 2,700人 2,800人 2,900人 3,000人
令和７年度まで
に3,000人

 

 

 

事業 09-2-2-04 参加と協働によるまちづくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
まちづくり総務課

事業目的 多様化・複雑化する市民ニーズに対応した、地域の良好な住環境の形成を目指します。

事業内容
・地域からの相談等に対する助言、まちづくり専門家の派遣及びまちづくり支援補助金の交付により、地
域の自主的な活動の支援を行います。
・まちづくり支援制度の周知を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

まちづくりの助
言・支援制度活
用の件数

28件
（令和元年度）

25件 26件 27件 28件 29件
令和７年度まで
の５年間で135件
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⑴

⑵

⑶

大門地区のまち
づくりの推進

まちづくり手法
の合意形成活動
（令和２年度）

まちづくり
手法の提案

合意形成活
動（地元と
の意見交換
６回）

合意形成活
動（地元と
の意見交換
６回）

まちづくり
手法地元素
案の取りま
とめ

都市計画変
更

令和７年度まで
に長期未着手地
区の解消

西浦和第一地区
のまちづくりの
推進

まちづくり
ビジョン作成
（令和２年度）

まちづくり
方針作成

まちづくり
手法の提
案・地元意
向調査

まちづくり
手法の合意
形成活動

まちづくり
手法素案作
成

都市計画変
更

令和７年度まで
に長期未着手地
区の解消

事業目的
土地区画整理事業の長期未着手地区を解消し、地区の特性に応じた良好な住環境の形成を目指しま
す。

事業内容
土地区画整理事業の都市計画決定から10年以上事業化できていない地区について、住民との協働で地
区のまちづくり方針等を策定し、都市計画の見直しを行いまちづくりを進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
まちづくり総務課 浦和西部まちづくり事務所

事業 09-2-2-05 長期未着手地区のまちづくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

事業 09-2-2-06 市街地開発事業の推進（市施行土地区画整理事業）

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
市街地整備課 日進・指扇周辺まちづくり事務所 東浦和まちづくり事務所 与野まちづくり事務所

事業目的 地域特性を踏まえた都市基盤の整備を行い、災害に強く、安全で良好な居住環境を形成します。

事業内容
土地区画整理事業及び道路事業を推進し、駅前通線等や都市計画道路を始めとする未整備な公共施
設の整備を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

指扇地区
事業進捗率

35.2％
（令和元年度）

44.8％ 49.3％ 53.8％ 58.3％ 62.8％
令和７年度まで
に62.8％

指扇地区
道路整備率

30.5％
（令和元年度）

37.8％ 42.8％ 47.8％ 52.8％ 57.8％
令和７年度まで
に57.8％

50.0％
令和７年度まで
に50.0％

東浦和第二地区
事業進捗率

52.9％
（令和元年度）

57.7％ 60.2％ 62.6％ 65.1％ 67.5％
令和７年度まで
に67.5％

指扇中央通線及
び文化センター
通り整備事業
用地買収率

― 7.0％ 17.0％ 27.0％ 38.0％

35.8％
令和７年度まで
に35.8％

与野駅西口地区
事業進捗率

81.7％
(令和元年度)

84.0％ 86.0％ 88.0％ 90.0％ 92.0％
令和７年度まで
に92.0％

東浦和第二地区
道路整備率

25.8％
（令和元年度）

30.2％ 31.6％ 33.0％ 34.4％

93.0％
令和７年度まで
に93.0％

南与野駅西口地
区
道路整備率

65.0％
（令和元年度）

74.0％ 79.0％ 84.0％ 89.0％

82.0％
令和７年度まで
に82.0％

南与野駅西口地
区
事業進捗率

81.8％
（令和元年度）

85.0％ 87.0％ 89.0％ 92.0％ 95.0％
令和７年度まで
に95.0％

与野駅西口地区
道路整備率

55.0％
（令和元年度）

60.0％ 65.0％ 70.0％ 76.0％
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事業 09-2-2-07 市街地開発事業の推進（組合土地区画整理事業）

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
区画整理支援課

事業目的 地域特性を踏まえた都市基盤の整備を行い、災害に強く、安全で良好な居住環境を形成します。

事業内容
補助金の交付及び関連部署等との調整支援により、土地区画整理事業の補償、工事を推進し、本市の
都市形成を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

組合土地区画整
理事業の進捗率

57.3％
（令和元年度）

64.0％ 66.5％ 68.8％ 71.4％ 73.8％
令和７年度まで
に73.8％

組合土地区画整
理事業の道路整
備率

62.9％
（令和元年度）

66.8％ 69.0％ 71.7％ 74.5％ 76.8％
令和７年度まで
に76.8％
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⑴

⑵

⑶

⑷

事業 09-2-2-08 マンション管理適正化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
住宅政策課

事業目的
管理組合運営や建物の維持管理に関する情報提供等を行うことで、マンションにおける良好な居住環
境の確保を目指します。

事業内容

・埼玉県マンション居住支援ネットワークの活動(県内自治体、ＮＰＯ法人等と連携し、分譲マンションの
管理組合等への適切な情報提供等)を行います。
・マンション管理基礎セミナー、マンション管理相談を実施します。
・マンション管理ガイドブックの作成・配布をします。
・マンション管理出前講座を実施します。
・分譲マンション実態調査（市内全分譲マンションの管理組合運営や建物の維持管理等のアンケート調
査）を実施し、調査結果の分析を基に、管理組合支援策の検討、実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

マンションセミ
ナーに参加した管
理組合等で適正管
理の意識が高まっ
た方の割合

80％
（令和元年度）

81％ 82％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

マンション管理
組合の適正管理
への新たな支援
策の実施

40団地ヒアリン
グ調査
（令和２年度）

実態調査
（市内全
域）

マンション
管理適正化
推進計画策
定

― ― ―

計画策定に伴
い、目標指標⑶
及び⑷に変更
（令和５年度改
定）

60回
令和７年度まで
に60回

管理計画認定を
取得する管理組
合数（累積）

０件
（令和４年度）

― ― 20件 45件 70件
令和７年度まで
に70件

要支援マンショ
ンへのアドバイ
ザー派遣回数
（累積）

11回
（令和４年度）

― ― 25回 40回
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事業 09-2-2-09 住宅セーフティネット機能の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
住宅政策課

事業目的
住宅確保要配慮者に対しての住まいの受け皿として民間賃貸住宅の活用を促進し、居住の安定確保を
目指します。

事業内容

新たな住宅セーフティネット制度を推進します。
・セーフティネット住宅の登録を促進します。
・セーフティネット住宅・入居者への経済的支援を行います。
・住宅確保要配慮者に対しての入居支援を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い増加が見込まれる住宅困窮者への対応として、住宅確保要配
慮者の範囲に失業者を追加し、居住支援を強化していきます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

セーフティネッ
ト住宅登録戸数

14戸
（令和元年度）

5,300戸 5,700戸 5,800戸 5,900戸 6,000戸
令和７年度まで
に6,000戸

居住支援に係る
連携団体数

５団体
（令和元年度）

６団体 ７団体 ８団体 ９団体 10団体
令和７年度まで
に10団体

 

 

 

事業 09-2-2-10 市営住宅建替の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
住宅政策課

事業目的 市営住宅の建替えにより、安心して暮らせる住まいづくりを実現します。

事業内容

・老朽化が顕著と認められる市営住宅について、「さいたま市市営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画
的な建替えを実施します。
・市営浮谷住宅の建設工事を実施します（令和３年度）。
・市営馬宮住宅の建設工事（第１期）を実施します（令和６年度～令和７年度）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市営住宅の建替
整備
（浮谷住宅）

建設工事
契約締結
（令和２年度）

建設工事
完了

解体工事
完了

― ― ―
令和４年度まで
に整備完了

市営住宅の建替
整備
（馬宮住宅）

基本設計
着手
（令和２年度）

実施設計
完了

解体工事着
手

解体工事
完了

建設工事着
手
（第１期）

建設工事完
了
（第１期）

令和７年度まで
に（第１期）整
備完了
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⑴

⑵

⑶

空き家ワンス
トップ相談窓口
への相談件数

34件
（令和元年度）

72件 84件 96件 108件 120件
令和７年度まで
に120件

事業目的 空き家等の増加を抑制し、市民の良好な生活環境を確保します。

事業内容

「第２次さいたま市空き家等対策計画」に基づき、空き家等の発生予防や適正管理、利活用の促進、管
理不全な空き家等の解消など、空き家等対策を総合的かつ計画的に実施します。
・民間団体との連携によるワンストップ相談窓口の運営やセミナー・相談会の開催により、空き家問題の
啓発や個々の事案の問題解決に取り組みます。
・法・条例に基づく措置の実施などにより、管理不全な空き家等の解消に取り組みます。
・民間事業者等と連携し、既存住宅の流通や空き家利活用の促進等を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
環境総務課 住宅政策課

事業 09-2-2-11 空き家等対策の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

土地区画整理事
業の計画の推進

―
まちづくり
計画案の作
成

現況調査、
都市施設等
調査実施

区画整理事
業計画素案
作成

環境アセス
開始

都市計画手
続開始

令和７年度まで
に都市計画手続
開始

まちづくり方針
の実現化の推進

ワークショップ
の実施
（令和５年度）

― ― ―
勉強会の実
施

実現化方策
の策定

令和７年度まで
に実現化方策の
策定

事業目的
「浦和美園～岩槻地域成長・発展プラン」及び「地下鉄７号線中間駅まちづくり方針」に基づき、中間駅周
辺のまちづくりを推進します。

事業内容
地下鉄７号線の延伸に伴う中間駅周辺の土地区画整理事業の計画を推進します。また、「地下鉄７号線
中間駅まちづくり方針」の実現に向けて、地域住民と協働でまちづくりを推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
未来都市推進部

事業 09-2-2-12 地下鉄７号線中間駅周辺のまちづくり

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）
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施策 09-2-3

公共交通・生活道路・自転車利用環境の充実

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市局 交通政策課

都市局 自転車まちづくり推進課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
身近な公共交通や、安全な生活道路
が整備されていると感じる市民の割合

73.6％
(令和２年度)

76％ 79％

「さいたま市地域公共交通計画」を策定し、持続可能な公共交通の実現
に向け、便利で利用しやすい都市構造にあった公共交通ネットワークの
形成を推進します。

50％2
自転車利用環境に関する満足度（快適
性、安全性、ルール・マナー、情報提
供、市の取組）

42.1％
(令和２年度)

45％

7
09-2-3-07

良好な道路環境の向上

良好な道路環境の向上を図るため、道路の排水能力の向上や舗装の再
整備、４ｍ未満の狭あいな道路の拡幅整備などを進めます。
また、道路施設について定期的な点検を行い、点検結果に基づき計画的
な修繕工事を実施します。

実施計画事業

3
09-2-3-03 公共交通のバリアフリー化推

進
高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図るために、事業者と連携し、市
内の公共交通のバリアフリー化を目指します。

2
09-2-3-02

身近な公共交通の充実

市民に身近な公共交通を推進するために、コミュニティバスや乗合タク
シーの新規導入・運行改善について、地域の方々が主体的に取り組める
よう支援するとともに、ＡＩデマンド交通の試験運行を実施、分析し、地域
公共交通の充実を目指します。

戦略２戦術１

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-2-3-01 効率的で持続可能な公共交通

ネットワークの実現

6
09-2-3-06

自転車利用環境の向上
「さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に基づき、「人と環
境にやさしい　安全で元気な自転車のまち　さいたま」の実現に向けて、
各施策を実施します。

4
09-2-3-04

都市計画道路の見直し
持続可能なまちづくりを実現するため、都市の骨格となる道路網の構築
を目指し、個々の道路を評価するための指標を検討するとともに、評価さ
れた道路の抽出等により「さいたま市道路網計画」の見直しを行います。

5
09-2-3-05 与野本町駅周辺の利便性の

向上
与野本町駅周辺の施設及び空間の利便性や安全性などの向上を図るた
め、駅前広場や駅前空間等の改善を進めます。

8 計画的な橋りょうの修繕

安全・安心な道路空間を確保するため、管理する橋りょうの老朽化に伴う
維持管理費の増加を踏まえ、計画的かつ予防保全的な維持管理を進め
るため、定期点検を実施して、橋りょうの修繕工事を計画的・効率的に実
施します。

09-2-3-08
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9 道路の安全性の向上

令和３年８月の国の通知を踏まえ、令和４年度からゾーン30プラスとして、これまでの
区域（ゾーン）を定めて自動車の最高速度を時速30キロメートルにするゾーン30整備
に、国の技術的支援であるビッグデータの活用によるハンプや狭さくなどの物理的デ
バイスの設置を組み合わせた、生活道路内の安全対策を実施します。
また、安全で快適な通行空間を確保するため、歩道整備や交差点改良、踏切改良事
業等を推進していきます。

09-2-3-09

10 無電柱化の推進

「さいたま市無電柱化推進計画」に基づき、さいたま市が管理する防災上
の重要な道路や「さいたま市バリアフリー基本構想」におけるバリアフリー
経路や駅周辺など歩行者の多い道路について、無電柱化を実施します。
また、道路事業・街路事業や市街地開発事業を行う際は、事業に合わせ
無電柱化を実施します。

10-1-1-01
【再掲】
 P288
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事業 09-2-3-01 効率的で持続可能な公共交通ネットワークの実現

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
交通政策課

事業目的 便利で利用され、魅力的なまちを支える効率的で持続可能な公共交通ネットワークを実現します。

事業内容

・地域公共交通協議会において、交通事業者及び関係団体等との官民連携により、「さいたま市地域公
共交通計画」等を策定し、公共交通の改善や移動手段の確保に取り組みます。
・総合都市交通体系調査（東京都市圏パーソントリップ調査、東京都市圏物資流動調査）を実施します。
・「さいたま市都市交通戦略」における各種施策の進捗管理及び戦略的推進を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

地域公共交通計
画の推進

地域公共交通計
画(素案)の作成
（令和２年度）

地域公共交
通計画の策
定

施策別推進
体制の整理

地域公共交
通特定事業
の適用方向
性の整理

各施策の推
進・課題抽
出

地域公共交
通計画の検
証

令和７年度まで
に地域公共交通
計画の検証

総合都市交通体
系調査(東京都
市圏物資流動調
査)の実施

― 調査設計
事前調査の
実施

本体調査の
実施

補完調査の
実施

物流施策の
整理

令和７年度まで
に物流施策の整
理

⑴

⑵

⑶

地域組織等との
会議（技術的支
援）

15回
（令和元年度）

15回 15回 15回 15回 15回
令和７年度まで
15回を継続

コミュニティバ
ス等導入ガイド
ライン

現行版での運用
（令和２年度）

改定に向け
た検討

改定
改定版での
運用

改定版での
運用

改定版での
運用

令和５年度から
改定版での運用

事業目的
市民に身近な公共交通の充実に向け、交通空白地区や交通不便地区等の利便性の向上を目指しま
す。

事業内容

・コミュニティバス等の新規導入・運行改善について、地域組織への技術的支援、事業者との調整を行いま
す。
・ＡＩデマンド交通について、地域特性に配慮しながら、実証実験、分析・効果検証、他地区への展開検討を行
います。
・コミュニティバス等導入ガイドラインについて、これまでの運用状況やＡＩデマンド交通の実証実験結果等を踏
まえ、現状に即した改定を行います。
・新しい生活様式への移行等に伴う身近な公共交通における課題や需要の変化を把握し、安心して公共交通
機関を利用できるよう、交通事業者と協議しながら対応を検討します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
交通政策課

事業 09-2-3-02 身近な公共交通の充実

重点戦略 戦略２戦術１ 他施策への貢献（再掲先）
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事業 09-2-3-03 公共交通のバリアフリー化推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 06-2-1

事業課
交通政策課

事業目的
高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図るために、「さいたま市バリアフリー基本構想」に基づき、事業
者等と連携し、市内のバリアフリー化を目指します。

事業内容

・バリアフリー施設の設置が必要な鉄道駅について、事業者と連携を図りながらバリアフリー施設を整備
します。
・交通バリアフリー化設備補助金交付要綱に定めている補助金交付要件を拡充し、市内各駅へのホー
ムドア設置を促進します。
・ノンステップバス導入に対する補助を行います。
・「さいたま市バリアフリー基本構想」に基づき作成された特定事業計画について、各バリアフリー事業の
進行管理を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

バリアフリー設
備の補助

与野駅のホーム
ドア設置完了
（令和２年度）

京浜東北線
大宮駅の
ホームドア
整備着手

京浜東北線
大宮駅の
ホームドア
設置完了

市内駅の
ホームドア
早期設置を
要望

市内駅の
ホームドア
早期設置を
要望

市内駅の
ホームドア
早期設置を
要望

令和７年度まで
市内駅のホーム
ドア早期設置の
要望を継続

ノンステップバ
スの導入率

67.7％
（令和元年度）

68％ 69％ 69％ 70％ 70％
令和７年度まで
に70％

⑴

⑵

⑶

事業 09-2-3-04 都市計画道路の見直し

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
都市計画課

事業目的 持続可能なまちづくりを実現するため、都市の骨格となる道路網の構築を目指します。

事業内容
「さいたま市道路網計画」を社会経済状況や道路交通状況等の変化に対応した計画とするため、個々の
道路を評価するための指標を検討するとともに、評価された道路の抽出等により「さいたま市道路網計
画」の見直しを行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

道路網計画の見
直し

―
評価指標の
検討

道路網計画
の改定

路線の選定
地元への周
知

関係機関協
議及び地元
合意形成に
着手

令和７年度まで
に関係機関協議
及び地元合意形
成に着手
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事業の実施
駅前改善方針素
案の作成
（令和２年度）

・交通量調
査
・駅前改善
方針の策定

駅前広場の
整備案作成

予備設計
都市計画の
見直し

事業認可
令和７年度まで
に事業認可取得

事業目的
与野本町駅周辺の施設及び空間の利便性等を高め、魅力ある“まちの顔づくり”、地区内外の人々が行
き交う“にぎわいづくり”を目指します。

事業内容 与野本町駅前改善方針を策定し、駅前広場や駅前空間等の改善を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
まちづくり総務課 与野まちづくり事務所

事業 09-2-3-05 与野本町駅周辺の利便性の向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 09-2-3-06 自転車利用環境の向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 05-1-1

事業課
自転車まちづくり推進課 道路環境課

事業目的
日常的に多くの市民が自転車を利用している本市の特徴や、新しい生活様式等による自転車需要の変
化も踏まえ、自転車利用環境の更なる向上を目指します。

事業内容

「さいたま自転車まちづくりプラン～さいたまはーと～」に基づき、「人と環境にやさしい　安全で元気な自
転車のまち　さいたま」の実現に向けて、各施策を実施します。
・「たのしむ」施策として、サイクルイベントの開催等を行います。
・「まもる」施策として、自転車安全啓発等を行います。
・「はしる」施策として、自転車通行環境整備等を行います。
・「とめる」施策として、放置自転車対策等を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市内の自転車事
故死傷者数

1,067人
（令和元年）

1,003人
（令和３年）

971人
（令和４年）

939人
（令和５年）

907人
（令和６年）

875人
（令和７年）

令和７年度まで
に875人

自転車通行環境
整備延長

23km
（総延長135km）
（令和元年度）

20km
（総延長
180km）

20km
（総延長
200km）

15km
（総延長
215km）

15km
（総延長
230km）

15km
（総延長
245km）

令和７年度まで
に245km

256台
令和７年度まで
に256台

放置自転車台数
（市内全駅・秋
季平日午前11時
調査）

214台
（令和２年度）

209台 271台 266台 261台
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⑴

⑵

⑶

⑷

事業 09-2-3-07 良好な道路環境の向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
道路環境課

事業目的
生活に身近な道路の整備を進めるとともに、道路施設を適切に維持管理することで、良好な道路環境の
向上を目指します。

事業内容

・沿線住民の要望に基づき、道路の排水能力の向上や舗装の再整備を行うスマイルロード整備事業
や、４ｍ未満の狭あいな道路の拡幅整備などを行う暮らしの道路整備事業を進めます。
・誰もが安心して道路を利用できるよう、道路施設について定期的な点検を行い、点検結果に基づき計
画的な修繕工事を実施します。

目標指標
目標設定

基準

各年度の目標 計画期間
最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

申請承認から工
事着手までの平
均着手年数(※)
（暮らしの道路
整備事業）

4.1年
(令和元年度)

3.6年以内 3.4年以内 3.2年以内 3.1年以内 3.0年以内
令和７年度まで
に3.0年以内

申請承認から工
事着手までの平
均着手年数
（スマイルロー
ド整備事業）

1.9年
(令和元年度)

2.0年以内 2.0年以内 2.0年以内 2.0年以内 2.0年以内
各年度において
2.0年以内

100km
令和７年度まで
に500km

主要な幹線道路
の健全度
（修繕が必要な
い路線延長の割
合）

85％
(令和元年度)

86％ 87％ 88％ 89％ 90％
令和７年度まで
に90％

路面性状調査の
調査延長

100km
(令和元年度)

100km 100km 100km 100km

※寄附承諾を得た土地の登記手続に不測の時間を要する事案の場合（申請承認後に生じた相続手続等）は、その期間を除外して計算する
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⑴

⑵

⑶

事業 09-2-3-08 計画的な橋りょうの修繕

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
道路環境課

事業目的 橋りょうの安全性・信頼性を確保し、増加する維持管理コストを縮減します。

事業内容
「さいたま市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、５年に１回の近接目視等による定期点検を実施し、損傷
の早期発見に努め、橋りょうの修繕工事を計画的・効率的に実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

点検実施橋りょ
う数

190橋
（令和元年度）

236橋 236橋 236橋 236橋 236橋
令和７年度まで
の５年間で1,180
橋

修繕工事実施橋
りょう数

16橋
（令和元年度）

20橋 20橋 20橋 20橋 20橋
令和７年度まで
の５年間で100橋
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⑴

⑵

⑶

⑷

事業 09-2-3-09 道路の安全性の向上

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 05-1-1

事業課
道路環境課

事業目的 市内の幹線道路や生活道路等において道路利用者の安全な通行を確保します。

事業内容

・令和３年８月の国の通知を踏まえ、令和４年度からゾーン30プラスとして、これまでの区域（ゾーン）を
定めて自動車の最高速度を時速30キロメートルにするゾーン30整備に、国の技術的支援であるビッグ
データの活用によるハンプや狭さくなどの物理的デバイスの設置を組み合わせた、生活道路内の安全
対策を実施します。
・安全で快適な通行空間を確保するため、歩道整備や交差点改良、踏切改良事業等を推進していきま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

歩道整備・交差
点改良等整備箇
所数

３箇所
(令和元年度)

３箇所 ３箇所 ３箇所 ２箇所 ２箇所
令和７年度まで
に13箇所完了

法指定踏切の指
定項目における
対策項目数

０項目
(令和元年度)

２項目 ２項目 ２項目 １項目 １項目
令和７年度まで
に８項目

―

国の通知を踏ま
え、目標指標⑷
に統合（令和４
年度改定）

ゾーン30プラス
を含めたハンプ
や狭さくなど物
理的デバイスの
設置箇所数

実証実験１箇所
（令和２年度）

実証実験２
箇所
設置２箇所

設置８箇所
（ゾーン30
プラスを含
む）

設置８箇所
（ゾーン30
プラスを含
む）

設置８箇所
（ゾーン30
プラスを含
む）

設置８箇所
（ゾーン30
プラスを含
む）

令和７年度まで
に実証実験２箇
所、設置34箇所
完了（ゾーン30
プラスを含む）

ゾーン30の整
備・生活道路の
安全対策

ゾーン30の整備
（７地区）
(令和元年度)

ゾーン30の
整備
（８地区）

― ― ―
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施策 09-2-4

安全かつ安定的な水の供給や下水道の整備

施策マネジメント局 施策マネジメント課

水道局 経営企画課

建設局 下水道計画課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 水道管路の耐震化率
49.7％

(令和元年度)
56.3％ 61.8％

77％2 下水道施設の耐震化率
52％

(令和元年度)
67％

実施計画事業

3
09-2-4-03

下水道施設の健全化の推進
下水道施設の重要度や老朽化の状況を踏まえ、計画的な改築に取り組
むとともに、耐震化を進めます。

2
09-2-4-02

下水道の普及推進

都市の健全な発達や快適で衛生的な生活環境と公共用水域の水質保全
を図るため、市街化区域については、区画整理等のまちづくり事業の進
捗に合わせ、市街化調整区域については、人口分布や土地利用状況等
を踏まえ事業効率が高い区域の公共下水道整備を実施します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
09-2-4-01

上水道施設の健全化の推進
安全な水を安定して供給するため、水道施設の規模の適正化を図りなが
ら、老朽化した水道管や上水道の基幹施設である浄水場・配水場の更
新・改良及び耐震化を計画的に行います。
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事業 09-2-4-01 上水道施設の健全化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
水道計画課

事業目的 安全な水を安定的に供給します。

事業内容
水道施設の規模の適正化を図りながら、老朽化した水道管や上水道の基幹施設である浄水場・配水場
の更新・改良及び耐震化を計画的に行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

水道管路の更新
率

1.07％
（令和元年度）

1.00％ 1.00％ 1.00％ 1.00％ 1.00％
令和７年度まで
の５年間で5.0％

⑴

⑵

⑶

事業 09-2-4-02 下水道の普及推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
下水道計画課

事業目的 市民の生活環境の改善や公共用水域の水質を保全します。

事業内容
都市の健全な発達や快適で衛生的な生活環境と公共用水域の水質保全を図るため、市街化区域につ
いては、区画整理等のまちづくり事業の進捗に合わせ、市街化調整区域については、人口分布や土地
利用状況等を踏まえ、事業効率が高い区域の公共下水道整備を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

下水道普及率
93.6％
（令和元年度）

94.4％ 94.8％ 95.1％ 95.3％ 95.4％
令和７年度まで
に95.4％
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事業 09-2-4-03 下水道施設の健全化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 10-1-1

事業課
下水道計画課

事業目的 下水道施設の老朽化による事故の防止及び地震による被害を最小化します。

事業内容 下水道施設の重要度や老朽化の状況を踏まえ、計画的な改築に取り組むとともに、耐震化を進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

下水道管の健全
化率（中心市街
地周辺約1,400
㎞）

33％
（令和元年度）

39％ 43％ 48％ 56％ 63％
令和７年度まで
に63％

重要な下水道管
（約770㎞）の
耐震化率

20％
（令和元年度）

26％ 27％ 30％ 32％ 34％
令和７年度まで
に34％
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【再掲】
市街地開発事業の推進（市施行土地区画整理事業）

09-2-4-03

10-1-2-05

市街地開発事業の推進（都心）

地域と共に取り組む防災対策の推進

10-1-2-02

09-2-2-07 【再掲】
市街地開発事業の推進（組合土地区画整理事業）

09-1-3-06 【再掲】
幹線道路整備の推進

09-2-1-03 【再掲】
大規模公園の整備推進

09-2-4-01 【再掲】
上水道施設の健全化の推進

10-1-2-01

09-2-2-06

10-1-2-03

09-1-1-02 【再掲】

危機管理体制の確保
10-1-2-04
自主防災組織の育成支援

帰宅困難者への支援体制の構築

【再掲】

09-1-1-03 【再掲】
市街地開発事業の推進（副都心）

 

防災訓練を通じた災害対応力の更なる強化

04-1-5-04 【再掲】
防災教育や交通安全対策の推進

【再掲】
計画的な橋りょうの修繕

地域と共に進める災害
対策

良好な道路環境の向上

【再掲】
下水道施設の健全化の推進

09-2-3-07

09-2-3-08

第10章　防災・消防

災害に強い都市の構築
災害に強い都市基盤整
備

10-1-1-01

第１節  
無電柱化の推進

10-1-1-02
橋りょう耐震化の推進

＜目指す方向性＞ 10-1-1-03

市民の生命・身体及び財産を守り、安全で安心
に暮らせるよう、災害に強く、災害があっても
都市機能の回復が図られる強じんさを併せ持つ
都市づくりを進めるとともに、市民活動と連携
しながら防災・消防体制の充実を図ります。

09-1-4-06 【再掲】
さいたまセントラルパークの整備推進

既存建築物の耐震化促進
10-1-1-04
治水対策施設の整備推進

学校体育館への空調機設置の推進
04-1-5-07 【再掲】

10-1-1-05
河川管理施設等の計画的な更新

10-1-1-06
下水道浸水対策の推進

10-1-1-07
災害に備えるまちづくりの推進

09-1-1-01 【再掲】
大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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10-1-3-08
救急ワークステーションの活用による救護体制の強化

10-1-3-07
円滑な救急活動の推進

10-1-3-03
先進技術を活用した消防体制の強化

10-1-3-05
消防防災学習施設の充実

10-1-3-04
火災予防対策の推進

10-1-3-06
応急手当の普及啓発

消防団の充実強化

 
消防力等の体制強化

10-1-3-02
消防・救急体制の充実
強化

10-1-3-01

-285-



6

10-1-1-05 河川管理施設等の計画的な更
新

治水安全度が確保された整備済み施設の機能を十分に発揮させるた
め、河川管理施設や排水施設の更新工事等に取り組みます。

10-1-1-07

4

7

10-1-1-06
下水道浸水対策の推進

5

10-1-1-04
治水対策施設の整備推進

治水安全度の向上を図るため、本市管理河川の改修、排水機場、流域
対策施設の整備に取り組みます。

戦略２戦術３

浸水被害の発生状況や市民からの要望を踏まえ、優先的に対策を実施
する整備促進エリアにおいて、雨水管や雨水貯留施設等の整備を実施し
ます。

災害に備えるまちづくりの推進
大規模災害が発生したときに起こり得る被害を防止・軽減するため、災害
リスクの変化を定期的に把握し、公表するとともに、地域で災害に備える
まちづくりを推進するための支援を実施します。

8

04-1-5-07
【再掲】
 P167

学校体育館への空調機設置
の推進

実施計画事業

3

2
10-1-1-02

橋りょう耐震化の推進

橋りょう耐震化事業は、震災時における救助・救援活動や緊急物資輸送
のために極めて重要な役割を担っている緊急輸送道路の橋りょうの耐震
化や落橋防止対策を行うことで、震災時の道路ネットワークを確保しま
す。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
10-1-1-01

無電柱化の推進

「さいたま市無電柱化推進計画」に基づき、さいたま市が管理する防災上
の重要な道路や「さいたま市バリアフリー基本構想」におけるバリアフリー
経路や駅周辺など歩行者の多い道路について、無電柱化を実施します。
また、道路事業・街路事業や市街地開発事業を行う際は、事業に合わせ
無電柱化を実施します。

10-1-1-03
既存建築物の耐震化促進

旧耐震基準の建築物で、耐震性に不安のある建築物の耐震化を促進す
るため、耐震診断・補強工事等に要する費用の一部を助成するとともに、
耐震化に関する普及啓発を行います。

施策 10-1-1

災害に強い都市基盤整備

施策マネジメント局 施策マネジメント課

建設局 土木総務課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
建物の耐震化、道路の整備、河川の
改修など、災害に強いまちづくりが進
んでいると感じる市民の割合

47.2％
(令和２年度)

50％ 53％

災害時の避難所機能の強化を図るとともに、良好な教育環境を確保する
ため、学校体育館への空調機の設置を推進します。
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16

09-2-2-06
【再掲】
 P267

市街地開発事業の推進（市施
行土地区画整理事業）

地域特性を踏まえた都市基盤の整備を行い、災害に強く、安全で良好な
居住環境の形成を目指します。

9

09-1-1-03
【再掲】
 P241

市街地開発事業の推進（副都
心）

駅周辺において、地域特性を生かした都市機能を配置し、防災機能や人
とのつながりでできる防災力の強化、世代間交流や活動により積極的に
人と人とが交流し、コミュニケーションを活性化できる質の高い空間の創
出など、住みやすく魅力的で持続可能な市街地の形成を目指します。

戦略１戦術５

09-1-1-01
【再掲】
 P239

戦略１戦術５

09-2-2-07
【再掲】
 P268

市街地開発事業の推進（組合
土地区画整理事業）

地域特性を踏まえた都市基盤の整備を行い、災害に強く、安全で良好な
居住環境の形成を目指します。

11

09-1-1-02
【再掲】
 P240

市街地開発事業の推進（都
心）

本市の都心としてふさわしい魅力を創出するため、商業・業務機能等の
高次な都市機能を集積し、広域的な都市活動や市民生活の拠点の整備
を推進します。

戦略１戦術５

15

13

09-1-4-06
【再掲】
 P256

さいたまセントラルパークの整
備推進

さいたまセントラルパークの整備により、緑の核となり、地域住民の憩い
や自然とのふれあい、地域活動の場となる拠点を創出します。

戦略１戦術５

17

大規模公園の整備推進
大規模公園（秋葉の森総合公園、見沼通船堀公園、与野中央公園）の整
備により、緑の核となり、地域の環境改善や地域住民の憩い、自然との
ふれあい、身近なスポーツや地域活動の場となる拠点を創出します。

14

幹線道路整備の推進
都市活動を支える道路交通ネットワークを形成するため、都市計画道路
等の幹線道路整備を効率的かつ効果的に推進します。

12

09-1-3-06
【再掲】
 P250

戦略２戦術３

09-2-1-03
【再掲】
 P260

戦略１戦術５

20

09-2-4-03
【再掲】
 P282 下水道施設の健全化の推進

下水道施設の重要度や老朽化の状況を踏まえ、計画的な改築に取り組
むとともに、耐震化を進めます。

19

09-2-4-01
【再掲】
 P281 上水道施設の健全化の推進

安全な水を安定して供給するため、水道施設の規模の適正化を図りなが
ら、老朽化した水道管や上水道の基幹施設である浄水場・配水場の更
新・改良及び耐震化を計画的に行います。

計画的な橋りょうの修繕

安全・安心な道路空間を確保するため、管理する橋りょうの老朽化に伴う
維持管理費の増加を踏まえ、計画的かつ予防保全的な維持管理を進め
るため、定期点検を実施して、橋りょうの修繕工事を計画的・効率的に実
施します。

10

大宮駅グランドセントラルス
テーション化構想の推進

「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」の実現に向けて、駅周辺
のまちづくり、駅前広場などの交通基盤整備及び大宮駅の機能高度化の
事業化に向けた取組を進めます。

18

良好な道路環境の向上

良好な道路環境の向上を図るため、道路の排水能力の向上や舗装の再
整備、４ｍ未満の狭あいな道路の拡幅整備などを進めます。
また、道路施設について定期的な点検を行い、点検結果に基づき計画的
な修繕工事を実施します。

09-2-3-07
【再掲】
 P277

09-2-3-08
【再掲】
 P278
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防災上の重要な
道路の無電柱化
率

14.0％
（令和２年度）

14.5％ 15.0％ 17.0％

新たな整備
計画に対す
る目標値の
設定

新たな整備
計画に対す
る目標値の
設定

令和５年度まで
に新たな整備計
画を策定

バリアフリー経
路の無電柱化率

56.5％
（令和２年度）

56.5％ 62.5％ 63.0％

新たな整備
計画に対す
る目標値の
設定

新たな整備
計画に対す
る目標値の
設定

令和５年度まで
に新たな整備計
画を策定

事業目的
首都直下型地震や大型台風などの自然災害への対策、バリアフリー整備と合わせた安全で歩きやすい
歩行空間の確保のほか、優れた都市景観を形成します。

事業内容

・「さいたま市無電柱化推進計画」に基づき、さいたま市が管理する防災上の重要な道路や「さいたま市
バリアフリー基本構想」におけるバリアフリー経路や駅周辺など歩行者の多い道路について、無電柱化
を実施します。
・道路事業・街路事業や市街地開発事業を行う際は、事業に合わせ無電柱化を実施します。
・「次期さいたま市無電柱化整備計画」を策定します（令和５年度）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
道路環境課 道路計画課 浦和駅周辺まちづくり事務所

大宮駅西口まちづくり事務所 区画整理支援課 日進・指扇周辺まちづくり事務所

大宮駅東口まちづくり事務所

事業 10-1-1-01 無電柱化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 09-2-3

⑴

⑵

⑶

事業 10-1-1-02 橋りょう耐震化の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
道路環境課

事業目的
今後予想される首都直下型地震等に対し、落橋等の致命的な被害の防止や、交差する道路、鉄道等へ
の二次的な災害を防ぐとともに、震災時の道路交通ネットワークを確保します。

事業内容
緊急輸送道路上に架かる橋りょう及び重要路線や鉄道を跨ぐ跨道橋・跨線橋について、重点的、計画的
に橋脚の耐震補強や桁の落橋防止対策を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

耐震化完了橋
りょう数

２橋完了
（令和元年度）

１橋完了 ２橋完了 １橋完了 １橋完了 ２橋完了
令和７年度まで
に７橋完了
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⑴

⑵

⑶

耐震診断の棟数
（住宅）

300棟
（令和２年度）

300棟 300棟 300棟 300棟 300棟
令和７年度まで
の５年間で1,500
棟

事業目的
市民が安心して生活できる地震災害に強いまちづくりを推進するため、建築物等の耐震化を促進しま
す。

事業内容

・旧耐震基準（建築基準法）で建築された既存建築物の耐震診断、補強設計、補強工事又は建替え工事
を実施する建築物の所有者等に対する助成金の交付を行います。
・道路に面する危険なブロック塀等の除却や建替えに対する助成金の交付を行います。
・建築物の耐震診断等の実施が進む一方で耐震化の意向のある対象者は年々減少していることから、
広報誌・ホームページ掲載、自治会回覧、ダイレクトメール、個別訪問などの普及啓発を強化し、意識向
上を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
建築総務課

事業 10-1-1-03 既存建築物の耐震化促進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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事業 10-1-1-04 治水対策施設の整備推進

重点戦略 戦略２戦術３ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
河川課

事業目的 治水対策施設の整備を行うことで、治水安全度の向上を目指します。

事業内容

・準用河川を整備します。
・排水路等を整備します。
・油面川排水機場を整備します。
・流域対策施設を整備します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

準用河川の整備
①新川
②黒谷川
③上院川

①橋りょう工事
②河道改修工事
③用地買収交渉
（令和元年度）

①橋りょう工事
②河道改修工事
③用地買収交渉

①橋りょう工事
②河道改修工事
③用地買収交渉

①橋りょう工事
②河道改修工事
③用地買収交渉

①河道改修工事
②河道改修工事
③用地買収交渉

①河道改修工事
②河道改修工事
③用地買収交渉

令和７年度まで
の５年間で３河
川について事業
を進捗させる

排水路等の整備
延長

1.4㎞増
（令和元年度）

0.3㎞増 0.4㎞増 0.4㎞増 0.5㎞増 0.5㎞増
令和７年度まで
の５年間で2.1㎞
増

―
令和４年度まで
に排水機場を供
用開始

流域対策施設の
整備着手数

３施設
（令和元年度）

２施設
（流域貯留
浸透施設）

１施設
（流域貯留
浸透施設）

１施設
（流域貯留
浸透施設）

２施設
（流域貯留
浸透施設）

２施設
（流域貯留
浸透施設）

令和７年度まで
の５年間で８施
設整備完了

油面川排水機場
の整備

下部工の実施
（令和元年度）

機械・電気
設備工の実
施

機械・電気
設備工の完
了

― ―
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河川管理施設等
の更新・修繕工
事の実施延長

健全度評価の実
施
（令和元年度）

150ｍ 150ｍ 150ｍ 150ｍ 150ｍ
令和７年度まで
の５年間で750ｍ

排水施設更新数
５施設の更新
（令和元年度）

４施設 ４施設 ４施設 ４施設 ４施設
令和７年度まで
の５年間で20施
設

事業目的 治水安全度が確保された整備済み施設について、機能を維持します。

事業内容
・河川管理施設の更新・修繕工事を行います。
・排水施設の更新工事を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
河川課

事業 10-1-1-05 河川管理施設等の計画的な更新

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 10-1-1-06 下水道浸水対策の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
下水道計画課

事業目的 市街地における浸水被害を軽減します。

事業内容
浸水被害の発生状況や市民からの要望を踏まえ、優先的に対策を実施する整備促進エリアにおいて、
雨水管や雨水貯留施設等の整備を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

整備促進エリア
の対策完了数

３か所
（令和元年度）

３か所 ３か所 ４か所 ４か所 ４か所
令和７年度まで
の５年間で18か
所
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災害リスクの変
化の把握と公表

災害リスクの調
査
（令和元年度）

―
災害リスク
の中間調査

災害リスク
の更新

災害リスク
の調査

災害リスク
の総合評価
の公表

令和７年度まで
に住民への災害
リスクの総合評
価の公表

復興イメージト
レーニングへの
新規参加団体数

０団体
（令和２年度）

１団体増 １団体増 １団体増 １団体増 １団体増
令和７年度まで
の５年間で５団
体増

事業目的 大規模災害が発生したときに起こり得る被害を防止・軽減します。

事業内容
・都市の状況の変化に伴う災害リスクの変化を定期的に把握し、公表します。
・地域で災害に備えるまちづくりを推進するための支援を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
都市総務課

事業 災害に備えるまちづくりの推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

10-1-1-07
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施策 10-1-2

地域と共に進める災害対策

施策マネジメント局 施策マネジメント課

総務局 防災課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
日頃から災害に備えて対策を
取っている市民の割合

69.7％
(令和２年度)

73％ 80％

実施計画事業

3
10-1-2-03

危機管理体制の確保

市内でのテロや感染症等の危機事案に対する職員の対処能力を向上
し、危機管理体制を確保するため、新型コロナウイルス感染症対応の図
上訓練及び国民保護事態を想定した図上訓練を実施します。また、新型
コロナウイルス感染症対応の内容を含めた職員危機管理研修を実施しま
す。

2
10-1-2-02 帰宅困難者への支援体制の

構築

大規模災害時に帰宅困難者等の混乱発生を防止するため、大宮駅及び
浦和駅周辺帰宅困難者対策協議会への支援、市内事業所へ向けた一
斉帰宅抑制の啓発を行い、新型コロナウイルス感染症等対策に配慮した
一時滞在施設運営ガイドラインを整備・周知します。また、一時滞在施設
の確保を進めるとともに、帰宅困難者用備蓄物資を確保します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
10-1-2-01 地域と共に取り組む防災対策

の推進

的確な避難情報の伝達ができるよう、平時からＩＣＴの活用を含めた防災
情報収集・伝達体制を整備します。また、防災啓発を実施し、災害時に自
分の命を守れる行動がとれるよう、市民一人ひとりの防災の理解力向上
を促進します。あわせて、新型コロナウイルス感染症等拡大防止のため、
分散避難及び避難時の衛生用品等の携行を啓発します。戦略２戦術３

6

04-1-5-04
【再掲】
 P165

防災教育や交通安全対策の
推進

子どもたちが自らの判断で主体的かつ適切に行動し、自分の身を守る
「自助」、積極的に地域に貢献する「共助」ができるよう防災教育を推進し
ます。また、通学路の安全点検や「自転車運転免許制度」等を実施し、児
童生徒の災害や交通事故等による被害を防止・軽減します。

4
10-1-2-04

自主防災組織の育成支援

「自分たちのまちは自分たちで守る」というスローガンの下、防災意識の
高揚及び防災知識の普及を図り、自主防災組織の育成を推進し、新型コ
ロナウイルス感染症等の流行下における自主防災組織活動の運営指針
を整備・周知します。また、地区防災計画の策定を推進し、地域防災力の
向上を図ります。戦略２戦術３

5
10-1-2-05 防災訓練を通じた災害対応力

の更なる強化

防災体制の充実強化や防災関係機関相互の連携を図るとともに、災害
対応能力の向上及び市民等の防災意識の高揚を図るため、関連する訓
練を実施します。また、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止を取り入
れた避難所運営マニュアルを整備・周知します。
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⑴

⑵

⑶

累計登録件
数
40,000件

令和７年度まで
に累計登録件数
40,000件

防災アプリ累計
登録件数

令和３年４月１
日にリリース

―
累計登録件
数
7,000件

累計登録件
数
30,000件

累計登録件
数
35,000件

防災行政無線メー
ル、災害時防災情
報電話サービス事
業等、避難情報を
受領できるサービ
ス登録者数

累計登録件数
14,760件
（令和元年度）

累計登録件
数
31,000件

累計登録件
数
37,000件

累計登録件
数
50,000件

累計登録件
数
57,000件

累計登録件
数
64,000件

令和７年度まで
に累計登録件数
64,000件

浸水想定区域に
おける障害者支
援施設等の避難
確保計画策定率

32％
（令和元年度）

70％ 85％ 100％ 100％ 100％
令和７年度まで
に100％

事業目的 自分の命は自分で守れるよう、災害に備え、また災害時に適した行動ができる市民等を増やします。

事業内容

・的確な避難情報の伝達ができるよう、平時からＩＣＴの活用を含めた防災情報収集・伝達体制を整備します。また、高齢
者や障害者などの情報弱者の方にも必要な情報が届くよう各種サービスの周知・啓発を行います。
・防災ガイドブックの配布など、防災啓発を実施することで、食料等の備蓄、家具の転倒防止対策、マイ・タイムラインの作
成、災害種別に応じた緊急避難場所の認識など、災害時に自分の命を守れる行動がとれるよう、市民一人ひとりの防災
の理解力向上を促進します。あわせて、新型コロナウイルス感染症等拡大防止のため、分散避難並びに避難時の衛生用
品等の携行を啓発します。
・迅速な被災者支援を実現するため、罹災証明書交付に係るシステムの再構築や被災者支援策の周知等を行います。
・障害者福祉施設等の要配慮者利用施設における避難確保計画の策定率の向上に向け、周知・啓発を行い、避難時に
配慮を要する方の避難体制の確保を進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
防災課 障害政策課

事業 10-1-2-01 地域と共に取り組む防災対策の推進

重点戦略 戦略２戦術３ 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

一斉帰宅抑制推
進登録事業者数

44件増
（令和元年度）

20件増 45件増 45件増 50件増 50件増
令和７年度まで
の５年間で210件
増

事業目的 大規模災害時、帰宅困難者による混乱発生を防止するための対策を進めます。

事業内容

・大宮駅及び浦和駅に設置した帰宅困難者対策協議会を支援します。
・一時滞在施設の確保及び帰宅困難者が必要とする物資の備蓄をします。
・新型コロナウイルス感染症等対策に配慮した一時滞在施設運営ガイドラインを整備・周知します。
・市内事業者へ向けた一斉帰宅抑制の啓発をします。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
防災課

事業 10-1-2-02 帰宅困難者への支援体制の構築

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

事業 10-1-2-03 危機管理体制の確保

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
危機管理課

事業目的 市内でのテロや感染症等の危機事案に対する職員の対処能力を向上し、危機管理体制を確保します。

事業内容

・新型コロナウイルス感染症対応について、これまでの経験や課題を取り入れ、図上訓練を実施します。
・市内のイベント会場及びスポーツ競技場等の大規模施設におけるテロ等の国民保護事態を想定した
図上訓練を実施します。
・新型コロナウイルス感染症対応の内容を含めた職員危機管理研修を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

危機事案に対す
る訓練の実施

危機事案に対する
訓練内容を検討
（令和２年度）

・感染症に
対する図上
訓練の実施

・国民保護図
上訓練の実施
・感染症に対
する図上訓練
の実施

・感染症に
対する図上
訓練の実施

・国民保護
図上訓練の
実施

・感染症に
対する図上
訓練の実施

令和７年度までに感
染症に対する図上訓
練４回及び国民保護
図上訓練を２回実施

研修受講後に危
機管理意識を高
めることができ
た職員の割合

98％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度まで
の５年間95％を
維持

⑴

⑵

⑶

事業 10-1-2-04 自主防災組織の育成支援

重点戦略 戦略２戦術３ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
防災課

事業目的
「自分たちのまちは自分たちで守る」というスローガンの下、防災意識の高揚及び防災知識の普及を図
り、自主防災組織の育成を推進します。また、地区防災計画の策定を推進し、地域防災力の向上を図り
ます。

事業内容

・自主防災組織の育成・強化のため、各種補助金を交付します。
・新型コロナウイルス感染症等の流行下における自主防災組織活動の運営指針を整備・周知します。
・防災士資格取得補助及び防災アドバイザーの養成をします。
・防災アドバイザー活用による地区防災計画策定支援をします。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

地区防災計画策
定数

８組織増
（令和元年度）

３組織増 ８組織増 10組織増 10組織増 12組織増
令和７年度まで
に43組織増

避難行動要支援
者名簿活用訓練
の実施状況

524組織
（令和元年度）

350組織 524組織 580組織 640組織 700組織
令和７年度まで
に700組織

10人
令和７年度まで
に60人を育成

防災アドバイ
ザー新規登録人
数（うち、半数
を女性アドバイ
ザー育成）

13人（５人）
（令和２年度）

20人 10人 10人 10人
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⑴

⑵

⑶ 24回

令和７年度までの５
年間で121回実施
（全ての施設で１回
／４年の開設訓練実
施）

福祉避難所開設
訓練の実施回数

25回
（令和元年度）

24回 24回 24回 25回

避難所運営訓練
参加者数

3,646人
（令和２年度）

6,000人 12,000人 12,000人 12,000人 12,000人
毎年度12,000人
訓練参加

九都県市合同防
災訓練参加者の
理解度（地震発
生時の行動）

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

事業目的
地域防災力向上のため、市民の防災意識の高揚、防災関係機関等との連携強化を図り、各種訓練を実
施します。

事業内容

・九都県市合同防災訓練（さいたま市会場）・防災フェアを計画、実施します。
・九都県市合同防災訓練・図上訓練等を計画、実施します。
・新型コロナウイルス感染症等の拡大防止を取り入れた避難所運営マニュアルを整備・周知します。
・各区指定避難所における避難所運営訓練を実施します。
・特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れる福祉避難所の開設訓練を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
防災課 福祉総務課

事業 10-1-2-05 防災訓練を通じた災害対応力の更なる強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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施策 10-1-3

消防・救急体制の充実強化

施策マネジメント局 施策マネジメント課

消防局 消防企画課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
消防・救急体制が整備されていると感
じる市民の割合

76.0％
(令和２年度)

80％ 83％

203件

3
病院収容所要時間（119番通報から医
師引継ぎまでの時間）

40分33秒
（令和元年）

40分16秒 39分30秒

2 火災件数（失火による出火件数）
215件（平均値）

(令和元年)
209件

実施計画事業

3
10-1-3-03 先進技術を活用した消防体制

の強化
消防業務と先進科学技術を組み合わせることで、消防業務の高度化、効
率化を図ります。

戦略２戦術３

2
10-1-3-02

消防団の充実強化

地域防災の中核として将来にわたり欠くことのできない消防団を充実強
化するために、組織体制の強化や活動能力の向上、消防団員の確保に
必要となる事業を、地域住民や消防団と調整を図りながら推進していきま
す。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
10-1-3-01

消防力等の体制強化
大規模化・多様化する火災や自然災害等の各種災害から、市民の生命
と財産を迅速・的確に守るため、「さいたま市消防力整備計画」に基づき、
消防署所、消防車両及び人員を計画的に整備します。

6
10-1-3-06

応急手当の普及啓発
市民が行うＡＥＤなどを用いた応急手当実施率の向上を図るため、従来
の応急手当講習に加え、市民の誰もが応急手当を体験できる「応急手当
学習室」を運営し、併せて応急手当指導者の育成を進めていきます。

4
10-1-3-04

火災予防対策の推進

防火訪問を実施し、住宅防火に関する指導を行い、住宅用火災警報器の
設置促進及び適切な維持を推進します。また、市内で発生した火災の出
火原因から失火防止対策を検討し、各種広報媒体等を活用した普及啓
発を図ります。さらに、事業者対象の講習会を開催します。

5
10-1-3-05

消防防災学習施設の充実
市民・事業者に対し火災予防に関する知識及び防火防災意識の高揚を
図るため、防災展示ホールの各コーナーを充実させ、防災広報車を各種
防災イベント等へ積極的に出張し、防火防災学習の機会を提供します。

7
10-1-3-07

円滑な救急活動の推進
救急活動能力の向上を図るとともに、緊急時医療情報パスや緊急時安
心キットの普及促進を図ります。
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10-1-3-08 救急ワークステーションの活用
による救護体制の強化

市民が求める救急医療を提供するため、消防と病院との相互協力による
教育体制を確立し、医療チームとしての力を強化します。

8
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消防署所等整備
数

１消防署整備継
続、１出張所整
備着手
（令和２年度）

１消防署整
備完了、１
出張所整備
継続

１出張所整
備継続

１出張所整
備継続

１出張所整
備継続

１出張所整備
継続、１消防
署及び１出張
所整備着手、
１施設整備着
手

令和７年度までの５
年間で１署整備完
了、１所整備継続、
１署、１所及び１施
設整備着手

消防車両増強整
備数

― ― １台 １台 １台 ４台
令和７年度まで
の５年間で７台
増強整備

事業目的 大規模・多様化する火災や自然災害等の各種災害から、市民の生命と財産を迅速・的確に守ります。

事業内容

「さいたま市消防力整備計画」に基づき、消防力を計画的に整備します。
・消防署所の適正配置や狭隘な庁舎の改善等を図るため、消防署所の更新整備を行います。
・大規模、多様化する災害から市民を守るため、受援機能を有する大規模訓練施設の整備に取り組みま
す。
・増加する消防需要に的確に対応するため、消防車両及び人員の増強整備を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
消防企画課 消防施設課 警防課

事業 10-1-3-01 消防力等の体制強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

事業 10-1-3-02 消防団の充実強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
消防団活躍推進室 消防施設課 警防課

事業目的 地域防災の中核として、将来にわたり欠くことのできない消防団を充実強化します。

事業内容

「さいたま市消防団充実強化計画」に基づき、消防団の充実強化に必要な事業を推進します。
・消防団組織体制の強化を図るため、消防分団を増強することにより、市域全体としてバランスの取れた
体制を確保します。
・消防団活動能力の向上を図るため、既存消防分団施設を計画的に改修又は更新するとともに、消防分
団増強に伴う施設を新設します。
・消防団員を確保するため、各種広報活動を積極的に実施します。さらに、大規模災害発生時に必要な
マンパワーを確保するため、大規模災害団員を導入します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

消防団員の年間
入団者数

67人(消防団員数
1,199人)
（令和元年度）

72人 72人 72人 72人 72人
令和７年度まで
の５年間で360人
入団

消防団施設整備
（新設・建替）

２分団車庫
完了
（令和元年度）

２分団車庫
完了

２分団車庫
完了

２分団車庫
完了

２分団車庫
完了

２分団車庫
完了

令和７年度まで
の５年間で10施
設整備

北区１分団
令和７年度まで
の５年間で増強
３分団

消防分団の増強 ―
見沼区１分
団

見沼区１分
団

― ―
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⑴

⑵

⑶

事業 10-1-3-03 先進技術を活用した消防体制の強化

重点戦略 戦略２戦術３ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
消防企画課

事業目的 消防業務の高度化及び効率化により、安全・確実・迅速な消防サービスを市民に提供します。

事業内容

消防業務と日々進化するＩｏＴやＡＩなどの先進科学技術を融合し、Society5.0を推進します。
・災害現場における消防活動を高度化するため、公民連携によりウェアラブル端末等の先進技術の開発
協力に取り組みます。
・風水害や震災等における消防職団員、危機管理部門の災害対応力を向上するため、実災害を想定し
た映像や音声を取り入れた実践的教育訓練システムを導入します。
・市民や事業者の利便性を向上し、新しい生活様式に対応するため、消防に関する各種届出等の電子
申請化を推進し、併せて消防の保有システムと連動を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公民連携による
開発協力を行っ
た事業数（複数
年度のものを含
む）

１事業
（令和２年度）

１事業 １事業 １事業 １事業 １事業
令和７年度まで
の５年間で延べ
５事業

実践的教育訓練
システムによる
教育修了者数

―

実践的教育
訓練システ
ムの導入に
向けた検討

実践的教育
訓練システ
ムの導入に
向けた検討

実践的教育
訓練システ
ムの設計

実践的教育
訓練システ
ムの導入

実践的教育
訓練システ
ムによる教
育修了者324
人

令和７年度に実
践的教育訓練シ
ステムによる教
育修了者324人

情報システ
ムと連動し
た電子申請
の試験導
入・５種類

令和７年度まで
の５年間で延べ
11種類

情報システムと
連動した電子申
請化数

―
電子申請化
可能な届出
等の検討

情報システ
ムと連動可
能な届出等
の検討

情報システ
ムと連動し
た電子申請
の試験導
入・１種類

情報システ
ムと連動し
た電子申請
の試験導
入・５種類

⑴

⑵

⑶

事業 10-1-3-04 火災予防対策の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
予防課 査察指導課

事業目的
火災予防に関する指導等を行い、防火意識を高揚し、火災の発生防止と火災による被害の軽減及び高
齢者被害の低減を図ります。

事業内容

・高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯を対象とした高齢者家庭防火訪問を実施し、住宅用火災警報器
設置及び維持管理、類似火災防止に関する指導を行います。
・市内で発生した火災の出火原因から失火防止対策を検討し、少年消防団による火災予防広報やＳＮＳ
などの電子媒体を活用した広報を行い、火災予防普及啓発を図ります。
・事業者を対象とした効果的な講習会を実施し、火災予防の推進を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

高齢者家庭防火
訪問の実施件数

9,532件
（令和元年度）

21,900件 21,900件 21,900件 21,900件 21,900件
令和７年度まで
の５年間で
109,500件

講習会参加者の
満足度

83％
（令和２年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
毎年度ごとに満
足度90％
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利用者数
（防災展示ホー
ル、地震体験
車）

34,342人
（令和元年度）

35,000人 35,500人 36,000人 36,500人 37,000人
令和７年度まで
の５年間で
180,000人

利用者満足度
（防災展示ホー
ル）

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
毎年度ごとに満
足度90％

事業目的 防火防災思想を普及啓発し、火災の予防や災害による被害の軽減を図ります。

事業内容

・既存施設を維持管理するとともに、ＳＮＳ等の電子媒体を活用した広報を行い、防災展示ホールを広く
市民等へ広報します。
・施設内における体験ツアーの導入を検討し、より充実した防火・防災学習の場を提供します。
・来館者に応急手当も含めた効果的な学習機会を提供するため、施設内を一部改修し、実災害に即した
臨場感ある学習施設を整備することで、市民等に更なる防火・防災意識の高揚を図ります。
・ＶＲ災害疑似体験装置の増設を検討し、防災広報車（地震体験車）とともに自治会防災訓練等へ積極
的に出張し、火災や地震に対する備えを啓発します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
予防課 救急課

事業 10-1-3-05 消防防災学習施設の充実

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

事業 10-1-3-06 応急手当の普及啓発

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 06-3-1

事業課
救急課

事業目的 救急現場に居合わせた市民が、適切な応急手当を実施できるよう、普及啓発を行います。

事業内容
・従来の応急手当講習に加え、市民の誰もが応急手当を体験できるよう、「応急手当学習室」を運営し、
救急現場に居合わせた市民による、ＡＥＤなどを用いた応急手当実施率の向上につなげていきます。
・応急手当普及員講習を開催し、応急手当に係る指導者の育成を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

応急手当実施率
58.0％
（令和元年）

58.5％ 59.0％ 59.5％ 60.1％ 60.7％
令和７年度に
60.7％

応急手当普及員
資格取得者数

86人
（令和２年）

100人 250人 300人 300人 300人
令和７年度まで
の５年間で1,250
人の育成

3,000人
令和７年度まで
の５年間で
15,000人

応急手当学習室
利用者数

― 3,000人 3,000人 3,000人 3,000人
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⑴

⑵

⑶

事業 10-1-3-07 円滑な救急活動の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
救急課

事業目的
老人福祉施設や高齢者宅等の救急現場において、傷病者の情報を迅速に把握し、医療機関へ速やか
に搬送すること。

事業内容

救急活動能力の向上を図るとともに、老人福祉施設や医療機関等との連携を強化し、円滑な救急活動
を推進します。
・老人福祉施設の救急現場において、病歴や服薬状況などの医療情報を迅速に把握するために、市内
すべての老人福祉施設へ緊急時医療情報パスを整備します。
・緊急時安心キットの普及のため、各種イベント等において広報活動を行うとともに、既に活用中の市民
に対して利用者情報の更新についても併せて広報を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

老人福祉施設で
の緊急時医療情
報パスの整備

― 80施設増 80施設増 80施設増 80施設増 80施設増
令和７年度まで
の５年間で400施
設

緊急時安心キッ
トの広報

― 16,000人 16,000人 16,000人 16,000人 16,000人
令和７年度まで
の５年間で
80,000人

 

 

 
17分05秒
（令和７年）

令和７年度まで
に17分05秒

心肺停止状態傷
病者における現
場滞在時間

17分16秒
（令和３年）

― 17分14秒
（令和４年）

17分11秒
（令和５年）

17分08秒
（令和６年）

医療従事者と連
携した事例検討
会・研修等の開
催回数

３回
（令和３年度）

― 10回 10回 10回 10回
令和７年度まで
毎年度10回実施

救急ワークス
テーションを活
用した局内救急
研修回数

68回
（令和３年度）

― 150回 200回 200回 220回
令和７年度まで
に220回実施

事業目的
市民が求める救急医療を提供するため、消防と市立病院との相互協力体制により、本市における救急
体制と地域医療の向上を実現します。

事業内容

・消防と病院との相互協力による教育体制を確立し、医療チームとしての力を強化します。
・救急ワークステーションにおける救急隊員等に対する教育訓練を強化し、知識及び技術の向上を図り
ます。
・救急ワークステーションを拠点として、増加する救急需要に対する体制を整備するとともに、ドクター
カーの運行支援を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
救急指導室

事業 10-1-3-08 救急ワークステーションの活用による救護体制の強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先） 06-3-1
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08-1-1-02 【再掲】
未来に向けた盆栽文化の継承・発展

11-1-1-01 【再掲】
東日本連携の推進による地域経済活性化

03-2-1-06 【再掲】
さいたまスポーツコミッションの支援

03-2-1-07 【再掲】
国際自転車競技大会の開催支援

地域資源等の魅力を生かした観光の振興ととも
にＭＩＣＥを積極的に推進します。

多言語による情報発信の拡充

東日本地域や海外との連携を積極的に進めなが
ら、本市の特性を生かした新たな産業を創出す
るとともに、地域産業を育てる環境を整備し、
市内経済規模の維持・拡大を図ります。

06-2-1-07 【再掲】
障害者の就労機会の創出

06-2-2-02

観光の振興とＭＩＣＥの推進
地域資源等の魅力を生
かした観光の振興

11-2-1-01

第２節  
地域資源を生かした観光の振興

11-2-1-02
ＭＩＣＥの更なる推進

商業活性化のためのに
ぎわいづくり

11-1-5-01
 

地域経済を支える人材
の育成、就労支援及び
魅力ある就労環境の整
備

11-1-4-01

＜目指す方向性＞ 01-3-1-02 【再掲】

創業・副業・テレワーク支援による新たな産業の創出

11-1-3-04
さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度

地域の特色を生かした商業活性化

11-1-4-03

生活困窮者の経済的自立に向けた就労支援

07-1-2-08 【再掲】
ひとり親家庭等への支援の推進

【再掲】

11-1-5-02
さいたまスイーツの魅力の発信

第11章　経済・産業

新たな産業の創出と地域産業の振興
東日本連携による経済
交流の活性化

11-1-1-01

第１節  
東日本連携の推進による地域経済活性化

11-1-1-02
地方創生に向けた東日本連携センターの運営

＜目指す方向性＞

11-1-2-05
企業立地の促進

11-1-2-03
産学連携等によるイノベーション創出の支援

11-1-2-04
医療ものづくり都市の推進

さいたま市の特性を生
かした新たな産業の創
出

11-1-2-01

 
研究開発型ものづくり企業の競争力強化

11-1-2-02
国内外事業展開支援の強化

活力ある地域産業を育
てる環境の整備

11-1-3-01

 
中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援

11-1-3-02
制度融資による市内事業者への金融支援

勤労者の就労環境の整備

 
産業人材の育成

11-1-4-02
就労支援の充実

11-1-3-03

06-1-1-02 【再掲】
セカンドライフの充実

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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農業用水路の整備

農業の多面的な機能を重視しながら、農業環境
の整備や農地の保全を図るとともに、地産地消
の推進や付加価値の形成を通じて、都市農業の
活性化に取り組みます。

11-3-1-08
農地の有する多面的機能の維持、発揮の活動支援

（仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点の整備

11-3-1-06
農業基盤の整備

11-3-1-07

＜目指す方向性＞ 11-3-1-03
地場産農産物の流通・消費拡大

11-3-1-04
農業交流施設の整備

11-3-1-05

持続可能で魅力ある都市農業の振興
持続可能で魅力ある都
市農業の確立

11-3-1-01

第３節  
農業の担い手確保・育成の強化

11-3-1-02
効率的かつ安定的な農業経営の実現
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実施計画事業

2
11-1-1-02 地方創生に向けた東日本連携

センターの運営
地方創生に向けた東日本連携拠点として東日本連携センター（まるまる
ひがしにほん）を運営します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
11-1-1-01 東日本連携の推進による地域

経済活性化

「東日本連携・創生フォーラム」の開催をはじめ、東日本連携センター（ま
るまるひがしにほん）を拠点に東日本各地域との幅広い分野での広域連
携を通じて、交流人口の創出を促進するなど、東日本全体の地域経済活
性化を図ります。

戦略１戦術５

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
東日本の都市を身近に感じる市民の
割合

37.6％
（令和２年度）

50％ 55％

施策 11-1-1

東日本連携による経済交流の活性化

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 経済政策課
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⑴

⑵

⑶

⑷

事業 11-1-1-01 東日本連携の推進による地域経済活性化

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先） 11-2-1

事業課
経済政策課 産業展開推進課 観光国際課 都市経営戦略部

事業目的 東日本全体の地域経済の活性化を図ることにより地方創生を推進していきます。

事業内容

・「東日本連携・創生フォーラム」の開催等を通じて、経済・観光をはじめ、SDGｓ、環境、教育、スポーツ等の幅広い分
野での広域連携を目指します。
・東日本地域の「ヒト・モノ・情報」が集まる東日本連携センター（まるまるひがしにほん）等を活用し、東日本地域のシ
ティプロモーションや商談会の実施、市内事業者等との連携によるビジネス交流を進め、公民学連携による交流人口・
関係人口の創出を促進します。
・本市や連携自治体の物産、食、文化、祭、イベント等の観光資源を、ウィズコロナ・アフターコロナを踏まえたオンライ
ンツールや各都市の広報ツール等を相互に活用しながら国内外へ情報を発信し、誘客を促進します。
・東日本連携の効果が市内経済の活性化につながるよう、民間事業者による新幹線物流の市内向け事業化に向けて
支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

東日本連携によ
る経済交流数

159件
（令和元年度）

105件 155件 160件 165件 170件
令和７年度まで
に170件

まるまるひがし
にほんの店登録
店舗数

５店
（令和元年度）

50店 110店 125店 140店 155店
令和７年度まで
に155店

2,560万人
令和７年度まで
に2,560万人

東日本連携セン
ターを核とした
マッチング件数

― 300件 600件 700件 800件 900件
令和７年度まで
に900件

東日本連携自治
体の延べ宿泊者
数

1,900万人
（令和元年度）

1,030万人 1,900万人 2,500万人 2,530万人
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⑴

⑵

⑶ 168日
令和７年度まで
に168日

シティプロモー
ション実施日数

132日
（令和４年度）

― ― 144日 156日

東日本連携セン
ターの来場者数

76万人
（令和元年度）

84万人 88万人 92万人 96万人 100万人
令和７年度まで
に100万人

シティプロモー
ション実施回数

58回
（令和元年度）

40回 55回 ― ― ―

数値の捕捉方法
の変更に伴い、
目標指標⑶に変
更（令和５年度
改定）

事業目的
東日本連携センター（まるまるひがしにほん）を中心に「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、本市と東
日本地域の経済交流を活性化させます。

事業内容

・東日本連携センターにおいて、東日本の自治体を中心とした地域のシティプロモーションイベントなどを
実施します。
・東日本連携センターにおいて、東日本連携に資するイベントや東日本の方との交流会を実施するなど、
関係人口を増やすための取組を促進し、経済交流の活性化による地方創生につなげます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
経済政策課

事業 11-1-1-02 地方創生に向けた東日本連携センターの運営

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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4
11-1-2-04

医療ものづくり都市の推進

本市経済の新たな成長エンジンとするとともに、臨床現場に技術面から
貢献するために、さいたま地域の研究開発型ものづくり企業の医療機器
関連分野への新規参入や事業拡大を支援し、さいたま発の商品開発を
促進します。

5
11-1-2-05

企業立地の促進

財政基盤の強化、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図るため
に、新型コロナウイルス感染症拡大等の社会経済情勢の影響による企業
動向の変化を把握しながら、「さいたま市産業立地基本方針」に基づき、
官民連携による戦略的な企業誘致活動及び環境整備を図り、企業の立
地を促進します。戦略１戦術５

実施計画事業

3
11-1-2-03 産学連携等によるイノベーショ

ン創出の支援

医療・ヘルスケア関連、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連など、成長の著しい産業分
野におけるイノベーションを創出するため、企業と大学等研究機関との
マッチングを支援するとともに、社会課題解決に貢献する新技術・新製品
開発を支援します。

戦略１戦術５

2
11-1-2-02

国内外事業展開支援の強化
さいたま地域企業の新たな事業展開と成長を支援するとともに、国際競
争力の向上を図るため、都市間・ドイツ産業クラスターとの連携を軸に、
欧州及び北米・アジア市場における新たな販路拡大を支援します。

戦略１戦術５

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
11-1-2-01 研究開発型ものづくり企業の

競争力強化

独創性・革新性に優れた技術を持つ研究開発型ものづくり企業を「さいた
ま市リーディングエッジ企業」として認証し、国内外に発信するとともに、
技術開発、販路拡大、人材育成等を支援します。

420件

3 企業立地件数
10件

（令和元年度）
50件（５年間累計） 100件（10年間累計）

2 海外の販路拡大に向けた商談件数
321件

（令和元年度）
370件

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 国内の販路拡大に向けた商談件数
384件

（令和元年度）
430件 480件

施策 11-1-2

さいたま市の特性を生かした新たな産業の創出

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 産業展開推進課
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⑴

⑵

⑶

認証企業件数
(新規・継続認
証を含む)

10件
（令和元年度）
※34社
（R2.3.31現在）

10件 10件 10件 10件 10件
令和７年度まで
の５年間で50件
の認証

事業目的 研究開発型ものづくり企業の事業機会の拡大、競争力向上を目指します。

事業内容

・独創性・革新性に優れた技術を持つ研究開発型ものづくり企業を「さいたま市リーディングエッジ企業」
として認証し、認証企業を国内外に発信します。また認証企業に対し、（公財）さいたま市産業創造財団
との連携により、技術開発、販路拡大、人材育成等を支援します。
・新型コロナウイルス感染症等対策を踏まえ、リーディングエッジ企業として市内企業の模範となるよう、
新しい生活様式に対応した先進的取組（ＤＸ化推進）を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
産業展開推進課

事業 11-1-2-01 研究開発型ものづくり企業の競争力強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

240件
令和７年度まで
の５年間で1,100
件

BIZ SAITAMAに
おける商談件数

― 200件 210件 220件 230件

海外展開による
成約件数

14件
（令和元年度）

10件 12件 12件 13件 13件
令和７年度まで
の５年間で60件

事業目的
さいたま地域企業の新たな事業展開と成長を支援するとともに、高付加価値市場である欧州を中心とし
た国際展開を支援します。

事業内容

・オンラインに代表される新しい生活様式に対応したBIZ SAITAMAなどのオープンイノベーションのビジ
ネスマッチングを実施します。
・連携都市及びドイツ産業クラスターを軸に、技術交流、展示会出展、産学連携等による欧州市場に対
する国際展開支援策を拡充します。
・北米・アジア市場における新たな販路拡大を支援します。
・新型コロナウイルス感染症等の影響により、既存の販売網や海外工場の業務継続が困難となった企業
に対し、販路拡大やサプライチェーンの再検討を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
産業展開推進課

事業 11-1-2-02 国内外事業展開支援の強化

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

事業 11-1-2-03 産学連携等によるイノベーション創出の支援

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
産業展開推進課

事業目的
研究開発型ものづくり企業と大学等研究機関とのマッチングを支援し、多様なイノベーションの創出を支
援します。

事業内容

・医療・ヘルスケア・スポーツ産業関連、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連など、成長著しい産業分野におけるイノベーショ
ンを創出するため、企業と大学等研究機関とのマッチング、競争的資金の獲得支援、高度人材育成支援、高
い技術力を有する専門的な人材育成を行います。また、社会課題解決に貢献する新技術・新製品開発のため
の研究開発及び実証実験の取組を支援します。
・東日本地域の大学、研究機関及び企業との連携による産学官金コンソーシアムの確立を目指します。
・新型コロナウイルス感染症等対策を踏まえ、プラットフォームの活用による新しい生活様式に対応した先進的
取組（ＤＸ化推進）を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

産学連携マッチ
ング件数

50件
（令和元年度）

40件 50件 55件 60件 65件
令和７年度まで
の５年間で270件

イノベ－ション
推進事業による
商品化件数

２件
（令和元年度）

１件 １件 １件 １件 １件
令和７年度まで
の５年間で５件

 

 

 

アドバイザリー
ボードを活用し
た支援件数

５件
（令和元年度）

５件 ５件 ５件 ５件 ５件
令和７年度まで
の５年間で25件

医療・ヘルスケ
ア機器関連分野
製品の商品化件
数

２件
（令和元年度）

２件 ２件 ２件 ２件 ２件
令和７年度まで
の５年間で10件

事業目的
さいたま地域の研究開発型ものづくり企業が医療・ヘルスケア機器関連分野へ新規参入・事業拡大する
ことを支援し、本市経済の新たな成長エンジンとするとともに、臨床現場に技術面から貢献します。

事業内容

・（公財）さいたま市産業創造財団に配置する医療ものづくりコーディネータを中心に臨床現場や医療機
器メーカー等とのマッチングを促進するとともに、埼玉県と共同で「医療イノベーション埼玉ネットワーク」
を運営し、さいたま地域の研究開発型ものづくり企業の医療・ヘルスケア機器関連分野への新規参入や
事業拡大を支援します。
・「さいたま医工連携アドバイザリーボード」を運営し、さいたま地域の研究開発型ものづくり企業の医療・
ヘルスケア機器関連分野における商品開発を促進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
産業展開推進課

事業 11-1-2-04 医療ものづくり都市の推進

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶

事業 11-1-2-05 企業立地の促進

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
産業展開推進課

事業目的 財政基盤の強化、雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図ります。

事業内容

新型コロナウイルス感染症拡大等の社会経済情勢の影響による企業動向の変化を把握しながら、「さいたま市産業立
地基本方針」に基づき、官民連携による戦略的な企業誘致活動及び環境整備を図り、企業の立地を促進します。
・東日本の対流拠点都市としてのプレゼンスを確立する他の事業と連携した誘致活動を推進します。
・東日本の新たな経済圏の創出及び職住近接の実現を視野に入れた誘致活動を推進します。
・研究開発型企業を始めとした製造業を中心に誘致活動を推進します。
・ワンストップサービスによるスピーディーな対応を図り誘致活動を推進します。
・民間活力を活用した新たなオフィス及び産業用地の創出を促進します。
・多様で魅力的な働く場の創出を促進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

企業面談件数
※オンライン、
訪問及び来庁に
よる面談

749件
（令和元年度）
※訪問による面
談件数

800件 850件 900件 950件 1,000件
令和７年度まで
の５年間で4,500
件

産業集積拠点事
業着手地区数
（累計）

１地区
（令和元年度）

２地区 ２地区 ２地区 ３地区 ４地区
令和７年度まで
に４地区の事業
着手
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4
11-1-3-04 さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制

度

ＳＤＧｓに取り組む企業をさいたま市ＳＤＧｓ企業として認証します。
認証企業に対し、各社のＳＤＧｓの取組や、認証企業同士の交流を促すコ
ミュニティの形成を支援します。

実施計画事業

3
11-1-3-03 創業・副業・テレワーク支援に

よる新たな産業の創出

創業を目指す方の創業を実現するため、各種セミナーや専門家派遣等を
実施します。
また、働き方改革が推進される中で、副業やテレワークの支援等、多様な
働き方の支援を行います。

戦略１戦術５

2
11-1-3-02 制度融資による市内事業者へ

の金融支援
市内で事業を営む中小企業者及び創業者の資金調達を支援するため、
経営の安定及び向上に必要な資金の融資制度を実施します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
11-1-3-01 中小企業の生産性・付加価値

向上を通じた成長促進支援

中小企業の経営安定化に向け、（公財）さいたま市産業創造財団におい
て、窓口相談、専門家派遣、金融機関と連携した支援等を実施します。
産官学金連携したＡＩ、ＩｏＴなどの実装支援等により、市内企業のＣＸ／ＤＸ
を総合的に推進することを通じて、企業の生産性・付加価値向上を図りま
す。戦略２戦術２

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
法人市民税（法人税割）の納税義務者
数

14,581社
（令和元年度）

14,946社 15,310社

施策 11-1-3

活力ある地域産業を育てる環境の整備

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 経済政策課
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事業目的
市内中小企業の経営安定化による持続的な成長に向け、生産性・付加価値向上に係る支援を通じて、地
域経済の活性化を図ります。

事業内容

・（公財）さいたま市産業創造財団と連携し、窓口相談、相談受付、専門家派遣、金融機関等と連携した課題解決支
援、セミナー開催等の、デジタルツールを活用し企業のニーズに応じた持続的な成長に繋がる支援を行います。
・自然災害や感染症の拡大等の事態が起きた際にも安定した経営を続けるため、経営基盤の強化や事業継続力の向
上につながる支援を行います。
・成長志向の中小企業の事業拡大、経営力向上に向け、市のリーディングカンパニー創出支援を実施します。
・産官学金の連携により、デジタル技術の普及啓発やＡＩ、ＩｏＴなどの実装に係る補助メニューの創設等により市内企業
のＣＸ／ＤＸ（※）を総合的に図ることを通じて、企業の生産性と付加価値の向上支援を行います。

事業課
経済政策課

事業 11-1-3-01 中小企業の生産性・付加価値向上を通じた成長促進支援

重点戦略 戦略２戦術２ 他施策への貢献（再掲先）

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

支援実施時に設
定した目標を達
成した企業の割
合

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

ＤＸ支援を通じ
て生産性向上を
達成した企業の
割合

80％
（令和２年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

※感染症との共存を前提としたニューノーマルへの対応や、アフターコロナ時代における新たな経営戦略が求められる中、市内企業のデジタル化（ＤＸ：デジ
　タルトランスフォーメーション）や、企業経営そのものの変革（ＣＸ：コーポレートトランスフォーメーション）を図るもの

⑴

⑵

⑶

融資受付件数
1,554件
（令和元年度）

660件 670件 680件 690件 700件
令和７年度まで
の５年間で3,400
件

創業支援資金の
融資受付件数

59件
（令和元年度）

60件 70件 80件 90件 100件
令和７年度まで
の５年間で400件

事業目的
市内中小企業の経営基盤の強化及び地域における創業の促進を通じて、地域経済の活性化を図りま
す。

事業内容

・市内において事業を営む中小企業者及び創業者が事業資金を円滑に調達できるように、経営の安定
及び向上に必要な資金の融資制度を実施し、中小企業の振興を図ります。
・ウィズコロナ・アフターコロナに対応するＤＸへの積極的な投資などコロナ禍における中小企業者及び創
業者に向けた円滑な資金調達を支援するための低利・固定による融資制度を実施し、事業の下支えを
行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
経済政策課

事業 11-1-3-02 制度融資による市内事業者への金融支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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⑴

⑵

⑶ 10件
令和７年度まで
の４年間で40件

テレワーク環境
整備支援件数

― 制度の設計 10件 10件 10件

創業件数及び副
業開始件数

59件
（令和元年度）

40件 60件 64件 66件 70件
令和７年度まで
の５年間で300件

創業者及び副業
者へのフォロー
アップ件数

― 150件 155件 160件 165件 170件
令和７年度まで
の５年間で800件

事業目的
創業を目指す方及び副業を希望する方への支援体制を強化することで、地域経済の活性化を図りま
す。

事業内容

・（公財）さいたま市産業創造財団と連携し、創業を目指す方に対して相談受付、専門家派遣、セミナー開催、情報提供等の、デジタ
ルツールを活用し企業のニーズに対応した総合的な支援を行います。
・創業者向けサロンを運営し販路拡大や資金調達方法の周知、同時期に創業した事業者同士のオンラインとオフライン双方による
交流促進といった、創業後の事業者のステップアップに寄与する支援を実施します。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、働き方改革がより一層推進されることに伴う多様な働き方の支援のため、副業者及び副
業を希望する方についての支援を行います。
・ウィズコロナ・アフターコロナ時代における新たな働き方の創出を促す、テレワーク環境やコワーキングスペースの利用推進支援を
民間事業者と連携して行います。
・地域における創業を促進させるため、創業無関心層に対して創業機運を醸成する取組を進めます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
経済政策課

事業 11-1-3-03 創業・副業・テレワーク支援による新たな産業の創出

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

ＳＤＧｓ企業認
証数

― 20社増 20社増 30社増 30社増 30社増
令和７年度まで
の５年間で130社
増

事業目的 ＳＤＧｓの理念を意識し、経済性及び社会性を両立した経営を実施する市内事業者の増加を図ります。

事業内容

・ＳＤＧｓに取り組む企業をさいたま市ＳＤＧｓ企業として認証します。
・認証企業に対して、ＳＤＧｓに取り組む際の課題解決支援を実施します。
・認証企業同士の交流を深め、認証企業の地域課題解決に向けた取組を支援することで、各企業のＳＤ
Ｇｓの取組を深化させます。
・認証企業の事業内容やＳＤＧｓへの取組に係る事例集を作成・周知し、認証企業の広報・ＰＲを支援し
ます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
経済政策課

事業 11-1-3-04 さいたま市ＳＤＧｓ企業認証制度

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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4

06-1-1-02
【再掲】
 P185 セカンドライフの充実

ボランティア、就労、生涯学習等の活動に関する相談・情報提供窓口であ
る「セカンドライフ支援センター」を運営するとともに、登録団体等で健康
づくりなどの活動をした高齢者に対し「シルバーポイント（長寿応援ポイン
ト）」を付与し、市内外にある公共施設等が無料又は割引料金で利用でき
る「アクティブチケット」を交付します。戦略２戦術１

5

06-2-1-07
【再掲】
 P195 障害者の就労機会の創出

障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるように、新規に
雇用を始める企業を開拓し働く場を増やします。また、ハローワークなど
の関係機関と連携し、一般の求人以外に超短時間勤務や在宅就労の雇
用を進める企業の把握にも努め、就職を支援するとともに、就職後のジョ
ブコーチによる定着支援等を実施します。戦略２戦術２

7

07-1-2-08
【再掲】
 P217

ひとり親家庭等への支援の推
進

社会的支援や経済的支援を必要とするひとり親家庭等に対し、気軽に相
談でき、支援につなげる体制の強化と積極的な情報提供により、不安や
悩みの解消、自立と生活の安定に向けた支援を行います。また、子ども
の貧困の実態について調査を行い、支援策の強化を図ります。

6

06-2-2-02
【再掲】
 P199

生活困窮者の経済的自立に
向けた就労支援

生活保護受給者及び生活困窮者自立支援法の生活困窮者の自立を支
援するため、就労支援事業を実施します。また、就労意欲の喚起や一般
就労に向けた準備を行う就労準備支援事業を実施します。

実施計画事業

3
11-1-4-03

勤労者の就労環境の整備

（公財）さいたま市産業創造財団勤労者福祉サービスセンターが実施す
る福利厚生事業を補助し、市内中小企業等の勤労者の福祉向上を図り
ます。
市内勤労者等を対象に、労働に関する法制度等を扱う講座の実施やガ
イドブックの作成を行います。

2
11-1-4-02

就労支援の充実

ワークステーションさいたまにおいて、国が行う職業相談・紹介と連携し、
働く意欲を持つあらゆる求職者を対象に、キャリアコンサルティング・セミ
ナーなどの就労支援を実施します。
地域若者サポートステーションさいたまにおいて、カウンセリング・セミ
ナーなどの職業的自立支援を実施します。戦略２戦術２

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
11-1-4-01

産業人材の育成

市内小中学生を対象に、ビジネス体験プログラムを実施します。
市内工業高校生を対象に、市内企業へのインターンシップなどを実施し
ます。
市内大学生等と市内企業とのマッチング支援を実施します。

戦略２戦術２

81％2
働きやすい職場であると感じる市民在
勤者の割合

75.6％
（令和２年度）

79％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 市民の就業率
60.1％

（令和２年度）
63％ 66％

施策 11-1-4

地域経済を支える人材の育成、就労支援及び魅力ある就
労環境の整備

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 労働政策課
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事業 11-1-4-01 産業人材の育成

重点戦略 戦略２戦術２ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
労働政策課

事業目的
産業人材の育成と活用により、多様な人材が活躍することで地域経済が活性化していくことを目指しま
す。

事業内容
・市内小中学生を対象に、一連の実践的なビジネス体験プログラムを実施します。
・市内工業高校生を対象に、市内企業へのインターンシップ等を実施します。
・市内大学生等と市内企業とのマッチング支援を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

早期起業家教育
事業参加者満足
度

92％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度
まで95％を達
成・維持

地域技術人材育
成事業参加者満
足度

90％
（令和元年度）

95％ 95％ 95％ 95％ 95％
令和７年度
まで95％を達
成・維持
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96人
令和７年度
までの５年間で
480人

地域若者サポー
トステーション
さいたまセミ
ナー等参加者満
足度

90.5％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度
まで90％を維持

地域若者サポー
トステーション
さいたま就職等
進路決定者数

94人
（令和元年度）

96人 96人 96人 96人

ワークステー
ションさいたま
運営事業等に係
る就職者数

281人
（令和元年度）

120人 282人 284人 286人 288人
令和７年度
までの５年間で
1,260人

ワークステー
ションさいたま
施設利用者数

9,942人
（令和元年度）

7,200人 10,000人 10,100人 10,200人 10,300人
令和７年度
までの５年間で
47,800人

事業目的
多様な就労支援施策により、働く意欲を持つあらゆる求職者等の就労及び市内中小企業等の人材確保
の推進を目指します。

事業内容

・本市就労支援施設であるワークステーションさいたまにおいて、国が行う職業相談・紹介と連携し、働く意欲を持つあ
らゆる求職者等を対象に、就職に至るまでのワンストップ就労支援を実施します。
・市内中小企業等と求職者とのマッチングを図るため、女性や中高年等の求職者別に、就職が見込まれる分野での座
学研修と就業体験等を組み合わせた就労支援等を実施します。
・企業ＰＲの場の創出等によるマッチング支援のため、各種面接会を実施します。
・国と協働で運営する地域若者サポートステーションさいたまにおいて、カウンセリング・セミナーなどの各種職業的自
立支援を実施します。
・国や埼玉県等と連携し、就職氷河期世代等を対象とした就労支援を実施します。
・新型コロナウイルス感染症に起因する解雇・雇い止め等の影響を受けた求職者等に対して、ワンストップ就労支援を
実施します。また、支援手法の一つとしてオンラインを活用したキャリアカウンセリングやセミナーなどを実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
労働政策課

事業 11-1-4-02 就労支援の充実

重点戦略 戦略２戦術２ 他施策への貢献（再掲先）
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（公財）さいた
ま市産業創造財
団勤労者福祉
サービスセン
ター新規会員数

1,225人
（令和元年度）

690人 1,160人 1,165人 1,170人 1,175人
令和７年度
までに5,360人

労働法等に係る
講座の参加者満
足度

86.4％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度
まで90％を達
成・維持

事業目的 勤労者が生き生きと働けるように、誰もが働きやすい就労環境の整備を目指します。

事業内容

・（公財）さいたま市産業創造財団勤労者福祉サービスセンターが実施する福利厚生事業を対象に補助
を行い、市内中小企業等の勤労者の福祉向上を図ります。
・市内勤労者等を対象に、労働に関する法制度や社会情勢を踏まえた時事的な問題を扱う講座を実施
します。
・市内勤労者等を対象に、最低限身に付けておくべき法令や制度の基礎知識等を掲載したガイドブック
を作成配布します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
労働政策課

事業 11-1-4-03 勤労者の就労環境の整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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実施計画事業

2
11-1-5-02 さいたまスイーツの魅力の発

信

さいたまスイーツを広くＰＲするため、市内お菓子工場や個店、民間事業
者等と連携し、イベント等を実施するとともに、ウェブサイトやＳＮＳを活用
した情報発信を実施します。

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
11-1-5-01 地域の特色を生かした商業活

性化

商店街の活性化及びにぎわいの創出を図るため、地域の特色を生かしたイベントな
どを実施するとともに、商店会等が実施する地域イベントや共同施設整備に対して補
助を行います。また、コロナ禍の新しい生活様式が定着する中で、商店の関係者等に
対し、顧客や消費行動の調査を踏まえ、社会情勢に合わせた講座等を実施していく
ほか、アンケートなどを通じて各商店会のニーズをつかみ、その結果を踏まえ、商店
街のＩＣＴ化など、より効果的な支援を実施します。戦略２戦術２

105％2 商店街・商業地区の歩行者通行量
100％

（平成28年度）
103％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 商店街に魅力を感じる人の割合
28.7％

（令和２年度）
34％ 39％

施策 11-1-5

商業活性化のためのにぎわいづくり

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 商業振興課
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事業 11-1-5-01 地域の特色を生かした商業活性化

重点戦略 戦略２戦術２ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
商業振興課

事業目的 商店街等の活性化及びにぎわい創出を図ります。

事業内容

・商店街の活性化及びにぎわいの創出を図るため、大型イベントなどの活用、スポーツチームとの連携、文化芸術の活
用等により、地域の特色を生かしたイベント等を実施します。
・商店会が単独又は複数で実施する商店街の活性化を目的とする事業への補助及び商店会が実施する商店街のにぎ
わい創出や顧客の利便性向上を目的とした共同施設整備への補助による支援を行います。
・商店会等に対し、感染症対策等、状況に応じた情報の周知を行うほか、コロナ禍の新しい生活様式が定着する中で、
商店の関係者等に対し、顧客や消費行動の調査を踏まえ、社会情勢に合わせた講座等を実施します。
・アンケートなどを通じて各商店会のニーズをつかみ、その結果を踏まえ、商店街のＩＣＴ化など、より効果的な支援を実
施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

実施事業への参
加人数

109,000人
（令和元年度）

70,000人 80,000人 90,000人 100,000人 115,000人
令和７年度まで
に115,000人

商店街への来訪
者が増えたとす
る回答数の割合

11.4％
（令和元年度）

12.4％ 13.4％ 14.4％ 15.4％ 16.4％
令和７年度まで
に16.4％

90％
令和７年度まで
90％を達成・維
持

講座参加者の満
足度

89.1％
（平成30年度）

90％ 90％ 90％ 90％

 

 

 

事業 11-1-5-02 さいたまスイーツの魅力の発信

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
商業振興課

事業目的
「市内で作られているおやつ」を「さいたまスイーツ」として一体的にＰＲすることでその知名度向上を図
り、市内のスイーツ全体の消費拡大により地域経済の活性化を図ります。

事業内容
さいたまスイーツを広くＰＲするため、市内お菓子工場（直売所）や個店、民間事業者等と連携し、キャン
ペーンやイベント、スイーツマップの作成等を実施するとともに、ウェブサイトやＳＮＳを活用した情報発信
を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

さいたまスイー
ツウェブサイト
月間アクセス数

― 7,440件 7,590件 7,750件 7,920件 8,100件
令和７年度まで
に8,100件

魅力発信のため
の新たな取組

―
新たな取組
の検討

民間事業者
等と連携し
たＰＲの実
施

民間事業者
等と連携し
たＰＲの実
施

民間事業者
等と連携し
たＰＲの実
施

民間事業者
等と連携し
たＰＲの実
施

令和７年度まで
民間事業者等と
連携したＰＲを
実施
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施策 11-2-1

地域資源等の魅力を生かした観光の振興

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 観光国際課

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1 入込観光客数
2,560万人
(令和元年)

2,718万人 3,000万人

地域資源を生かした観光の振
興

国内はもとより外国人観光客の更なる誘客促進を図るため、多彩な観光
資源を生かした観光PRを実施するとともに、（公社）さいたま観光国際協
会と連携を行い、本市の伝統・文化である祭りなどの開催を支援します。

戦略１戦術５

1,183億円（10年累計）2 ＭＩＣＥ開催による経済波及効果
106.9億円

（令和元年度）
488億円（５年累計）

03-2-1-07
【再掲】
 P133

4

03-2-1-06
【再掲】
 P132

さいたまスポーツコミッションの
支援

地域のスポーツ機会を創出し、スポーツ振興や地域経済の活性化を図る
（一社）さいたまスポーツコミッションを支援します。

実施計画事業

3

01-3-1-02
【再掲】
 P89 多言語による情報発信の拡充

市が作成・発行する案内板・看板、印刷物等について、多言語化拡充の
環境整備の推進を図ります。また、外国人市民や訪日外国人に向けた、
多言語対応の情報をホームページなどで発信します。

2
11-2-1-02

ＭＩＣＥの更なる推進

国際会議などのコンベンションを始めとするＭＩＣＥの開催件数を増加さ
せ、地域経済の活性化を図るため、（公社）さいたま観光国際協会と連携
し、ＭＩＣＥ主催者に対して積極的なアプローチを行うとともに、市有施設を
有効活用するなど受け入れ体制の充実にも取り組みます。

戦略１戦術５

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
11-2-1-01

7

11-1-1-01
【再掲】
 P307

東日本連携の推進による地域
経済活性化

「東日本連携・創生フォーラム」の開催をはじめ、東日本連携センター（ま
るまるひがしにほん）を拠点に東日本各地域との幅広い分野での広域連
携を通じて、交流人口の創出を促進するなど、東日本全体の地域経済活
性化を図ります。

戦略１戦術５

国際自転車競技大会の開催
支援

国際自転車競技大会を本市において継続的に開催するため、大会の実
施主体に対して開催支援を行い、大会の開催を広く発信し、「スポーツの
まち　さいたま」の実現を推進します。

戦略１戦術３

5

6

08-1-1-02
【再掲】
 P225

未来に向けた盆栽文化の継
承・発展

令和７年度に迎える盆栽村開村100周年を見据え、庁内関係部局や関連
団体等と連携し、盆栽関連イベントやワークショップの開催、ＳＮＳなど
様々な広報ツールを活用した情報発信など、盆栽文化の発展に資する取
組を実施します。
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延べ宿泊者数
733,482人
（令和元年度）

300,000人 733,000人 763,000人 803,000人 853,000人
令和７年度まで
に延べ宿泊者数
853,000人

本市の外国人宿
泊比率

4.4％
（令和元年度）

0.6％ 4.4％ 4.5％ 4.7％ 5.0％
令和７年度まで
に外国人宿泊比
率5.0％

事業目的
国内外からの観光誘客の促進を図るとともに、関係人口を増加させることにより、地域経済の活性化を
図ります。

事業内容

・（公社）さいたま観光国際協会と連携し本市が誇る盆栽、人形、うなぎ、鉄道、桜回廊、スイーツ、ヨー
ロッパ野菜などの多彩な地域資源である「さいたま市ブランド」を生かした観光ＰＲを実施することにより、
国内外からの観光誘客を促進します。
・本市の伝統・文化である祭り等の開催を支援します。
・誘客の促進を基本的な取組としつつ、オンラインでの情報発信に重点を置くなど、感染症を踏まえた取
組を実施することで、訪問の候補となるようプロモーションは継続して展開します。
・感染症の状況に合わせ、域内観光（マイクロツーリズム）の需要喚起策を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
観光国際課

事業 11-2-1-01 地域資源を生かした観光の振興

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 11-2-1-02 ＭＩＣＥの更なる推進

重点戦略 戦略１戦術５ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
観光国際課

事業目的
ＭＩＣＥの開催件数を増加させ、地域経済の活性化や都市プレゼンスの向上を図り、東日本の中枢都市
にふさわしい“ＭＩＣＥ都市さいたま”の確立を目指します。

事業内容

・ＭＩＣＥの開催件数を増加させるため、（公社）さいたま観光国際協会と連携を図り、情報収集や誘致活
動を積極的に行い、国際会議などのコンベンションを始めとするＭＩＣＥ誘致を一層推進します。
・産学官民連携による受入体制の構築を推進します。
・コンベンションを始めとするＭＩＣＥに対し、従来のオフラインでの開催に加え、オンラインやハイブリッド
形式など、新しい生活様式に則った開催形態に合わせた支援を実施し、将来的な本市での開催につな
げます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

関東ブロック以
上のコンベン
ション開催によ
る経済波及効果

55.9億円
（令和元年度）

55億円 55億円 60億円 65億円 70億円
令和７年度まで
に累計305億円

市有施設の優先
予約件数

５件
（令和元年度）

７件 ８件 ９件 10件 11件
令和７年度まで
の５年間で45件
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8

6
11-3-1-06

農業基盤の整備
ほ場の大区画化や、農業用水路の整備、道路拡幅などにより、営農環境
を向上させるとともに、農地の利用集積により生産性と作業効率の向上
を図ります。

11-3-1-08

4
11-3-1-04

農業交流施設の整備

都市住民が農業に触れ合う機会を拡大するため、市内農産物の直売機
能や観光農園等の情報発信機能等を備えた農業交流施設を整備しま
す。また、農業交流施設の整備に向けた機運の醸成や周辺農業者との
ネットワーク構築のため、整備区域周辺にて農産物直売会を実施しま
す。

5
11-3-1-05 （仮称）農業及び食の流通・観

光産業拠点の整備
食肉中央卸売市場・と畜場と道の駅を一体的に整備します。

7
11-3-1-07

農業用水路の整備
地元からの整備要望のある水路や、長寿命化対策が必要な水路につい
て、安定した農業用水の確保と、排水機能の強化を図るため、水路の整
備を推進し、農業環境を向上させます。

農地の有する多面的機能の維
持、発揮の活動支援

農地の有する多面的機能の維持、発揮を図るため、農地や水路等の地
域資源の適切な保全管理における、地域の活動を支援します。

実施計画事業

3
11-3-1-03 地場産農産物の流通・消費拡

大

地場産農産物の流通・消費拡大のため、食料品スーパーなどにおける地
場産農産物コーナーの設置や直売所での販売等を進めるとともに、学校
給食における地場産農産物の利用を促進します。また、地場産農産物の
ブランド化に取り組むとともに、新たな生活様式に対応するため、販路の
多角化を支援します。

2
11-3-1-02 効率的かつ安定的な農業経営

の実現

農業経営の安定化のため、ＩＣＴなどの先進技術を活用した経営モデルの
確立、農業者への普及啓発及び導入への支援を実施します。また、農地
の出し手と受け手に係る情報収集及び提供を行うとともに、担い手への
農地の貸付けを促進する取組を行います。

戦略２戦術２

事業コード
事業名 事業概要

重点戦略

1
11-3-1-01 農業の担い手確保・育成の強

化

認定農業者等、意欲ある担い手の確保・育成のため、農業経営改善計画
の作成支援及び計画目標の達成に必要な支援を実施します。また、就農
相談及び就農希望者を対象とした研修を実施するとともに、就農後の自
立経営の確立に必要な支援及び農業後継者団体が行う事業への支援を
行います。

26.0％2 担い手への農地の集積率
13.5％

（令和元年度）
20.3％

成果指標 実績
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
市内産農産物を意識して買う・食べて
いる市民の割合

77.5％
(令和２年度)

81％ 85％

施策 11-3-1

持続可能で魅力ある都市農業の確立

施策マネジメント局 施策マネジメント課

経済局 農業政策課
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⑴

⑵

⑶

認定農業者経営
体数

212経営体
（令和元年度）

238経営体 251経営体 264経営体 278経営体 292経営体
令和７年度まで
に292経営体

新規就農者数
16人
（令和元年度）

15人 15人 15人 16人 16人
令和７年度まで
の５年間で77人

事業目的 認定農業者等、意欲ある担い手の確保・育成を目指します。

事業内容

・自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画（農業経営改善計画）の認定を受けた農業者（認定農
業者）を確保・育成するため、農業経営改善計画の作成を支援します。
・計画目標の達成に必要な機械・施設の導入への支援、講習会の実施、計画のフォローアップなどを行います。
・農業後継者の確保・育成のため、関係機関と連携し就農相談に対応するとともに、就農希望者を対象に農業の
基礎及び実践的な技術を習得するための研修を実施します。
・就農後の自立経営の確立に必要な研修や機械・施設の導入等の支援を実施するとともに、農業後継者団体が行
う事業を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
農業政策課

事業 11-3-1-01 農業の担い手確保・育成の強化

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

⑴

⑵

⑶

事業 11-3-1-02 効率的かつ安定的な農業経営の実現

重点戦略 戦略２戦術２ 他施策への貢献（再掲先）

事業課
農業政策課 見沼グリーンセンター

事業目的 先進技術の導入や農地の集積・集約化による農業経営の安定化を目指します。

事業内容

・ＩＣＴ・ＡＩ・ロボットなどの先進技術を活用した経営モデルの確立、農業者への普及啓発及び導入への支
援を実施します。
・農地の出し手と受け手に係る情報収集及び提供を行うとともに、担い手への農地の貸付けを促進する
取組を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

農業者がＩＣＴ
などを活用した
農業技術又は機
器を導入した件
数

３件
（令和元年度）

３件 ４件 ５件 ６件 ７件
令和７年度まで
の５年間で25件

賃借権等の設定
面積

38ha
（令和元年度）

40ha 42ha 44ha 47ha 50ha
令和７年度まで
に50ha
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⑴

⑵

⑶

食料品スーパー
などにおける地
場産農産物コー
ナーの新規設置
店舗数

― ２店舗 ２店舗 ２店舗 ３店舗 ３店舗
令和７年度まで
の５年間で12店
舗

地場産農産物の
新規加工品数

３品
（令和元年度）

３品 ３品 ３品 ３品 ３品
令和７年度まで
の５年間で15品

事業目的 新鮮で安全・安心な農産物の生産とそのブランド化を進め、消費拡大を目指します。

事業内容

・食料品スーパー、百貨店等における地場産農産物コーナーの設置や直売所での販売等を進めるととも
に、学校給食における地場産農産物の利用を促進します。
・安全性や品質にこだわった農産物生産への取組や農産物を活用した商品開発等、高付加価値化を支
援します。
・地産地消の日をＰＲするほか、チラシ、ガイドブック、インターネットなどを活用した効果的な情報発信や
販売促進イベントを実施し、地場産農産物のブランド化に取り組みます。
・新型コロナウイルスの感染拡大による新たな生活様式に対応するため、販路の多角化を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
農業政策課

事業 11-3-1-03 地場産農産物の流通・消費拡大

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

事業 11-3-1-04 農業交流施設の整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

事業課
農業政策課

事業目的 都市住民がさいたま市の農業に触れ合う機会を拡大します。

事業内容

・農の魅力を発信し、市内外からの来訪者を増やすため、市内農産物の直売機能や観光農園等の情報
発信機能等を備えた農業交流施設を整備します。また、整備に当たっては、民間活力を導入し、整備区
域における魅力向上や賑わい創出を図るため、公募設置管理許可制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）を活用します。
・農業交流施設の整備に向けた機運の醸成や周辺農業者とのネットワーク構築のため、整備区域周辺
にて農産物直売会を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

農業交流施設整
備

基本計画再検討
（令和２年度）

整備手法の
検討

整備手法の
検討

事業者公
募・選定

協定締結、
施設設計着
手

整備工事着
手

令和７年度まで
に整備工事着手
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⑴

⑵

⑶

食肉中央卸売市
場・と畜場移転
再整備の事業進
捗

基本計画の検討
（令和２年度）

整備計画の
検討

整備計画の
策定

ＰＦＩ等導
入可能性調
査の実施

事業者選定
建築実施設
計着手

令和７年度中の
建築実施設計着
手を目指す

道の駅整備の事
業進捗

基本計画の検討
（令和２年度）

整備計画の
検討

整備計画の
策定

ＰＦＩ等導
入可能性調
査の実施

事業者選定
建築実施設
計着手

令和７年度中の
建築実施設計着
手を目指す

事業目的 安全・安心な食肉の提供、地産地消の推進、地域振興・観光振興等を実現します。

事業内容

・施設機能や高度衛生管理等、社会的に期待される機能を十分に果たすため、老朽化した食肉中央卸
売市場・と畜場を移転再整備します。
・交流人口の拡大や域内交流の活性化を図り、自律的で持続的な地域社会を実現するために、効果的
なまちづくりの資源として地域振興、観光振興等につながる新たな道の駅を食肉中央卸売市場・と畜場と
一体的に整備します。
・食肉中央卸売市場・と畜場及び道の駅について、令和７年度中の建築実施設計着手を目指し、整備計
画の策定や事業者選定を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
食肉市場・道の駅施設整備準備室

事業 11-3-1-05 （仮称）農業及び食の流通・観光産業拠点の整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

基盤整備地区内
の担い手への農
地の集積率（さ
いたま中央地
区）

13.7％
（令和元年度)

18.9％ 24.1％ 29.3％ 34.5％ 39.7％
令和７年度まで
に39.7％を達成

事業目的
安定した農業用水や排水機能の確保、ほ場の大区画化を行うことで、農作業の効率化を推進し、担い手
への農地の集積化を図ります。

事業内容

・地域との合意形成を図りながら、土地改良事業を推進し、農地の面的な整備を実施します。
・土地改良事業の実施により、農地・農業用施設の、効率的な改善を図るとともに、担い手への農地の
集積を行います。
・見沼区膝子地区を中心とした「さいたま中央地区」については、県営事業として、事業着手を予定してお
り、農地の面的な整備を実施するとともに、担い手への農地の集積を推進します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
農業環境整備課

事業 11-3-1-06 農業基盤の整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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農業用水路整備
箇所数

４箇所
（令和２年度）

５箇所 ７箇所 ７箇所 ８箇所 ８箇所
令和７年度まで
の５年間で35箇
所整備

事業目的
安定した用水の確保や十分な排水機能の確保により、農業従事者の負担軽減や農業生産性の向上を
図ります。

事業内容
地元から整備要望のある水路や、老朽化が進んでいる水路について、現地の測量設計を実施するとと
もに、整備工事を行います。

目標指標 実績
各年度の目標

目標
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
農業環境整備課

事業 11-3-1-07 農業用水路の整備

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）

 

 

 

多面的支援事業
の活動面積

396ha
（令和２年度）

396ha 459ha 459ha 459ha 497ha

令和７年度まで
に、497haに拡大
（農振農用地の
20％）

事業目的 多面的機能を有する、農地・農業用施設の適切な保全管理を推進します。

事業内容
農業、農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、遊休農地の発生防止対策や、農業水利施設
の適切な維持管理、自然環境の保全活動など、地域による共同活動を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業課
農業環境整備課

事業 11-3-1-08 農地の有する多面的機能の維持、発揮の活動支援

重点戦略 他施策への貢献（再掲先）
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Ⅱ 質の高い都市経営の実現 
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51-1-1-01 民間企業等と連携した情報の発信 ― P337

51-1-1-02 協働情報の発信強化 ― P337

51-1-1-03 ＣＳ９０＋運動の全市的推進 ― P338

51-1-1-04 庁内コミュニケーションの促進と推進体制の充実 ― P338

51-1-1-05 協働意識の向上促進 ― P339

51-1-1-06 公民連携セミナーの開催 ― P339

51-1-1-07 高校生ファシリテーターの活躍 ― P340

51-1-2-01 企業等の連携・協定による公共サービスの充実 ― P343

51-1-2-02 ＮＰＯ法人の設立支援 ― P343

51-1-2-03 民間提案の事業化 ― P344

51-1-2-04 協働のコーディネート強化 ― P344

51-1-2-05 マッチングファンド制度による協働事業の促進 ― P345

51-1-2-06 大学との連携の推進 ― P345

51-1-2-07 ＰＦＩ手法等の導入 ― P346

52-1-1-01 市民に分かりやすい情報発信 ○ P351

52-1-1-02 市民の関心・共感を高める情報発信 ― P352

52-1-1-03 市民に信頼される広聴機能の充実 ― P352

52-1-2-01 区役所窓口総合サービスの向上 ○ P355

52-1-3-01 職員のコンプライアンス意識の更なる向上 ― P357

52-2-1-01 事務事業の見直しによる健全財政の維持 ○ P360

52-2-1-02 補助事業等の見直し ― P360

52-2-1-03 公共施設マネジメントの推進 ― P361

52-2-1-04 市民保養施設の活用 ― P361

52-2-1-05 市税の収納率の向上 ― P362

52-2-1-06 国民健康保険事業の健全化 ― P362

52-2-1-07 介護保険料の収納率の向上 ― P363

52-2-1-08 保育料の収納率の向上 ― P363

事業一覧

掲載
ページ

新型コロナ
ウイルス感染症

関連事業
事業名

第２章　高品質経営市役所

第１章　市民協働・公民連携

Ⅱ　質の高い都市経営の実現

事業コード
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掲載
ページ

新型コロナ
ウイルス感染症

関連事業
事業名事業コード

52-2-1-09 公金の納付機会の拡大 ― P364

52-2-1-10 ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用 ○ P364

52-2-1-11 未利用資産の有効活用 ― P365

52-2-1-12 保育園用務業務等の委託化 ― P365

52-2-1-13 学校用務業務等の委託化 ― P366

52-2-1-14 外郭団体の健全経営 ― P366

52-2-1-15 使用料・手数料の見直し ― P367

52-2-2-01 水道事業の健全経営 ― P369

52-2-2-02 下水道事業の健全経営 ― P369

52-2-2-03 病院事業の健全経営 ― P370

52-3-1-01 働き方見直しミーティングの推進 ○ P373

52-3-1-02 一職員一改善提案制度の推進 ― P373

52-3-1-03 研修を通じた成長意識の向上と組織風土の醸成 ― P374

52-3-2-01 働きやすい職場環境整備の推進 ○ P377

52-3-2-02 働きやすさと働きがいの向上のための人事諸制度の推進 ― P377

52-4-1-01 窓口手続のオンライン化拡充 ○ P379

52-4-1-02 さいたまシティスタットの推進 ○ P379

52-4-1-03 情報システムの最適化 ○ P380

52-4-1-04 ＩＣＴを活用できる人材の育成 ○ P380

52-5-1-01 提案募集制度の活用 ― P383

52-5-1-02 指定都市市長会による連携 ― P383

52-5-1-03 九都県市首脳会議による連携 ― P384

52-6-1-01 全庁のシティセールス力向上 ― P387

52-6-1-02 効果的なシティセールスの展開 ○ P387
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第１章　市民協働・公民連携

多様な主体とともに進めるまちづく
り

市民協働・公民連携意
識の醸成

51-1-1-01

第１節  
民間企業等と連携した情報の発信

51-1-1-02
協働情報の発信強化

＜目指す方向性＞ 51-1-1-03
ＣＳ９０＋運動の全市的推進

51-1-1-06

当事者意識を持って主体的に取り組む市民、市
民活動団体、事業者、大学など多様な主体と市
との協働・連携を推進し、社会や地域の課題に
対して効果的に取り組むまちを目指します。

 
企業等の連携・協定による公共サービスの充実

51-1-2-02
市民協働・公民連携を
推進する仕組みづくり

51-1-2-01

51-1-1-04
庁内コミュニケーションの促進と推進体制の充実

51-1-1-05

ＮＰＯ法人の設立支援

51-1-2-07
ＰＦＩ手法等の導入

マッチングファンド制度による協働事業の促進

51-1-2-05

51-1-2-06
大学との連携の推進

51-1-2-03
民間提案の事業化

51-1-2-04
協働のコーディネート強化

協働意識の向上促進

51-1-1-07
高校生ファシリテーターの活躍

公民連携セミナーの開催

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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施策 51-1-1

市民協働・公民連携意識の醸成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 行財政改革推進部

市民局 市民協働推進課

80人 90人

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

実施計画事業

1
地域活動・まちづくりに参加したいと思
う市民の割合

54.2％
（令和２年度）

事業コード 事業名 事業概要

57％ 60％

2 公民連携セミナーの参加者数
72人

（平成30年度）

2 51-1-1-02 協働情報の発信強化

退職を迎える方や在宅勤務により生活の比重を居住する地域へと移した
方など、今後市民活動の担い手となることが期待される方をメイン・ター
ゲットとして、協働の理念や意義、本市の協働事業に関する情報を、冊子
やホームページなどにより発信し、協働意識を高めます。

1 51-1-1-01
民間企業等と連携した情報の
発信

市が進める事業や市と民間企業等が連携して実施した事業などを市の
広報媒体だけでなく、民間企業等の媒体でも発信してもらい、公民連携の
意識を醸成します。

3 51-1-1-03 ＣＳ９０＋運動の全市的推進

市とともにＣＳ９０＋運動を推進する「ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズ」を増やし
ます。さらに、ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズに対し、市の施策や事業、魅力を
発信するとともに、企業・団体が地域活動等に取り組む気運を高め、ＣＳ・
ＳＤＧｓパートナーズの拡大につなげるため、ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズに
よる市民満足度の向上につながる取組を、市から情報発信します。

4 51-1-1-04
庁内コミュニケーションの促進
と推進体制の充実

職員への研修等を通じて、庁内における公民連携意識を醸成するととも
に、所管課からの相談やヒアリングを通じてコミュニケーションを図り、公
民連携の取組を円滑に導入できる体制をつくります。

7 51-1-1-07 高校生ファシリテーターの活躍

ファシリテーション技術を持つ高校生等を育成します。また、育成したファ
シリテーターの活躍により、まちづくりに関する対話の場を設け、対話を
通じて、参加者が地域のまちづくりについての認識を深める契機としま
す。

5 51-1-1-05 協働意識の向上促進
本市職員に対して、市民活動団体等との協働に関する研修を行い、職員
の協働意識の向上及び職員間での協働に関する認識の共有を促進しま
す。

6 51-1-1-06 公民連携セミナーの開催

公民連携コミュニティ及びコミュニティに参加希望の事業者を対象に他自
治体の先進事例や本市が実施を予定している政策、解決に向けて協力
してほしい課題等を説明し、民間事業者が本市の政策に参入しやすい風
土をつくります。
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⑴

⑵

⑶

民間企業等と連
携した情報の発
信件数

―

民間企業等
との調整、
発信体制の
構築

３件 ３件 ３件 ３件
令和７年度まで
の５年間で12件
実施

事業内容

市が進める事業や市と民間企業等が連携して実施した事業などを市の広報媒体だけでなく、民間企業
等の媒体でも発信してもらい、公民連携の意識を醸成します。
・ホームページなどによる広報を行います。
・民間企業等との情報発信体制の構築及び発信を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 51-1-1-01 民間企業等と連携した情報の発信

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―市民への市の事業の周知を強化するとともに、公民連携に取り組む民間事業者の
意識の醸成を目指します。

事業目的

⑴

⑵

⑶

事業 51-1-1-02 協働情報の発信強化

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 市民協働推進課

―市民をはじめとする多様な主体に対して、市民活動団体と市等による協働事業やそ
の理念、意義等を伝え、協働意識を高めます。

事業目的

事業内容

本市の協働事業に関する情報を積極的に発信します。
・発信は、冊子やホームページを用いて行います。また、ＳＮＳなどターゲットに応じた、有効な媒体の活
用を進めます。
・退職を迎える方や在宅勤務により生活の比重を居住する地域へと移した方など、今後市民活動の担い
手となることが期待される方を中心に発信していきます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

本市の協働事業
数

507件
（令和元年度）

533件 559件 585件 611件 637件
令和７年度まで
に637件
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⑴

⑵

⑶

事業 51-1-1-03 ＣＳ９０＋運動の全市的推進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 都市経営戦略部

―官民一体となった「ＣＳ９０＋運動」の全市的な推進により、市民満足度（さいたま市
を「住みやすい」と思う人の割合）90％以上を目指すため、市内の企業・団体へＣＳ９
０＋運動を拡大します。

事業目的

事業内容

・ＣＳ９０＋運動の趣旨に賛同し、市民満足度の向上及びＳＤＧｓの達成に取り組む企業・団体等を増や
すため、市とともに運動を推進する「ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズ」を募集します。
・ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズを通じて、市の取組をＰＲし、市民へ普及・啓発を図るため、ＣＳ・ＳＤＧｓパート
ナーズに対し、市民満足度向上に関わる市の取組を情報発信します。
・企業・団体が地域活動等に取り組む気運を高め、ＣＳ・ＳＤＧｓパートナーズの拡大につなげるため、Ｃ
Ｓ・ＳＤＧｓパートナーズが行っている取組を情報発信します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ＣＳ・ＳＤＧｓ
パートナーズの
取組の情報発信

― ４回 ４回 ５回 ５回 ６回
令和７年度まで
に年度６回発信

ＣＳ・ＳＤＧｓ
パートナーズ団
体数

24団体増
（令和元年度）
※54団体
（R2.3.31現在）

30団体増 100団体増 100団体増 100団体増 100団体増
令和７年度まで
に430団体増

※ＣＳパートナーズ団体数

⑴

⑵

⑶

事業 51-1-1-04 庁内コミュニケーションの促進と推進体制の充実

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
公民連携の取組を円滑に導入できる体制の整備を目指します。事業目的

事業内容
職員への研修等を通じて、庁内における公民連携意識を醸成するとともに、所管課からの相談や提案と
のマッチングを通じてコミュニケーションを図り、公民連携の取組を円滑に導入できる体制をつくります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

企業と連携した
取組数

193件
（令和元年度）

210件 220件 230件 240件 250件
令和７年度に250
件
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⑴

⑵

⑶

事業 51-1-1-05 協働意識の向上促進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 市民協働推進課

―協働の理念や意義に関する職員の意識を向上させ、協働手法による事業の有効性
について認識の共有を図ります。

事業目的

事業内容
本市職員に対して、市民活動団体等との協働に関する研修を実施します。
・研修は、従来の集合して行う形式に加え、ワークショップやオンラインの活用など、社会情勢に則した最
適で効果的な手法を導入して開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

本市の協働事業
数

507件
（令和元年度）

533件 559件 585件 611件 637件
令和７年度まで
に637件

⑴

⑵

⑶

※令和２年11月末現在で85団体

セミナーの満足
度（「非常に良
い」、「良い」
の回答）

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

事業内容
市との意見交換を行う「公民連携コミュニティ」（※）の加入事業者及び参加希望の事業者を対象に、他
自治体の先進事例や本市が実施を予定している政策、解決に向けて協力してほしい課題等を説明し、
民間事業者が本市の政策に参入しやすい風土を醸成します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 51-1-1-06 公民連携セミナーの開催

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
民間事業者の公民連携の意識の醸成を図ります。事業目的
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⑴

⑵

⑶

事業 51-1-1-07 高校生ファシリテーターの活躍

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 市民協働推進課

―高校生等、若年層を始めとする市民が、地域のまちづくりについて対話をし、認識を
深める契機とします。

事業目的

事業内容

ファシリテーション技術を持つ高校生等を育成します。また、育成したファシリテーターの活躍により、まち
づくりに関する対話の場を設けます。
・ファシリテーター講座を開催し、修了者を市民ファシリテーターとして市へ登録します。
・対話の場は、従来の集合して行うワークショップに加え、オンラインの活用など、社会情勢に則した最適
で効果的な手法を導入して開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ファシリテー
ター講座参加者
の満足度

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

対話の場の参加
者の満足度

84％
（令和元年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持
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7 51-1-2-07 ＰＦＩ手法等の導入
財政効果と市民サービスの維持・向上を目指し、民間活力を最大限に生
かすために、施設整備に当たりＰＦＩ、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ、ＰＦＳなどの公民連携
手法を導入します。

5 51-1-2-05
マッチングファンド制度による
協働事業の促進

本市の協働を促進するため、地域課題の解決を目指し、市民活動団体と
市が協働で行う事業に対して、マッチングファンドから助成を行います。

6 51-1-2-06 大学との連携の推進
市と大学の連携及び大学間の連携の促進を図るため、大学コンソーシア
ムさいたまとの機能強化を図り、大学連携を推進します。

3 51-1-2-03 民間提案の事業化
民間事業者と対話を重ね、市が持つ課題や企業等の考え方を共有する
とともに、ノウハウやアイデアなどが盛り込まれた提案を活用し、市の課
題解決を図り、コストの削減、質の高い公共サービスを提供します。

4 51-1-2-04 協働のコーディネート強化
市民活動団体や行政など多様な主体からの協働に関する相談に対応
し、主体間をつなぐコーディネートを行うことで、協働事業の実施につなげ
ます。

2 51-1-2-02 ＮＰＯ法人の設立支援
ＮＰＯ法人は協働の主たる担い手であることから、主体的に活動する
ＮＰＯ法人を育成することを目的に、設立セミナーや設立相談などの支援
を行います。

1 51-1-2-01
企業等の連携・協定による公
共サービスの充実

民間事業者との様々な分野にわたる包括的な連携・協定を締結し、各種
の取組を推進することにより、市民サービスの更なる向上を図ります。

実施計画事業

1
地域活動・まちづくりに参加したことが
ある市民の割合

36.5％
（令和２年度）

事業コード 事業名 事業概要

39％ 42％

2 協定等に基づき連携した事業者数
98事業者

（令和元年度）
110事業者 120事業者

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

施策 51-1-2

市民協働・公民連携を推進する仕組みづくり

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 行財政改革推進部

市民局 市民協働推進課
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⑴

⑵

⑶

企業等と連携し
た取組数

４件
（令和元年度）

５件 ５件 ５件 ５件 ５件
令和７年度まで
の５年間で25件
実施

企業等の協定締
結数

３件
（令和２年度）

２件 ２件 ２件 ２件 ２件
令和７年度まで
の５年間で10件
締結

事業内容

民間事業者との様々な分野にわたる包括的な連携・協定を締結し、各種の取組を推進することにより、
市民サービスの更なる向上を図ります。
・民間事業者との対話を行います。
・包括連携企業と所管課のマッチングを行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 51-1-2-01 企業等の連携・協定による公共サービスの充実

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
事業者の参入機会の創出と市民サービスの更なる向上を図ります。事業目的

⑴

⑵

⑶

事業 51-1-2-02 ＮＰＯ法人の設立支援

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 市民協働推進課

―
主体的に協働を担うＮＰＯ法人を育成します。事業目的

事業内容

ＮＰＯ法人の設立を検討している市民へ、設立のためのセミナーや相談対応を行います。
・セミナーに際しては、オンラインによる在宅勤務のため、生活の比重を居住する地域へと移した方など
が、地域課題の解決に関心を持てるような広報に取り組みます。
・セミナーは、従来の集合して行う形式に加え、オンラインの活用など、社会情勢に則した最適で効果的
な手法を導入して開催します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

セミナー参加者
の満足度

90％
（令和２年度）

90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持
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⑴

⑵

⑶

新たに民間事業
者と連携した事
業数

４件
（令和元年度）

５件 ５件 ５件 ５件 ５件
令和７年度まで
の５年間で25件
の事業化

広告料収入額
67,000千円
（令和元年度）

67,000千円 67,000千円 67,000千円 67,000千円 67,000千円
令和７年度まで
年間67,000千円
を維持

事業内容

民間事業者と対話を重ね、市が持つ課題や企業等の考え方を共有します。また、課題の解決にノウハウ
などが盛り込まれた提案を活用することで、コストを削減し、質の高い公共サービスを提供します。
・民間提案制度をＰＲします。
・民間事業者との対話を行います。
・民間事業者からの提案を受け付けます。
・所管課との事業化に向けた調整を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 51-1-2-03 民間提案の事業化

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
事業者の参入機会の創出と市民サービスの更なる向上を図ります。事業目的

⑴

⑵

⑶

協働のテーブル
の実施件数

50件
（令和元年度）

57件 64件 71件 78件 85件
令和７年度まで
に85件

事業内容

市民活動団体や行政など多様な主体からの協働に関する相談に対応し、主体間をつなぐコーディネート
を行います。
・相談やコーディネートの場である「協働のテーブル」を活用して、調整を図ります。
・事業の実施方法に関する相談では、オンラインの活用などについても協議し、協働の主体が最適な方
法を選択できるように支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 51-1-2-04 協働のコーディネート強化

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 市民協働推進課

―
協働事業を検討する主体を結びつけ、事業の実施へとつなげます。事業目的
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⑴

⑵

⑶

マッチングファ
ンド制度による
助成事業数

１事業
（令和２年度）

６事業 ６事業 ６事業 ６事業 ６事業
令和７年度まで
毎年度６事業を
維持

事業内容

市民活動団体と市が行う協働事業に対して、マッチングファンドから助成を行います。
・採択をした事業には、助成だけではなく、進捗状況の確認や実施にかかる助言等の支援も行います。
・事業の実施方法に関する相談では、オンラインの活用などについても協議し、協働の主体が最適な方
法を選択できるように支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 51-1-2-05 マッチングファンド制度による協働事業の促進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 市民協働推進課

5,000千円
市民活動団体と市が地域課題の解決へ向けて取り組む協働事業を促進します。事業目的

⑴

⑵

⑶

事業 51-1-2-06 大学との連携の推進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
大学コンソーシアムさいたまと連携し、地域課題の解決を目指します。事業目的

事業内容

市と大学の連携及び大学間の連携の促進を図るため、大学コンソーシアムさいたまとの機能強化を図
り、大学連携を推進します。
・大学コンソーシアム加盟大学との協議を行い、連携推進を図ります。
・学生政策提案の実現に向けた支援を行います。
・地域活性化事業への補助金を交付します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市と大学の連携
事業数

98件
（令和元年度）

100件 100件 100件 100件 100件
令和７年度まで
毎年度100件を維
持
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⑴

⑵

⑶

食肉中央卸売市
場・と畜場移転
再整備、道の駅
整備の事業進捗

基本計画の検討
（令和２年度）

整備計画の
検討

整備計画の
策定

ＰＦＩ等導
入可能性調
査の実施

事業者選定
建築実施設
計着手

令和７年度中の
建築実施設計着
手を目指す

成果連動型民間
委託契約方式
（ＰＦＳ）によ
る事業の実施

―
モデル事業
の実施

事業の実施
（１件）

事業の実施
（１件）

事業の実施
（１件）

事業の実施
（１件）

令和７年度まで
に毎年１件の実
施

事業内容

市の財政負担の軽減と市民サービス向上に向けて、ＰＦＩ、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ、ＰＦＳなどの公民連携手法を導
入します。
・公民連携手法の導入を推進します。
・各事業の取組を支援します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 51-1-2-07 ＰＦＩ手法等の導入

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
市の財政負担軽減を図るとともに民間活力による市民サービスの向上を図ります。事業目的
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ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用

52-2-1-11
未利用資産の有効活用

52-2-1-12

公営企業の健全経営 

52-2-2-01
水道事業の健全経営

下水道事業の健全経営

外郭団体の健全経営
52-2-1-15
使用料・手数料の見直し

52-2-2-02

保育園用務業務等の委託化
52-2-1-13
学校用務業務等の委託化

52-2-1-14

52-2-2-03
病院事業の健全経営

健全財政の維持
健全で持続可能な財政
運営

第２節  

＜目指す方向性＞

必要な市民サービスを維持し、かつ的確に行う
ため、効率的・効果的な財政運営を推進しま
す。

52-2-1-08
保育料の収納率の向上

52-2-1-09
公金の納付機会の拡大

52-2-1-06
国民健康保険事業の健全化

52-2-1-07
介護保険料の収納率の向上

52-2-1-04
市民保養施設の活用

52-2-1-05
市税の収納率の向上

52-2-1-10

52-2-1-02
補助事業等の見直し

52-2-1-03
公共施設マネジメントの推進

52-2-1-01
事務事業の見直しによる健全財政の維持

市民の関心・共感を高める情報発信
＜目指す方向性＞ 52-1-1-03

市民と本市の情報共有を図るとともに、適正な
職務執行を通じて、市民に信頼される開かれた
市政運営を推進します。

市民に信頼される広聴機能の充実

公正かつ適正な職務執
行

52-1-3-01
 

職員のコンプライアンス意識の更なる向上

効果的・効率的な区役
所窓口サービスの提供

52-1-2-01
 

区役所窓口総合サービスの向上

第２章　高品質経営市役所

市民に信頼される開かれた市政運営 広報・広聴機能の充実

52-1-1-01

第１節  
市民に分かりやすい情報発信

52-1-1-02

政策 施策 実施計画事業

政策と施策の体系
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※高品質経営市役所

・　市民からみた「高品質経営」市役所　　・・・新たな取組を着実に実施するとともに、市民の声を市政に着実に反映させ、市民が利用しやすい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・　職員にとっての「高品質経営」市役所　・・・職員の質が高く、行政内部の無駄が徹底的に排除された、職員にとって働きがいのあるワーク・　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービスを提供し、市民満足度が高い市役所

ライフ・バランスが確保された市役所

働きやすい職場環境整備の推進
52-3-2-02

働きやすさと働きがい向上のための人事諸制度の推進

＜目指す方向性＞ 52-3-1-03

市民サービスの更なる向上を図るため、事務の
効率化や働きやすい環境を整備するとともに、
地域社会に貢献できる職員の育成に努めます。

研修を通じた成長意識の向上と組織風土の醸成

52-3-2-01

働く環境の整備 

さいたま市の特長を生かした都市イ
メージの向上

地域資源等の発信によ
る訪問意向の形成

52-6-1-01

第６節  
全庁のシティセールス力向上

52-6-1-02

市政を支える職員の育成と働く環境
の整備

職員の育成

52-3-1-01

第３節  
働き方見直しミーティングの推進

52-3-1-02
一職員一改善提案制度の推進

＜目指す方向性＞

本市の特長を生かし、都市イメージの向上を図
ります。

第４節  
窓口手続のオンライン化拡充

52-4-1-02
さいたまシティスタットの推進

＜目指す方向性＞ 52-4-1-03

IＣＴやデータを活用した新しい時代
の行政運営

ＩＣＴやデータを活用
した行政サービス、業
務効率化

52-4-1-01

効果的なシティセールスの展開

「住みやすさ」の発信
による定住意向の形成

52-6-1-01 【再掲】

 
全庁のシティセールス力向上

52-6-1-02 【再掲】
効果的なシティセールスの展開

ＩＣＴを活用して、新しい時代の市民ニーズに
応える効果的で効率的な行政運営を行うととも
に、データに基づく業務遂行の仕組みを構築し
ます。

地方分権改革の確実な推進や地方税財政制度の
抜本的な見直しを国に働きかけ、地域の自主
性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地
域社会の実現を目指します。

＜目指す方向性＞ 52-5-1-03
九都県市首脳会議による連携

真の分権型社会を担う自主的・自立
的な都市経営の実現

地方分権改革の推進と
新たな大都市制度の創
設

52-5-1-01

第５節  
提案募集制度の活用

52-5-1-02
指定都市市長会による連携

52-3-2-01 【再掲】
働きやすい職場環境整備の推進

情報システムの最適化
52-4-1-04
ＩＣＴを活用できる人材の育成
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施策 52-1-1

広報・広聴機能の充実

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市長公室 広報課

54％ 69％

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

実施計画事業

1
必要としている市政情報を得ることが
できていると思う市民の割合

65.3％
（令和２年度）

事業コード 事業名 事業概要

70％ 75％

2
市政に意見を言える機会や手段が備
わっていると思う市民の割合

39.0％
（令和２年度）

2 52-1-1-02
市民の関心・共感を高める情
報発信

市の情報に対する関心・共感を高めるため、市の広報媒体である市公式
ＳＮＳ、市公式ホームページ、市報などを活用し、市民連携等による情報
発信や市民インタビュー、市民投稿等の掲載強化を行います。

1 52-1-1-01 市民に分かりやすい情報発信

市民に分かりやすい形で市政情報を提供するため、市民とコミュニケーション
をとりながら実施する出前講座や、動画・画像の活用を強化するほか、庁内外
の若手、女性等が意見交換できる場を設け、新たなアイデアの創出と協働発
信を実施します。また、専門家等の意見を聴く機会を拡充するなど体制の強化
を図るとともに、専門家による「市民に伝わる」研修を実施します。

3 52-1-1-03
市民に信頼される広聴機能の
充実

広く市民の声を聴き、市政への活用を図るために実施している様々な広
聴事業を積極的に周知するとともに、市民の声データベースシステムの
運用、市民の声モニターの活用、インターネット市民意識調査の拡充に加
え、専門家等の意見を聴く機会を設けるなどの体制強化により、広聴機
能の充実を図ります。
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事業 52-1-1-01 市民に分かりやすい情報発信

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 広報課

―
市民の市政への理解を深めます。事業目的

事業内容

市民に分かりやすい形で市政情報を提供します。
・市民とコミュニケーションをとりながら行う出前講座を推進します。
・市公式ＳＮＳ、市公式YouTubeチャンネルなどへの動画・画像の活用を強化するほか、定期的に庁内
外の若手、女性等が意見交換できる場を設け、新たなアイデアの創出と協働発信を実施します。
・効果的な情報発信を図るため、専門家等の意見を聴く機会を拡充するなど体制の強化を図ります。ま
た、専門家による「市民に伝わる」研修を実施します。
・インターネットを利用できない方に迅速に新型コロナウイルス感染症関連情報等を届けるため、マスメ
ディアや民間事業者と連携した情報発信をします。また、庁内各課との連携体制を強化します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

出前講座の満足
度

94％
(令和元年度)

94％ 94％ 94％ 94％ 94％
令和７年度まで
満足度94％を維
持

市公式YouTube
チャンネルの動
画再生回数

485,721回
(令和元年度）

620,000回 792,000回 871,000回 955,000回
1,050,000
回

令和７年度まで
に1,050,000回

19,600人
令和７年度まで
に19,600人

市公式ＳＮＳの
登録者数

114,095人
(令和２年度)

134,000人 149,000人 164,000人 179,000人 194,000人
令和７年度まで
に194,000人

市公式YouTube
チャンネルの登
録者数

8,315人
(令和２年度)

9,800人 12,300人 14,500人 16,900人
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事業 52-1-1-02 市民の関心・共感を高める情報発信

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 広報課

―
市民の市への関心・共感を高めます。事業目的

事業内容
市政に対する市民の関心・共感を高める情報発信を行います。
・市公式ＳＮＳなどを活用し、市民・大学・企業等との連携での情報発信を行います。
・市報や市公式ホームページなどへの市民インタビュー記事や市民投稿などの掲載を強化します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市民・大学等と
連携した情報発
信企画実施数

６回
（令和元年度）

８回 11回 12回 13回 14回
令和７年度まで
に14回

市公式ＳＮＳを
活用した企画へ
の市民投稿数

1,769件
（令和元年度）

2,600件 3,200件 3,600件 4,100件 4,600件
令和７年度まで
に4,600件

 

 

 

市ホームページ
のジャンル「広
聴・市民参加・
アンケート」へ
のアクセス件数

10,616件
（令和元年度）

12,096件 15,725件 16,525件 17,325件 18,125件
令和７年度に
18,125件

市民の声ウェブ
へのアクセス件
数

78,465件
（令和元年度）

85,525件 89,525件 93,525件 97,525件 101,525件
令和７年度に
101,525件

事業内容

市政に意見を言える機会や手段が多くあることを広く市民に浸透させます。
・広聴事業を積極的に周知するとともに、市民の声データベースシステムの運用、市民の声モニターの
活用、インターネット市民意識調査の拡充に加え、専門家等の意見を聴く機会を設けるなどの体制強化
により、広聴機能の充実を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-1-1-03 市民に信頼される広聴機能の充実

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 広聴課

―
市政に対する信頼感と、市民と本市の共有感を高めます。事業目的
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1 52-1-2-01
区役所窓口総合サービスの向
上

各区役所での自主的・主体的な窓口改善の好事例を共有、拡大し、窓口
環境の改善、向上について継続的に取り組みます。
区役所窓口において、適切な対応・案内だけでなく、市民の利便性の向
上と職員の負担軽減を実現する新たな取組を進めます。

実施計画事業

1
区役所窓口利用者アンケートにおける
満足度の割合

97.4％
(令和元年度)

事業コード 事業名 事業概要

90％ 90％

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

施策 52-1-2

効果的・効率的な区役所窓口サービスの提供

施策マネジメント局 施策マネジメント課

市民局 区政推進部
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 87.0％
令和７年度まで
に87.0％

区役所窓口の改
革が進んでいる
と感じる市民の
割合

―
アンケート
実施

85.0％ 85.5％ 86.0％

各区役所での自
主的・主体的な
窓口改善の取組
の新規実施数

27事例
(令和元年度)

30事例 30事例 30事例 30事例 30事例
令和７年度まで
に取組150事例

区役所窓口サー
ビスの向上に向
けた新たな取組
の導入

新たな取組の検
討
(令和２年度)

新たな取組
の検討・決
定

おくやみ窓口
の開設
翻訳システム
機器の導入検
討・決定

翻訳システ
ム機器を順
次導入

翻訳システ
ム機器を順
次導入

翻訳システ
ム機器を順
次導入

令和４年度までにお
くやみ窓口を全区に
開設
令和７年度までに翻
訳システム機器を全
区に導入

事業内容

区役所における窓口環境の改善・向上について、継続的に取り組みます。
・各区役所での自主的・主体的な窓口改善の好事例を共有、拡大します。
・新しい生活様式に対応しながら、常時混雑している区役所窓口での予約制度の導入など、市民の利便
性の向上と職員の負担軽減を図るための窓口対応、窓口案内等の新たな取組を進めます。
・デジタル技術を活用して、区役所の窓口サービスの向上に取り組みます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-1-2-01 区役所窓口総合サービスの向上

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 区政推進部

―
区役所窓口における市民満足度の向上を図ります。事業目的
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1 52-1-3-01
職員のコンプライアンス意識の
更なる向上

内部統制推進委員会等を開催し、内部統制制度の円滑な運用を実施し
ます。また、職員のコンプライアンス意識の維持・向上を図るため、効果
的・効率的に研修を実施するとともに、各局区における不祥事の発生を
防止するための取組等を支援します。

実施計画事業

1
事務処理ミスの再発率（同一所管にお
ける同様の事務処理ミスの再発生の
割合）

21.9％
(令和元年度)

事業コード 事業名 事業概要

17％ 11％

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

施策 52-1-3

公正かつ適正な職務執行

施策マネジメント局 施策マネジメント課

総務局 法務・コンプライアンス課
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⑴

⑵

⑶

事業 52-1-3-01 職員のコンプライアンス意識の更なる向上

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 法務・コンプライアンス課

―
市民に信頼される誠実な行政運営の実現を目指します。事業目的

事業内容

・内部統制推進委員会等を開催し、内部統制制度の円滑な運用を実施します。
・各局区における不祥事の発生を防止するための取組や、事務処理ミスの再発防止策の作成支援を行
うとともに、事務処理ミス等の一括公表を行います。
・職員のコンプライアンス意識の維持・向上を図るため、効果的・効率的に研修を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

職員アンケート
におけるコンプ
ライアンス意識
の維持・向上度

96.1％
（令和２年度）

97％ 98％ 99％ 100％ 100％
令和６年度まで
に100％

-357-



5 52-2-1-05 市税の収納率の向上

納税者の利便性向上や納付機会の拡大に向けた新たな納付方法導入
の検討を進め、現年度課税分の収納対策を推進します。また、効率的か
つ実効性の高い滞納整理を実施することで、市税収納率の向上及び収
入未済額の圧縮を図ります。

6 52-2-1-06 国民健康保険事業の健全化
国民健康保険制度を持続可能な制度とするため、国民健康保険税収納
対策、医療費及び保険給付の適正化の推進、適正な保険税率等の設定
を実施します。

7 52-2-1-07 介護保険料の収納率の向上
10区において徴収体制（電話催告・訪問徴収）を強化するとともに、財産
調査等を効率的かつ効果的に取り組むことにより、収納率の向上を図り
ます。

2 52-2-1-02 補助事業等の見直し
補助金等見直しメルクマール、さいたま市補助金・負担金の交付及び見
直しに関する基準に基づき、成果指標の設定、事業効果の検証をし、補
助金・負担金支出の見直しを実施します。

3 52-2-1-03 公共施設マネジメントの推進
公民連携の様々な手法を取り入れながら、計画的な改修・更新・複合化
や長寿命化を推進することにより、効果的かつ効率的な管理運営を行い
ます。

4 52-2-1-04 市民保養施設の活用
市民保養施設の利用者数の増加に努めるとともに、施設利用者への
サービス向上を図ります。

1 52-2-1-01
事務事業の見直しによる健全
財政の維持

新型コロナウイルス感染症の拡大といった不測の事態に伴う社会経済状
況の変化に対応しながらも、健全財政による市政運営を維持する必要が
あることから、財政収支に関する中期試算で見込まれている各年度の収
支不足額の解消に向けた取組の一つとして、既存事業の見直しを実施し
ます。

実施計画事業
事業コード 事業名 事業概要

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度

1
一般会計（普通会計）における財政指
標

実質公債費比率
5.3％(令和元年度)

実質公債費比率
18％未満

実質公債費比率
18％未満

実績

施策 52-2-1

健全で持続可能な財政運営

施策マネジメント局 施策マネジメント課

財政局 財政課

都市戦略本部 行財政改革推進部

8 52-2-1-08 保育料の収納率の向上 口座振替の加入促進、催告を実施します。
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10 52-2-1-10
ふるさと応援寄附の充実と地
方創生応援税制の活用

貴重な財源である寄附金の受入れを増やし、財源の確保を図ります。ま
た、地方創生の取組をより一層推進するため、地方創生応援税制の活用
を図ります。

11 52-2-1-11 未利用資産の有効活用

本市の保有する資産の有効活用を全庁的に推進するために、定期的な
未利用地の洗い出しを行うとともに、各所管課と協力して貸付けや売払い
を実施します。あわせて、未利用地の活用を迅速に行うため、各所管課
の職員に対して研修を行います。

9 52-2-1-09 公金の納付機会の拡大
市民の利便性向上のため、納付者が納付方法を選択できるよう、納付方
法や決済手段の拡大により、公金の納付機会の拡大を推進します。

14 52-2-1-14 外郭団体の健全経営

外郭団体の健全運営を推進するため、「外郭団体の更なる健全運営に関
する指針」に基づき、毎年度、外郭団体が作成する取組計画について、
社会経済状況の変化等も踏まえ指導・調整をしたうえで、翌年度に評価、
公表を行います。また、指針については、定期的に見直しを行い改訂を
実施します。

15 52-2-1-15 使用料・手数料の見直し
他指定都市や近隣市の状況等を考慮しながら、適正な受益者負担の観
点から使用料及び手数料について見直しを実施します。

12 52-2-1-12 保育園用務業務等の委託化
公立保育園の用務業務及び給食調理業務において、効果的・効率的な
管理運営を図るため、民間委託を推進します。

13 52-2-1-13 学校用務業務等の委託化
小・中・高等・特別支援学校の用務業務及び小学校の給食調理業務にお
いて、効果的・効率的な管理運営を図るため、民間委託を推進します。
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事業 52-2-1-01 事務事業の見直しによる健全財政の維持

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部 財政課

10,500,000千円財政収支に関する中期試算で見込まれている各年度の収支不足を解消し、健全財
政を維持します。

事業目的

事業内容

新型コロナウイルス感染症の拡大といった不測の事態に伴う社会経済状況の変化に対応しながらも、健
全財政による市政運営を維持する必要があることから、当初予算編成時の収支不足額の解消に向けた
取組の一つとして、既存事業の見直しを実施します。また、年度ごとに見直し方針を定め、対象事業を選
定し、当該事業の費用対効果の検証等を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

249億円
（令和７年度
収支不足額）

333億円
（令和８年度
収支不足額）

当初予算編成時
において収支不
足額を解消

当初予算編成時
における既存事
務事業の見直し
額

693,927千円
（令和３年度予
算編成時）

700,000千
円

700,000千
円

700,000千
円

700,000千
円

700,000千
円

令和７年度まで
毎年度見直し額
700,000千円を維
持

財政収支に関す
る中期試算に基
づく各年度にお
ける収支不足額
の解消

170億円
（令和３年度予
算編成時）

146億円
（令和４年度
収支不足額）

179億円
（令和５年度
収支不足額）

322億円
（令和６年度
収支不足額）

⑴

⑵

⑶

事業効果の小さ
い補助事業等の
割合

8.33％
（令和元年度）

８％ ８％ 6.25％ 6.0％ 5.75％
令和７年度まで
に5.75％

事業内容
補助金等見直しメルクマール並びにさいたま市補助金・負担金の交付及び見直しに関する基準に基づ
き、成果指標の設定、事業効果を検証し、補助金・負担金支出の見直しを実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-1-02 補助事業等の見直し

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 財政課

―
全ての補助金及び任意的な負担金について、支出の適正化を図ります。事業目的
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⑴

⑵

⑶

事業 52-2-1-03 公共施設マネジメントの推進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 資産経営課 保全管理課

―計画的な改修・更新・複合化や長寿命化を推進することにより、効果的かつ効率的な
管理運営を行います。

事業目的

事業内容
「さいたま市公共施設マネジメント計画・第２次アクションプラン」に基づく計画的な改修・更新等を行いま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

ハコモノ施設に
おける予防保全
工事の件数

15件
（令和元年度）

20件 20件 20件 20件 20件
令和７年度まで
の５年間で100件

⑴

⑵

⑶

事業 52-2-1-04 市民保養施設の活用

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 市民生活安全課

―市民保養施設を適切に管理運営し、市民の健康の増進及びレクリエーションを促進
します。

事業目的

事業内容

市民保養施設の利用者数の増加に努めるとともに、施設利用者へのサービス向上を図ります。
・各種広報媒体を利用し、施設ＰＲを実施します。
・施設利用者のニーズや満足度を把握するため、アンケートを実施します。
・新治ファミリーランドの在り方検討を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

施設利用者満足
度

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持

新治ファミリー
ランドの在り方

検討中
（令和２年度）

決定 ― ― ― ―
令和３年度まで
に在り方を決定
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⑴

⑵

⑶

事業 52-2-1-05 市税の収納率の向上

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 収納対策課

19,307,731千円
市税収納率の向上及び収入未済額の圧縮を図ります。事業目的

事業内容

・納期内納付の促進や民間委託の導入による現年度課税分の収納対策を実施します。
・滞納整理を進めることによる滞納繰越分の収納対策を実施します。
・納付機会の拡大及び新型コロナウイルス感染症対策として非対面による納付の推進を図るため、新た
な納付方法を導入します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

市税の収納率
98.24％
（令和元年度）

96.90％ 98.40％ 98.50％ 98.60％ 98.70％
令和７年度まで
に98.70％

市税の収入未済
額

45.6億円
（令和元年度）

76億円 42億円 39億円 37億円 34億円
令和７年度まで
に34億円

⑴

⑵

⑶

国民健康保険税
の収納率（現年
課税分）

92.34％
（令和元年度）

92.22％ 94.00％ 94.10％ 94.20％ 94.30％
令和７年度まで
に94.30％

保険者努力支援
制度の得点率
（インセンティ
ブ）

56.9％
（令和２年度）

57.0％ 57.0％ 57.0％ 57.0％ 57.0％
令和７年度まで
得点率57.0％を
維持

事業内容
・収納率向上のため、期限内納付の促進や滞納整理など国民健康保険税収納対策を実施します。
・健康づくりや生活習慣病重症化予防による医療費及び保険給付の適正化を推進します。
・適正な保険税率等の設定を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-1-06 国民健康保険事業の健全化

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 国保年金課 収納対策課

3,901,736千円
国民健康保険事業の安定的な財政運営を目指します。事業目的
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⑴

⑵

⑶

事業 52-2-1-07 介護保険料の収納率の向上

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 介護保険課

961,679千円
介護保険料の収納率向上を図ります。事業目的

事業内容
・10区において徴収体制を強化し、介護保険料を滞納している方に対して職員による電話催告及び訪問
徴収を実施します。
・納付に至らない場合は、財産調査を行い、滞納処分を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

介護保険料の収
納率

96.94％
（令和元年度）

97.20％ 97.90％ 98.00％ 98.05％ 98.10％
令和７年度まで
に98.10％

⑴

⑵

⑶

事業 52-2-1-08 保育料の収納率の向上

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 保育施設支援課 保育課

297,760千円
保育料の収納率向上を図ります。事業目的

事業内容
・文書送付等により口座振替の加入促進を行います。
・電話・納付書手渡しなどによる催告を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

保育料の収納率
96.4％
（令和元年度）

95.1％ 96.6％ 96.7％ 96.8％ 96.9％
令和７年度まで
に96.9％

保育料の口座振
替率

93.1％
（令和元年度）

93.3％ 93.4％ 93.5％ 93.6％ 93.7％
令和７年度まで
に93.7％
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⑴

⑵

⑶

新たな納付方法
を導入した科目
の割合

42％
（令和２年度）

50％ 50％ 60％

新たな納付
方法に対す
る目標値の
設定

新たな納付
方法に対す
る目標値の
設定

令和５年度まで
に60％

事業内容
公金の納付機会の拡大に向け、新たな納付方法の調査・研究を進め、所管課と連携し新たな納付方法
の導入検討を行い、導入します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-1-09 公金の納付機会の拡大

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 出納課

―
公金の納付機会の拡大を推進することにより、市民の利便性向上を図ります。事業目的

⑴

⑵

⑶

ふるさと応援寄
附受入金額

22,753千円
（令和元年度）

前年度比
10％増

前年度比
10％増

前年度比
20％増

前年度比
20％増

前年度比
20％増

令和７年度まで
毎年度20％増

地方創生応援税
制に係る寄附企
業数

０件
（令和３年度）

― ５件 11件 13件 ―
令和６年度まで
の３年間で29件

事業内容

・本市の取組や魅力を発信できる体験型のお礼品等を拡充します。
・寄附金の使途を明確化（対象事業の選定、事業ＰＲ）します。
・さいたま市『ふるさと応援』寄附の広報周知を実施します。
・新型コロナウイルス感染症の状況により、寄附の使いみちである「新型コロナウイルス感染症対策さい
たま応援寄附～コロナと戦う人たちへ～」の設定を継続します。
上記を通じて、寄附受入れの拡大を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-1-10 ふるさと応援寄附の充実と地方創生応援税制の活用

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 財政課 都市経営戦略部

112,100千円寄附金の受入れを増やし、財源の確保を図ります。また、地方創生応援税制の活用
により、地方創生の取組をより一層推進します。

事業目的
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⑴

⑵

⑶

事業 52-2-1-11 未利用資産の有効活用

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 資産経営課

1,168,000千円
自主財源の確保を行います。事業目的

事業内容

本市の保有する資産の有効活用を全庁的に推進するために、定期的な未利用地の洗い出しを行うとと
もに、各所管課と協力して公募貸付けや売払いを実施します。
あわせて、未利用地の活用を迅速に行うため、各所管課の職員に対して用途廃止、建物取壊しの時期
及び貸付等未利用地管理の手法についての研修を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

公募貸付け及び
売払い件数

８件
（令和元年度）

７件 ７件 ７件 ７件 ７件
令和７年度まで
に35件

公募貸付け及び
売払い金額

295,477千円
（令和元年度）

194,000千
円

194,000千
円

260,000千
円

260,000千
円

260,000千
円

令和７年度まで
に1,168,000千円

⑴

⑵

⑶

公立保育園用務
業務の委託化に
よる人員効果

０人
（令和２年度）

４人 １人 ３人 １人 １人
令和７年度まで
の５年間で累計
10人の人員効果

公立保育園調理
業務の委託化に
よる人員効果

４人
（令和２年度）

１人 ２人 ２人 ４人 １人
令和７年度まで
の５年間で累計
10人の人員効果

事業内容

公立保育園の用務業務及び給食調理業務の委託化を実施します。
・委託化プランに基づき、毎年度新規の委託化を実施します。
・翌年度の委託化に向けた予算要求（委託化プランの検討）を行います。
・翌年度委託する園の入札及び契約を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-1-12 保育園用務業務等の委託化

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 保育課

218,115千円
民間委託を推進し、効果的・効率的な管理運営を実現します。事業目的
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⑴

⑵

⑶

学校用務業務の
委託化による人
員効果

１人
（令和２年度）

２人 ２人 ３人 １人 ２人

令和７年度まで
の５年間の累計
で10人の人員効
果

小学校給食調理
業務の委託化に
よる人員効果

18人
（令和２年度）

３人 ７人 ６人 ５人 ―

令和６年度まで
の４年間の累計
で21人の人員効
果

事業内容

小・中・高等・特別支援学校の用務業務及び小学校の給食調理業務の委託化を実施します。
・毎年度新規の委託化を実施します。
・翌年度委託化に向けた予算要求を行います。
・翌年度委託校の入札及び契約を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-1-13 学校用務業務等の委託化

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 教育総務課 健康教育課

296,525千円
民間委託を推進し、効果的・効率的な管理運営を実現します。事業目的

⑴

⑵

⑶

取組計画におい
て概ね目標を達
成した項目の割
合

82％
（令和元年度）

85％ 85％ 85％ 85％ 85％
令和７年度まで
達成割合85％を
維持

自主財源の確保
に向けた取組を
設定した団体数

全団体
（令和２年度）

全団体 全団体 全団体 全団体 全団体

毎年度全団体に
おいて自主財源
確保に向けた取
組を設定

事業内容

・「外郭団体の更なる健全運営に関する指針」に基づき、毎年度、外郭団体が作成する取組計画につい
て、新型コロナウイルス感染症の拡大といった不測の事態に伴う社会経済状況の変化等にＢＣＰの観点
も含めて柔軟に対応できる内容となるよう指導・調整した上で、翌年度に評価、公表を行います。
・指針については、令和６年度に見直しを行い、改訂を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-1-14 外郭団体の健全経営

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
外郭団体の健全運営を推進します。事業目的
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事業 52-2-1-15 使用料・手数料の見直し

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―
適正な受益者負担の観点から使用料及び手数料を見直します。事業目的

事業内容

他指定都市や近隣市の状況等を考慮しながら、使用料及び手数料を見直します。
・他指定都市や近隣市の状況等について、調査を実施します（令和３年度まで）。
・見直しを要する使用料・手数料を抽出し、課題の整理・見直し内容の検討を行います。
・使用料及び手数料を見直します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

見直した使用
料・手数料の件
数

現状把握
（令和２年度）

事業抽出
他市調査

１件 １件 １件 １件
令和７年度まで
に４件
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※資金不足が生じていない状態を 「―」 として表記

3 52-2-2-03 病院事業の健全経営
「第３次さいたま市立病院中期経営計画」を着実に実施するとともに、地
方公営企業法の全部適用への移行を含む経営形態の見直しについて検
討します。

2 52-2-2-02 下水道事業の健全経営
持続的かつ安定的な下水道サービスを提供するため、「さいたま市下水
道事業中期経営計画」（計画期間：令和３年度から令和７年度まで）を着
実に実施します。

1 52-2-2-01 水道事業の健全経営
安全な水を安定して供給し、水道事業の健全な経営を維持していくため、
「さいたま市水道事業中期経営計画」（計画期間：令和３年度から令和７
年度まで）を着実に実施します。

実施計画事業

1 各企業会計における財政指標
資金不足比率「―」

(令和元年度)

事業コード 事業名 事業概要

資金不足比率
「―」

資金不足比率
「―」

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

施策 52-2-2

公営企業の健全経営

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 行財政改革推進部
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経常収支比率
117.5％
（令和元年度）

110％以上 110％以上 110％以上 110％以上 110％以上
令和７年度まで
110％以上を維持

事業内容

・「さいたま市水道事業中期経営計画」（計画期間：令和３年度から令和７年度まで）の実施、進捗管理及
び評価を行います。
・次期水道事業中期経営計画（計画期間：令和８年度から令和12年度まで）の検討及び策定を行います
（令和７年度まで）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-2-01 水道事業の健全経営

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 経営企画課

―安全な水を安定して供給するため、水道事業の健全経営を実施し、経営基盤を強化
します。

事業目的

 

 

 

事業 52-2-2-02 下水道事業の健全経営

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 下水道財務課

―市民・企業に安定的・継続的に下水道サービスを提供するため、下水道事業の健全
な経営を維持します。

事業目的

事業内容

・「さいたま市下水道事業中期経営計画」（計画期間：令和３年度から令和７年度まで）の実施、進捗管理
及び評価を行います。
・次期下水道事業中期経営計画（計画期間：令和８年度から令和12年度まで）の検討及び策定を行いま
す（令和７年度まで）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

経常収支比率
104％
(令和元年度)

100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上
令和７年度まで
100％以上を維持

-369-



 

 

 

経常収支比率
91.7％
（令和元年度）

86.8％ 90.5％ 94.2％ 97.8％ 98.4％
令和７年度まで
に98.4％

事業内容

・「第３次さいたま市立病院中期経営計画」の実施、進捗管理及び評価を行います。
・中期経営計画改定の検討・策定を行います（令和７年度まで）。
・地方公営企業法の全部適用への移行を含む経営形態見直しの検討を行います。
◆令和４年３月に策定した「第３次さいたま市立病院中期経営計画」に基づき、各年度の目標等の見直
しを行いました（令和４年度改定）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-2-2-03 病院事業の健全経営

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 病院財務課

―健全経営を推進し、市民が可能な限り地域の中で必要な医療を受けることができる
「地域完結型医療の要」を目指します。

事業目的

-370-



-371-



3 52-3-1-03
研修を通じた成長意識の向上
と組織風土の醸成

様々な行政課題に対応できるよう、「職員の成長」と「組織の成長」の促進
を図るため、職員の成長意識の向上と、互いの成長を支え合う組織風土
の醸成につながる内容を取り入れた研修を実施します。

2 52-3-1-02
一職員一改善提案制度の推
進

職員一人ひとりが日常的に改善に取り組む組織風土の醸成を図るため、
業務改善強化月間や庁内改善事例発表会を実施します。また、職場にお
いて様々な業務改善につなげるための研修の開催や、他自治体との交
流を行います。

1 52-3-1-01
働き方見直しミーティングの推
進

職場の風通しを良くし、チーム力を高めるため、ＢＣＰの観点も含めた「働
き方見直しミーティング」を全庁において計画的に実施します。

実施計画事業

1
仕事で成長や達成感を感じている職員
の割合

73.1％
（令和２年度）

事業コード 事業名 事業概要

80％ 85％

2
改革・改善の風土があると思う職員の
割合

75.3％
（令和２年度）

80％ 85％

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

施策 52-3-1

職員の育成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 行財政改革推進部

総務局 人材育成課
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⑴

⑵

⑶

事業 52-3-1-01 働き方見直しミーティングの推進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部

―幸せ（Well-being）経営の実現に向けて、職場のコミュニケーション能力を向上させる
ことで、職場の風通しを良くし、チーム力を高めます。

事業目的

事業内容

・生産性の向上や働き方の見直しにとどまらず、新型コロナウイルス感染症の拡大といった不測の事態
が発生した場合でも適切な対応ができるよう、ＢＣＰの観点も含めた「働き方見直しミーティング」を全庁
において計画的に実施します。
・効果的なミーティングが実施できるよう、各所属における取組内容を取りまとめ、取組結果の周知・共有
を図ります。
・外部有識者に「働き方見直しミーティング」の成果等を報告し、助言を得ることで、新たな取組の展開に
つなげます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

円滑なコミュニ
ケーションが取
れる職場と思う
割合

82.4％
（令和２年度）

85％ 86％ 87％ 88％ 90％
令和７年度まで
に90％

⑴

⑵

⑶

事業 52-3-1-02 一職員一改善提案制度の推進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 行財政改革推進部 人事課

―幸せ（Well-being）経営の実現に向けて、職員一人ひとりが日常的に改善に取り組む
組織風土の醸成を図ります。

事業目的

事業内容

・業務改善の実施と取組事例の共有化を図るため、業務改善強化月間や庁内改善事例発表会を実施し
ます。
・職場において様々な業務改善につなげるための研修の開催や、他自治体との交流を行います。
・外部有識者に改善運動の成果等を報告し、助言を得ることで、新たな取組の展開につなげます。
・職員表彰制度を活用し、継続的・積極的に改善運動に取り組む組織を評価します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

改善事例の報告
件数

16,443件
（令和元年度）

15,000件 15,000件 15,000件 15,000件 15,000件
令和７年度まで
毎年度15,000件
を維持

職員表彰制度の
拡充

―
見直し内容
の検討

制度見直し
の実施

制度の運用
開始・検証

制度の運
用・検証

制度の運
用・検証

令和７年度まで
の適正な制度運
用及び検証
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⑴

⑵

⑶

事業 52-3-1-03 研修を通じた成長意識の向上と組織風土の醸成

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 人材育成課

―
様々な行政課題に対応できるよう、「職員の成長」と「組織の成長」を促進します。事業目的

事業内容

・職員の成長意識の向上と、互いの成長を支え合う組織風土の醸成につながる内容を取り入れた研修を
実施します。
・導入する研修内容の検討・研修の実施・実施後の検証・検証結果を踏まえた研修内容の改善というサ
イクルを、２年間単位で進めていきます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

成長意識の向上
と組織風土の醸
成に資する研修
内容の導入数

３研修
（令和２年度）

６研修 ６研修 ８研修 ８研修 10研修
令和７年度まで
に10研修を導入
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施策 52-3-2

働く環境の整備

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 行財政改革推進部

総務局 人事課

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

実施計画事業

1
ワーク・ライフ・バランスが確保されて
いると感じている職員の割合

75.5％
（令和２年度）

事業コード 事業名 事業概要

80％ 85％

2 52-3-2-02
働きやすさと働きがいの向上
のための人事諸制度の推進

職員の働きやすさと働きがいの向上のため、社会情勢の変化に応じた人
事諸制度の見直しを図るとともに、仕事と子育ての両立及び女性職員が
活躍する職場づくりを進めます。あわせて、業務量の変化等に応じた適
正な人員配置を行うため、必要な職員数の確保を図ります。

1 52-3-2-01
働きやすい職場環境整備の推
進

職員の働きやすさや働きがいの向上を図るため、各業務への積極的な
ＩＣＴの導入と活用に取り組むとともに、事務の集約化・委託化等を推進し
ます。あわせて、新型コロナウイルス感染症の拡大といった不測の事態
におけるＢＣＰやワーク・ライフ・バランスの推進等の観点から、多様な働
き方ができる職場環境を整備します。
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⑴

⑵

⑶

事業 52-3-2-01 働きやすい職場環境整備の推進

再掲先 ５年間の財政効果　　52-4-1

事業課 行財政改革推進部

―幸せ（Well-being）経営の実現に向けて、職員の働きやすさや働きがいの向上を図りま
す。

事業目的

デジタル改革推進部

事業内容

・事務負担軽減や業務効率化に向けて、各業務への積極的なＩＣＴの導入と事務の集約化・委託化等を推進します。
・各区に共通する事務手順について、優良事例の標準化を進めます。
・新型コロナウイルス感染症の拡大といった不測の事態におけるＢＣＰ、業務の効率化、ワーク・ライフ・バランスの推
進等の観点から、テレワークをはじめとする多様な働き方ができる職場環境を整備します。
・庶務事務システムを導入します（令和５年度まで）。
・外部有識者に働き方の見直しに向けた取組の成果等を報告し、助言を得ることで、新たな取組の展開につなげま
す。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

働き方見直しの
取組数

７件
(令和元年度)

７件 ５件 ５件 ３件 ３件
令和７年度まで
に23件

職員数に占める
テレワーク実施
者数の割合
（※）

35.8％
（令和２年度）

50％ 55％ 60％ 65％ 70％
令和７年度まで
に70％

―

検討結果を踏ま
え、目標指標⑵
に統合（令和５
年度改定）

テレワーク実施
の推進

―
試行時の課
題の検証・
分析

本格導入に
向けた諸制
度の整備・
目標指標の
検討

― ―

※　令和４年度までは、試行導入における割合であり、教職員を除いている。令和５年度以降については、試行を踏まえ、教職員に加えて、消防職・医療職等
　のうちテレワークの実施がなじまない者を除いている。

 

 

 

事業 52-3-2-02 働きやすさと働きがいの向上のための人事諸制度の推進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 人事課 職員課

―社会情勢の変化に対応した人事諸制度を構築し、運用することで、職員の働きやす
さと働きがいの向上を図ります。

事業目的

事業内容

・職員の定年引上げのほか、社会情勢の変化に応じた人事諸制度を構築します。また、働きやすい職場
環境整備のため、あらゆるハラスメント対策の強化、地域貢献活動等へのニーズを支援する勤務制度の
見直しにも取り組みます。
・仕事と子育ての両立及び女性職員が活躍する職場づくりを進め、全ての職員が活躍できる職場の実現
を図ります。
・育児休業によるマンパワーの不足や業務量の変化に応じた適正な人員配置を行うため、必要な職員
数の確保を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

社会情勢の変化
に応じた人事諸
制度の見直し

見直しの着手
（令和２年度）

見直し内容
の検討

制度見直し
の実施

制度の運用
開始・検証

制度の運
用・検証

制度の運
用・検証

令和７年度まで
の適正な制度運
用及び検証

「さいたま市職員
の子育ておもいや
り・女性活躍推進
プラン」の目標達
成に向けた進捗率

プラン策定
（令和２年度）

20％ 40％ 60％ 80％ 100％
令和７年度まで
に100％

計画に基づ
く職員数の
確保

令和７年度まで
の計画期間を通
じた適正な職員
数の確保

「さいたま市定
員管理計画」に
基づく適正な職
員数の確保

計画策定に向け
た検討
（令和２年度）

計画策定
計画に基づ
く職員数の
確保

計画に基づ
く職員数の
確保

計画に基づ
く職員数の
確保
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52-3-2-01
【再掲】
 P377

働きやすい職場環境整備の推
進

5

職員の働きやすさや働きがいの向上を図るため、各業務への積極的な
ＩＣＴの導入と活用に取り組むとともに、事務の集約化・委託化等を推進し
ます。あわせて、新型コロナウイルス感染症の拡大といった不測の事態
におけるＢＣＰやワーク・ライフ・バランスの推進等の観点から、多様な働
き方ができる職場環境を整備します。

3

52-4-1-04

情報システムの最適化
ＤＸ推進のため、全庁横断的な取組の推進や、ＤＸ関連施策を推進する
所管課への支援を実施します。また、マイナンバーカードを活用した本人
確認等による安全・安心な情報システムの導入・運用を図ります。

4 ＩＣＴを活用できる人材の育成
ＤＸの推進を目的とした職員向けの研修を実施するとともに、市民の属性
等にかかわらず等しくデジタルの恩恵を享受することができるよう、デジタ
ルデバイド対策を推進します。

52-4-1-03

2 52-4-1-02 さいたまシティスタットの推進

さいたまシティスタット基盤の運営、データ活用に関する職員研修、各課
に対するデータ分析支援の実施等により、市の業務で蓄積した情報や各
種統計などの様々なデータを、幅広い分野において、施策の評価や検
証、企画立案、業務改善などに活用する「さいたまシティスタット」の取組
を推進します。

1 52-4-1-01 窓口手続のオンライン化拡充
多様化する市民ニーズや新しいライフスタイルに対応するため、窓口手
続のオンライン化など、ＩＣＴの導入により市民の利便性を向上させます。

実施計画事業

1
各職場においてＩＣＴの活用や政策立
案・事業改善等にデータを活用できて
いると感じている職員の割合

33％
(令和元年度)

事業コード 事業名 事業概要

50％ 70％

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

施策 52-4-1

ＩＣＴやデータを活用した行政サービス、業務効率化

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 デジタル改革推進部
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原則オンラ
イン化

令和７年度まで
に原則すべての
手続をオンライ
ン化する

オンライン化さ
れた窓口手続の
割合

22％
（令和３年度）

― 48％ 65％ 80％

電子申請システ
ムに追加された
窓口手続数

･９手続
(令和元年度)
･令和３年度対象
手続詳細調査

･200手続を
拡充
･オンライ
ン化計画策
定

― ― ― ―

目標指標 、 
を目標指標 に
統合（令和４年
度改定）

来庁予約サービ
スを利用した窓
口手続数

―
･30手続を
実施
･計画策定

― ― ― ―

目標指標 、 
を目標指標 に
統合（令和４年
度改定）

事業内容

・運用中の電子申請共同システムで申請できる手続を追加・拡充します。
・同システムの追加機能である来庁予約サービスを導入します（令和３年度）。
・法令、県条例を根拠とする窓口手続を除き、押印省略が整った手続から順次オンライン化します。
・同システムの追加機能であるキャッシュレス決済機能を導入します。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上記の取組を加速させます。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-4-1-01 窓口手続のオンライン化拡充

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 デジタル改革推進部 

―窓口手続のオンライン化など、ＩＣＴの導入により、多様化する市民ニーズや新しいラ
イフスタイルに対応し、市民の利便性を向上させます。

事業目的

 

 

 

事業 52-4-1-02 さいたまシティスタットの推進

再掲先 ５年間の財政効果

事業課

―市の業務で蓄積した情報や各種統計などの様々なデータを現状や課題の把握、事
業の企画立案、評価改善等に活用できるようにします。

事業目的

デジタル改革推進部

事業内容

・データをわかりやすく可視化・分析し、結果を共有するためのシステムである「さいたまシティスタット基
盤」を運営します。
・基盤の操作・活用方法や、データ分析の手法・知識・考え方に関する職員研修を実施します。
・統計学の専門家である「さいたまシティスタット推進アドバイザー」による相談を中心とした、庁内各課に
対するデータ分析支援を実施します。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

データ分析支援
事業による課題
解決件数

30件
（令和元年度）

15件 15件 25件 25件 25件
令和７年度まで
の５年間で105件
増

さいたまシティ
スタット基盤等
によるデータの
庁内共有及び公
表件数

２件
（令和元年度）

10件 10件 15件 15件 15件
令和７年度まで
の５年間で65件
増

10回
令和７年度まで
の５年間で50回
実施

データ分析人材
の育成のための
研修回数

９回
（令和元年度）

10回 10回 10回 10回
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⑴

⑵

⑶

事前協議の実施
率

55.6％
（令和元年度）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％
令和７年度まで
実施率100％を維
持

ＩＣＴ担当者研
修の理解度

― 80％ 80％ 80％ 80％ 80％
令和７年度まで
理解度80％を維
持

事業内容

・ＤＸ推進本部を中心とした市全体のＤＸ関連施策の進捗把握や支援を実施するとともに、政府動向やＤＸに関する
取組の進展を踏まえ、必要に応じ、「さいたま市行政デジタル化計画」への反映を行います。
・ＩＣＴの急速な発展に加え、新型コロナウイルス感染症への対応として、行政のデジタル化の更なる推進が求めら
れる中、ＩＣＴに関する課題等を早期解決するために、部内に局ごとの担当者を配置し、システムの導入等を行う所
管課に対してプッシュ型による事前協議を行うとともに、ＩＣＴ活用の取組への相談・支援、ＩＣＴ担当者研修を行いま
す。
・情報システムの集約・統合・共有等の取組を全庁的に行い、コストの削減及びマイナンバーカードを活用した本人
確認等による安全・安心な情報システムの導入・運用を図ります。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-4-1-03 情報システムの最適化

再掲先 ５年間の財政効果

事業課

―ＤＸ推進のため、全庁横断的な取組の推進や、ＤＸ関連施策を推進する所管課への支援を実
施します。また、業務所管課のＩＣＴに関する課題解決・ノウハウの共有や情報システムのコ
スト削減及び安全・安心な導入・運用を図ります。

事業目的

デジタル改革推進部 

⑴

⑵

⑶

事業 52-4-1-04 ＩＣＴを活用できる人材の育成

再掲先 ５年間の財政効果

事業課

―
さいたま市におけるＤＸの推進を目的に、「さいたま市行政デジタル化計画」に基づき職員向けの研修プログラ
ムの導入と研修実施を行います。
また、ＤＸの推進と両輪の取組として、年齢、障害の有無を問わず、市民が等しくデジタルの恩恵を享受するこ
とができるよう、デジタルデバイド対策として、市民向けのデジタル活用等に係る取組を行います。

事業目的

デジタル改革推進部

事業内容
・「さいたま市行政デジタル化計画」に基づく、デジタル活用やセキュリティに関する研修等を実施します。
・地域ＩＣＴリーダーの育成や総務省デジタル活用支援推進事業等の活用により、市民向けのデジタル活
用に関する講座の実施等に係る支援等を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

職員向けのデジ
タル関連研修プ
ログラムに対す
る満足度

― 80％ 80％ 83％ 86％ 90％
令和７年度まで
に90％

市民向けスマホ
講座等の理解度

― 90％ 90％ 90％ 90％ 90％
令和７年度まで
90％を維持
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施策 52-5-1

地方分権改革の推進と新たな大都市制度の創設

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 都市経営戦略部

75件 150件

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

実施計画事業

1

提案募集方式において国からの対応
方針が示された件数（本市からの提案
及び指定都市共同提案等に対する国
からの対応方針が示された件数）及び
本市単独での国への要望が実現した
件数

７件
(令和２年度)

事業コード 事業名 事業概要

25件 50件

2

首都圏の都県市や業務核都市と連携
して行った国への要望が実現した項目
数及び九都県市共同の取組が実現し
た項目数

15件
（令和元年度）

2 52-5-1-02 指定都市市長会による連携
指定都市市長会において、事務・権限及び財源の委譲並びに地方に対
する規制緩和（義務付け及び枠付けの見直し及び必置規制の見直し）を
含め、指定都市の実情を踏まえた、国への提言・要請等を行います。

1 52-5-1-01 提案募集制度の活用
提案募集制度により、事務・権限の委譲及び地方に対する規制緩和（義
務付け及び枠付けの見直し及び必置規制の見直し）に係る提案を行いま
す。

3 52-5-1-03 九都県市首脳会議による連携

九都県市首脳会議において、事務・権限及び財源の委譲並びに地方に
対する規制緩和（義務付け及び枠付けの見直し及び必置規制の見直し）
を含め、首都圏の都市の実情を踏まえた、国への提言・要請等を行いま
す。
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⑴

⑵

⑶

事業 52-5-1-01 提案募集制度の活用

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 都市経営戦略部

―地方公共団体への事務・権限の委譲及び地方に対する規制緩和など、法制度の創
設・改正等に取り組み、地域の自主性・自立性を高めます。

事業目的

事業内容
提案募集制度により、事務・権限の委譲及び地方に対する規制緩和（義務付け及び枠付けの見直し及
び必置規制の見直し）に係る提案（他自治体との共同提案含む）を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

提案募集制度に
よる提案件数
（本市及び指定
都市市長会共同
提案等）

７件
（令和２年度）

８件 ８件 ８件 ８件 ８件
令和７年度まで
に40件

⑴

⑵

⑶

指定都市市長会
議における提
言・要請等件数

17件
（令和元年度）

15件 15件 15件 15件 15件
令和７年度まで
に60件

事業内容
指定都市市長会において、事務・権限及び財源の委譲並びに地方に対する規制緩和（義務付け及び枠
付けの見直し及び必置規制の見直し）を含め、指定都市の実情を踏まえた、国への提言・要請等を行う
とともに、指定都市で連携した取組を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-5-1-02 指定都市市長会による連携

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 都市経営戦略部

―指定都市にふさわしい法制度の創設・改正等に取り組み、地域の自主性・自立性を
高めます。

事業目的
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⑴

⑵

⑶

九都県市首脳会
議における首脳
提案等件数

16件
（令和元年度）

16件 16件 16件 16件 16件
令和７年度まで
に80件

事業内容
九都県市首脳会議において、事務・権限及び財源の委譲並びに地方に対する規制緩和（義務付け及び
枠付けの見直し及び必置規制の見直し）を含め、首都圏の都市の実情を踏まえた、国への提言・要請等
を行うとともに、九都県市で連携した取組を行います。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

事業 52-5-1-03 九都県市首脳会議による連携

再掲先 ５年間の財政効果

事業課 都市経営戦略部

―首都圏の都市にふさわしい法制度の創設・改正等に取り組み、地域の自主性・自立
性を高めます。

事業目的
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2 52-6-1-02
効果的なシティセールスの展
開

効果的なシティセールスを展開するため、ターゲットの特性に合わせた情
報発信を行います。

1 52-6-1-01 全庁のシティセールス力向上
市全体のシティセールス力の向上を図るため、職員一人ひとりがシティ
セールスを行うことの必要性を理解することを目的としたシティセールス
推進員研修を実施します。

実施計画事業

1
首都圏におけるさいたま市に「訪れた
い」と思う人の割合

60.3％
(令和元年度)

事業コード 事業名 事業概要

65％ 70％

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

施策 52-6-1

地域資源等の発信による訪問意向の形成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 都市経営戦略部
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事業 52-6-1-01 全庁のシティセールス力向上

再掲先 ５年間の財政効果52-6-2

事業課 都市経営戦略部

―
全庁のシティセールス力の向上を図ることで訪問意向（定住意向）を形成します。事業目的

事業内容
・市民の市への愛着を醸成し、市民による市の魅力発信を促すことなどを目的として、全庁のシティセー
ルス力の向上を図るため、シティセールス推進員研修を実施します。
・シティセールスガイドラインの改訂を行います（令和５年度まで）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

シティセールス
に取り組んでい
く意欲を示した
研修参加者の割
合

96.8％
（令和２年度）

96％ 97％ 98％ 99％ 100％
令和７年度まで
に100％

 

 

 

事業 52-6-1-02 効果的なシティセールスの展開

再掲先 ５年間の財政効果52-6-2

事業課 都市経営戦略部

―本市の強みや優位性、地域資源などについて、ターゲットの特性に合わせ効果的に
情報発信することで訪問意向（定住意向）を形成します。

事業目的

事業内容

・環境、健康、スポーツ、教育での強みや交通の要衝等の地理的優位性、特色ある地域文化資源等を
生かし、様々な媒体を活用しながら、ターゲットの特性に合わせた情報発信を行います。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるターゲットの行動の変化を踏まえ、効果的な取組を検討
し、実施します（令和３年度）。
・前年度に実施した取組を検証し、事業を実施します（令和４年度から令和７年度まで）。

目標指標 実績
各年度の目標 計画期間

最終目標令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

本市の強みなど
として発信した
事業数

７事業
（令和２年度）

７事業 ７事業 ７事業 ７事業 ７事業
令和７年度まで
毎年度７事業を
維持

交通の利便性を
評価する人の割
合

53.6％
（令和元年度）

56％ 57％ 58％ 59％ 60％
令和７年度まで
に60％
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施策 52-6-2

「住みやすさ」の発信による定住意向の形成

施策マネジメント局 施策マネジメント課

都市戦略本部 都市経営戦略部

成果指標
目標値

令和７年度 令和１２年度
実績

実施計画事業

1
首都圏におけるさいたま市を「住みや
すい」と思う人の割合

45.9％
(令和元年度)

事業コード 事業名 事業概要

55％ 60％

2

52-6-1-02
【再掲】
 P387

効果的なシティセールスの展
開

効果的なシティセールスを展開するため、ターゲットの特性に合わせた情
報発信を行います。

1

52-6-1-01
【再掲】
 P387

全庁のシティセールス力向上
市全体のシティセールス力の向上を図るため、職員一人ひとりがシティ
セールスを行うことの必要性を理解することを目的としたシティセールス
推進員研修を実施します。
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計画名称 計画期間 根拠法令等 担当局 担当課所

基本計画 実施計画

第１節
ふれあいのある地域社会
の形成と活性化

「市民活動の推進」と「市民と行政
の協働の促進」に関する指針（改定
版）

－ 市民局
市民協働推
進課

人権教育及び人権啓発推進さいたま
市基本計画

平成13年度以前～ ○ － ○ 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

人権教育及び人権啓発推進さいたま
市実施計画

令和４年度～
令和７年度

－ 〇 － 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

同和問題の早期解決に関する基本方
針～同和行政・同和教育の基本的な
あり方～

平成15年度～ ○ － － 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

同和問題の早期解決に関する同和行
政・同和教育実施計画

令和５年度～
令和９年度

－ ○ － 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

第４次さいたま市男女共同参画のま
ちづくりプラン

令和元年度～
令和５年度

○ － ○ 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

第３次さいたま市配偶者等からの暴
力の防止及び被害者の支援に関する
基本計画

令和３年度～
令和５年度

○ － ○ 市民局
人権政策・
男女共同参
画課

第３節 多文化共生社会の実現等 さいたま市産業振興ビジョン 経済局 経済政策課

第２次さいたま市環境基本計画
令和３年度～
令和12年度

○ － ○ 環境局 環境総務課

第２次さいたま市地球温暖化対策実
行計画（区域施策編）（第２次さい
たま市環境基本計画別冊）

令和３年度～
令和12年度

○ ○ ○ 環境局
脱炭素社会
推進課

第４期さいたま市地球温暖化対策実
行計画【事務事業編】

令和３年度～
令和12年度

－ ○ ○ 環境局
脱炭素社会
推進課

第２次さいたま市環境基本計画 〇 環境局 環境総務課

第４次さいたま市一般廃棄物処理基
本計画（改定版）

令和５年度～
令和９年度

○ － ○ 環境局
資源循環政
策課

第２次さいたま市環境基本計画 環境局 環境総務課

さいたま水と生きものプラン（第２
次さいたま市環境基本計画別冊）

令和３年度～
令和12年度

○ ○ ○ 環境局 環境対策課

さいたま市緑の基本計画(改訂版)
平成19年度～
令和２年度

○ － ○ 都市局
みどり推進
課

さいたま市緑の基本計画後期アク
ションプラン

平成27年度～
令和２年度

－ ○ － 都市局
みどり推進
課

さいたま市見沼田圃基本計画 平成22年度～ ○ － － 都市局
見沼田圃政
策推進課

さいたま市見沼田圃基本計画アク
ションプラン

令和４年度～
令和８年度

－ ○ － 都市局
見沼田圃政
策推進課

第４節
環境の保全と創造に意欲
的に取り組む都市の実現

第２次さいたま市環境基本計画 環境局 環境総務課

地域から取り組む「脱炭
素社会に向けた持続可能
な都市」の実現

第１節

１　各分野に関連する行政計画一覧表　　　　　　　　　　　 　　　（令和５年４月現在）

　Ⅰ　各分野

第１章　コミュニティ･人権･多文化共生

第２章　環境

第２節 人権尊重社会の実現

章・節 計画レベル(※）

第２節
ともに取り組み、参加す
る　めぐるまち（循環型
都市）の創造

人と自然が共生する緑豊
かな美しい都市の創造

第３節

再掲（本掲載：Ⅰ第２章第１節）

再掲（本掲載：Ⅰ第２章第１節）

再掲（本掲載：Ⅱ第１章第１節）

再掲（本掲載：Ⅰ第２章第１節）

再掲（本掲載：Ⅰ第11章第１節）

※「計画レベル」は当該行政計画の体系において、基本計画／実施計画のいずれに相当するものかを表示しています。
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計画名称 計画期間 根拠法令等 担当局 担当課所

基本計画 実施計画

さいたま市ヘルスプラン21(第２次）
平成25年度～
令和５年度

○ － － 保健衛生局
保健衛生総
務課

第３次さいたま市食育推進計画
平成30年度～
令和５年度

－ ○ － 保健衛生局
保健衛生総
務課

第２次さいたま市自殺対策推進計画
平成29年度～
令和５年度

－ ○ ○ 保健衛生局
保健衛生総
務課

さいたま市歯科口腔保健推進計画
平成27年度～
令和５年度

－ ○ － 保健衛生局
保健衛生総
務課

さいたま市がん対策推進計画
平成28年度～
令和５年度

－ ○ － 保健衛生局
保健衛生総
務課

第３期さいたま市国民健康保険特定
健康診査等実施計画

平成30年度～
令和５年度

－ ○ ○ 福祉局 国保年金課

第２期さいたま市国民健康保険保健
事業実施計画(第２期データヘルス計
画）

平成30年度～
令和５年度

－ ○ ○ 福祉局 国保年金課

第２期さいたま市スポーツ振興まち
づくり計画

令和３年度～
令和12年度

○ ○ －
スポーツ文
化局

スポーツ政
策室

さいたま市スポーツ施設の整備方針 令和３年度～ ○ － －
スポーツ文
化局

スポーツ振
興課

第１節
人生100年時代を豊かに
生きる「未来を拓くさい
たま教育」の推進

第２期さいたま市教育振興基本計画
令和元年度～
令和10年度

○ － － 教育委員会 教育政策室

第３次さいたま市防犯のまちづくり
推進計画

令和元年度～
令和５年度

○ － ○ 市民局
市民生活安
全課

第11次さいたま市交通安全計画
令和３年度～
令和７年度

○ － － 市民局
市民生活安
全課

第３期さいたま市消費生活基本計画
令和３年度～
令和７年度

○ － ○ 市民局
消費生活総
合センター

さいたま市再犯防止推進計画
令和３年度～
令和７年度

－ ○ ○ 福祉局 福祉総務課

さいたま市墓地行政の基本方針 平成27年度～ － ○ － 保健衛生局 生活衛生課

さいたま市食の安全基本方針 平成16年度～ － ○ － 保健衛生局 生活衛生課

さいたま市第３期保健福祉総合計画
（地域福祉計画）

令和５年度～
令和11年度

○ － ○ 福祉局 福祉総務課

さいたまいきいき長寿応援プラン
2023（さいたま市第８期高齢者保健
福祉計画・介護保険事業計画・認知
症施策推進計画・成年後見利用促進
計画）

令和３年度～
令和５年度

○ ○ ○ 福祉局

高齢福祉課
いきいき長
寿推進課
介護保険課

さいたま市第３期保健福祉総合計画
（地域福祉計画）

福祉局 福祉総務課

さいたま市障害者総合支援計画 2021
～2023（令和３～５年度）

令和３年度～
令和５年度

○ ○ ○ 福祉局 障害政策課

さいたま市福祉のまちづくり推進指
針

福祉局 福祉総務課

第３節
安心して暮らせる地域医
療体制の実現

さいたま市新型インフルエンザ等対
策行動計画

平成26年度～ ○ ○ ○
総務局
保健衛生局

危機管理課
地域医療課

第４章　教育

誰もが安心して長生きし
て暮らせる地域共生社会
の実現

第１節

第２節

第２節
スポーツを活用した総合
的なまちづくりの推進

第５章　生活安全

第６章　福祉

安全・安心に暮らせる生
活環境の形成

第１節
主体的な健康づくりの推
進

第１節

第３章　健康・スポーツ

章・節 計画レベル(※）

誰もが自分らしく暮らせ
る地域共生社会の実現

再掲（本掲載：Ⅰ第６章第１節）

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第２節）

-391-



計画名称 計画期間 根拠法令等 担当局 担当課所

基本計画 実施計画

第１節
子ども・子育てを支える
都市の実現

第２期さいたま子ども・青少年のび
のび希望（ゆめ）プラン［改訂版］

令和２年度～
令和６年度

○ ○ ○
子ども未来
局

子ども政策
課

さいたま市文化芸術都市創造計画
令和３年度～
令和12年度

○ － ○
スポーツ文
化局

文化政策室

第２期さいたま市教育振興基本計画 教育委員会 教育政策室

浦和美園～岩槻地域成長・発展プラ
ン

平成30年度～ ○ － －
都市戦略本
部

未来都市推
進部

さいたま市都市計画マスタープラン
平成26年度～
令和６年度以降

○ － ○ 都市局 都市計画課

さいたま市総合都市交通体系マス
タープラン基本計画

平成28年度～ ○ － ○ 都市局 交通政策課

さいたま市地域公共交通計画 令和４年度～ ○ － ○ 都市局 交通政策課

第２次岩槻まちづくりマスタープラ
ン

令和３年度～
令和12年度

○ － － 都市局
岩槻まちづ
くり事務所

岩槻まちづくりアクションプラン
（第３期）

令和３年度～
令和７年度

－ ○ － 都市局
岩槻まちづ
くり事務所

さいたま新都心将来ビジョン 平成25年度～ ○ － － 都市局 都心整備課

大宮駅グランドセントラルステー
ション化構想

平成30年度～ － ○ － 都市局
東日本交流
拠点整備課

大宮駅周辺地域戦略ビジョン 平成22年度～ ○ － － 都市局
大宮駅東口
まちづくり
事務所

さいたま市道路整備計画（第３期）
令和元年度～
令和５年度

－ ○ － 建設局 道路計画課

さいたま都市計画
都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針

令和４年度～
令和８年度

○ － ○ 都市局 都市計画課

浦和駅周辺まちづくりビジョン 令和４年度～ ○ － － 都市局 都心整備課

さいたま市福祉のまちづくり推進指
針

令和３年度～ ○ － － 福祉局 福祉総務課

第２次さいたま市空き家等対策計画
令和４年度～
令和７年度

○ ○ ○ 環境局 環境総務課

さいたま市都市景観形成基本計画 － ○ － － 都市局 都市計画課

さいたま市景観計画 － ○ － ○ 都市局 都市計画課

さいたま市道路網計画
平成29年度～
令和４年度

○ － － 都市局 都市計画課

さいたま市バリアフリー基本構想 平成25年度～ ○ － ○ 都市局 交通政策課

さいたま市自転車ネットワーク整備
計画

平成26年度～
令和５年度

－ ○ ○ 都市局
自転車まち
づくり推進
課

さいたま自転車まちづくりプラン～
さいたまはーと～

平成28年度～
令和７年度

○ ○ ○ 都市局
自転車まち
づくり推進
課

与野本町駅周辺地区まちづくりマス
タープラン

平成27年度～
令和６年度以降

○ ○ － 都市局
まちづくり
総務課

さいたま市住生活基本計画
令和３年度～
令和12年度

○ － ○ 建設局 住宅政策課

さいたま市賃貸住宅供給促進計画
令和３年度～
令和12年度

－ ○ ○ 建設局 住宅政策課

さいたま市市営住宅等長寿命化計画
令和３年度～
令和12年度

－ ○ ○ 建設局 住宅政策課

章・節 計画レベル(※）

人を呼び込み交流を促す
都市インフラ

第９章　都市インフラ

生き生きと心豊かに暮ら
せる文化芸術都市の創造

第１節

第７章　子ども・子育て

第８章　文化

第１節

質の高い生活空間を提供
する都市インフラ

第２節

再掲（本掲載：Ⅰ第４章第１節）
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計画名称 計画期間 根拠法令等 担当局 担当課所

基本計画 実施計画

さいたま市マンション管理適正化推
進計画

令和５年度～
令和12年度

○ ○ ○ 建設局 住宅政策課

さいたま市下水道長期計画
令和３年度～
令和12年度

○ － － 建設局
下水道計画
課

さいたま市下水道事業中期経営計画
令和３年度～
令和７年度

－ ○ － 建設局
下水道計画
課

さいたま市水道事業長期構想
令和３年度～
令和12年度

○ － － 水道局 経営企画課

さいたま市水道事業中期経営計画
令和３年度～
令和７年度

－ ○ － 水道局 経営企画課

さいたま市水道施設再構築計画
令和３年度～
令和32年度

－ ○ － 水道局 水道計画課

さいたま都市計画
都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針

都市局 都市計画課

さいたま市地域公共交通計画 都市局 交通政策課

さいたま市国民保護計画 平成18年度～ ○ ○ ○ 総務局 危機管理課

さいたま市地域防災計画 令和３年度～ ○ － ○ 総務局 防災課

さいたま市国土強靱化地域計画 令和５年度～ ○ － ○ 総務局 防災課

さいたま市防災都市づくり計画 平成27年度～ － ○ － 都市局 都市総務課

さいたま市建築物耐震改修促進計画
令和３年度～
令和７年度

－ ○ ○ 建設局 建築総務課

さいたま市住生活基本計画 建設局 住宅政策課

さいたま市下水道長期計画 建設局
下水道計画
課

さいたま市下水道事業中期経営計画 建設局
下水道計画
課

さいたま市水道施設再構築計画 水道局 水道計画課

さいたま市消防団充実強化計画 令和４年度～ － ○ ○ 消防局
消防団活躍
推進室

さいたま市消防力整備計画
令和３年度～
令和12年度

○ ○ ○ 消防局 消防企画課

さいたま市無電柱化推進計画
平成30年度～
令和10年度

○ ○ ○ 建設局 道路環境課

さいたま市橋梁長寿命化修繕計画
令和３年度～
令和７年度

○ ○ ○ 建設局 道路環境課

第１節
新たな産業の創出と地域
産業の振興

さいたま市産業振興ビジョン
令和３年度～
令和12年度

○ － － 経済局 経済政策課

第２節
観光の振興とＭＩＣＥの
推進

さいたま市産業振興ビジョン 経済局 経済政策課

さいたま市農業振興ビジョン2021
令和３年度～
令和12年度

○ ○ ○ 経済局 農業政策課

さいたま市農業振興地域整備計画 令和元年度～ － ○ ○ 経済局
農業環境整
備課

さいたま市田園環境整備マスタープ
ラン

令和３年度～ ○ － ○ 経済局
農業環境整
備課

章・節 計画レベル(※）

質の高い生活空間を提供
する都市インフラ

第３節

第１１章　経済・産業

災害に強い都市の構築第１節

持続可能で魅力ある都市
農業の振興

第１０章　防災・消防

第２節

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第１節）

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第１節）

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第２節）

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第２節）

再掲（本掲載：Ⅰ第11章第１節）

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第２節）

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第２節）
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計画名称 計画期間 根拠法令等 担当局 担当課所

基本計画 実施計画

第１節
多様な主体とともに進め
るまちづくり

「市民活動の推進」と「市民と行政
の協働の促進」に関する指針（改定
版）

－ ○ － － 市民局
市民協働推
進課

第２期さいたま市PRマスタープラン
令和３年度～
令和７年度

○ － － 市長公室 広報課

第２期さいたま市PRマスタープラン
第１次アクションプラン

令和３年度～
令和５年度

－ ○ － 市長公室 広報課

さいたま市公共施設マネジメント計
画・第２次アクションプラン

令和３年度～
令和12年度

○ ○ － 財政局 資産経営課

第３次さいたま市立病院中期経営計
画

令和４年度～
令和７年度

－ ○ ○ 保健衛生局 病院財務課

さいたま市下水道事業中期経営計画 建設局
下水道財務
課

さいたま市水道事業中期経営計画 水道局 経営企画課

さいたま市定員管理計画
令和４年度～
令和７年度

－ ○ － 総務局 人事課

さいたま市職員の子育ておもいや
り・女性活躍推進プラン

令和３年度～
令和７年度

－ ○ ○ 総務局 人事課

さいたま市職員・組織成長ビジョン
令和３年度～
令和12年度

○ － ○ 総務局 人材育成課

さいたま市行政デジタル化計画
令和３年度～
令和７年度

○ － －
都市戦略本
部

デジタル改
革推進部

さいたま市行政デジタル化計画アク
ション・プラン

令和３年度～
令和７年度

－ ○ －
都市戦略本
部

デジタル改
革推進部

第５節
真の分権型社会を担う自
主的・自立的な都市経営
の実現

－ － － － － － －

第２期さいたま市PRマスタープラン 市長公室 広報課

第２期さいたま市PRマスタープラン
第１次アクションプラン

市長公室 広報課

　Ⅱ　質の高い都市経営の実現

章・節 計画レベル

第１章　市民協働・公民連携

第２章　高品質経営市役所

第１節
市民に信頼される開かれ
た市政運営

第２節 健全財政の維持

第３節
市政を支える職員の育成
と働く環境の整備

第４節
ＩＣＴやデータを活用し
た新しい時代の行政運営

第６節
さいたま市の特長を生か
した都市イメージの向上

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第２節）

再掲（本掲載：Ⅰ第９章第２節）

再掲（本掲載：Ⅱ第２章第１節）

再掲（本掲載：Ⅱ第２章第１節）
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用 語 解 説 
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用 語 解 説 

あ 

アーバンスポーツ ＢＭＸ、スケートボード、パルクール、インラインスケート、ブレイクダン

スなどといった、都市型スポーツのことです。 

ＩｏＴ Internet of Things の略で、モノのインターネットと訳されます。様々なも

のがインターネットにつながり相互に情報交換することで、遠隔操作やデー

タ収集・分析などを行うことができます。 

ＩＣＴ Information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、 

ＩＴ（Information Technology（情報技術））に「Communication」を加え、

ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現です。 

国際的にはＩＴよりも一般的となっています。 

アウトリーチ 積極的に対象者のいる場所に出向いて、働きかけることです。 

アクティブ・ラーニング 学習者による能動的な学びの姿のことです。さいたま市においては、「さい

たま市『アクティブ・ラーニング』型授業」として、2030 年以降の社会を展

望した教育の役割を考慮し、児童生徒が学習内容を深く理解し、実社会での

課題解決に生かしていくための資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動

的に学び続ける態度をはぐくむことができるよう、「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改善を推進しています。具体的には、ＩＣＴ環境

を基盤とし「つかむ・見通す・自力・協働・練り上げ・メタ認知」の６つの

学習プロセスの充実を図っています。 

アフターコロナ 本計画では、コロナ禍において、特効薬やワクチンが開発されて、ウイルス

を抑え込むことができるようになって以降の状態をいいます。 

e スポーツ 「エレクトロニック・スポーツ」の略で、電子機器を用いて行う娯楽、競

技、スポーツ全般を指す言葉です。 

一般会計 保健、福祉、教育、消防、都市基盤の整備など行政運営の基本的な経費を網

羅した地方公共団体の基本となる会計のことをいいます。 

これに対し、一般会計とは別に、それぞれの収入で事業を行う特別会計と企

業会計があります。 

イノベーション モノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価

値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすことをいいます。 

インセンティブ やる気を起こさせる報酬や刺激、動機づけをいいます。 

インバウンド 外国人の訪日旅行や訪日外国人旅行者のことです。 

インフラ インフラストラクチャーの略で、公共施設のうち、都市活動を支える道路、

橋りょうなどの交通施設や公園、上下水道などの施設の総称です。 
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用 語 解 説 

ウィズコロナ 本計画では、コロナ禍において、特効薬やワクチンなど、ウイルスを抑え込

む手段が開発されるまでの期間のことをいいます。 

雨水貯留（浸透）施設 雨水などを地中に浸透、又は貯留する施設です。雨水浸透桝、透水性舗装、

貯留管などがあります。 

ＡＩ Artificial Intelligence（人工知能）の略で、これまで人間にしかできな

かった知的な行為を、人工的に作られた知能で可能にする技術のことです。 

ＡＩデマンド交通 利用者の予約に応じ、ＡＩを活用して設定されたルート・時刻で運行する交

通システムの総称です。 

ＡＥＤ Automated External Defibrillator の頭文字をとったもので、自動体外式除

細動器ともいわれています。 

急性心筋梗塞などを発症し、心電図上で心室細動（心臓が脈打たず細かく震

え、全身に血液を送り出せない状態）となった場合に、心臓に電気ショック

を与えて規則正しいリズムを取り戻させる医療機器です。 

ＳＮＳ Social Networking Service の略で、個人間のコミュニケーションを促進

し、社会的なネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサ

ービスのことをいいます。 

ＮＰＯ Non-Profit Organization の略で、「民間非営利組織」等と訳されています。

継続的、自主的に社会貢献活動を行う営利を目的としない団体の総称です。 

エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事

業主・地権者等による主体的な取組をいいます。 

オープンイノベーション 一組織が外部の組織と連携しながら、技術や知識を交流することで、革新的

なビジネスやサービスを生み出すことをいいます。 

オープンスペース 公園・広場・河川・農地など、建築物などによって覆われていない土地の総

称です。 

人口が集中し建物が密集すればするほど、憩いや交流の場として重要性が高

まります。 

温室効果ガス 地球温暖化の原因となる温室効果を持つ気体のことで、略称はＧＨＧ

（Greenhouse Gas）。「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、二酸化炭

素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、代替フロン等４ガ

ス［ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣＳ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ

Ｓ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）］の７つの温室効果ガ

スを対象とした措置を規定しています。 

か 

かかりつけ医 患者の病歴などを把握したうえで、日常的な診療や健康管理を行ってくれる

身近な医師のことです。 
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用 語 解 説 

環境未来都市 地球温暖化や高齢化など、人類共通の課題に対応し、環境、経済、社会の３

つの価値を総合的、かつ、自律的に創造し続け、「暮らしやすく、活力ある

都市として、継続的に成長するまち」のことをいいます。 

ＧＩＧＡスクール構想 ＧＩＧＡとは、Global and Innovation Gateway for All の略で、１人１台

端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な

支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、

公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境の実現

を目指す構想をいいます。令和元（2019）年に文部科学省により提唱されま

した。 

緊急輸送道路 大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うための路

線のことです。 

グリーンインフラ 社会資本や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多

様な機能（防災・減災や地域振興、気温上昇の抑制等）を活用し、持続可能

で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組をいいます。 

グリーンリカバリー 新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ経済の復興を図るのに際し、

脱炭素化など環境問題への取組も併せて実行しようとするウィズコロナ、ア

フターコロナにおける政策の一つをいいます。 

グローバル・スタディ 平成 28（2016）年度より全てのさいたま市立小・中学校で行われている市独

自の新しい英語教育のことです。 

小学校１年生から中学校３年生までの９年間を一貫したカリキュラムの下

で、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの技能をバランスよく学ぶこと

で、将来、グローバル社会で主体的に行動し、たくましく豊かに生きる児童

生徒を育成するものです。 

経常収支比率 

（公営企業） 

地方公営企業において、経常費用に対する経常収益の割合であり、100％を

下回ると費用が収益を上回っている状態を意味します。 

刑法犯認知件数 「刑法」に規定された犯罪（交通事故によるものを除く）で、警察において

被害届、告訴、告発等を受理した件数をいいます。 

健康寿命 ＷＨＯが提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状

態の期間を差し引いた期間のことをいいます。 

公共用水域 水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供さ

れる水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に

供される水路をいう」と定められています。 

公債費 地方公共団体が発行した地方債の元利償還及び一時借入金の利子の支払いに

要する経費をいいます。 
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用 語 解 説 

公民連携 自治体と民間事業者等が連携して公共サービスの提供を行う仕組みであり、

社会経済情勢の変化や住民の暮らし方の変化によるニーズの多様化に対応す

るために自治体が民間事業者の知識や技術、資源を活用し、公共サービスを

継続的に実施していくための手法をいいます。 

交流人口 通勤・通学、買い物、文化鑑賞・創造、学習、習い事、スポーツ、観光、レ

ジャーなどの目的で、ある地域を訪れ、交流する人口をいいます。 

コミュニティバス 地域住民の利便性向上などのため一定地域内を運行するバスで、自治体の関

与のもと、交通不便地域の解消及び公共施設、病院、駅、商店街など市民生

活に密着した施設への移動手段の確保を主な目的としています。路線バス網

の補完的な役割を担うものです。 

コワーキングスペース さまざまな組織の人々が、交流したり共に働くことができるスペースをいい

ます。 

コンプライアンス 「法令遵守」と訳されますが、単に法令に違反しなければよいということで

はなく、会社員や公務員として求められる社会規範や一般常識を尊重した言

動を行うことをいいます。 

コンベンション 政府、国際機関・団体、学会、協会等が主催する総会、大会、学術会議等の

ことをいいます。 

さ 

再生可能エネルギー 

（再エネ） 

非化石エネルギー源のうち、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の

熱その他の自然界に存する熱・バイオマスなどの永続的に利用可能なエネル

ギー源によって作られるエネルギーをいいます。 

さいたまシティスタット 各種統計や施策・事業に係る数値等の行政情報を庁内において共有し、これ

らのデータを分析することにより、市民ニーズや課題の把握、解決策の企画

立案等に活かす取組をいいます。 

さいたまスポーツシューレ 市内に集積するスポーツ施設群を中心に市内の宿泊・飲食・研修施設等のネ

ットワーク化によって、スポーツを「する場」、「学ぶ場」を確保するととも

に、企業、大学、団体等が持つ最新の知見や技術など、民間力を最大限に活

用したサービスの提供や実証研究を行うものです。 

サステナブル 持続可能性（Sustainable）と訳され、将来世代のニーズを満たすために必

要な資源を現在の世代で損なうことのないよう、環境・社会・経済・組織な

どが将来にわたって適切に維持・保全されながら発展することをいいます。 

産学官民連携 技術開発や製品開発などにおいて、産業界（産）、大学・研究機関（学）、

国・県・市（官）等が連携して取り組むことをいいます。 

産業クラスター 新事業が次々と生み出されるような事業環境を整備することにより、競争優

位を持つ産業が核となって広域的な産業集積が進む状態をいいます。 
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用 語 解 説 

ジェンダー 社会や人間関係における役割や価値観の中で、社会的・文化的につくられて

きた性別のことです。 

市街化区域 都市計画法に規定されている、既に市街地を形成している区域及びおおむね

10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。 

市街化調整区域 都市計画法に規定されている、市街化を抑制すべき区域のことです。 

市街地再開発事業 区域内の土地・建物を再開発ビルの床に置き換え（権利変換）、土地の高度

利用により公共施設と不燃化された共同建築物を整備することで、良好な都

市空間の形成と防災性の向上を図る事業をいいます。 

資金不足比率 

（公営企業） 

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較し

て指標化したものです。経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 

自主財源 地方公共団体が自主的に収入できる財源で、市税、使用料、手数料、財産収

入などがこれに当たります。この割合が高いほど自主的な行政運営ができま

す。 

次世代自動車 窒素酸化物（ＮＯx）や粒子状物質（ＰＭ）等の大気汚染物質の排出が少な

い又は全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環境にやさしい自動車

のことです。 

環境省の「次世代モビリティガイドブック 2019」では、燃料電池自動車、電

気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド

自動車が挙げられています。 

次世代自動車・スマート

エネルギー特区 

さいたま市が総合特別区域法に基づく、地域活性化総合特区として平成 23

（2011）年 12 月に指定を受けた名称です。 

地球温暖化や少子・高齢化といった社会課題に対応し、環境、社会、経済の

３つの価値を創造することで、誰もが暮らしやすく、活力のある都市とし

て、継続的に成長するまちを目指しています。 

（令和２（2020）年３月 31 日、計画期間終了に伴い、指定を解除） 

実質公債費比率 地方債の償還や一時借入金利子等の合計額の標準財政規模に対する比率のこ

とです。 

シティセールス 地域の魅力を新たに作りながら、それらの魅力を市内外に情報発信すること

によって、市内では、市民に対して市への愛着や誇りを醸成しつつ、地域資

源の消費を促し、市外からは、人・カネ・企業などの資源を地域に取り込

み、結果として、地域の力を高める一連の活動をいいます。 

シティプロモーション 地域資源に磨きをかけ、新たな魅力を創出するとともに、市内外へ情報発信

し、知名度とイメージの向上を図ることで、交流人口・関係人口の増加や市

民の「地域への誇りと愛着心」の醸成につなげることを目的とした活動をい

います。 
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用 語 解 説 

姉妹・友好都市 さいたま市では、（一財）自治体国際化協会の取扱いに合わせ、 

（１）両首長による提携書があること 

（２）交流分野が特定のものに限られていないこと 

（３）議会の承認を得ていること 

以上の要件すべてに該当する都市を「姉妹・友好都市」としています。 

市民協働 市民と行政が、相互の立場や特性を尊重しつつ対等な立場から、地域や社会

における共通の課題の解決や共通の目的の実現に向けて、相互の役割を明確

にしたうえで、連携を図りながら協力して活動することをいいます。 

市民農園 レクリエーションや生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目

的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園をいいます。 

住宅セーフティネット 住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な方々が、それぞれの所

得、家族構成、身体の状況等に適した住宅を確保できるような様々な仕組み

のことです。 

循環型都市 大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済活動やライフスタイルが見直

され資源を効率的に利用し、できる限りごみを出さず、やむを得ず出るごみ

は資源として再び利用し、どうしても利用できないごみは適正に処分するこ

とで、環境への負荷を極力低減するシステムを持つ都市をいいます。 

自立・分散型エネルギー

システム 

従来の原子力発電所、火力発電所などの大規模な集中型の発電所で発電し各

家庭・事務所等に送電するシステムに対して、地域ごとにエネルギーを作り

その地域内で使っていこうとするシステムをいいます。 

新型コロナウイルス 

感染症（COVID-19） 

コロナウイルスの一種である SARS-CoV-2 により、肺炎などの急性呼吸器疾

患を引き起こす感染症のことです。令和元（2019）年 12 月に中国の武漢市

で確認されて以降、世界的な流行（パンデミック）となっており、感染者数

と死者数の増加、経済的損失において甚大な被害が生じています。 

スポーツコミッション スポーツを重要産業ととらえ、スポーツに特化して都市マーケティングを担

う専門組織をいいます。 

スマートシティ 都市の抱える諸課題に対して、ＩＣＴなどの新技術を活用しつつ、マネジメ

ント(計画、整備、管理・運営等)が行われ、全体最適化が図られる持続可能

な都市をいいます。 

スラグ 

（溶融スラグ） 

廃棄物や焼却灰等を高温で溶融した後に冷却し、固化させたものです。 

３Ｒ 

（スリーアール） 

Reduce（リデュース＝ごみを出さない）、Reuse（リユース＝再使用する）、

Recycle（リサイクル＝再利用する）の頭文字をとった略称です。 

３×３ 

（スリー・エックス・

スリー） 

３人制バスケットボールの種目で、東京２０２０大会からオリンピック種目

になりました。 
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用 語 解 説 

生活衛生関係営業 「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に規定される営

業のうち理容業、美容業、クリーニング業、旅館業、浴場業及び興行場営業

（映画、演劇又は演芸に係るもの）を指します。 

生活道路 生活関連道路の略で、児童生徒の通学、日用品の買物、近隣との往来、公共

施設への出入など市民の日常生活に使用する道路です。 

制度融資 市内の中小企業者、市内で事業を始めようとする方（創業者又は創業予定

者）に、事業に必要な資金を低利かつ円滑に調達していただくため、自治体

が金融機関等と連携して実施する融資制度です。 

生物多様性 様々な生きものがいることをいいます。いろいろなタイプの自然があるとい

う「生態系の多様性」、様々な生きものがいるという「種の多様性」、同じ種

内でも多様な個性があるという「遺伝子の多様性」の３つのレベルで多様性

があるとしています。 

セーフコミュニティ 事故やケガを予防するため、市民団体や企業、警察、市などでネットワーク

を作り、データ（根拠）に基づいた取組を行い、市民が安全に安心して暮ら

せるまちづくりを進めることです。 

セカンドライフ 定年退職後や子育てを終えた後などの人生のことで、第二の人生ともいいま

す。 

ゼロカーボンシティ 2050 年に温室効果ガスの排出量又は二酸化炭素を実質ゼロにすることを目

指す旨を首長自らが又は地方自治体として公表した地方自治体をいいます。 

ソーシャルキャピタル 社会関係資本と訳され、人々の協調行動を活発にすることによって、社会の

効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社

会組織の特徴を指す概念をいいます。 

Society5.0 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社

会（Society）のことです。 

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 

3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指します。 

IoT（Internet of Things）や人工知能（ＡＩ）の活用により、少子高齢

化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題克服や、新たな価値の創造が期待

されています。 

た 

対流 多様な個性を持つ様々な地域が相互に連携して生じる地域間のヒト、モノ、

カネ、情報の双方向の活発な流れのことです。 

脱炭素社会 温室効果ガスの排出が実質ゼロとなっている社会のことをいいます。 

ＷＨＯ World Health Organization（世界保健機関）の略で、国連システムの中に

あって保健について指示を与え、調整する機関です。 
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用 語 解 説 

多文化共生社会 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係

を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくことをいいま

す。 

男女共同参画社会 男女が互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別にかか

わりなく、その個性と能力を充分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画でき

る社会をいいます。 

地域コミュニティ いま暮らしている地域をより良くしようと、多様な主体がそれぞれの役割分

担のもと相互連携を図りながら、地域社会の課題解決に向けた取組や、まち

づくり活動等に自主的に展開している共同体をいいます。 

地域包括ケアシステム 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続

けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提

供される体制をいいます。 

地下鉄７号線 目黒～赤羽岩淵～浦和美園（35.9km）からなる東京メトロ南北線と埼玉高速

鉄道線（ＳＲ）の総称です。 

地産地消 地域で生産された農林水産物を、その生産された地域内において消費する取

組をいいます。 

地方創生 東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確

保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目的とした政策

や取組をいいます。 

地方創生応援税制 地方公共団体が行う地方創生に資するプロジェクトに対して、民間企業が寄

附を行った場合、課税上の特例措置を受けることができる制度をいいます。

企業版ふるさと納税ともいいます。 

地方分権改革 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が

自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と

責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を

いいます。 

中等教育学校 一つの学校として、一体的に６年間の中高一貫教育を行うものです。 

中量軌道システム 路面電車やモノレールなど、鉄道とバスの中間の輸送量を持つ軌道交通機関

の総称です。 

ツール・ド・フランス

さいたまクリテリウム 

さいたま市で毎年秋に開催される自転車競技イベントです。 

同年の夏に開催される、世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・

フランス」本大会で各賞を獲得するなど大活躍したスーパースター達が集結

し、さいたま新都心周辺の特設コースで熱戦を繰り広げます。 

ＤＶ 

（ドメスティック・ 

バイオレンス） 

Domestic Violence の略で、配偶者や恋人など親密な関係にある（あった）

ものから受ける暴力をいいます。身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済

的暴力などがあります。 
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用 語 解 説 

定住人口 その地域に住んでいる人口のことです。その地域に訪れる（交流する）人で

ある「交流人口」に対する概念です。 

低炭素 持続可能な経済発展を図りながら、地球温暖化の最大の原因といわれる二酸

化炭素の排出をできるだけ抑えることです。 

ＤＸ（デジタルトラン

スフォーメーション） 

将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビ

ジネスモデルを創出・柔軟に改変することです。 

デマンド 需要・要求のことで、「デマンド型」とは、顧客の要求に応じて柔軟にサー

ビスを提供することです。 

テレワーク ＩＣＴ（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働

き方です。「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語で、本来

勤務する場所から離れて働くことをいいます。 

同和問題 同和地区（被差別部落）に生まれたということだけで、日常生活や就職・結

婚などの際に不当な差別を受けるなど、誰にでも保障されている基本的人権

が侵害されているという社会問題をいいます。 

都市活動 都市において行われる、市民生活、商業活動、生産活動などを総称した、

様々な活動をいいます。 

都市機能 都市的な活動を支えるために必要な機能の総称です。 

主な都市機能として、居住機能、商業機能、業務機能、産業機能、レクリエ

ーション機能などがあげられます。 

都市基盤 

（都市基盤施設） 

学校、病院、道路、港湾、工業用地、公営住宅、橋りょう、鉄道路線、バス

路線、上水道、下水道、電気、ガス、電話など市民の福祉の向上と経済の発

展に必要な施設をいいます。 

都市計画道路 都市計画法に基づく手続によって決定する道路のことです。 

都市計画で決定することにより、将来整備に必要な区域を明確化し、住民の

合意形成を図るとともに、建築の制限などにより事業の円滑化を図ります。 

都市公園 街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園などの国又

は地方公共団体が設置する公園のことです。 

都市農業 大消費地に位置するという利点を生かしつつ、市民に新鮮で安全かつ良質な

農産物等を供給し、及び農業の有する多面的機能を備えた市の全域で営まれ

る農業をいいます。 

土地区画整理事業 道路・公園などの公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るため、土地の

区画形質の変更や公共施設の新設又は変更を行う事業をいいます。 

事業の特徴として、公共施設が未整備である一定の区域において、土地所有

者等の地権者から各自の権利に応じて土地を減歩してもらい、この土地を公

共用地に充てたり、一部を売却して事業資金の一部に充てる制度がありま

す。 
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用 語 解 説 

と畜場 食用に供する目的で牛や豚などの家畜をとさつし、又は解体するために設置

された施設をいいます。 

な 

認定農業者 農業経営基盤強化促進法に基づき、５年後の目標とその達成のための取組内

容を記載した農業経営改善計画を市（又は県・国）に提出し、認定を受けた

農業者をいいます。 

ネーミングライツ さいたま市と民間団体等との契約により、市有財産等に企業名や商品名など

のブランド名を「通称名」として命名できる権利等（ただし、条例上の施設

名称等は変更しません。）を付与するかわりに、当該団体からその対価等を

得て、施設等の運営・管理に資する方法をいいます。 

農業後継者団体 将来にわたり農業経営を継承すると認められる新規就農者（45歳未満の者に

限る。）又は認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就

農計画を市に提出し、認定を受けた市内在住の農業者）３名以上で組織され

た団体をいいます。 

ノーマライゼーション 障害のある人の住居、教育、労働、余暇などの生活の条件を可能な限り障害

のない人の生活条件と同じようにすることで、障害のある人が障害のない人

と同等に生活し活動する社会を目指す理念をいいます。 

現在では、障害者福祉に限らず、社会のあらゆる分野に共通する理念となっ

ています。 

は 

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ 都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法である公募設置

管理制度をいいます。 

都市公園内で飲食店などの公園施設を設置管理する事業者を公募で選び、そ

の収益を公園整備に還元することで、都市公園の再生・活性化や魅力向上に

つなげることができます。 

バリアフリー 障害者や高齢者など、ハンディキャップを負っている人々の行動を拒む制度

的、物的、心理的な障壁をなくすことです。 

バスや鉄道の車両、歩道等において、段差、階段、出入口、通路などの配慮

をはじめ、ハンディキャップを負っていない人の理解や協力も対象となりま

す。 

ＰＦＩ Private Finance Initiative の略で、公共施設などの建設や維持管理、運営

等に、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的、効果的に公

共サービスを提供する手法をいいます。 

ＢＭＸ 

（Bicycle Motocross） 

ワールドカップ・オリンピック種目などになっている自転車競技の一種で、

小型で頑丈な自転車を用いて技術やスピードを競います。 
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用 語 解 説 

ＢＣＰ Business Continuity Plan の略で、企業や団体が自然災害、大火災、テロ攻

撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとど

めつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常

時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り

決めておく計画をいいます。 

ファシリテーション／

ファシリテーター 

ファシリテーションは、会議などの場で、中立な立場から参加者の発言を促

したり、論点を整理したりすることによって議論を活発化させ、進行の手助

けをすることです。この役割を担う人のことをファシリテーターといいま

す。 

普通会計 地方公共団体における会計は、一般会計及び特別会計によって構成されます

が、実施している事業の違いから、各地方公共団体によって、会計の範囲が

異なっています。そのため、全国統一の基準により、一般会計と特別会計の

一部を合計した統計上の会計区分を普通会計といいます。 

プラットフォーム 物やサービス、人が集まり、交流やつながりを生み出す場所や仕組みをいい

ます。 

包摂的 社会的に弱い立場にある人々をも含め、市民一人ひとりを排除や摩擦、孤独

や孤立から援護し、地域社会の一員として取り込み、支え合う考え方で、

「社会的包摂」ともいいます。 

ほ場 農作物を栽培するための場所のことです。水田や畑（普通畑・樹園地・牧草

地）などを指します。 

ま 

ＭａａＳ Mobility as a Service（サービスとしての移動）の略で、ＩＣＴの活用に

より、電車やバス、タクシーなど様々な移動手段をスマートフォンなどから

検索から予約、支払いまで一括で行えるサービスの総称です。 

ＭＩＣＥ 企業等の会議（Meeting）、企業等が行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅

行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議 

（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字

を使った造語で、これらのビジネスイベントの総称です。 

マッチングファンド 市民・企業・行政等が資源を持ち合い、より規模の大きい活動を実現させる

ために共同になって寄付や補助金といった資金を提供しあう制度をいいま

す。 

マルチモビリティ 誰もが快適で便利に移動できるよう、複数（マルチ）の交通手段（モビリテ

ィ）を組み合わせることをいいます。 

無電柱化 災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、

道路上の電柱又は電線の撤去等を行うものです。 

モビリティ 移動するための交通手段をいいます。 
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や 

遊休農地 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されない

と見込まれる農地、又はその農業上の利用の程度がその周辺の地域における

農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地をいいます。 

要介護 身体又は精神の障害のため、入浴・排せつ・食事などの日常生活での基本的

な動作が６か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態である

と認定されると、介護の必要度により要介護１～５に区分され、区分に応じ

た介護保険サービスが提供されます。 

ら 

ライフスタイル 衣食住の在り方だけでなく、生活の様式や働き方など個人の生き方全般をい

います。 

ライフステージ 人間の一生において節目となる出来事(出生、入学、卒業、就職、結婚、出

産、子育て、退職など)によって区分される生活環境の段階をいいます。 

それぞれの段階は連続性があるものの、節目によって、次の段階の生活環境

や“生き方”は大きく変容し、場合によっては、環境に適応するために生活

スタイルや考え方、仕事の仕方など、様々なものを変化させる必要が生じま

す。 

リテラシー 元々は、読み書きの能力のことをいいます。情報化の進展により、近年は情

報や知識を適切に理解・解釈し、活用する能力という意味で用いられていま

す。 

レガシー 世代から世代へ受け継ぐものごとで、遺産ともいいます。 

わ 

ワークショップ 一方的な講義ではなく、参加者がグループで積極的に意見交換をすること

で、問題解決やアイデア創出、合意形成などを図る手法をいいます。 

 

-407-





 

 

 

さいたま市総合振興計画 基本計画 実施計画  

2021(令和３年度)-2025（令和７年度） 

～令和５(2023)年度改定版～ 

令和６（2024）年３月発行 

発行 さいたま市 

編集 さいたま市 都市戦略本部 都市経営戦略部 

        〒330-9588 

        さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 

        電話 048-829-1111（代表） 

        F A X 048-827-8656（代表） 

        E-Mail toshi-keiei@city.saitama.lg.jp 

mailto:toshi-keiei@city.saitama.lg.jp






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頒布価格 600 円 


